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○千葉県地域防災計画【総則編】 

 

ページ 修正理由 修正案 現行 
 

 

 

 

 

 

総-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画

修正のため 

第１章 計画の目的及び構成 

 

第１節 計画の目的 

 
災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第４０条の規定に基づ

き、千葉県防災会議が策定するこの計画は、昭和３８年の策定以来、

これまで幾度にわたる修正を行ってきた。 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、マグニチュー

ド９．０という過去最大の地震であり、未曽有の災害をもたらした。

本県でも、津波や液状化などにより大きな被害を受けたところで

ある。 

また、令和元年９月９日に本県に上陸した令和元年房総半島台風

（台風１５号）は、県内１０箇所において、観測史上１位の最大瞬

間風速を更新する記録的な暴風をもたらし、大規模停電とそれに伴

う広範囲に渡る断水が発生した。 

さらに、令和元年１０月に発生した令和元年東日本台風（台風

１９号）、１０月２５日の大雨では、竜巻と推定される突風、河川

の越水、土砂崩れなどにより大きな被害が発生した。 

  このような大規模災害の教訓等を礎とするとともに、近年の防災

をめぐる社会構造の変化等を踏まえ、県域に係る災害対策を実施す

る際の、県、市町村、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、

指定地方公共機関、公共的団体が処理すべき事務又は業務の大綱を

定めるものである。 

また、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災

害時」という。）に被害を最小限にとどめるためには、公助はもと

より自助・共助の取組が重要であり、県民、事業者、自主防災組織

等の自助・共助の自主的かつ積極的な取組を一層推進するため、平

成２５年１２月千葉県防災基本条例を制定したところである。 
 

 

第１章 計画の目的及び構成 

 

第１節 計画の目的 

 
災害対策基本法（昭和36 年法律第223 号）第４０条の規定に基

づき、千葉県防災会議が策定するこの計画は、昭和３８年の策定以

来、これまで幾度にわたる修正を行ってきた。 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、マグニチュー

ド９．０という過去最大の地震であり、未曽有の災害をもたらした。

本県でも、津波や液状化などにより大きな被害を受けたところで

ある。 

また、令和元年９月９日に本県に上陸した令和元年房総半島台風

（台風１５号）は、県内１０箇所において、観測史上１位の最大瞬

間風速を更新する記録的な暴風をもたらし、大規模停電とそれに伴

う広範囲に渡る断水が発生した。 

さらに、令和元年１０月に発生した令和元年東日本台風（台風

１９号）、１０月２５日の大雨では、竜巻と推定される突風、河川

の越水、土砂崩れなどにより大きな被害が発生した。 

このような大規模災害の教訓等を礎とするとともに、近年の防災

をめぐる社会構造の変化等を踏まえ、県域に係る災害対策を実施す

る際の、県、市町村、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、

指定地方公共機関、公共的団体が処理すべき事務又は業務の大綱を

定めるものである。 

また、災害発生時の被害を最小限にとどめるためには、公助はも

とより自助・共助の取組が重要であり、県民、事業者、自主防災組

織等の自助・共助の自主的かつ積極的な取組を一層推進するため、

平成２５年１２月千葉県防災基本条例を制定したところである。 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

  第２節 地域防災力の向上 

 
大規模な災害においては、発災直後の県民一人ひとりの自覚や行

動が生死を分ける結果になり得る。 

平時から正しい知識を持ち、自らが考え、行動することの重要性

を再認識し、「自らの命は自ら守る」とする自助の取組みの強化を

図る。そのため、家庭や地域等と連携し、幼少期からの防災教育の

充実に努め、また、県民は、災害教訓を伝承し、防災意識の向上に

努める。 

また、過去の大規模災害から、地域のつながりが重要であること

が明らかとなっている。 

阪神・淡路大震災では、建物の倒壊などにより生き埋めになった

被災者を地域の人達が救助するなど、救命に大きな成果をあげてい

るほか、東日本大震災でも、避難生活に地域のつながり、力が大き

く貢献しているところである。都市化や核家族化の進展などの社会

構造の変化により、地域コミュニティの弱体化が叫ばれ始めている

が、「自分たちの地域は地域のみんなで守る」といった共助の考え

方の重要性を再認識し、自主防災組織の機能強化や、災害対策コー

ディネーターの養成を促進し、共助の中核となる人材を育成するな

どの取組みの強化に努める。 

さらに、民間団体等と県・市町村との連携の取組みも重要となっ

ている。阪神・淡路大震災以降、行政機関と民間団体・企業との協

定締結による連携強化が進んできており、本県でも、生活協同組合

連合会との物資の確保やボランティア活動支援に関する協定や、コ

ンビニエンスストアチェーンとの物資供給に関する協定など、様々

な分野での連携が進んでいる。最近では、市町村が建築士や土地家

屋調査士の団体との間で、家屋の被害認定等に関する協定を締結す

るなどの動きも見えている。 

これらの連携の輪をひろげていくことにより、社会の一員でもあ

る民間団体等の力を最大限発揮するための取組みを進めていく。 

このような取組みの強化と併せ、地震・津波や風水害などの様々

な災害において、また、予防、応急対策、復旧のそれぞれの段階に

おいて、千葉県防災基本条例の定めるところにより、自助・共助・

第２節 地域防災力の向上 

 
大規模な災害においては、発災直後の県民一人ひとりの自覚や行

動が生死を分ける結果になり得る。 

平時から正しい知識を持ち、自らが考え、行動することの重要性

を再認識し、「自らの命は自ら守る」とする自助の取組みの強化を

図る。そのため、家庭や地域等と連携し、幼少期からの防災教育の

充実に努め、また、県民は、災害教訓を伝承し、防災意識の向上に

努める。 

また、過去の大規模災害から、地域のつながりが重要であること

が明らかとなっている。 

阪神・淡路大震災では、建物の倒壊などにより生き埋めになった

被災者を地域の人達が救助するなど、救命に大きな成果をあげてい

るほか、東日本大震災でも、避難生活に地域のつながり、力が大き

く貢献しているところである。都市化や核家族化の進展などの社会

構造の変化により、地域コミュニティの弱体化が叫ばれ始めている

が、「自分たちの地域は地域のみんなで守る」といった共助の考え

方の重要性を再認識し、自主防災組織の機能強化や、災害対策コー

ディネーターの養成を促進し、共助の中核となる人材を育成するな

どの取組みの強化に努める。 

さらに、民間団体等と県・市町村との連携の取組みも重要となっ

ている。阪神・淡路大震災以降、行政機関と民間団体・企業との協

定締結による連携強化が進んできており、本県でも、生活協同組合

連合会との物資の確保やボランティア活動支援に関する協定や、コ

ンビニエンスストアチェーンとの物資供給に関する協定など、様々

な分野での連携が進んでいる。最近では、市町村が建築士や土地家

屋調査士の団体との間で、家屋の被害認定等に関する協定を締結す

るなどの動きも見えている。 

これらの連携の輪をひろげていくことにより、社会の一員でもあ

る民間団体等の力を最大限発揮するための取組みを進めていく。 

 このような取組みの強化と併せ、地震・津波や風水害などの様々

な災害において、また、予防、応急対策、復旧のそれぞれの段階

において、千葉県防災基本条例の定めるところにより、自助・共
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ページ 修正理由 修正案 現行 

公助が一体となって、県内全域の防災力の向上を図っていく。 

また、これらの取組みの推進に当たっては、新型コロナウイルス

感染症など感染症への対策を講じていく。 

助・公助が一体となって、県内全域の防災力の向上を図っていく。

総-3-2 事業内容の修正 第３章 防災関係機関等の処理すべき事務又は業

務の大綱 
 
（関東総合通信局） 
（略） 
２ 災害時テレコム支援チーム（MIC－TEAM）による災害対応 
支援に関すること 

（略） 
 

第３章 防災関係機関等の処理すべき事務又は業

務の大綱 

 

（関東総合通信局） 

 （略） 
２ 災害時テレコム支援チーム（MIC－TEAM）の派遣に関すること

（略） 
 

総-4-1 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 第４章 地勢概要等 

 
１ 地 勢 

（２）地 形 

表１ 千葉県の地勢一覧（千葉県勢要覧 令和 2年版） 

 

 
 

位置 （略） （略） 

県庁 

所在地 
（略） （略） 

広ぼう 
東西 102.6km

南北 133.9km 
 

面積 5,157.57k㎡  

(全国比・

順位) 
1.36% 28位 （以上令和 2年 10月 1日現在） 

海 岸 線

延長 
531.103km （平成 31年 3月 31 日現在） 

第４章 地勢概要等 
 

１ 地 勢 

（２）地 形 

表１ 千葉県の地勢一覧（千葉県勢要覧 令和元年版） 

 

 
 

位置 （略） （略） 

県庁 

所在地 
（略） （略） 

広ぼう 
東西 102.6km

南北 133.9km 
 

面積 5,157.60k㎡  

(全国比・

順位) 
1.36% 28位 （以上令和元年 10月 1日現在） 

海 岸 線

延長 
533.103km （平成 30年 3月 31 日現在） 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

総-4-9 

 

 

被害情報の修正 ５ 過去の災害 

（１）千葉県が影響を受けた主な地震・津波災害（江戸時代以降）

番 
号 

西 暦
年 月
日 

（ 日
本歴） 

震央 マグ 

ニチ 
ュー 
ド 

県内 
最大 

震度 

地変 津波 
人命・ 
家屋等の 

被害 東経 
北緯 

震央 
地名 

15 

 

2011. 

3．11 

（平成

23 年） 

（略） （略） （略） 
（ 略

） 

（ 略

） 

（ 略

） 

令和 3 年 8
月 6日現在 
死者 22 名
（うち、津波
による死者
14 名（旭市
13 名、山武
市 1 名）、行
方不明者 2
名（津波によ
る）、負傷者
270 名。 
建 物 全 壊
807 棟、半壊
10,312 棟、
一 部 損 壊
57,449 棟、 
（略） 

５ 過去の災害 

（１）千葉県が影響を受けた主な地震・津波災害（江戸時代以降）

番 
号 

西 暦
年 月

日 
（ 日
本歴） 

震央 マグ 
ニチ 
ュー 

ド 

県内 

最大 
震度 

地変 津波 

人命・ 

家屋等の 
被害 東経 

北緯 
震央 
地名 

15 

2011. 

3．11 

（平成

23 年） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

令和3年3月
4日現在 
死者22名（う
ち、津波によ
る死者 14 名
（旭市13名、
山武市1名）、
行方不明者 2
名（津波によ
る）、負傷者
270 名。 
建物全壊 807
棟 、 半 壊
10,311、一部
損壊 57,443 
（略） 
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○千葉県地域防災計画【地震・津波編】 

 

ページ 修正理由 修正案 現行 
 

 

 

地-1-2 

 

 

 

防災基本計画修正

に伴う語句修正 

 

 

第１章 総 則 

 
 本編は、第１編総則で示された目的や基本的な考え方に基づき、

地震や津波による被害を軽減し、 県民の生命、身体及び財産を守

ることを目的とし、平時からの災害予防対策、災害時における災

害応 急対策及びその後の復旧・復興対策の基本について定め、防

災対策に万全を期するものとする。  
なお、本編は、平成２３年３月に発生した東日本大震災におい

て、東北地方だけでなく本県においても津波による死者が出たこ

と等を鑑み、津波対策の充実を期するため、平成２４年度修正に

おいて従来の震災編を改称したものである。 

第１章 総 則 

 
本編は、第１編総則で示された目的や基本的な考え方に基づき、

地震や津波による被害を軽減し、 県民の生命、身体及び財産を守

ることを目的とし、平時からの災害予防対策、発災時における災

害応 急対策及びその後の復旧・復興対策の基本について定め、防

災対策に万全を期するものとする。  
 なお、本編は、平成２３年３月に発生した東日本大震災において、

東北地方だけでなく本県においても津波による死者が出たこと等

を鑑み、津波対策の充実を期するため、平成２４年度修正において 
従来の震災編を改称したものである。 

地-1-4 防災基本計画修正

に伴う語句修正 
第２節 想定地震と被害想定 

 
２ 被害の概要（防災危機管理部） 

（略） 
（12）その他 
   防災基本計画では、「国及び地方公共団体は、地震災害対策

の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、あらゆる可能性を考慮

した最大クラスの地震を含め、様々な地震を想定し、その想定

結果や切迫性等に基づき対策を推進するものとする。」とされ

ている。今後の技術進歩や新たな知見によっては、最新の知見

を反映させた地震被害想定調査の実施を検討する必要がある。

第２節 想定地震と被害想定 

 
２ 被害の概要（防災危機管理部） 

（略） 
（12）その他 
   防災基本計画では、「国及び地方公共団体は、地震災害対策

の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、あらゆる可能性を考慮

した最大クラスの地震を想定し、その想定結果に基づき対策を

推進するものとする。」とされている。今後の技術進歩や新た

な知見によっては、最新の知見を反映させた地震被害想定調査

の実施を検討する必要がある。 
 

 

 

 

地-2-3 

 

 

 

 

防災基本計画修正

第２章 災害予防計画 
 

第１節 防災意識の向上 

第２章 災害予防計画 

 

第１節 防災意識の向上 
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ページ 修正理由 修正案 現行 
のため ２ 過去の災害教訓の伝承（全庁、市町村）  

県及び市町村は、過去に起こった大規模災害の教訓を後世に伝

えていくため、災害に関する調査結果や資料を広く収集・整理し、

適切に保存するとともに、県民に閲覧できるよう公開に努めるも

のとする。 
また、国土地理院と連携して、災害に関する石碑やモニュメン

ト等の自然災害伝承碑が持つ意味を正しく後世に伝えていくよ

う努めるものとする。 

県民は、過去の災害から得られた教訓の伝承に努め、また、自

ら災害に備える手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加

し、防災意識の向上を図る。 

２ 過去の災害教訓の伝承（全庁、市町村）  
  県及び市町村は、過去に起こった大規模災害の教訓を後世に伝

えていくため、災害に関する調査 結果や資料を広く収集・整理し、

適切に保存するとともに、県民に閲覧できるよう公開に努めるも

のとする。 

   県民は、過去の災害から得られた教訓の伝承に努め、また、自

ら災害に備える手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加

し、防災意識の向上を図る。 

地-2-3 防災基本計画修正

のため 

３ 防災広報の充実 

（１）自らの身を守るための知識 

  平時から正しい知識を持ち、自ら考え行動する力を身につけ

るなど、自助・共助の取組みを強化するため、県、市町村をは

じめとする様々な防災関係機関が、あらゆる広報媒体や専門家

の知見を活用し防災広報の充実に努める。 

なお、震災知識の普及に当たっては、県民や防災関係者に周

知すべき知識を重点的に知らしめるものとする。 

（略） 

  キ 警報等や避難指示等の意味と内容の説明 

  ク 指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等

の避難場所、避難経路等の確認 

ケ 通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方 

  コ 津波フラッグによる、津波警報等の視覚的な伝達 

サ 「災害・避難カード」を活用した避難路、避難地、避難方

法及び避難時の心得 

  シ 水道、電気、ガス、電話等の震災時の心得 

  ス 自動車へのこまめな満タン給油 

３ 防災広報の充実 

（１）自らの身を守るための知識 

平時から正しい知識を持ち、自ら考え行動する力を身につけ

るなど、自助・共助の取組みを強化するため、県、市町村をは

じめとする様々な防災関係機関が、あらゆる広報媒体を活用し

防災広報の充実に努める。 

 なお、震災知識の普及に当たっては、県民や防災関係者に周

知すべき知識を重点的に知らしめるものとする。 

（略） 

キ 警報等や避難指示（緊急）等の意味と内容の説明 

 （新設） 

  

（新設） 

 （新設） 

ク 「災害・避難カード」を活用した避難路、避難地、避難方

法及び避難時の心得 

  ケ 水道、電気、ガス、電話等の震災時の心得 

  コ 自動車へのこまめな満タン給油 
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セ 地域の地盤状況や災害危険箇所 

  ソ 防災学習（自助・共助・公助についての考え方を含む） 

  タ 帰宅困難者の心得 

  チ 地震保険の制度  

  ツ 飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所での飼

養についての準備 

テ 家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の

写真を撮影するなど、生活の再建に資する行動 

サ 地域の地盤状況や災害危険箇所 

  シ 防災学習（自助・共助・公助についての考え方を含む） 

  ス 帰宅困難者の心得 

  セ 地震保険の制度 

 （新設） 
 
（新設） 
 

 
地-2-6 ⅰモードサービス

の提供の終了に伴

う広報媒体の修正 

（４）広報媒体等 
防災機関名 媒    体 対  象  内      容 
㈱ＮＴＴドコモ 
 

新聞、パンフレッ

ト 
テレビ、ラジオ 
インターネット 
SP モード 
広報車 
広報紙等 

一般県民 
 
 
 
 

◇震災時の携帯電話

使用上の心得 

◇施設の耐震性 

◇通信設備の災害対

策      

◇震災時の電話サー

ビス等 

（例：災害用伝言板、

災害用音声 

お届けサービス）    

他 
 

（４）広報媒体等 
防災機関名 媒    体 対  象  内      容 
㈱ＮＴＴドコモ 
 

新聞、パンフレッ

ト 
テレビ、ラジオ 
インターネット 
ｉモードサービス 
SP モード 
広報車 
広報紙等 

一般県民 
 
 
 
 

◇震災時の携帯電話

使用上の心得 

◇施設の耐震性 

◇通信設備の災害対

策      

◇震災時の電話サー

ビス等 

（例：災害用伝言板、

災害用音声 

お届けサービス）    

他 
 

地-2-7 防災基本計画 修正

に伴う語句の修正 

４ 自主防災体制の強化（防災危機管理部、商工労働部、市町村）

（１）自主防災組織の育成・地域防災ネットワークづくりへの支援

 地震による被害の防止又は軽減を図るためには、「自分たち

の地域は自分たちで守る」という共助として、住民の自主的な

救助活動や防災活動、具体的には、住民自ら予防対策の推進、

出火防止、初期消火、被災者の救出救護、避難誘導、避難所運

営等を行うことが必要であり、特に高齢者、障害者等の所在を

把握し、救出救護体制を整備することが必要である。 

   このため、市町村は地域住民による自主防災組織の設置促進

４ 自主防災体制の強化（防災危機管理部、商工労働部、市町村） 

（１）自主防災組織の育成・地域防災ネットワークづくりへの支援 

 地震による被害の防止又は軽減を図るためには、「自分たち

の地域は自分たちで守る」という共助として、住民の自主的な

救助活動や防災活動、具体的には、住民自ら予防対策の推進、

出火防止、初期消火、被災者の救出救護、避難誘導、避難所運

営等を行うことが必要であり、特に高齢者、障害者等の所在を

把握し、救出救護体制を整備することが必要である。 

   このため、市町村は地域住民による自主防災組織の設置促進
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と活性化を図ることとし、日頃から大地震が発生した場合を想

定した訓練の実施などを推進する。また、市町村は、避難行動

要支援者の救出救護体制の整備として、避難支援等関係者と連

携して避難行動要支援者名簿に基づく避難支援のための個別

避難計画の作成を進めることとする。 

県は、自主防災組織の機能強化を図るため、市町村及び専門

家等との連携のもと、大規模災害時において各組織を取りまと

め、行政との連絡調整役を担う災害対策コーディネーターの養

成を促進するなど、共助の中核となる人材育成を促進する。 

  （略） 

自主防災組織の活動形態 

と活性化を図ることとし、日頃から大地震が発生した場合を想

定した訓練の実施などを推進する。また、市町村は、避難行動

要支援者の救出救護体制の整備として、避難支援等関係者と連

携して避難行動要支援者名簿に基づく避難支援のための個別

計画の策定を進めることとする。 

県は、自主防災組織の機能強化を図るため、市町村との連携

のもと、大規模災害発生時において各組織を取りまとめ、行政

との連絡調整役を担う災害対策コーディネーターの養成を促

進するなど、共助の中核となる人材育成を促進する。 

  （略） 

自主防災組織の活動形態 
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平 

常 

時 

１ 防災知識の広報・啓発（地域ぐるみでの防災意識
の醸成、家庭内の安全対策） 

２ 地震による災害危険度の把握（土砂災害危険区
域、地域の災害履歴、ハザードマップ） 

３ 防災訓練（個別訓練、総合訓練、体験イベント型
訓練、図上訓練） 

４ 家庭の安全点検（家具等の転倒・落下防止、火気
器具・危険物品・木造建物の点検） 

５ 防災資機材等の整備（応急手当用医薬品、消火
用・救助用・防災資機材等の整備） 

６ 要配慮者対策（要配慮者の把握、支援方法の整理
など） 

７ 他団体と連携した訓練活動の実施（近隣の自主防
災組織・消防団・福祉団体・企業などとの合同訓練、
学校等との避難所運営訓練） 

災 

害 

時 

１ 情報の収集及び伝達（被害の状況、津波予報及び
警報等、ライフラインの状況、避難指示等など） 

２ 出火防止、初期消火 
３ 救出・救護（救出活動・救護活動） 
４ 避難（避難誘導、避難所の運営等） 
５ 給食・給水（避難所での食料や飲料水・救援物資

の配分、炊き出しなど） 

 

平 

常 

時 

１ 防災知識の広報・啓発（地域ぐるみでの防災意識の
醸成、家庭内の安全対策） 

２ 地震による災害危険度の把握（土砂災害危険区域、
地域の災害履歴、ハザードマップ） 

３ 防災訓練（個別訓練、総合訓練、体験イベント型訓
練、図上訓練） 

４ 家庭の安全点検（家具等の転倒・落下防止、火気器
具・危険物品・木造建物の点検） 

５ 防災資機材等の整備（応急手当用医薬品、消火用・
救助用・防災資機材等の整備） 

６ 要配慮者対策（要配慮者の把握、支援方法の整理な
ど） 

７ 他団体と連携した訓練活動の実施（近隣の自主防災
組織・消防団・福祉団体・企業などとの合同訓練、学
校等との避難所運営訓練） 

発 

災 
時 

１ 情報の収集及び伝達（被害の状況、津波予報及び警
報等、ライフラインの状況、避難勧告又は指示等など） 

２ 出火防止、初期消火 
３ 救出・救護（救出活動・救護活動） 
４ 避難（避難誘導、避難所の運営等） 
５ 給食・給水（避難所での食料や飲料水・救援物資の

配分、炊き出しなど） 
地-2-9 防災基本計画修正

のため 
５ 防災訓練の充実 

震災時における防災活動の迅速かつ円滑な実施を期するため、

各防災機関相互及び地域の自主防災組織や住民との協力体制の

確立に重点をおいた総合訓練や各個別訓練を次のとおり実施す

る。 

実施に当たっては、地震及び被害の想定を明らかにするととも

に通信や交通の途絶、停電、感染症が拡大している状況等様々な

条件を設定し、参加者自身の判断が求められるなど実践的なもの

となるよう工夫する。 

５ 防災訓練の充実 

 震災時における防災活動の迅速かつ円滑な実施を期するため、

各防災機関相互及び地域の自主防災組織や住民との協力体制の

確立に重点をおいた総合訓練や各個別訓練を次のとおり実施す

る。 

実施に当たっては、地震及び被害の想定を明らかにするととも

に通信や交通の途絶、停電等様々な条件を設定し、参加者自身の

判断が求められるなど実践的なものとなるよう工夫する。 

また、訓練後には評価を行い、課題等を明らかにしてその改善
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また、訓練後には評価を行い、課題等を明らかにしてその改善

に努める。 

（１）県 

   大規模地震発生前の予知対応型訓練と応急復旧中心の発災

対応型訓練を国、近隣都県市、市町村、及び防災関係機関並び

に住民の協力の下に一体となって総合的、実践的に実施する。

   また、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよ

う、関係機関と連携して、実践型の防災訓練を実施するよう努

めるものとする。 
  （略） 
（２）市 町 村 

 災害時における地域の防災対応能力の向上を図るため、市町

村が中心となり、消防機関、自主防災組織、ＮＰＯ・ボランテ

ィア組織、教育機関、福祉施設、その他関係機関と連携し、防

災訓練を実施する。 

特に、避難所の運営については、災害時に住民が主体となっ

て運営できるよう、平時から運営体制を構築し、避難者、地域

住民、市町村職員等の役割分担を明確化する。 

   また、震災時における消火活動や救急救助活動の能力向上を

図るため、消防大学校や県消防学校において、消防職員及び消

防団員等へ必要な教育訓練を行う。 

に努める。 

 

（１）県 

    大規模地震発生前の予知対応型訓練と応急復旧中心の発災対

応型訓練を国、近隣都県市、市町村、及び防災関係機関並びに

住民の協力の下に一体となって総合的、実践的に実施する 

  （略） 

 

 

 

（２）市 町 村 

 災害時における地域の防災対応能力の向上を図るため、市町

村が中心となり、消防機関、自主  防災組織、ＮＰＯ・ボラ

ンティア組織、教育機関、福祉施設、その他関係機関と連携し、

防災訓練を実施する。 

特に、避難所の運営については、発災時に住民が主体となっ

て運営できるよう、平時から運営体制を構築し、避難者、地域

住民、市町村職員等の役割分担を明確化する。 

   また、震災時における消火活動や救急救助活動の能力向上を

図るため、消防大学校や県消防学校において、消防職員及び消

防団員等へ必要な教育訓練を行う。 

地-2-12 観測点数の修正 ６ 調査・研究（防災危機管理部、環境生活部） 
（略） 
（１）地震に関する観測 

県では、昭和６３年度から随時地震計を設置し、地震動を観

測している。 

なお、県が設置した地震計で観測した地震波形はＣＤで外部

機関に提供している。 

 

６ 調査・研究（防災危機管理部、環境生活部） 
（略） 
（１）地震に関する観測 

県では、昭和６３年度から随時地震計を設置し、地震動を観

測している。 

なお、県が設置した地震計で観測した地震波形はＣＤで外部

機関に提供している。 
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  県内地震観測点数         （令和3年4月1日現在） 

 ※ 上段（ ）書き：千葉県震度情報ネットワークシステムの観

測点数 

   千葉県の設置している強震計１２観測点のうち、２観測点は

広帯域速度型強震計 

 強 震 計 計測震度計 計 

千 葉 県 
 

12 

（74） 

74 

（74） 

86 

国立研究開発
法人防災科学 
技 術 研 究 所 

（1） 

42 
 

（1） 

42 

気 象 庁 
 

 

（2） 

20 

（2） 

20 

千 葉 市  
（4） 

4 

（4） 

4  

松 戸 市  
（1） 

1 

（1） 

1 

計 
（1） 

54 

（81） 

99 

（82） 

153 

  県内地震観測点数          （令和2年4月1日現在） 

 ※ 上段（ ）書き：千葉県震度情報ネットワークシステムの観

測点数 

   千葉県の設置している強震計１２観測点のうち、２観測点は

広帯域速度型強震計 

 

 強 震 計 計測震度計 計 

千 葉 県 
 

12 

（77） 

77 

（77） 

89 

国立研究開発
法人防災科学 
技 術 研 究 所 

（1） 

42 

 

 

（1） 

42 

気 象 庁 
 

 

（2） 

20 

（2） 

20 

千 葉 市  
（4） 

4 

（4） 

4  

松 戸 市  
（1） 

1 

（1） 

1 

計 
（1） 

54 

（84） 

102 

（85） 

156 

 

 

 

地-2-14 

 

 

 

防災基本計画修正

のため 

第２節 津波災害予防対策 
 
１ 総合的な津波対策の基本的な考え方（全庁、市町村） 

津波に対しては、減災や多重防御に重点を置き人命を最優先と

した対策を講じる。 
海岸保全施設等のハード対策に過度に依存するのではなく、住

民の「自助」、住民組織等の「共助」、行政による「公助」の各主

第２節 津波災害予防対策 
 
１ 総合的な津波対策の基本的な考え方（全庁、市町村） 

津波に対しては、減災や多重防御に重点を置き人命を最優先と

した対策を講じる。 
海岸保全施設等のハード対策に過度に依存するのではなく、住

民の「自助」、住民組織等の「共助」、行政による「公助」の各主
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体における津波避難を軸としたソフト対策を講じた上で、海岸保

全施設や、防波堤や土手、保安林などのハード対策を組み合わせ、

ソフト・ハードを織り交ぜた総合的な津波対策を推進する。 
   また、市町村は、地域防災計画、都市計画、立地適正化計画等

の計画相互の有機的な連携を図るため、防災、まちづくり、建築

等を担当する各部局による共同での計画作成、まちづくりへの防

災専門家の参画など、津波防災の観点からのまちづくりに努める

ものとする。 

体における津波避難を軸としたソフト対策を講じた上で、海岸保

全施設や、防波堤や土手、保安林などのハード対策を組み合わせ、

ソフト・ハードを織り交ぜた総合的な津波対策を推進する。 

地-2-15 防災基本計画修正

のため 

３ 津波広報、教育、訓練計画（防災危機管理部、教育庁、市町村）

（１）津波に関する知識の啓発及び防災意識の醸成 

 ア 住民自らの取組み 

   自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり、津波で

命を落とさないためには、一人ひとりが迅速かつ自主的に高い

ところに避難することが原則である。 

   そのため、住民は、日ごろから津波防災訓練への参加や津波

ハザードマップ等により、避難場所、避難経路、避難方法及び

家族との連絡方法を確認するとともに、町内会や自主防災組織

等の自主的な避難体制や避難行動要支援者を支援する体制の

構築に協力する。 

   また、津波警報等の発表や避難指示等が発令された際には、

地域で避難を呼びかけ合い、迅速に安全な場所に避難するとと

もに、自己の判断で自宅や海岸付近に戻らず、津波警報等が解

除されるまで避難を継続することを心掛けるよう努める。 
 （略） 
 

（エ）津波避難行動に関する知識 

（略） 

f 海水浴場等の海岸において、赤と白の格子模様による「津

波フラッグ」が掲示された場合は、津波警報等が発表された

３ 津波広報、教育、訓練計画（防災危機管理部、教育庁、市町村） 

（１）津波に関する知識の啓発及び防災意識の醸成 

 ア 住民自らの取組み 

   自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり、津波で

命を落とさないためには、一人ひとりが迅速かつ自主的に高い

ところに避難することが原則である。 

   そのため、住民は、日ごろから津波防災訓練への参加や津波

ハザードマップ等により、避難場所、避難経路、避難方法及び

家族との連絡方法を確認するとともに、町内会や自主防災組織

等の自主的な避難体制や避難行動要支援者を支援する体制の

構築に協力する。 

   また、津波警報等の発表や避難指示（緊急）等が発令された

際には、地域で避難を呼びかけ合い、迅速に安全な場所に避難

するとともに、自己の判断で自宅や海岸付近に戻らず、津波警

報等が解除されるまで避難を継続することを心掛けるよう努

める。 
 （略） 

（エ）津波避難行動に関する知識 

（略） 

（新設） 
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と判断して海岸から離れること  
地-2-17 防災基本計画修正

に伴う語句の修正 
４ 津波避難対策（防災危機管理部、県土整備部、市町村） 

 （略） 

（３）市町村の津波避難体制の確立 

   市町村は、県が策定した「千葉県津波避難計画策定指針」

及び国の「津波避難対策推進マニュアル検討会報告書」など

をもとに、市町村の避難対策を明らかにし、いざ津波が発生

した場合に行政と住民等が迅速かつ的確に行動することで

きるよう津波避難計画の早期作成に努め、津波避難訓練等を

通して、より実践的な計画にするよう見直しを進める。 

  ア 避難指示 

    市町村は、避難指示の発令基準や手順、伝達方法等をあ

らかじめ定め、津波注意報等が発表された際に、直ちに避

難指示ができる組織体制の整備を図る。 

    なお、避難指示に当たっては、次の事項に留意するとと

もに、あらかじめ住民等に避難指示の内容について周知を

図るものとする。 

   （略） 

    （ウ）我が国から遠く離れた場所で発生した地震による津

波のように到達までに相当の時間があるものについては、

気象庁が、津波注意報等が発表される前から津波の到達予

想時刻等の情報を「遠地地震に関する情報」の中で発表す

る場合がある。市町村は、この「遠地地震に関する情報」

の後に津波注意報等が発表される可能性があることを認

識し、高齢者等避難、避難指示の発令を検討するものとす

る。 

   
イ 住民等の避難誘導体制 
  （略） 

４ 津波避難対策（防災危機管理部、県土整備部、市町村） 

 （略） 

（３）市町村の津波避難体制の確立 

   市町村は、県が策定した「千葉県津波避難計画策定指針」

及び国の「津波避難対策推進マニュアル検討会報告書」など

をもとに、市町村の避難対策を明らかにし、いざ津波が発生

した場合に行政と住民等が迅速かつ的確に行動することで

きるよう津波避難計画の早期作成に努め、津波避難訓練等を

通して、より実践的な計画にするよう見直しを進める。 

  ア 避難指示（緊急） 

    市町村は、避難指示（緊急）の発令基準や手順、伝達方

法等をあらかじめ定め、津波注意報等が発表された際に、

直ちに避難指示（緊急）ができる組織体制の整備を図る。 

    なお、避難指示（緊急）に当たっては、次の事項に留意

するとともに、あらかじめ住民等に避難指示（緊急）等の

内容について周知を図るものとする。 

  （略） 

    （ウ）我が国から遠く離れた場所で発生した地震による津

波のように到達までに相当の時間があるものについては、

気象庁が、津波注意報等が発表される前から津波の到達予

想時刻等の情報を「遠地地震に関する情報」の中で発表す

る場合がある。市町村は、この「遠地地震に関する情報」

の後に津波注意報等が発表される可能性があることを認

識し、避難準備・高齢者避難開始、避難勧告の発令を検討

するものとする。 

 

イ 住民等の避難誘導体制 
  （略） 
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  （ウ）避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行

うため、平常時より名簿を提供することに同意等が得られ

た避難行動要支援者について、避難支援等関係者に名簿を

提供し、避難支援のための個別避難計画の作成に努めると

ともに、上記の行動ルールを踏まえつつ、これらの者に係

る避難誘導体制の整備を図る。 
 （略） 
 （６）市町村の津波情報受伝達体制の確立 

 （略） 

（ア）同報無線の整備活用 

      地域住民等に対する情報伝達や避難指示を迅速かつ、

確実に実施するため、同報無線の整備拡充、更新に努め

る。 

     また、災害時の停電の影響やバッテリー切れ等のため

にその機能が失われないよう、デジタル化等の高度化、

避難所となる各種公共施設への通信機の配備、非常電源

の容量確保、耐震性の向上や津波の影響を受けない場所

への移設などを検討する。 

（略） 

（エ）海岸線等への情報伝達 

「津波フラッグ」等により海岸線付近の観光地、海水

浴場等に対する迅速かつ、効果的な情報伝達体制の整備

を図るとともに、各管理者等が自主的に観光客等へ情報

伝達できる体制の確立に努める。 

  （ウ）避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行う

ため、平常時より名簿を提供することに同意等が得られた避

難行動要支援者について、避難支援等関係者に名簿を提供

し、避難支援のための個別計画の策定に努めるとともに、上

記の行動ルールを踏まえつつ、これらの者に係る避難誘導体

制の整備を図る。 
（略） 

（６）市町村の津波情報受伝達体制の確立 

 （略） 

（ア）同報無線の整備活用 

      地域住民等に対する情報伝達や避難指示(緊急)等を

迅速かつ、確実に実施するため、同報無線の整備拡充、

更新に努める。 

      また、発災時の停電の影響やバッテリー切れ等のため

にその機能が失われないよう、デジタル化等の高度化、

避難所となる各種公共施設への通信機の配備、非常電源

の容量確保、耐震性の向上や津波の影響を受けない場所

への移設などを検討する。 

（略） 

（エ）海岸線等への情報伝達 

海岸線付近の観光地、海水浴場等に対する迅速かつ、

効果的な情報伝達体制の整備を図るとともに、各管理者

等が自主的に観光客等へ情報伝達できる体制の確立に

努める。 

地-2-19 語句の修正 ５ 津波防護施設等の整備（農林水産部、県土整備部、市町村） 
（１）海岸保全施設及び河川堤防の整備 

国の中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地

震・津波対策に関する専門調査会」の報告では、今後の津波

対策を構築するに当たっては、基本的に以下の２つのレベル

の津波対策を想定する必要があるとされている。 

５ 津波防護施設等の整備（農林水産部、県土整備部、市町村） 
（１）海岸保全施設及び河川堤防の整備 

国の中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地

震・津波対策に関する専門調査会」の報告では、今後の津波

対策を構築するに当たっては、基本的に以下の２つのレベル

の津波対策を想定する必要があるとされている。 
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ア  住民避難を柱とした総合的防災対策を構築する上で想定す

る津波であり、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大

な被害をもたらす最大クラスの津波 

イ  防潮堤など構造物によって津波の内陸への浸入を防ぐ海岸

保全施設等の建設を行う上で想定する津波であり、最大クラ

スの津波に比べて発生頻度が高く、津波高は低いものの大き

な被害をもたらす津波で、数十年から百数十年に一度程度の

頻度で到達すると想定される津波 

海岸保全施設は、今まで、侵食、高波及び高潮に対する施

設整備を進めており、その規模を超える津波に対してはソフ

ト対策で対応することとしていたが、平成２３年３月１１日

に発生した東北地方太平洋沖地震による津波により、九十九

里浜を中心に甚大な被害が発生したことから、「千葉東沿岸

海岸保全基本計画」、「東京湾沿岸海岸保全基本計画」を変更

し、発生頻度の高い津波から防護するための海岸保全施設等

の整備を海岸の利用形態や環境面に配慮しながら、地元の意

見を踏まえて実施する。 

   河川堤防については、河川を津波が遡上し、被害の発生が

想定されることから、海岸保全施設の整備と合わせて堤防の

嵩上げ及び構造強化等を必要に応じて実施する。 

   (２) 防災施設の点検、診断、改修及び補強 
    既存の防潮堤等の防災施設は、ほとんどが高潮を対象とし

た設計基準に基づき築造されている。このため、特に建設年

次の古い施設については、老朽度、天端高の点検及び設置地

盤の液状化を含む耐震性診断を実施し、必要に応じて改修、

耐震補強及び液状化対策を実施する。 

（３）防災施設等の運用 

防潮堤等の防災施設の開口部に設置されている水門、陸閘

等の閉鎖については、津波発生時において、現場操作員の安

全を確保しつつ迅速・確実な操作が行えるよう水門等の規模

ア  住民避難を柱とした総合的防災対策を構築する上で想定

する津波であり、発生頻度の極めて低いものの、発生すれば

甚大な被害をもたらす最大クラスの津波 

 イ 防波堤など構造物によって津波の内陸への浸入を防ぐ海岸

保全施設等の建設を行う上で想定する津波であり、最大クラ

スの津波に比べて発生頻度は高く、津波高は低いものの大き

な被害を もたらす津波で、数十年から百数十年に一度、来

襲すると想定される津波 

海岸保全施設は、今まで、侵食、高波及び高潮に対する施

設整備を進めており、その規模を超える津波に対してはソフ

ト 対策で対応することとしていたが、平成２３年３月１１日

に発生した東北地方太平洋沖地震による津波により、九十九

里浜を中心に甚大な被害が発生したことから、「千葉東沿岸

海岸保全基本計画」、「東京湾沿岸海岸保全基本計画」を変更

し、発生頻度の高い津波から防護するための海岸保全施設等

の整備を海岸の利用形態や環境面に配慮しながら、地元の意

見を踏まえて実施する。 

    河川堤防については、河川を津波が遡上し、被害の発生が

想定されることから、海岸保全施設の整備と合わせて堤防の

嵩上げ及び構造強化等を必要に応じて実施する。 

(２)防災施設の点検、診断、改修及び補強 
既存の防潮堤等の防災施設は、ほとんどが高潮を対象とし

た設計基準に基づき築造されている。このため、特に建設年

次の古い施設については、老朽度、天端高の点検及び設置地

盤の液状化を含む耐震性診断を実施する。 

（３）防災施設等の運用 

防潮堤等の防災施設に設置されている水門、陸閘等の開閉

については、津波発生時において、水門操作員の安全を確保

しつつ迅速・確実な操作が行えるよう水門の規模や地域の状
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や地域の状況に対応した「操作指針」を策定するとともに、

必要に応じて水門等の自動化・遠隔操作化の促進を図ること

で、津波発生時における背後地域の被害を低減させるなど、

迅速・確実な防災施設等の運用を図る。 

況に対応した「操作指針」を策定するとともに、必要に応じ

て水門を遠隔操作し閉鎖するシステム等を順次導入するこ

とで、津波発生時における背後地域の被害についても低減さ

せるなど、適切な防災施設等の運用を図る。 
 

 

 

地-2-25 

 
 
 
防災基本計画修正

に伴う語句の修正 
 
 
 
 

第３節 火災等予防対策 

 
１ 地震火災の防止（防災危機管理部、県土整備部、市町村） 

（１）出火の防止 
 （略） 

イ 防火対象物の防火管理体制の確立 

   消防本部は、防火管理者等設置義務対象の防火対象物には、

必ず防火管理者等の設置を期すとともに、小規模防火対象物

についても、地震に対する事前対策と災害時の応急対策が効

果的に行い得るよう行政指導を強化し、職場における防火管

理体制の確立を図る。 

第３節 火災等予防対策 

 
１ 地震火災の防止（防災危機管理部、県土整備部、市町村） 

（１）出火の防止 
 （略） 

イ 防火対象物の防火管理体制の確立 

消防本部は、防火管理者等設置義務対象の防火対象物に

は、必ず防火管理者等の設置を期すとともに、小規模防火対

象物についても、地震に対する事前対策と発災時の応急対策

が効果的に行い得るよう行政指導を強化し、職場における防

火管理体制の確立を図る。 
 

 

 

地-2-31 

 
 
 
防災基本計画修正

に伴う語句の修正 

第４節  消防計画 
 

４ 広域航空消防応援体制（防災危機管理部） 

 大規模特殊災害時に、消防組織法第４４条の３の規定により、

他の都道府県の市町村等のヘリコプターを用いた消防に関する

応援を要請する場合は、大規模特殊災害時における広域航空消防

応援実施要綱及び同実施細目、並びに県及び当該市町村の事前計

画に定める手続等により、当該応援が円滑かつ迅速に実施される

よう的確な対応を図る。 

＜資料編１－13 大規模特殊災害時における広域航空消防応

援・千葉県事前計画＞ 

第４節  消防計画 

 
４ 広域航空消防応援体制（防災危機管理部） 

 大規模特殊災害発生時に、消防組織法第４４条の３の規定によ

り、他の都道府県の市町村等のヘリコプターを用いた消防に関す

る応援を要請する場合は、大規模特殊災害時における広域航空消

防応援実施要綱及び同実施細目、並びに県及び当該市町村の事前

計画に定める手続等により、当該応援が円滑かつ迅速に実施され

るよう的確な対応を図る。 

＜資料編１－13 大規模特殊災害時における広域航空消防応援・千

葉県事前計画＞ 
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地-2-33 時点更新に伴う修

正 第５節 建築物の耐震化等の推進 

 

１ 市街地の整備（県土整備部） 

（１）土地区画整理事業の実施状況（令和3年4月1日現在） 

区  分 地区数 面  積 

施 行 中 28 1,094.1ha 

施 行 済 473 17,155.9ha 

合  計 501 18,250.0 ha 
 

（２）市街地再開発事業の実施状況（令和3年4月1日現在） 

区  分 地区数 面  積 

市 街 地 

再 開 発 事 業 
34 33.2ha 

優 良 再 開 発 

建築物等整備事業 
6 2.0ha 

合  計 40 35.2ha 
 

第５節 建築物の耐震化等の推進 

 

１ 市街地の整備（県土整備部） 

（１）土地区画整理事業の実施状況（令和2年8月1日現在） 

区  分 地区数 面  積 

施 行 中 31 1,176.8ha 

施 行 済 473 17,073.2ha 

合  計 504 18,250.0ha 

 

（２）市街地再開発事業の実施状況（令和2年8月1日現在） 

区  分 地区数 面  積 

市 街 地 

再 開 発 事 業 
32 30.6ha 

優 良 再 開 発 

建築物等整備事業 
9 7.3ha 

合  計 41 37.9ha 
 

地-2-38 

 

語句の修正 （７）工業用水道施設 

工業用水道施設は、改築事業等により耐震性の強化を図って

いる。しかしながら、既存施設には建設後半世紀以上が経過し、

老朽化により耐震性に劣るものもあるため、「千葉県工業用水

道事業施設更新・耐震化長期計画」を策定し、計画的に整備を

進めていく。 

なお、実施に当たっては、長期計画を具体化した計画を５年

毎に作成のうえ、施設の耐震強化を図る。 

 

（７）工業用水道施設 

工業用水道施設は、改築事業等により耐震性の強化を図って

いる。しかしながら、既存施設には建設後半世紀以上が経過し、

老朽化により耐震性に劣るものもあるため、「千葉県工業用水

道事業施設更新・耐震化長期計画」を策定し、計画的に整備を

進めていく。 

なお、実施に当たっては、原則として長期計画を具体化した

計画を５年毎に作成のうえ、施設の耐震強化を図る。 
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地-2-43 数値の修正 第５節 建築物の耐震化等の推進 
 

５ 港湾施設等の安全化（農林水産部、県土整備部） 

（１）港湾施設の整備 

被災直後の緊急物資及び避難者の海上輸送に充てるため、耐

震強化岸壁、港湾緑地の整備等により港湾機能の確保に努め

る。 

耐震強化岸壁（供用中） 

施  設  名 対象船舶※ 
水 深

( ｍ ) 
バース数 延長(ｍ) 備    考 

千葉港千葉中央地区 

中央ふ頭Ｉ岸壁 
5000D/W 7.5 １ 130  

千葉港千葉中央地区 

出州ふ頭Ｃ岸壁 
5000D/W 7.5 １ 130  

千葉港葛南中央地区 

中央ふ頭南Ｅ岸壁 
30000D/W 12.0 １ 240  

千葉港葛南東部地区 

船橋東ふ頭Ａ、Ｂ岸

壁 

5000D/W 7.5 ２ 260  

木更津港富津地区 

富津ふ頭Ｆ岸壁 
5000D/W 7.5 １ 130  

館山港宮城地区 

第１岸壁 
2000D/W 5.5 １ 90  

※ D/W：重量トン

耐震強化岸壁（今後の整備予定） 

施  設  名 
対象船舶

※ 

水 深

( ｍ ) 

バース

数 

延 長

( ｍ ) 
備    考 

千葉港千葉中央地区 

中央ふ頭Ｅ岸壁 
60000GT 12.0 １ 260  

千葉港葛南中央地区 

中央ふ頭南Ｄ岸壁 
12000D/W 10.0 １ 170  

木更津港木更津南地区 

木更津ふ頭Ｆ岸壁 
30000D/W 12.0 １ 240  

※ D/W：重量トン

※ GT：グロストン

  港湾緑地 
施  設  名 面   積 備      考 

千葉中央地区緑地 22.6ha 
 

富 津 地 区 緑 地 20.5ha 供用中 16.2ha 
 

第５節 建築物の耐震化等の推進 
 

５ 港湾施設等の安全化（農林水産部、県土整備部） 

（１）港湾施設の整備 

被災直後の緊急物資及び避難者の海上輸送に充てるため、耐

震強化岸壁、港湾緑地の整備等により港湾機能の確保に努め

る。 

耐震強化岸壁（供用中） 

施  設  名 対象船舶※ 
水 深

( ｍ ) 
バース数 延長(ｍ) 備    考 

千葉港千葉中央地区 

中央ふ頭Ｉ岸壁 
5000D/W 7.5 １ 130  

千葉港千葉中央地区 

出州ふ頭Ｃ岸壁 
5000D/W 7.5 １ 170  

千葉港葛南中央地区 

中央ふ頭南Ｅ岸壁 
30000D/W 12.0 １ 240  

千葉港葛南東部地区 

船橋東ふ頭Ａ、Ｂ岸

壁 

5000D/W 7.5 ２ 260  

木更津港富津地区 

富津ふ頭Ｆ岸壁 
5000D/W 7.5 １ 130  

館山港宮城地区 

第１岸壁 
2000D/W 5.5 １ 90  

※ D/W：重量トン 

耐震強化岸壁（今後の整備予定） 

施  設  名 
対象船舶

※ 

水 深

( ｍ ) 

バース

数 

延 長

( ｍ ) 
備    考 

千葉港千葉中央地区 

中央ふ頭Ｅ岸壁 
60000GT 12.0 １ 260  

千葉港葛南中央地区 

中央ふ頭南Ｄ岸壁 
15000D/W 10.0 １ 170  

木更津港木更津南地区 

木更津ふ頭Ｆ岸壁 
30000D/W 12.0 １ 240  

※ D/W：重量トン 

※ GT：グロストン 

  港湾緑地 
施  設  名 面   積 備      考 

千葉中央地区緑地 24.3ha 
 

富 津 地 区 緑 地 20.5ha 供用中 16.2ha 
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地-2-44 

 

耐震基準の変更の

ため 

６ 高圧ガス施設及び危険物施設等の安全化（防災危機管理部、健

康福祉部） 

（１）高圧ガス関係 

   高圧ガスは、液化ガス又は圧縮ガスの状態において製造し、

貯蔵、消費及び輸送されるが、設備の破損や不注意な取扱いに

よっては、周辺地域に影響を及ぼすことが予想されることか

ら、県は高圧ガス施設の地震時の災害を防止するため、「高圧

ガス設備等の耐震性能を定める告示」に適合させるよう指導す

る。 

  ア （削除） 

イ （削除） 

６ 高圧ガス施設及び危険物施設等の安全化（防災危機管理部、健 

康福祉部） 

（１）高圧ガス関係 

   高圧ガスは、液化ガス又は圧縮ガスの状態において製造し、

貯蔵、消費及び輸送されるが、設備の破損や不注意な取扱いに

よっては、周辺地域に影響を及ぼすことが予想されるため、県

は次の指導を行い地震時の災害を防止する。 

  ア 設備面の対策 

    高圧ガス施設については、高圧ガス保安法の耐震設計基準

に適合させる。 

  イ ソフト面の対策 

    「千葉県高圧ガス事業所地震対策指針Ⅰ（自身の知識、行

動編）」に基づき指導する。 
地-2-46 時点修正 （６）毒物劇物取扱施設 

（略） 
別 表          （令和 3年 3月 31 日現在） 

 
 

種     別 件    数 

毒 物 劇 物 製 造 業 163 件 

毒 物 劇 物 輸 入 業 46  

毒 物 劇 物 販 売 業 1,398  

毒物劇物業務上取扱 50  

特 定 毒 物 研 究 者 32  

計 1,689  

（６）毒物劇物取扱施設 
  （略） 

別 表           （令和2年9月30日現在） 
 

種     別 件    数 

毒 物 劇 物 製 造 業 165 件 

毒 物 劇 物 輸 入 業 44  

毒 物 劇 物 販 売 業 1,409  

毒物劇物業務上取扱

者 
50  

特 定 毒 物 研 究 者 32  

計 1,700  
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地-2-48 組織名称の変更 第６節 液状化災害予防対策 

 

４ 液状化被害における生活支援（防災危機管理部、健康福祉部、

市町村） 

 液状化現象による直接的な人的被害は、ほとんどないものとさ

れているが、ライフラインの寸断などにより、生活に支障をきた

す状況となる。特に、高齢者や障害者等の要配慮者が、在宅での

避難生活を送る中で、健康状態が悪化するなどの二次的な被害が

発生することが考えられる。 

  これらの在宅の要配慮者に対する巡回健康相談や生活支援の

ため、共助の取組みや保健所（健康福祉センター）、社会福祉協

議会などの福祉関係機関などの地域のネットワークによる取組

みを促進する。 

第６節 液状化災害予防対策 

 

４ 液状化被害における生活支援（防災危機管理部、健康福祉部、

市町村） 

 液状化現象による直接的な人的被害は、ほとんどないものとさ

れているが、ライフラインの寸断などにより、生活に支障をきた

す状況となる。特に、高齢者や障害者等の要配慮者が、在宅での

避難生活を送る中で、健康状態が悪化するなどの二次的な被害が

発生することが考えられる。 

  これらの在宅の要配慮者に対する巡回健康相談や生活支援の

ため、共助の取組みや健康福祉センター（保健所）、社会福祉協

議会などの福祉関係機関などの地域のネットワークによる取組

みを促進する。 

地-2-49 

 

防災基本計画修正

に伴う語句の修正

及び資料編項目名

の修正 

第７節 土砂災害予防対策 

 
１ 土砂災害の防止・孤立集落対策(防災危機管理部、商工労働部、

農林水産部、県土整備部、警察本部) 

  県、市町村及び防災関係機関は、土砂災害を未然に防止し、被

害の軽減を図るため危険箇所の実態を調査し、危険な箇所におけ

る災害防止策を講じるとともに、警戒避難体制の整備等を行うも

のとする。 

（略） 

（６）国土保全事業の推進 
 （略） 

イ 急傾斜地崩壊対策 

本県の土砂災害（がけ崩れ）が発生するおそれがある箇

所は、県南部の丘陵地から県北部の下総台地まで県下全

域に分布している。特に、近年都市部では、首都近郊の

第７節 土砂災害予防対策 

 
１ 土砂災害の防止・孤立集落対策(防災危機管理部、商工労働部、

農林水産部、県土整備部、警察本部) 

  県、市町村及び防災関係機関は、土砂災害を未然に防止し、被

害の軽減を図るため危険箇所の実態を調査し、危険な箇所におけ

る災害防止策を講じるとともに、警戒避難体制の整備等を行うも

のとする。 

（略） 

（６）国土保全事業の推進 
 （略） 

イ 急傾斜地崩壊対策 

本県の土砂災害（がけ崩れ）が発生するおそれがある

箇所は、県南部の丘陵地から県北部の下総台地まで県下

全域に分布している。特に、近年都市部では、首都近郊
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都市化現象によって「がけ地」周辺まで住宅地の進出がみ

られる。 

＜資料編８－７ 急傾斜地崩壊危険区域一覧表＞ 

 

（ア）急傾斜地崩壊危険区域の指定 

県は、市町村と協議の上、急傾斜地の崩壊による災害

の防止に関する法律（以下「急傾斜地法」という。）第３

条の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を指定するもの

とする。 

＜資料編８－７ 急傾斜地崩壊危険区域一覧表＞ 

 

この指定区域に含まれていない土砂災害が発生するおそ

れがある箇所についても、当該箇所及び周辺地域の状況に

応じ、区域指定の促進を図るものとする。 

  （略） 

  （エ）施設整備の向上 

土砂災害（がけ崩れ）が発生するおそれがある箇所

のうち、急傾斜地法第３条の規定により、特に施設整

備の必要な箇所について急傾斜地崩壊危険区域に指定

し、①要配慮者利用施設に係る危険箇所②避難所や避

難路を有する危険箇所③崖の状態が悪く緊急性の高い

危険箇所について重点的に施設整備を実施する。 

の都市化現象によって「がけ地」周辺まで住宅地の進出が

みられる。 

＜資料編８－７ 急傾斜地崩壊危険区域指定地及び急傾斜地崩 

壊危険箇所一覧表（２）＞ 

（ア）急傾斜地崩壊危険区域の指定 

県は、市町村と協議の上、急傾斜地の崩壊による災

害の防止に関する法律（以下「急傾斜地法」という。）

第３条の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を指定す

るものとする。 

＜資料編８－７ 急傾斜地崩壊危険区域指定地及び急傾斜地崩 

壊危険箇所一覧表（１）＞ 

この指定区域に含まれていない危険箇所についても、

当該箇所及び周辺地域の状況に応じ、区域指定の促進を

図るものとする。 

（略） 

（エ）施設整備の向上 

土砂災害（がけ崩れ）が発生するおそれがある箇所

のうち、急傾斜地法第３条の規定により、特に施設整

備の必要な箇所について急傾斜地崩壊危険区域に指定

し、①要配慮者関連施設に係る危険箇所②避難所や避

難路を有する危険箇所③崖の状態が悪く緊急性の高い

危険箇所について重点的に施設整備を実施する。 
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地-2-54 

 

国土調査事業十箇

年計画の時点修正 

３ 地籍調査の推進（県土整備部） 

災害による土地形状の変化が起こった際の円滑な復旧に資す

るため、県は、第７次国土調査事業十箇年計画（令和 2年度～）

に基づき、市町村の行う地籍調査への支援を行うとともに、未

実施市町に対し、早期着手を積極的に働きかけていくことによ

り地籍調査を推進する。 

 

３ 地籍調査の推進（県土整備部） 

災害による土地形状の変化が起こった際の円滑な復旧に資

するため、県は、第６次国土調査事業十箇年計画（平成 22 年

度～）に基づき、市町村の行う地籍調査への支援を行うとと

もに、未実施市町に対し、早期着手を積極的に働きかけてい

くことにより地籍調査を推進する。 

 

 

地-2-55 

 
 
防災基本計画及び

国の取組指針の修

正による 

第８節 要配慮者の安全確保のための整備 
 

１ 避難行動要支援者への対応（防災危機管理部、健康福祉部、市

町村） 
市町村は、災害対策基本法の規定により、取組指針や手引きを

参考に、要配慮者のうち災害時に自ら避難することが困難で特に

支援を要する「避難行動要支援者」の名簿及び避難行動要支援者

ごとに避難支援等を実施するための計画である個別避難計画を

作成し、これを活用した実効性のある避難支援を行い、県は、市

町村の取組みを支援する。 
（１）地域防災計画の策定 
   避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成に当たり、市

町村は地域における災害特性等を踏まえつつ、避難支援につい

ての全体的な考え方を整理し、市町村地域防災計画に重要事項

を定める。 
 
（２）避難行動要支援者名簿の作成等 

ア 要配慮者の把握 
  市町村は、避難行動要支援者名簿の作成に当たり、災害に

よる犠牲者となりやすい高齢者や障害者、乳幼児その他の

いわゆる「要配慮者」の把握に努め、災害時に迅速な対応

がとれるよう備えるものとし、県は、これを支援する。 

第８節 要配慮者の安全確保のための整備 
 
１ 避難行動要支援者への対応（防災危機管理部、健康福祉部、市

町村） 
市町村は、災害対策基本法の規定により、取組指針に基づき、

要配慮者のうち災害発生時に自ら避難することが困難で特に支

援を要する「避難行動要支援者」の名簿を作成し、これを活用し

た実効性のある避難支援を行い、県は、市町村の取組みを支援す

る。 
 

（１）全体計画・地域防災計画の策定 
   避難行動要支援者名簿の作成にあたり、市町村は地域におけ

る災害特性等を踏まえつつ、避難支援についての全体的な考え

方を整理し、市町村地域防災計画に重要事項を定める。 
  その上で、市町村地域防災計画の下位計画として、全体計画

を位置づけ、より細目的な内容を定める。 
（２）避難行動要支援者名簿の作成等 

ア 要配慮者の把握 
  市町村は、避難行動要支援者名簿の作成に当たり、災害に

よる犠牲者となりやすい高齢者や障害者、乳幼児その他の

いわゆる「要配慮者」の把握に努め、発災時に迅速な対応

がとれるよう備えるものとし、県は、これを支援する。 
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（略） 
イ 避難行動要支援者名簿の作成 

市町村は、把握した要配慮者情報をもとに、避難行動要支

援者名簿を作成する。 
（ア）避難行動要支援者の範囲の設定 

  (略) 

  ｂ  高齢者や障害者等の要配慮者の避難能力の有無は、

次の点に着目し判断することが想定される。 

① 警戒や避難指示等の災害関係情報の取得能力 

② 避難そのものの必要性や避難方法等についての判 

断能力 

③ 避難行動を取る上で必要な身体能力 

  （略） 

  （略） 
  ウ 避難行動要支援者名簿情報の管理 

市町村は、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても 
名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理

に努めるものとする。 
 （ア）避難行動要支援者名簿のバックアップ 

市町村は、災害規模等によっては機能が著しく低下する

ことを考え、県との連携などにより避難行動要支援者名簿

のバックアップ体制を築いておく。 

     また、災害による停電等を考慮し、電子媒体での管理に

加え、紙媒体でも最新の情報を保管する。 

  （イ）情報セキュリティ対策 

 市町村は、避難行動要支援者名簿の適正な情報管理が行

われるよう、情報セキュリティ対策については、国が策

定した『地方公共団体における情報セキュリティポリシ

ーに関するガイドライン』に基づき、機密性に応じた情

報の取得方法等を具体的に定めた「情報セキュリティポ

（略） 
イ 避難行動要支援者名簿の作成 

市町村は、把握した要配慮者情報をもとに、避難行動要支

援者名簿を作成する。 
（ア）避難行動要支援者の範囲の設定 

   （略） 

ｂ  高齢者や障害者等の要配慮者の避難能力の有無は、

次の点に着目し判断することが想定される。 

① 警戒や避難勧告・指示等の災害関係情報の取得能力 

② 避難そのものの必要性や避難方法等についての判 

断能力 

③ 避難行動を取る上で必要な身体能力 

（略） 

  （略） 

（移設） 
 
 
 
（ウ）避難行動要支援者名簿のバックアップ 

市町村は、災害規模等によっては機能が著しく低下す

ることを考え、県との連携などにより避難行動要支援者

名簿のバックアップ体制を築いておく。 
また、災害による停電労を考慮し、電子媒体での管理

に加え、紙媒体でも最新の情報を保管する。 
 （エ）市町村における情報の適正管理 

     市町村は、避難行動要支援者名簿の適正な情報管理が行

われるよう、情報セキュリティ対策については、国が策定

した『地方公共団体における情報セキュリティポリシーに

関するガイドライン』に基づき、機密性に応じた情報の取

得方法等を具体的に定めた「情報セキュリティポリシー」
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リシー」の遵守を徹底する。 

    エ 避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供 

市町村は、避難行動要支援者の同意等を得た上で（市町村

の条例に特別の定めのある場合を除く）、市町村地域防災計

画で定める避難支援等関係者（消防機関、警察署、民生委員、

市町村社会福祉協議会、自主防災組織等）に平常時から名簿

情報を提供し共有する。 

また、名簿情報の提供に際しては、避難支援等関係者が

適正な情報管理を図るよう、市町村において適切な措置を

講ずるよう努める。 
オ 避難行動要支援者名簿の更新と情報の共有 

（ア）避難行動要支援者名簿の更新 

 避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、市

町村は避難行動要支援者の把握に努め、避難行動要支援者

名簿を更新する期間や仕組みをあらかじめ構築し、名簿情

報を最新の状態に保つ。 

（イ） 避難行動要支援者情報の共有 

避難行動要支援者の避難支援等に必要となる事項に変

化が生じた時は、その情報を市町村及び避難支援等関係

者間で共有する。 

また、転居や入院により避難行動要支援者名簿から削除

された場合、該当者の名簿情報の提供を受けている避難支

援等関係者に対して、避難行動要支援者名簿の登録から削

除されたことを避難支援等関係者に周知する。 
  （移設） 
 
 
 
（３）個別避難計画の作成等 
  ア 個別避難計画の作成 

の遵守を徹底する。 
ウ 避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供 

市町村は、避難行動要支援者の同意等を得た上で（市町村

の条例に特別の定めのある場合を  除く）、市町村地域防災

計画で定める避難支援等関係者（消防機関、警察署、民生委

員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織等）に平常時から

名簿情報を提供し共有する。 

また、名簿情報の提供に際しては、避難支援等関係者が適

正な情報管理を図るよう、市町村において適切な措置を講ず

るよう努める。 

エ 避難行動要支援者名簿の更新と情報の共有 

（ア）避難行動要支援者名簿の更新 

 避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、市

町村は避難行動要支援者の把握に努め、避難行動要支援者

名簿を更新する期間や仕組みをあらかじめ構築し、名簿情

報を最新の状態に保つ。 

（イ）避難行動要支援者情報の共有 

避難行動要支援者の避難支援等に必要となる事項に変

化が生じた時は、その情報を市町村及び避難支援等関係者

間で共有する。 

また、転居や入院により避難行動要支援者名簿から削除さ

れた場合、該当者の名簿情報の提供を受けている避難支援等

関係者に対して、避難行動要支援者名簿の登録から削除され

たことを避難支援等関係者に周知する。 

オ 市町村は、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名

簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に努

めるものとする。 

 
（３）個別計画の策定 
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  （ア）作成に係る方針及び体制等 
    市町村は、災害時の避難支援等を実効性のあるものとす

るため、避難行動要支援者名簿の作成に合わせて、平常時

から、防災担当部局や福祉担当部局の連携の下、避難支援

等関係者と連携し、名簿情報に係る避難行動要支援者ごと

に、作成の同意を得て、個別避難計画の作成に努める。 
作成に当たっては、地域の実情や避難行動要支援者本人

の状況を踏まえ、ハザードマップ上、危険な場所に居住す

る者等、特に優先して作成すべき避難行動要支援者から、

市町村や避難支援等関係者と避難行動要支援者本人とが

具体的に打合せを行いながら作成する。 
また、上記の計画作成と並行して、早期に避難行動要支

援者全体に計画が作成されるようにするため、本人や本人

の状況によっては、家族や地域において防災活動を行う自

主防災組織等が記入をする形態での個別避難計画の作成

も進める。 
（イ）個別避難計画の記載事項 

個別避難計画は、名簿情報に加え、次の事項を記載する。

       a  避難支援等実施者の氏名又は名称、住所又は居所及び

電話番号その他の連絡先 
       b  避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難

経路に関する事項 
      c  前各項目に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関

し市町村長が必要と認める事項（自宅で想定されるハザ

ードの状況、移動の際の持出品、移動時に必要な配慮の

内容等） 
  （ウ）個別避難計画のバックアップ 
     市町村は、庁舎の被災等の事態等により、災害規模等に

    よっては機能が著しく低下することを考え、県との連携な

   災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、全体計

画に加え、避難行動要支援者名簿の作成に合わせて、平常時か

ら、個別計画の策定を進めることが適切である。その際には、

地域の特性や実情を踏まえつつ、名簿情報に基づき、市町村が

個別に避難行動要支援者と具体的な打合せを行いながら、個別

計画を策定する。 
個別計画は、名簿情報に加え、発災時に避難支援を行う者、

避難支援を行うに当たっての留意点、避難支援の方法や避難場

所、避難経路、本人不在で連絡が取れない時の対応などを、地

域の実情に応じて記載するものとする。 
県は、市町村における個別計画等の策定状況を把握し、必要

に応じて助言を行う。 
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どにより個別避難計画のバックアップ体制を築いておく。

また、個別避難計画情報の提供に際しては、避難支援等

関係者が適正な情報管理を図るよう、市町村において適切

な措置を講ずるよう努める。 
（エ）市町村における情報の適正管理 

市町村は、個別避難計画の適正な情報管理が行われるよ

う、情報セキュリティ対策については、国が策定した『地

方公共団体における情報セキュリティポリシーに関する

ガイドライン』に基づき、機密性に応じた情報の取得方法

等を具体的に定めた「情報セキュリティポリシー」の遵守

を徹底する。 
イ 避難支援等関係者への事前の個別避難計画情報の提供 
  市町村は、避難行動要支援者の同意等を得た上で（市町村

の条例に特別の定めのある場合を除く）、市町村地域防災計

画で定める避難支援等関係者に平常時から個別避難計画を

提供し共有する。 
また、個別避難計画を提供された避難支援等関係者に対

し、個別避難計画情報の漏えい防止について必要な措置を講

ずる。 
ウ 個別避難計画の更新 

    市町村は、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマッ

プの見直しや更新、災害時の避難方法の変更等を適切に反映

したものとなるよう、必要に応じて個別避難計画を更新す

る。 
  エ 市町村は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支

援者についても、避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよ

う、平常時から、避難支援等に携わる関係者への必要な情報

の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制

の整備など必要な配慮をする。 
  オ 市町村は、個別避難計画が作成されている避難行動要支援
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者が居住する地区において、地区防災計画を定める場合は、

地域全体での避難が円滑に行われるよう、個別避難計画で定

められた内容を前提とした避難支援の役割分担及び支援内

容を整理し、両計画の整合が図られるよう努める。また、訓

練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう努める。

カ 県は、市町村における個別避難計画等の作成状況を把握

し、必要に応じて助言を行う。 
地-2-57 

 

防災基本計画修正

及び組織名称の変

更 

２ 要配慮者全般への対応（防災危機管理部、健康福祉部、市町村）

（１）支援体制の整備  
県及び市町村は、自主防災組織の育成及び指導並びに社会福

祉施設等への依頼により災害時における情報伝達や救助、避難

誘導等、自治会や町内会などの地域社会全体で要配慮者を支援

するための体制づくりを行う。 
県は、災害時の福祉支援体制の整備のため、福祉関係団体等

の参画を得て設置した「千葉県災害福祉支援ネットワーク協議

会」を中心に、千葉県災害福祉支援チーム（ＤＷＡＴ）の整備

に努めるものとする。 
市町村は、取組指針や手引きを参考とし、要配慮者への各種

支援体制の整備に努める。  
なお、体制づくりに当たっては、女性の意見を取り入れ、救

助体制の中に女性を位置付けるものとする。 
（２）避難指示等の情報伝達 

市町村は、避難行動要支援者について、その状態や特性に応

じ、防災行政無線の戸別受信機や緊急速報メールを活用するな

ど多様な手段による情報伝達体制の確立に努めるとともに、災

害時には、速やかに巡回等による避難指示等の周知を図る。 
（略） 
（６）在宅避難者等への支援 

   県及び市町村は、在宅避難又は応急仮設住宅での生活を送る

２ 要配慮者全般への対応（防災危機管理部、健康福祉部、市町村） 
（１）支援体制の整備  

県及び市町村は、自主防災組織の育成及び指導並びに社会福

祉施設等への依頼により災害時における情報伝達や救助、避難

誘導等、自治会や町内会などの地域社会全体で要配慮者を支援

するための体制づくりを行う。  
市町村は、取組指針や手引きを参考とし、要配慮者への各種

支援体制の整備に努める。  
なお、体制づくりに当たっては、女性の意見を取り入れ、救

助体制の中に女性を位置付けるものとする。 
 

 

 

 

（２）避難指示（緊急）等の情報伝達 
市町村は、避難行動要支援者について、その状態や特性に応

じ、防災行政無線の戸別受信機や緊急速報メールを活用するな

ど多様な手段による情報伝達体制の確立に努めるとともに、発

災時には、速やかに巡回等による避難指示（緊急）等の周知を

図る。 
（略） 
（６）在宅避難者等への支援 
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要配慮者に対する健康相談や生活支援のため、共助の取組みや

保健所（健康福祉センター）、社会福祉協議会などの福祉関係

機関などの地域のネットワークによる取組みを促進する。 

 また、電源を必要とする医療機器を使用している在宅難病患

者等に対し、災害に備えた補助電源の準備や停電時の入院受入

れ等について、日頃から主治医や訪問看護ステーション等と相

談するよう周知する。 

 

   県及び市町村は、在宅避難又は応急仮設住宅での生活を送る

要配慮者に対する健康相談や生活支援のため、共助の取組みや

健康福祉センター（保健所）、社会福祉協議会などの福祉関係

機関などの地域のネットワークによる取組みを促進する。 

 また、電源を必要とする医療機器を使用している在宅難病患

者等に対し、災害に備えた補助電源の準備や停電時の入院受入

れ等について、日頃から主治医や訪問看護ステーション等と相

談するよう周知する。 

地-2-59 防災基本計画修正

に伴う語句の修正 

３ 社会福祉施設等における防災対策（健康福祉部、教育庁、市町村）

（略） 

（３）防災教育・防災訓練の充実 

  社会福祉施設や老人保健施設の管理者及び特別支援学校

の校長は、施設の職員や入所者及び児童生徒等が災害に関す

る基礎的な知識や災害時にとるべき行動等について、理解や

関心を高めるための防災学習を定期的に実施する。 

 また、施設職員や入所者及び児童生徒等が、災害時の切迫

した状況下においても適切な行動がとれるよう、施設の構造

や入所者及び児童生徒等の判断能力、行動能力等の実態に応

じた防災訓練を定期的に実施する。 

３ 社会福祉施設等における防災対策（健康福祉部、教育庁、市町村） 

（略） 

（３）防災教育・防災訓練の充実 

 社会福祉施設や老人保健施設の管理者及び特別支援学校の

校長は、施設の職員や入所者及び児童生徒等が災害に関する基

礎的な知識や災害時にとるべき行動等について、理解や関心を

高めるための防災学習を定期的に実施する。 

また、施設職員や入所者及び児童生徒等が、発災時の切迫し

た状況下においても適切な行動がとれるよう、施設の構造や入

所者及び児童生徒等の判断能力、行動能力等の実態に応じた防

災訓練を定期的に実施する。 

地-2-59 防災基本計画修正

に伴う語句の修正 

４ 外国人への対応（総合企画部、防災危機管理部、市町村） 

（１）防災知識の普及・防災訓練の充実 

 県及び市町村は、言語、生活習慣、防災意識が異なり日本語

の理解が十分でない外国人を「要配慮者」として位置付け、災

害時に迅速かつ的確な対応ができるよう、次のような条件、環

境づくりに努めるとともに、様々な機会をとらえて防災対策の

周知に努める。 

ア 多言語による広報の充実 

イ 避難場所、避難路標識等の災害に関する表示板の多言語化

ウ 外国人を含めた防災訓練・防災教育 

４ 外国人への対応（総合企画部、防災危機管理部、市町村） 

（１）防災知識の普及・防災訓練の充実 

 県及び市町村は、言語、生活習慣、防災意識が異なり日本語

の理解が十分でない外国人を「要配慮者」として位置付け、発

災時に迅速かつ的確な対応ができるよう、次のような条件、環

境づくりに努めるとともに、様々な機会をとらえて防災対策の

周知に努める。 

ア 多言語による広報の充実 

イ 避難場所、避難路標識等の災害に関する表示板の多言語化 

ウ 外国人を含めた防災訓練・防災教育 
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地-2-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画修正

に伴う語句の修正

及び組織名称の変

更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９節 情報連絡体制の整備 

 
１ 県における災害情報通信施設の整備（防災危機管理部） 
（１）県防災行政無線の整備 

 県は、防災情報の迅速・確実な受伝達と通信の高度化を図る

ため、防災行政無線を整備し、運用している。 

ア 整備概要 

（ア）無線設備設置機関 

 県庁と地域振興事務所、土木事務所、農業事務所（一部）、

保健所（健康福祉センター）、教育事務所等の県出先機関

及び市町村、消防本部、気象官署、自衛隊、病院、ライフ

ライン機関等の防災関係機関２５８機関に無線設備を設

置している。 

（イ）通信回線 

 ａ 地上系通信回線 

 県庁、地域振興事務所、土木事務所等の県出先機関、

市町村及び消防本部、銚子地方気象台の間を光専用線回

線又は多重マイクロ無線で結んでいる。 

ｂ 衛星系通信回線 

 県庁、地域振興事務所、土木事務所、農業事務所（一

部）、保健所（健康福祉センター）、教育事務所等の県出

先機関、市町村、消防本部、自衛隊、病院、ライフライ

ン機関等の防災関係機関との間を衛星系通信回線で結

んでいる。 

ｃ 移動系通信回線 

      県内に整備した１０箇所の基地局を通じて、県庁と県

内全エリア内の移動局との通信が  可能な全県移動系

回線を整備し運用している。 

（略） 

第９節 情報連絡体制の整備 

 
１ 県における災害情報通信施設の整備（防災危機管理部） 
（１）県防災行政無線の整備 

 県は、防災情報の迅速・確実な受伝達と通信の高度化を図る

ため、防災行政無線を整備し、運用している。 

ア 整備概要 

（ア）無線設備設置機関 

 県庁と地域振興事務所、土木事務所、農業事務所（一部）、

健康福祉センター（保健所）、教育事務所等の県出先機関

及び市町村、消防本部、気象官署、自衛隊、病院、ライフ

ライン機関等の防災関係機関２５８機関に無線設備を設

置している。 

（イ）通信回線 

 ａ 地上系通信回線 

 県庁、地域振興事務所、土木事務所等の県出先機関、

市町村及び消防本部、銚子地方気象台の間を光専用線回

線又は多重マイクロ無線で結んでいる。 

ｂ 衛星系通信回線 

 県庁、地域振興事務所、土木事務所、農業事務所（一

部）、健康福祉センター（保健所）、教育事務所等の県出

先機関、市町村、消防本部、自衛隊、病院、ライフライ

ン機関等の防災関係機関との間を衛星系通信回線で結

んでいる。 

ｃ 移動系通信回線 

      県内に整備した１０箇所の基地局を通じて、県庁と県

内全エリア内の移動局との通信が  可能な全県移動系

回線を整備し運用している。 

（略） 
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地-2-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観測点数の修正 

（エ）災害時等に対する設備対策 

ａ 回線帯域制御機能 

   災害時等における通信の輻輳に対処するため、地上系

光ファイバー回線に回線帯域制御機能を備えており、重

要な通信を優先して伝送することができる。 

（略） 

 ｇ  その他の設備の配備 

   災害時、既設通信回線が使用できなくなった場合の代

替手段として、災害対策本部の支部となる地域振興事務

所等に衛星携帯電話等を配備する。 

 ｈ 通信訓練の実施 

県防災行政無線が設置されている機関において、機器

等の熟知及び災害時における円滑な操作を図るため、定

期的に通信訓練を実施する。 

   （略） 

（５）震度情報ネットワークシステムの整備 

県は、震災時に初動体制の迅速な確立を図るため、県内全市

町村に設置した計測震度計と、国立研究開発法人防災科学技術

研究所、気象庁、千葉市及び松戸市が設置した計測震度計の８

２観測点の震度情報をオンラインで収集する「千葉県震度情報

ネットワークシステム」を整備・運用している。 

ア 震度情報観測網 

震度観測点は、消防庁の指導により、平成の市町村合併前

の各市町村の本庁舎内又はその敷地内を基本とし、すでに気

象庁等が設置している震度計が利用可能と判断された場合

は、既設の震度計より分岐して観測情報の提供を受けてい

る。また、千葉市内の各区の震度情報については、千葉市地

震災害対策支援システムと接続し、オンラインで提供を受

け、県の震度情報ネットワークを経由して、全国に配信して

いる。 

（エ）災害時等に対する設備対策 

ａ 回線帯域制御機能 

   発災時等における通信の輻輳に対処するため、地上系

光ファイバー回線に回線帯域制御機能を備えており、重

要な通信を優先して伝送することができる。 

（略） 

 ｇ  その他の設備の配備 

   災害発生時、既設通信回線が使用できなくなった場合

の代替手段として、災害対策本部の支部となる地域振興

事務所等に衛星携帯電話等を配備する。 

 ｈ 通信訓練の実施 

県防災行政無線が設置されている機関において、機器

等の熟知及び災害発生時における円滑な操作を図るた

め、定期的に通信訓練を実施する。 

   （略） 

（５）震度情報ネットワークシステムの整備 

県は、震災時に初動体制の迅速な確立を図るため、県内全市

町村に設置した計測震度計と、国立研究開発法人防災科学技術

研究所、気象庁、千葉市及び松戸市が設置した計測震度計の８

５観測点の震度情報をオンラインで収集する「千葉県震度情報

ネットワークシステム」を整備・運用している。 

ア 震度情報観測網 

震度観測点は、消防庁の指導により、平成の市町村合併前

の各市町村の本庁舎内又はその敷地内を基本とし、すでに気

象庁等が設置している震度計が利用可能と判断された場合

は、既設の震度計より分岐して観測情報の提供を受けてい

る。また、千葉市内の各区の震度情報については、千葉市地

震災害対策支援システムと接続し、オンラインで提供を受

け、県の震度情報ネットワークを経由して、全国に配信して

いる。 
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震度情報観測点数         （令和3年4月1日現在） 

設置者 千葉県 

国立研究開

発法人防災

科学技術研

究所 

気象庁 千葉市 
松戸

市 
計 

観測点数 74 1 2 4 1 82 

 

 

 

震度情報観測点数         （令和2年4月1日現在） 

設置者 千葉県 

国立研究開

発法人防災

科学技術研

究所 

気象庁 千葉市 松戸市 計 

観測点数 77 1 2 4 1 85 

 

地-2-64 防災基本計画修正

に伴う語句の修正 

３ 警察における災害通信網の整備（警察本部） 

（１）警察災害通信施設は、災害の発生に備え、又は災害時におけ

る、災害救助、災害復旧等に使用することを考慮して整備に努

める。 

（２）知事、市町村長及び指定（地方）行政機関の長は、災害対策

基本法に基づく通信設備の優先利用等に関する協定により警

察通信施設を使用できる。 

３ 警察における災害通信網の整備（警察本部） 

（１）警察災害通信施設は、災害の発生に備え、又は災害発生時に

おける、災害救助、災害復旧等に使用することを考慮して整備

に努める。 

（２）知事、市町村長及び指定（地方）行政機関の長は、災害対策

基本法に基づく通信設備の優先利用等に関する協定により警

察通信施設を使用できる。 
地-2-66 防災基本計画修正

のため 

第１０節 備蓄・物流計画 

 
１ 食料・生活必需物資等の供給体制の整備（防災危機管理部、市

町村） 
平成 24 年 8 月に策定した「災害時の緊急物資等に係る備蓄・

物流の基本指針」に基づき、自助・共助・公助による備蓄の取組

みを推進する。 

（１）備蓄意識の高揚 

   県及び市町村は、備蓄する食料や飲料水が「最低３日、推奨

１週間」分であることなど、各家庭や事業所等において最低減

備えるべき備蓄の品目・量や、普段使用しているものを災害時

にそのまま使用するという備蓄に対する考え方など、備蓄に関

第１０節 備蓄・物流計画 

 
１ 食料・生活必需物資等の供給体制の整備（防災危機管理部、市

町村） 
  平成24年8月に策定した「災害時の緊急物資等に係る備蓄・物

流の基本指針」に基づき、自助・共助・公助による備蓄の取組み

を推進する。 
（１）備蓄意識の高揚 
   各家庭や事業所等における食料・飲料水等の備蓄を推進する

ため、県及び市町村は、家庭や事業所等における「最低３日、

推奨１週間」分の食料、飲料水、その他生活必需物資を備蓄す

ることなど、県民の備蓄意識の高揚を図るための普及啓発を推
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するノウハウを普及・啓発するとともに、自主防災組織等への

炊き出し用機材や救助用機材などの整備を促進する。 

（２）市町村における備蓄・調達体制の整備 

   市町村における備蓄及び調達は、自助・共助により賄われる

備蓄物資等を補完する目的で行われるものであるが、市町村

は、基礎的な地方公共団体として一義的に被災者への食料・生

活必需物資等の供給を行う責務を有していることから、様々な

事態に的確に対応できるよう、物資の備蓄・調達体制の整備に

努める。 

ア 生命維持や生活に最低限必要な食料・飲料水・簡易トイ

レ・携帯トイレ・常備薬・マスク・消毒液・段ボールベッ

ト・パーティション・炊き出し用具・毛布・その他生活必

需物資や感染症対策を含む避難所運営に必要な資機材等を

中心とした備蓄に努めるものとする。なお、備蓄物資の選

定に際しては、過去の災害を踏まえ、地域特性や要配慮者、

女性、子供（特に乳幼児）の避難生活等に配慮する。 

（略） 

（５）県及び市町村における災害時の物流体制の整備  

民間からの調達や国や他都道府県からの支援により供給さ

れる大量の物資を迅速に目的地へ届けるためには、円滑な物流

体制を構築することが重要であり、県及び市町村は、平常時か

ら、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行う

とともに、災害協定を締結した民間事業者等の災害時の連絡

先、要請手続等の確認を行うよう努めるものとする。 
 

進するとともに、自主防災組織等への炊き出し用機材や救助用

機材などの整備を促進する。 
（２）市町村における備蓄・調達体制の整備 

   市町村における備蓄及び調達は、自助・共助により賄われる

備蓄物資等を補完する目的で行われるものであるが、市町村

は、基礎的な地方公共団体として一義的に被災者への食料・生

活必需物資等の供給を行う責務を有していることから、様々な

事態に的確に対応できるよう、物資の備蓄・調達体制の整備に

努める。 

ア 生命維持や生活に最低限必要な食料・飲料水・常備薬・マ

スク・消毒液・炊き出し用具・毛布・その他生活必需物資や

避難所運営に必要な資機材を中心とした備蓄に努めるもの

とする。なお、備蓄物資の選定に際しては、過去の災害を踏

まえ、地域特性や要配慮者、女性の避難生活等に配慮する。 
 
 
 (略) 

（５）県及び市町村における災害時の物流体制の整備  

民間からの調達や国や他都道府県からの支援により供給さ

れる大量の物資を迅速に目的地へ届けるためには、円滑な物流

体制を構築することが重要であり、県及び市町村は、平常時か

ら、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行う

とともに、災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡

先、要請手続等の確認を行うよう努めるものとする。 
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地-2-66 

 
時点修正及び組織

名称の変更 

２ 医薬品及び応急医療資機材等の整備（健康福祉部） 

（１）災害用医薬品等の備蓄 

  災害時の医薬品及び衛生材料の供給を円滑に行うため、保健

所（健康福祉センター）等に災害用医薬品等を備蓄し、迅速に

対処できる体制を整備しているところである。 
（令和3年8月1日現在）

 

備蓄数量 備     蓄     場     所 
３セット 習志野及び松戸の各保健所（健康福祉センタ―） 
２セット 県庁薬務課、山武保健所（健康福祉センター） 

１セット 
市川、野田、印旛、香取、海匝、長生、夷隅、安房、君津

及び市原の各保健所（健康福祉センター）、八日市場及び鴨

川の各地域保健センター 

２ 医薬品及び応急医療資機材等の整備（健康福祉部） 

（１）災害用医薬品等の備蓄 

  災害発生時の医薬品及び衛生材料の供給を円滑に行うため、

健康福祉センター（保健所）等に災害用医薬品等を備蓄し、迅

速に対処できる体制を整備しているところである。 

（令和 2年 8月 1日現在） 
 

備蓄数量 備     蓄     場     所 
３セット 習志野及び松戸の各健康福祉センター（保健所） 
２セット 県庁薬務課、山武健康福祉センター（保健所） 

１セット 
市川、野田、印旛、香取、海匝、長生、夷隅、安房、君津

及び市原の各健康福祉センター（保健所）、八日市場及び鴨

川の各地域保健センター 
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地-2-67 組織名称の変更 （２）応急医療資機材の備蓄 

 大規模災害時の円滑な医療救護活動の実施を図るため医療救護

活動に必要な応急医療資機材を保健所（健康福祉センター）等に整

備しているところである。 

                     （令和3年7月1日）

 

 

整 備 状 況 応急医療資機

県医療整備課(4セット)、習志野保健所(13セ
ット)、市川保健所(16 セット)、松戸保健所
(23 セット)、野田保健所(5 セット)、印旛保
健所(14 セット)、印旛保健所成田支所(10 セ
ット)、香取保健所(5セット)、海匝保健所(5
セット)、八日市場地域保健センター(5 セッ
ト)、山武保健所(10 セット)、長生保健所(5
セット)、夷隅保健所(6セット)、安房保健所
(10 セット)、鴨川地域保健センター(5 セッ
ト)、君津保健所(10セット)、市原保健所(10
セット) 

識別連絡表、蘇

生・吸引・酸素

吸入器、包帯、

注射、輸液 

（２）応急医療資機材の備蓄 

 大規模災害発生時の円滑な医療救護活動の実施を図るため医療

救護活動に必要な応急医療資機材を健康福祉センター（保健所）等

に整備しているところである。 

                    （令和 2年 10 月 1日） 
 

整 備 状 況 応急医療資機

県医療整備課(4 セット)、習志野健康福祉セ
ンター(13セット)、市川健康福祉センター(16
セット)、松戸健康福祉センター(23セット)、
野田健康福祉センター(5 セット)、印旛健康
福祉センター(14セット)、印旛健康福祉セン
ター成田支所(10セット)、香取健康福祉セン
ター(5 セット)、海匝健康福祉センター(5 セ
ット)、八日市場地域保健センター(5セット)、
山武健康福祉センター(10セット)、長生健康
福祉センター(5 セット)、夷隅健康福祉セン
ター(6セット)、安房健康福祉センター(10セ
ット)、鴨川地域保健センター(5 セット)、君
津健康福祉センター(10セット)、市原健康福
祉センター(10セット) 

識別連絡表、蘇

生・吸引・酸素

吸入器、包帯、

注射、輸液 

 
 
 

地-2-69 

 
 
 
 

 

 

 

防災基本計画修正

に伴う語句の修正 

第１１節 防災施設の整備 

 

４ 避難施設の整備（総合企画部、防災危機管理部、健康福祉部、

環境生活部、企業局、教育庁、市町村） 

（略） 

（１）指定緊急避難場所の指定等 

  ア 指定緊急避難場所の指定 

    市町村は、災害の種類ごとに、災害の危険が切迫した緊急

時において安全が確保される指定緊急避難場所を、施設管理

第１１節 防災施設の整備 

 

４ 避難施設の整備（総合企画部、防災危機管理部、健康福祉部、

企業局、教育庁、市町村） 

（略） 

（１）指定緊急避難場所の指定等 

  ア 指定緊急避難場所の指定 

    市町村は、災害の種類ごとに、災害の危険が切迫した緊急

時において安全が確保される指定緊急避難場所を、施設管理
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者の同意を得た上で、あらかじめ指定し、住民への周知徹底

を図る。 

指定緊急避難場所は、災害時に迅速に避難場所の開設を行

うことが可能な管理体制等を有するものとし、地震に伴う津

波や火災に対応するため、災害に対して安全な構造を有する

施設又は周囲等に災害が発生した場合に人の生命及び身体

に危険を及ぼすおそれのない場所とする。 

なお、津波が発生、又は発生するおそれがある場合に使用

する施設については、想定される津波の水位以上の高さに避

難スペースがあり、避難上有効な階段その他の避難経路を有

するものを指定する。 

また、市町村は、災害の想定等により必要に応じて、近隣

の市町村の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣市町村に設

けるものとする。 

    市町村は、指定緊急避難場所を指定又は取消したときは、

県に通知するとともに公示する。 

指定緊急避難場所の指定を終えていない市町村について

は、速やかに指定を終えるよう努めるものとする。 
（略） 

（２）指定避難所の指定等 

 （略） 

イ 指定避難所の整備等 
    避難所の整備等については、次の点に留意するものとす

る。 

（ア）施設の選定に当たっては、災害により重大な被害が及ば

ない耐震性、耐火性を確保し、天井等の非構造部材の耐震

対策を図るとともに、対象地域の被災者を収容することが

可能な構造又は設備を有するものの指定に努め、平常時か

ら指定避難所の場所、収容人数等について、住民への周知

徹底を図る。 

者の同意を得た上で、あらかじめ指定し、住民への周知徹底

を図る。 

指定緊急避難場所は、災害発生時に迅速に避難場所の開設

を行うことが可能な管理体制等を有するものとし、地震に伴

う津波や火災に対応するため、災害に対して安全な構造を有

する施設又は周囲等に災害が発生した場合に人の生命及び

身体に危険を及ぼすおそれのない場所とする。 

なお、津波が発生、又は発生するおそれがある場合に使用

する施設については、想定される津波の水位以上の高さに避

難スペースがあり、避難上有効な階段その他の避難経路を有

するものを指定する。 

また、市町村は、災害の想定等により必要に応じて、近隣

の市町村の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣市町村に設

けるものとする。 

    市町村は、指定緊急避難場所を指定又は取消したときは、

県に通知するとともに公示する。 

指定緊急避難場所の指定を終えていない市町村について

は、速やかに指定を終えるよう努めるものとする。 

（略） 
（２）指定避難所の指定等 

 （略） 

イ 指定避難所の整備等 

    避難所等の整備等については、次の点に留意するものとす

る。 

（ア）施設の選定に当たっては、災害により重大な被害が及ば

ない耐震性、耐火性を確保し、天井等の非構造部材の耐震対

策を図るとともに、対象地域の被災者を収容することが可能

な構造又は設備を有するものの指定に努める。 
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また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周

知することも想定し、ホームページやアプリケーション等

の多様な手段の整備に努める。 

（略） 

（ク）避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な

要配慮者のため、特別の配慮がなされた福祉避難所の指定

に努め、要配慮者に配慮した資機材等の整備及び生活相談

職員（おおむね１０人の要配慮者に１人）等の配置等に努

める。 
また、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所を指定する

際に、受入れ対象者を特定して公示し、平常時からその周

知に努める。 
（ケ）福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の

上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が、避難が必要と

なった際に福祉避難所へ直接避難することができるよう

努める。 

（コ）間仕切りや照明等、被災者のプライバシー及び安全を確

保するための設備の整備に努める。 

（サ）市町村は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、指定避

難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努める。こ

の際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に指

定避難所を運営できるように配慮するよう努める。特に、

夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対

処法に関する普及啓発に努める。 

（シ）学校を避難所として指定する場合には、学校が教育活動

の場であることに配慮し、避難所としての機能は応急的な

ものであることを認識の上、事前に教育委員会等関係部局

や地域住民等関係者との調整に努める。 

（ス）市町村は、指定管理施設が指定避難所となっている場合

には、指定管理者との間で事前に避難所運営に関する役割

 

 

 

（略） 

（ク）避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な要

配慮者のため、特別の配慮がなされた福祉避難所の指定に努

め、要配慮者に配慮した資機材等の整備及び生活相談職員

（おおむね１０人の要配慮者に１人）等の配置等に努める。 
 
 
 
 

（新設） 

 

 

 

（ケ）間仕切りや照明等、被災者のプライバシー及び安全を確保

するための設備の整備に努める。 

（新設） 

 

 

 

 

 

（コ）学校を避難所として指定する場合には、学校が教育活動の

場であることに配慮し、避難所としての機能は応急的なもの

であることを認識の上、事前に教育委員会等関係部局や地域

住民等関係者との調整に努める。 
（サ）市町村は、指定管理施設が指定避難所となっている場合に

は、指定管理者との間で事前に避難所運営に関する役割分担
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分担等を定めるよう努めるものとする。 

（セ） 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、

避難所で感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時

から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して取組を

進めるとともに、必要な場合は、ホテルや旅館の活用等を

含めて検討し、可能な限り多くの避難所を確保するよう努

める。 
（ソ）県及び市町村は、災害発生後に、避難所等において、被

災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもなら

ないよう、「暴力は許されない」意識の普及、徹底を図る

ものとする。 

等を定めるよう努めるものとする。 

（シ）新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、避

難所で感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時から

防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して取組を進めると

ともに、必要な場合は、ホテルや旅館の活用等を含めて検討

するよう努める。 
 
（新設） 

 

地-2-73 防災基本計画修正

に伴う語句の修正 

第１２節 帰宅困難者等対策 

 
２ 一斉帰宅の抑制（全庁、市町村） 

（略） 

（２）安否確認手段の普及・啓発 

   一斉帰宅行動を抑制するためには、家族等との安否確認手

段が確保され、かつ周知されていることが必要である。このた

め、県及び市町村は、災害用伝言ダイヤル１７１、災害用伝言

板、災害用伝言板（ｗｅｂ１７１）、J-anpi、ツイッター・

Facebook 等のＳＮＳ、ＩＰ電話など、複数の安否確認手段に

ついて、平常時から体験・活用を通じて、災害時に利用しても

らえるよう広報・啓発を行うとともに、企業や学校など関係機

関における家族等との安否確認手段のルール化を促進する。 

第１２節 帰宅困難者等対策 

 
２ 一斉帰宅の抑制（全庁、市町村） 

（略） 

（２）安否確認手段の普及・啓発 

   一斉帰宅行動を抑制するためには、家族等との安否確認手段

が確保され、かつ周知されていることが必要である。このため、

県及び市町村は、災害用伝言ダイヤル１７１、災害用伝言板、

災害用伝言板（ｗｅｂ１７１）、J-anpi、ツイッター・Facebook

等のＳＮＳ、ＩＰ電話など、複数の安否確認手段について、平

常時から体験・活用を通じて、発災時に利用してもらえるよう

広報・啓発を行うとともに、企業や学校など関係機関における

家族等との安否確認手段のルール化を促進する。 

地-2-76 防災基本計画修正

に伴う語句の修正 

第１３節 防災体制の整備 

 
県は、大規模災害の発生時における迅速な初動体制や、国・他県

等からの広域応援体制を構築するため、平時から県内市町村、国、

第１３節 防災体制の整備 

 
県は、大規模災害の発生時における迅速な初動体制や、国・他県

等からの広域応援体制を構築するため、平時から県内市町村、国、
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他都道府県や県内外の防災関係機関、事業者等との連携を密にする

とともに、災害対応業務のデジタル化や災害対策本部事務局機能の

強化など体制整備を行う。 

また、大規模地震等の発生時には、県民の生命・財産を守り、生

活の早期復旧を図ると同時に、行政サービスの提供を維持する必要

があることから、業務継続計画に基づく行政機能の確保など体制整

備に努めるものとする。 
 
１ 県の防災体制の整備（全庁） 
（１）日ごろからの危機管理意識の醸成 

県は、災害時にプロアクティブの原則（「疑わしいときは行

動せよ」「最悪事態を想定して行動せよ」「空振りは許される

が見逃しは許されない」）に則り迅速に災害対応ができるよう、

職員向けの訓練や研修について見直しを行うとともに、日ごろ

から、国や防災関係機関の研修を活用し、危機管理に係る知識、

危機管理意識の醸成に取り組むものとする。 

（略） 

（４）情報連絡員やシステムを活用した活動体制の整備 

県は、震度５弱の地震の発生や津波注意報又は津波警報が発

表されるなど、大きな被害の発生が予想される段階から、あら

かじめ対象市町村ごとに選定し派遣する情報連絡員や、AI、

IoT、クラウドコンピューティング技術、SNS の技術を活用し、

被害や災害対応の状況、人的・物的ニーズなどの情報を迅速に

収集・共有するための体制を講じておくものとする。 

また、災害対策本部支部や現地災害対策本部の円滑かつ効果

的な運用方法等について、検討しておくものとする。 

（６）応援受援計画の策定 

大規模災害が発生した場合には、自衛隊、消防、警察の救援

部隊や医療救護活動、救援物資、ボランティアが全国から支援

他都道府県や県内外の防災関係機関、事業者等との連携を密にする

とともに、災害対策本部事務局機能の強化など、体制整備を行う。 

また、大規模地震等の発生時には、県民の生命・財産を守り、生

活の早期復旧を図ると同時に、行政サービスの提供を維持する必要

があることから、業務継続計画に基づく行政機能の確保など体制整

備に努めるものとする。 
 

 

１ 県の防災体制の整備（全庁） 
（１）日ごろからの危機管理意識の醸成 

県は、発災時にプロアクティブの原則（「疑わしいときは行

動せよ」「最悪事態を想定して行動せよ」「空振りは許され

るが見逃しは許されない」）に則り迅速に災害対応ができる

よう、職員向けの訓練や研修について見直しを行うとともに、

日ごろから、国や防災関係機関の研修を活用し、危機管理に

係る知識、危機管理意識の醸成に取り組むものとする。 

（略） 

（４）被災地における活動体制の整備 

県は、震度５弱の地震の発生や津波注意報又は津波警報が発

表されるなど、大きな被害の発生が予想される段階から、あら

かじめ選定した職員を、対象市町村に情報連絡員として派遣

し、被害や災害対応の状況、人的・物的ニーズなどの情報を収

集するための体制を講じておくものとする。 

また、災害対策本部支部や現地災害対策本部の円滑かつ効果

的な運用方法等について、検討しておくものとする。 

 

（６）応援受援計画の策定 

大規模災害が発生した場合には、自衛隊、消防、警察の救援

部隊や医療救護活動、救援物資、ボランティアが全国から支援

に入ってくることから、これらの支援を円滑に受け入れるため
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に入ってくることから、これらの支援を円滑に受け入れるため

の広域防災拠点をあらかじめ確保し、災害時に速やかに運用で

きる体制を整えておくために、県は「千葉県大規模災害時応援

受援計画」を策定した。 

県は、関係機関に対し、計画の周知を図るとともに、防災訓

練等により検証を行い、実効性の確保に努めるものとする。 

（７）ヘリコプターを活用した情報収集体制の整備 

県は、情報収集の強化を図るため、県警や千葉市消防局など、

関係機関と協議を行い、災害時の映像提供等の依頼手順などに

ついて迅速な運用ができるようルールを明確化する。 

（８）都道府県をまたがる広域応援体制の整備 

県では、全国知事会による全都道府県を対象とした災害時の

広域応援協定や、関東地方知事会による関東１都９県を対象と

した協定、九都県市首脳会議による九都県市を対象とした協

定、九都県市首脳会議と関西広域連合との協定を締結している

が、これらの協定が大規模災害時に有効に機能するよう、運用

方法の改善等をはたらきかけるとともに、平時からの連携を緊

密にするよう努めるものとする。 

また、県は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度の活用

方法の習熟、災害時における円滑な活用の促進に努めるものと

する。 

（略） 

（10）事業者との連携 

県は、円滑な応急対策の実施、災害復旧・復興のため、事業

者との協定の締結等連携強化に努めるとともに、訓練等を通じ

て災害時の連絡先、要請手続等の確保を行うなど、実効性の確

保に留意するものとする。 

また、県は、地域社会の迅速な復旧を図るため、県内のライ

フライン事業者と県とで構成する千葉県ライフライン対策連

絡協議会において、災害時の連携体制の確認等を行うものとす

の広域防災拠点をあらかじめ確保し、発災時に速やかに運用で

きる体制を整えておくために、県は「千葉県大規模災害時応援

受援計画」を策定した。 

県は、関係機関に対し、計画の周知を図るとともに、防災訓

練等により検証を行い、実効性の確保に努めるものとする。 

（７）ヘリコプターを活用した情報収集体制の整備 

県は、情報収集の強化を図るため、県警や千葉市消防局など、

関係機関と協議を行い、発災時の映像提供等の依頼手順などに

ついて迅速な運用ができるようルールを明確化する。 

（８）都道府県をまたがる広域応援体制の整備 

県では、全国知事会による全都道府県を対象とした災害時の

広域応援協定や、関東地方知事会による関東１都９県を対象と

した協定、九都県市首脳会議による九都県市を対象とした協

定、九都県市首脳会議と関西広域連合との協定を締結している

が、これらの協定が大規模災害時に有効に機能するよう、運用

方法の改善等をはたらきかけるとともに、平時からの連携を緊

密にするよう努めるものとする。 

また、県は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度の活用

方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努めるものと

する。 

（略） 

（10）事業者との連携 

県は、円滑な応急対策の実施、災害復旧・復興のため、事業

者との協定の締結等連携強化に努めるとともに、訓練等を通じ

て発災時の連絡先、要請手続等の確保を行うなど、実効性の確

保に留意するものとする。 

また、県は、地域社会の迅速な復旧を図るため、県内のライ

フライン事業者と県とで構成する千葉県ライフライン対策連

絡協議会において、災害時の連携体制の確認等を行うものとす

る。 
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る。 

（略） 

（13）男女共同参画の視点を踏まえた活動体制の整備 

      県及び市町村は、男女共同参画の視点から、地方防災会議の

委員に占める女性の割合を高めるよう取り組むとともに、男女

共同参画担当部局が災害対応について庁内及び避難所等にお

ける連絡調整を行い、また、男女共同参画センターが地域にお

ける防災活動の推進拠点となるよう、平常時及び災害時におけ

る男女共同参画担当部局及び男女共同参画センターの役割に

ついて、防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化

するよう努める。 

（略） 

（13）男女共同参画の視点を踏まえた活動体制の整備 

県及び市町村は、男女共同参画の視点から、男女共同参画担

当部局が災害対応について庁内及び避難所等における連絡調

整を行い、また、男女共同参画センターが地域における防災活

動の推進拠点となるよう、平常時及び災害時における男女共同

参画担当部局及び男女共同参画センターの役割について、防災

担当部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化するよう努

める。 

地-2-77 防災基本計画修正

に伴う語句の修正 

２ 県の業務継続計画〔震災編（ＢＣＰ）〕（防災危機管理部） 
（１）業務継続計画の基本的な考え方 

   業務継続計画は、災害時に、職員等の資源に制約がある状況

で、応急・復旧業務の迅速な遂行や重要な通常業務の継続によ

り、県民の生命や生活を守り、被害の拡大や社会的混乱を最小

限度に抑えるための計画である。 

２ 県の業務継続計画〔震災編（ＢＣＰ）〕（防災危機管理部） 
（１）業務継続計画の基本的な考え方 

   業務継続計画は、災害発生時に、職員等の資源に制約がある

状況で、応急・復旧業務の迅速な遂行や重要な通常業務の継続

により、県民の生命や生活を守り、被害の拡大や社会的混乱を

最小限度に抑えるための計画である。 
地-2-78 防災基本計画修正

に伴う語句の修正 

３ 市町村の業務継続計画（防災危機管理部、市町村） 

（１）業務継続計画の策定 

市町村は、災害時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業

務の継続のため、災害時に必要となる人員や資機材等を必要な

場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力

の強化を図る必要があることから、業務継続計画の策定等によ

り、業務継続性の確保を図るものとする。 

また、実効性ある業務継続体制を確保するため、地域や想定

される災害の特性等を踏まえつつ、必要な資源の継続的な確

保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験

の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の評価・検

証等を踏まえた改訂などを行うものとする。 

３ 市町村の業務継続計画（防災危機管理部、市町村） 

（１）業務継続計画の策定 

市町村は、災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通

常業務の継続のため、災害時に必要となる人員や資機材等を必

要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対

応力の強化を図る必要があることから、業務継続計画の策定等

により、業務継続性の確保を図るものとする。 

また、実効性ある業務継続体制を確保するため、地域や想定

される災害の特性等を踏まえつつ、必要な資源の継続的な確

保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験

の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の評価・検

証等を踏まえた改訂などを行うものとする。 
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（２）策定に係る重要６要素 

市町村は、業務継続計画の策定等に当たっては、特に以下の

重要６要素（１１項目）について定めておくものとする。 

 （略） 

カ 非常時優先業務の整理 

 ○大規模災害時に優先して実施すべき業務（非常時優先業

務）を特定しておく 

○非常時優先業務ごとの遂行体制（全庁的な役割分担、人員

配置）を定めておく 

○非常時優先業務の遂行が職員のみでは困難となる場合に

備えるための、他の地方公共団体からの応援職員受け入れ

に関する規定（受援を調整する担当組織、派遣要請の手順、

支援を要請する他団体の連絡先、応援職員を受け入れて実

施する業務 など）を定めておく 

（２）策定に係る重要６要素 

市町村は、業務継続計画の策定等に当たっては、特に以下の

重要６要素（１１項目）について定めておくものとする。 

 （略） 

カ 非常時優先業務の整理 

 ○大規模災害発生時に優先して実施すべき業務（非常時優先

業務）を特定しておく 

○非常時優先業務ごとの遂行体制（全庁的な役割分担、人員

配置）を定めておく 

○非常時優先業務の遂行が職員のみでは困難となる場合に

備えるための、他の地方公共団体からの応援職員受け入れ

に関する規定（受援を調整する担当組織、派遣要請の手順、

支援を要請する他団体の連絡先、応援職員を受け入れて実

施する業務など）を定めておく 



42  

ページ 修正理由 修正案 現行 

地-3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部員の名称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 災害応急対策計画 

 

       第１節 災害対策本部活動 
  

１ 県の活動体制（防災危機管理部） 

（略） 

（２）千葉県対策本部 

 ア 組織編成 

【本部】 

  

 

 

 

 

（略） 

本 

 

部 

 

会 

 

議 

本 部 長 （略）       

副 本 部 長 （略）       

本 部 員 

（略） 

復旧復

興・被

災者支

援担当

部長 

(略) 

  

本

部

事

務

局 

事務 

局長 
（略） 

 

  
事務局 

次長 
（略） 

 

  事務局職員 （略） 

本部派遣職員 （略） 

 

  

  本部連絡員 
本部各部長の指名する

者 

第３章 災害応急対策計画 

 

第１節 災害対策本部活動 

 
１ 県の活動体制（防災危機管理部） 

（略） 

（２）千葉県対策本部 

 ア 組織編成 

【本部】 

 

 

 

 

 

（略） 

本 

 

部 

 

会 

 

議 

本 部 長 （略）       

副 本 部 長 （略）       

本 部 員 

（略） 

復旧復

興担当

部長 

(略) 

  

本

部

事

務

局 

事務 

局長 
（略） 

 

  
事務局 

次長 
（略） 

 

  事務局職員 （略） 

本部派遣職員 （略） 

 

  

  本部連絡員 
本部各部長の指名する

者 

部（12） 支部（12） 現地災害対策本部 
部（12） 支部（12） 現地災害対策本部 
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地-3-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地-3-10 

 

設置場所の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配備課等の追加及

び名称変更 

キ 県本部の設置場所 

   県本部は、原則として県中庁舎６階防災危機管理センター

に、被災状況によりその機能が維持できない場合は本庁舎５階

大会議室に設置する。 

また、政府現地対策本部等が設置される場合、本庁舎５階

大会議室に設置する。 

 なお、県庁舎及び周辺地域の被災状況によりその機能が維持

できない場合は、次に掲げる順位により地域振興事務所を設置

場所として選定するが、知事の判断により、状況に応じて、そ

の他の県有施設等に変更することができる。 

    第１位  印旛地域振興事務所 

    第２位  長生地域振興事務所 

    第３位  東葛飾地域振興事務所 

（略） 

（４）職員の配備 

ア 防災担当職員の待機体制 

 発災直後の災害情報収集や災害対策の調整を行うため、県

庁及びその周辺に常時防災担当職員が待機し、迅速な初動体

制の確立に努める。 

イ 災害対策本部設置前の配備 

    地震災害に対処する県本部設置前の配備は、災害の状況等

により次のとおりとする。 

キ 県本部の設置場所 

    県本部は、原則として県中庁舎６階防災危機管理センター

に、被災状況によりその機能が維持できない場合は本庁舎５

階大会議室に設置する。 

また、政府現地対策本部等が設置される場合、本庁舎５階

大会議室に設置する。 

 なお、県庁舎及び周辺地域の被災状況によりその機能が維

持できない場合は、次に掲げる順位により設置場所を選定す

るが、知事の判断により、状況に応じて、その他の県有施設

等に変更することができる。 

    第１位  印旛地域振興事務所 

    第２位  長生地域振興事務所 

    第３位  東葛飾地域振興事務所 

（略） 

（４）職員の配備 

ア 防災担当職員の待機体制 

 発災直後の災害情報収集や災害対策の調整を行うため、県

庁及びその周辺に常時防災担当職員が待機し、迅速な初動体

制の確立に努める。 

イ 災害対策本部設置前の配備 

    地震災害に対処する県本部設置前の配備は、災害の状況等

により次のとおりとする。 



44  

ページ 修正理由 修正案 現行 
 

配備種別 配 備 基 準 配 備 内 容 配 備 を 要 す る 課 等 

情報収集 

体 制 

（略） （略） （略） 

災害即応

体  制 

（略） （略） 【本庁】 
（略） 
健康福祉指導課 児童家庭課 
高齢者福祉課 障害福祉事業
課  
（略） 
【出先機関】※３ 
（略） 
保健所（健康福祉センター） 
（略） 
一宮川改修事務所 

※配備の特例措置 

１ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上位の

配備体制を指示することができる。 

２ 知事は、災害の発生が局地的である場合で、かつ、一部の地域にお

いて出先機関の活動の必要が認められないとき、又は活動の必要がな

くなったと認められるときは、出先機関の長の意見を聴いて当該出先

機関の配備を指令しないこと、又は配備を解くことができる。 

３ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配備に

つく。 

４ その他、各部局の基準と判断で必要な災害対応業務を実施するもの

とし、その詳細は資料編『震度 4、気象警報等における災害対応機関

一覧』に掲げるとおりである。 

※議会事務局には、連絡のみ行う。 

 

配備種別 配 備 基 準 配 備 内 容 配 備 を 要 す る 課 等 

情報収集 

体 制 

（略） （略） （略） 

災害即応

体  制 

（略） （略） 【本庁】 

（略） 

 

【出先機関】※３ 

（略） 

健康福祉センター（保健所） 

（略） 

 

※配備の特例措置 

１ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上位の配

備体制を指示することができる。 

２ 知事は、災害の発生が局地的である場合で、かつ、一部の地域におい

て出先機関の活動の必要が認められないとき、又は活動の必要がなくな

ったと認められるときは、出先機関の長の意見を聴いて当該出先機関の

配備を指令しないこと、又は配備を解くことができる。 

３ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配備につ

く。 

４ その他、各部局の基準と判断で必要な災害対応業務を実施するものと

し、その詳細は資料編『震度 4、気象警報等における災害対応機関一覧』

に掲げるとおりである。 

※議会事務局には、連絡のみ行う。 
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地-3-15 

 

防災基本計画修正

のため 

４ 県災害対策本部等と国、市町村及び防災関係機関との連携（防

災危機管理部） 

 (略) 

（４）現地関係機関に係る連絡調整 

県又は市町村は、災害の現場において、現地関係機関（消防

機関、警察機関、自衛隊、海上保安庁、医療機関、関係事業者

等の現地で活動する機関をいう。）の活動を円滑に調整する必

要があると認めるときは、合同調整所を速やかに設置し、現地

関係機関の間の連絡調整を図るものとする。 

（５）その他 

国において緊急災害対策本部等を設置したときは、これと十

分な連携を図りながら応急対策を進めるものとする。 

４ 県災害対策本部等と国、市町村及び防災関係機関との連携（防

災危機管理部） 

 (略) 

（新設） 

 

 

 

 

 

（４）その他 

国において緊急災害対策本部等を設置したときは、これと

十分な連携を図りながら応急対策を進めるものとする。 
地-3-15 

 

災害救助法改正の

ため 

６ 災害救助法の適用手続等（防災危機管理部） 

（１）災害救助法の目的 

   災害救助法（昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号）は災害時

において、応急的に必要な救助を行い、災害により被害を受け

又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会秩序の保全を

図ることを目的とする。 

（２）適用基準・条件等 

  ア 災害が発生した場合の適用基準 

    災害が発生した場合の適用基準は、災害救助法施行令第１

条に定めるところによるが、県における具体的適用基準は次

のとおりである。 
（ア） 住家が滅失した世帯の数が、当該市町村の区域内の人

口に応じ、別表の基準１号以上であること。（法施行令

第1条第1項第1号） 
（イ） 住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で２，

５００世帯以上であって、当該市町村の区域内の人口に

応じ、別表の基準第２号以上であること。（法施行令第1

６ 災害救助法の適用手続等（防災危機管理部） 

（１）災害救助法の目的 

   災害救助法（昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号）は災害に

際して応急的に必要な救助を行い、災害にかかった人達の保護

と社会秩序の保全を図ることを目的とする。 

 

（２）適用基準 

 災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令第１条に定める

ところによるが、県における具体的適用基準は次のとおりであ

る。 

 

ア 住家が滅失した世帯の数が、当該市町村の区域内の人口に

応じ、別表の基準１号以上であること。（法施行令第1条第1

項第1号） 

イ 住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で２,５０

０世帯以上であって、当該市町村の区域内の人口に応じ、別

表の基準第２号以上であること。（法施行令第1条第1項第2

号） 
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条第1項第2号） 
（ウ） 住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で１２，

０００世帯以上であること、又は災害が隔絶した地域に

発生したものである等、災害にかかった者の救護を著し

く困難とする特別の事情がある場合であって、かつ多数

の世帯の住家が滅失したものであること。（法施行令第

1条第1項第3号） 
（エ） 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそ

れが生じたものであり、次の基準に該当すること。（法

施行令第1条第1項第4号） 
     ａ 災害が発生し、又は発生するおそれがある地域に所

在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とす

ること。 
     ｂ 災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需

品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は

災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要

とすること。 

 イ 災害が発生するおそれがある場合の適用条件等 

   災害が発生するおそれがある場合の適用条件等は、災害が発

生するおそれがある段階において、国が災害対策基本法に基づ

く災害対策本部を設置し、その所管区域になった場合で、現に

救助を必要とするときに、市町村の区域（千葉市については、

市又は区のいずれの地域も単位とすることができる。）を単位

に行うものである。 
 
 
 

ウ 住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で１２,０

００世帯以上であること、又は災害が隔絶した地域に発生し

たものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難とす

る特別の事情がある場合であって、かつ多数の世帯の住家が

滅失したものであること。（法施行令第1条第1項第3号） 

エ 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれ

が生じたものであり、次の基準に該当すること。（法施行令

第 1条第 1項第 4号） 

（ア）災害が発生し、又は発生するおそれがある地域に所在す

る多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること。 

（イ）災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需品の給

与等について特殊の補給方法を必要とし、又は災害にかか

った者の救出について特殊の技術を必要とすること。 

 

 

 

 

（新設） 



47  

ページ 修正理由 修正案 現行 
  （別表）市町村別災害救助法適用基準表（令和 2年 10月 1日） 

市町村名 人 口 
被害世帯数 

市町村名 人 口 
被害世帯数 

１号 ２号 １号 ２号 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 

千 

葉 

市 

中央区 

花見川区 

稲毛区 

若葉区 

緑区 

美浜区 

 計 

211,736 

177,328 

160,582 

146,940 

129,421 

148,944 

974,951 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

－ 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

－ 

印
旛
郡 

 

酒々井町 

栄町 

 

20,745 

20,127 

 

50 

50 

25

25

香
取
郡 

神崎町 

多古町 

東庄町 

5,816 

13,735 

13,228 

40 

40 

40 

20

20

20

銚子市 

市川市 

船橋市 

館山市 

木更津市 

松戸市 

野田市 

茂原市 

成田市 

佐倉市 

東金市 

旭市 

習志野市 

柏市 

勝浦市 

市原市 

流山市 

八千代市 

我孫子市 

鴨川市 

鎌ケ谷市 

君津市 

富津市 

浦安市 

四街道市 

袖ヶ浦市 

八街市 

印西市 

白井市 

富里市 

南房総市 

匝瑳市 

香取市 

山武市 

いすみ市 

大網白里市 

58,431 

496,676 

642,907 

45,153 

136,166 

498,232 

152,638 

86,782 

132,906 

168,743 

58,219 

63,745 

176,197 

426,468 

16,927 

269,524 

199,849 

199,498 

130,510 

32,116 

109,932 

82,206 

42,465 

171,362 

93,576 

63,883 

67,455 

102,609 

62,441 

49,735 

35,831 

35,040 

72,356 

48,444 

35,544 

48,129      

80 

150 

150 

60 

100 

150 

100 

80 

100 

100 

80 

80 

100 

150 

50 

100 

100 

100 

100 

60 

100 

80 

60 

100 

80 

80 

80 

100 

80 

60 

60 

60 

80 

60 

60 

60 

40 

75 

75 

30 

50 

75 

50 

40 

50 

50 

40 

40 

50 

75 

25 

50 

50 

50 

50 

30 

50 

40 

30 

50 

40 

40 

40 

50 

40 

30 

30 

30 

40 

30 

30 

30 

山
武
郡 

九十九里町 

芝山町 

横芝光町 

14,639 

7,033 

22,075 

40 

40 

50 

20

20

25

長
生
郡 

一宮町 

睦沢町 

長生村 

白子町 

長柄町 

長南町 

11,897 

6,760 

13,803 

10,305 

6,721 

7,198 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

20

20

20

20

20

20

夷
隅
郡 

大多喜町 

御宿町 

8,885 

6,874 

40 

40 

20

20

安
房
郡 

鋸南町 6,993 40 20

    

 合  計 6,284,480  

注）１ １号とは災害救助法施行令第１条第１項第１号の災害（当該市町村の被災世帯数のみで判断）

をいい、２号とは同令同条同項第２号の災害（都道府県－本県は2,500世帯－と市町村の被災世帯

数で判断）をいう。 

２ 被害世帯数は全壊世帯数をいい、半壊（焼）世帯、床上浸水世帯は、それぞれ２世帯、３世帯

をもって、全壊世帯１世帯と換算する。 

  ３ 人口は令和２年国勢調査（総務省）による。  

（別表）市町村別災害救助法適用基準表（平成 27年 10 月 1日） 
市町村名 人 口 

被害世帯数 
市町村名 人 口 

被害世帯数 

１号 ２号 １号 ２号 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 

千 

葉 

市 

中央区 

花見川区 

稲毛区 

若葉区 

緑区 

美浜区 

 計 

205,070 

179,200 

160,968 

151,078 

126,848 

148,718 

971,882 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

－ 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

－ 

印
旛
郡 

 

酒々井町 

栄町 

 

20,955 

21,228 

 

50 

50 

25

25

香
取
郡

 

神崎町 

多古町 

東庄町 

6,133 

14,724 

14,152 

40 

40 

40 

20

20

20

銚子市 

市川市 

船橋市 

館山市 

木更津市 

松戸市 

野田市 

茂原市 

成田市 

佐倉市 

東金市 

旭市 

習志野市 

柏市 

勝浦市 

市原市 

流山市 

八千代市 

我孫子市 

鴨川市 

鎌ケ谷市 

君津市 

富津市 

浦安市 

四街道市 

袖ヶ浦市 

八街市 

印西市 

白井市 

富里市 

南房総市 

匝瑳市 

香取市 

山武市 

いすみ市 

大網白里市 

64,415 

481,732 

622,890 

47,464 

134,141 

483,480 

153,583 

89,688 

131,190 

172,739 

60,652 

66,586 

167,909 

413,954 

19,248 

274,656 

174,373 

193,152 

131,606 

33,932 

108,917 

86,033 

45,601 

164,024 

89,245 

60,952 

70,734 

92,670 

61,674 

49,636 

39,033 

37,261 

77,499 

52,222 

38,594 

49,184      

80 

150 

150 

60 

100 

150 

100 

80 

100 

100 

80 

80 

100 

150 

50 

100 

100 

100 

100 

60 

100 

80 

60 

100 

80 

80 

80 

80 

80 

60 

60 

60 

80 

80 

60 

60 

40 

75 

75 

30 

50 

75 

50 

40 

50 

50 

40 

40 

50 

75 

25 

50 

50 

50 

50 

30 

50 

40 

30 

50 

40 

40 

40 

40 

40 

30 

30 

30 

40 

40 

30 

30 

山
武
郡 

九十九里町 

芝山町 

横芝光町 

16,510 

7,431 

23,762 

50 

40 

50 

25

20

25

長
生
郡 

一宮町 

睦沢町 

長生村 

白子町 

長柄町 

長南町 

11,767 

7,222 

14,359 

11,149 

7,337 

8,206 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

20

20

20

20

20

20

夷
隅
郡 

大多喜町 

御宿町 

9,843 

7,315 

40 

40 

20

20

安
房
郡 

鋸南町 8,022 40 20

    

 合  計 6,222,666  

注）１ １号とは災害救助法施行令第１条第１項第１号の災害（当該市町村の被災世帯数のみで判断）

をいい、２号とは同令同条同項第２号の災害（都道府県－本県は2,500世帯－と市町村の被災世帯

数で判断）をいう。 

２ 被害世帯数は全壊世帯数をいい、半壊（焼）世帯、床上浸水世帯は、それぞれ２世帯、３世帯

をもって、全壊世帯１世帯と換算する。 

  ３ 人口は平成２７年国勢調査（総務省）による。  
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地-3-15 

 

災害救助法改正の

ため 

（３）救助の実施機関 

  ア 知事は、災害時において、県内に災害救助法を適用する場

合は、国からの法定受託事務として応急的に必要な救助を行

い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者

の保護と社会秩序の保全を図る。 

  （略） 

（４）救助の種類 
   災害救助法に基づく救助は、災害により被害を受け又は被害

を受けるおそれのある者が現に応急的救助を必要とする場合

に行われるものであり、次のような種類の救助を行う。 

  ア 災害が発生した場合の救助 
  （ア） 避難所及び応急仮設住宅の供与 

  （イ） 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

  （ウ） 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

  （エ） 医療及び助産 

  （オ） 被災者の救出 

  （カ） 被災した住宅の応急修理 

  （キ） 学用品の給与 

  （ク） 埋葬 

  （ケ） 死体の捜索及び処理 

  （コ） 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木

等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去

  イ 災害が発生するおそれがある場合の救助 
  （ア） 避難所の供与 

（略） 

（６）災害救助法の適用手続 

  ア 市町村（救助実施市を除く） 

（ア）災害に対し、市町村における災害が、（２）アの災害救

助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込み

があるときは、当該市町村長は、直ちにその旨を知事（本

（３）救助の実施機関 

  ア 知事は、県内に災害救助法を適用する災害が発生した場合

は、国からの法定受託事務として応急的に必要な救助を行

い、被災者の保護と社会秩序の保全を図る。 

   

 （略） 

（４）救助の種類 

   災害救助法に基づく救助は、被災者が現に応急的救助を必要

とする場合に行われるものであり、次のような種類の救助を行

う。 

 

  ア 避難所及び応急仮設住宅の供与 

  イ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

  ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

  エ 医療及び助産 

  オ 被災者の救出 

カ 被災した住宅の応急修理 

  キ 学用品の給与 

  ク 埋葬 

  ケ 死体の捜索及び処理 

  コ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等

で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 

（新設） 

 

（略） 

（６）災害救助法の適用手続 

  ア 市町村（救助実施市を除く） 

（ア）災害に対し、市町村における災害が、（２）の災害救助

法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みが

あるときは、当該市町村長は、直ちにその旨を知事（本部
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部事務局）に報告する。 

（略） 

イ 県 

（ア）知事は、市町村からの報告又は要請、国からの連絡、

その他県が把握した被害状況等に基づき、災害救助法を適

用する必要があると認めたときは、直ちに適用を決定し、

災害救助法に基づく救助の実施について、当該市町村及び

県各部局に指示するとともに、内閣総理大臣に通知又は報

告するものとする。 

（イ）災害救助法を適用したとき及び適用を終了したときは、速

  やかに告示するとともに、県ホームページ等により広報を行

うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

事務局）に報告する。  

（略） 

イ 県 

（ア）知事は、市町村からの報告又は要請、その他県が把握し

た被害状況等に基づき、災害救助法を適用する必要がある

と認めたときは、直ちに適用を決定し、災害救助法に基づ

く救助の実施について、当該市町村及び県各部局に指示す

るとともに、内閣総理大臣に通知又は報告するものとす

る。 

（イ）災害救助法を適用したときは、速やかに次により告示す

るとともに、県ホームページ等により広報を行うものとす

る。 

 

告           示 

 ○○年○月○日の○○災害に関し○月○日か

ら○○市町村の区域に災害救助法（昭和 22 年法

律第 118 号）による救助を実施する。 

   ○○年○月○日 

                           
千葉県知事 ○○○○ 

（略） 

 
地-3-24 緊急地震速報（警

報）等、気象庁より

発出される情報の

追記及び修正 

第２節 情報収集・伝達体制 

 
３ 気象官署の地震・津波に関する警報及び情報 

（１）警報及び情報等の種類 

 

 

第２節 情報収集・伝達体制 

 
３ 気象官署の地震・津波に関する警報及び情報 

（１）警報及び情報等の種類 
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（２）情報等の発表 

  ア 地震情報 

（ア）緊急地震速報（警報） 

  最大震度5弱以上を予想した時に、震度4以上を予想した

地域に対して発表する。千葉県の地域名は、北西部、北東

部、南部で発表する。 

（イ）震度速報 

  地震発生約１分半後に、震度3以上を観測した地域名と

地震の揺れの検知時刻を速報する。 

千葉県の地域名は、北西部、北東部、南部で発表する。

  （ウ）震源に関する情報 

  震度３以上で発表する（津波警報または津波注意報を発

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）情報等の発表 

  ア 地震情報 

（新設） 

 

 

 

（ア）震度速報 

  地震発生約１分半後に、震度3以上を観測した地域名と

地震の揺れの発現時刻を速報する。 

千葉県の地域名は、北西部、北東部、南部で発表する。 

  （イ）震源に関する情報 

  震度３以上で発表する（大津波警報、津波警報または津

震度速報 

震源に関する情報 

震源・震度に関する情報 

各地の震度に関する情報 

その他の情報 

地震関係 

推計震度分布図 
 
遠地地震に関する情報 
 

緊急地震速報（警報） 
震度速報 

震源に関する情報 

震源・震度に関する情報 

各地の震度に関する情報 

その他の情報 

推計震度分布図 
 
遠地地震に関する情報 
 

地震関係 
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表した場合は発表しない。）。 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）

を発表する。「津波の心配がない」または「若干の海面変

動があるかもしれないが被害の心配はない」旨を付加す

る。 

（エ）震源・震度に関する情報 

  以下のいずれかを満たした場合に発表する。 

・震度３以上。 

・津波警報または津波注意報発表時。 

・若干の海面変動が予想される場合。 

・緊急地震速報（警報）を発表した場合。 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、

震度３以上の地域名と市町村毎の観測した震度を発表す

る。震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手してい

ない地点がある場合は、その市町村名を発表する。 

（オ）各地の震度に関する情報 

  震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震

源）やその規模（マグニチュード）を発表する。震度５弱

以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点があ

る場合は、その地点名を発表する。 

※地震が多数発生した場合には、震度３以上の地震につ

いてのみ発表し、震度２以下の地震については、その

発生回数を「その他の情報（地震回数に関する情報）」

で発表する。 

  （カ）その他の情報 

     顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発し

た場合の震度１以上を観測した地震回数情報等を発表す

る。 

（キ）推計震度分布図 

震度５弱以上の地震を観測したときに発表する。 

波注意報を発表した場合は発表しない。）。 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）

を発表する。「津波の心配がない」または「若干の海面変

動があるかもしれないが被害の心配はない」旨を付加す

る。 

（ウ）震源・震度に関する情報 

  以下のいずれかを満たした場合に発表する。 

・震度３以上。 

・大津波警報、津波警報または津波注意報発表時。 

・若干の海面変動が予想される場合。 

・緊急地震速報（警報）を発表した場合。 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、

震度３以上の地域名と市町村名を発表する。震度５弱以上

と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場

合は、その市町村名を発表する。 

（エ）各地の震度に関する情報 

  震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震

源）やその規模（マグニチュード）を発表する。震度５弱

以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点があ

る場合は、その地点名を発表する。 

※地震が多数発生した場合には、震度３以上の地震につ

いてのみ発表し、震度２以下の地震については、その

発生回数を「地震情報（地震回数に関する情報）」で

発表する。 

  （オ）その他の情報 

     顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発し

た場合の震度１以上を観測した地震回数情報等を発表す

る。 

（カ）推計震度分布図 

震度５弱以上の地震を観測したときに発表する。 
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観測した各地の震度データをもとに、１km四方ごとに推

計した震度（震度４以上）を図情報として発表する。 

（ク）遠地地震に関する情報 

国外で発生した地震について以下のいずれかを満たし

た場合等に発表する。 

・マグニチュード7.0以上。 

・都市部など著しい被害が発生する可能性がある地域

で規模の大きな地震を観測した場合。 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規模（マグニ

チュード）を概ね30分以内に発表する。 

日本や国外への津波の影響に関しても記述して発表する。

（ケ）各情報に用いる震度について  

     各情報の作成に用いる千葉県内の震度は、千葉県（74

ヶ所）、気象庁（20ヶ所）、防災科学技術研究所（11ヶ所）、

千葉市（4ヶ所）、松戸市（1ヶ所）により設置された震度

計のデータを用いている（令和3年4月1日現在）。 

観測した各地の震度データをもとに、１km四方ごとに推

計した震度（震度４以上）を図情報として発表する。 

（キ）遠地地震に関する情報 

国外で発生した地震について以下のいずれかを満たし

た場合等に発表する。 

・マグニチュード7.0以上。 

・都市部など著しい被害が発生する可能性がある地域

で規模の大きな地震を観測した場合。 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規模（マグニ

チュード）を概ね30分以内に発表する。 

日本や国外への津波の影響に関しても記述して発表する。 

（ク）各情報に用いる震度について  

     各情報の作成に用いる千葉県内の震度は、千葉県（74

ヶ所）、気象庁（20 ヶ所）、防災科学技術研究所（11ヶ所）、

千葉市（5ヶ所）、松戸市（1ヶ所）により設置された震度

計のデータを用いている（平成 31年 4月 1日現在）。 
地-3-30 語句の修正 ４ 関係機関における措置（防災危機管理部、警察本部、市町村）

 

区 分 内               容 

消防本部 

各消防本部は、気象庁からの津波警報等及び地震に起

因する水防情報を収集した場合、直ちに消防署・消防

団に通報、住民に周知する。 

４ 関係機関における措置（防災危機管理部、警察本部、市町村） 
 

区 分 内               容 

消防本部 

各消防本部は、気象庁からの津波情報及び地震に起因

する水防情報を収集した場合、直ちに消防署・消防団

に通報、住民に周知する。 

地-3-38 防災基本計画修正

に伴う語句の修正 

第３節 地震・火災避難計画 
 

２ 実施機関（防災危機管理部、県土整備部、警察本部） 

第３節 地震・火災避難計画 

 

２ 実施機関（防災危機管理部、県土整備部、警察本部） 
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 （１）避難の指示等 

  避難の指示等を発すべき権限のある者は、それぞれの法律

によって、次のように定められているが、災害応急対策の第

１次的な実施責任者である市町村長を中心として、相互に連

携をとり実施する。 

（２）避難所の設置 

    災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある住

民を収容するため、学校や公民館等の避難所を設置する。 

ア 避難所の設置は、市町村長が行うものとし、災害の規模

にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開設す

るよう努める。 

   ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市

町村長はこれを補助するものとする。 

   なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認め

るときは市町村長が行うこととすることができる。 

イ 当該市町村限りで対応不可能な場合は、近隣市町村、県、

国その他の関係機関の応援を得て実施するものとする。 

（１）避難の勧告又は指示 

   避難の勧告又は指示を発すべき権限のある者は、それぞれ

の法律によって、次のように定められているが、災害応急対

策の第１次的な実施責任者である市町村長を中心として、相

互に連携をとり実施する。 

（２）避難所の設置 

   災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある住民を

収容するため、学校や公民館等の避難所を設置する。 

ア 避難所の設置は、市町村長が行うものとする。 

  ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町

村長はこれを補助するものとする。 

  なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認める

ときは市町村長が行うこととすることができる。 

 

 

イ 当該市町村限りで対応不可能な場合は、近隣市町村、県、国

その他の関係機関の応援を得て実施するものとする。 

地-3-38 防災基本計画修正

に伴う語句の修正 

 

３ 避難の指示等（防災危機管理部、県土整備部、警察本部、市町

村） 
 （１）地震の発生に伴う災害による住民等の生命又は身体の保護

のため、又は災害の拡大防止のために特に必要があると認めら

れるときは、本節２（１）に掲げる者は、関係法令の規定に基

づき、次により避難の指示等を行うものとする。 

ア 市町村長等の措置 

    市町村長は、火災、崖崩れ、津波等の事態が発生し、又

はその拡大のおそれがあり、住民等の生命身体に危険を及

ぼすと認めるときは、危険地域の住民等に対し、速やかに

立退きの指示等を行い、指示等を行ったときは知事へ報告

する。 

知事は、災害の発生により市町村がその全部又は大部分

３ 避難の勧告又は指示等（防災危機管理部、県土整備部、警察本

部、市町村） 
（１）地震の発生に伴う災害による住民等の生命又は身体の保護の

ため、又は災害の拡大防止のために特に必要があると認められ

るときは、本節２（１）に掲げる者は、関係法令の規定に基づ

き、次により避難の勧告又は指示を行うものとする。 

ア 市町村長等の措置 

     市町村長は、火災、崖崩れ、津波等の事態が発生し、又

はその拡大のおそれがあり、住民等の生命身体に危険を及

ぼすと認めるときは、危険地域の住民等に対し、速やかに

立退きの勧告又は指示を行い指示等を行ったときは知事

へ報告する。 

   知事は、災害の発生により市町村がその全部又は大部分
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の事務を行うことができなくなったときは、市町村長が実

施すべき立退きの指示に関する措置の全部又は一部を当

該市町村長に代わって実施する。 

   イ 警察官等の措置 

     警察官及び海上保安官は、災害の発生により、住民等の

生命、身体に危険を及ぼすおそれのある事態が発生し、市

町村長が措置をとることができないと認めるとき、又は市

町村長から要求があったときは、直ちに当該地域住民に避

難のための立退き又は緊急安全確保措置を指示すること

ができる。 
     警察官は、住民等の生命、身体に危険が切迫していると

自ら認めるときは、直ちに当該地域住民に立退きを指示す

る。 

（略） 

  （２）避難の指示等の内容 
 市町村長等が避難の指示等を行う場合は、状況の許す限り次

の各号に掲げる事項を明らかにして、これを行う。 

ア 避難対象地域 

イ 避難先 

ウ 避難経路 

エ 避難の指示等の理由 

オ その他必要な事項 

の事務を行うことができなくなったときは、市町村長が実

施すべき立退きの勧告又は指示に関する措置の全部又は

一部を当該市町村長に代わって実施する。 
 イ 警察官等の措置 

  警察官及び海上保安官は、地震に伴う災害の発生により

住民等の生命、身体に危険を及ぼすおそれがある事態が発

生し、市町村長が措置をとることができないと認めると

き、又は市町村長から要求があったときは、直ちに当該地

域住民に立退きを指示するものとする。 

   警察官は、住民等の生命、身体に危険が切迫していると

自ら認めるときは、直ちに当該地域住民に立退きを指示す

る。 

（略） 
（２）避難の勧告又は指示の内容 

   市町村長等が避難の勧告又は指示を行う場合は、状況の許

す限り次の各号に掲げる事項を明らかにして、これを行う。 

ア 避難対象地域 

イ 避難先 

ウ 避難経路 

エ 避難の勧告又は指示の理由 

オ その他必要な事項 

地-3-39 防災基本計画修正

による 

４ 避難誘導等（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、警

察本部、市町村） 
   避難誘導は、市町村地域防災計画に定めるところによるが、

市町村職員、警察官、消防職員その他の避難措置の実施者は、

住民が安全かつ迅速に避難できるよう避難場所等への誘導に努

める。誘導に当たっては、できるだけ自主防災組織等ごとの集

団避難を行うものとし、避難行動要支援者の避難を優先して行

う。 

４ 避難誘導等（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、警察

本部、市町村） 

  避難誘導は、市町村地域防災計画に定めるところによるが、

市町村職員、警察官、消防職員その他の避難措置の実施者は、

住民が安全かつ迅速に避難できるよう避難場所等への誘導に努

める。誘導に当たっては、できるだけ自主防災組織等ごとの集

団避難を行うものとし、避難行動要支援者の避難を優先して行う。 

避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊
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（１）市町村は、避難行動要支援者を適切に避難誘導するため、

あらかじめ避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動

要支援者名簿及び個別避難計画を作成するとともに、定期的な

更新に努める。作成した名簿及び個別避難計画は、本人の同意

を得た上で（市町村の条例に特別の定めのある場合を除く）、消

防、警察、民生委員、児童委員、社会福祉協議会、自主防災組

織等の市町村地域防災計画で定める関係者へ提供し、避難支援

体制の整備に努める。 
（２）市町村は、避難指示等が発令された場合の避難行動とし

ては、指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館

等への避難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、

自宅等で身の安全を確保することができる場合は、住民自らの

判断で「屋内安全確保」行うことや、避難時の周囲の状況等に

より、指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合

は、「緊急安全確保」を行うべきことについて、住民等への周

知徹底に努めるものとする。 

 また、災害が発生するおそれがある場合には、必要に応じ、

高齢者等避難情報の発令等とあわせて指定緊急避難場所を開設

し、住民等に対し周知徹底を図るものとする。 

（３）県及び市町村は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及

び広域一時滞在が可能となるよう、他の地方公共団体との応援

協定の締結や、広域避難における居住者等及び広域一時滞在に

おける被災住民の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等と

の協定の締結など、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた

手順を定めるよう努めるものとする。 

（４）県及び保健所設置市は、市町村の防災担当部局との連携

の下、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等

の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必

要に応じて、自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた情報を

急避難場所への移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況

等により、指定緊急避難場所への移動を行うことがかえって危

険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判断する場合は、

「近隣の安全な場所」への移動又は「屋内安全確保」を行うべ

きことについて、市町村は、住民等への周知徹底に努めるもの

とする。 

市町村は、災害が発生するおそれがある場合には、必要に応じ、

避難準備・高齢者等避難開始情報の発令等とあわせて指定緊急

避難場所を開設し、住民等に対し周知徹底を図るものとする。 

市町村は、避難行動要支援者を適切に避難誘導するため、あら

かじめ避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支

援者名簿を作成するとともに、定期的な更新に努める。作成し

た名簿は、本人の同意を得た上で（市町村の条例に特別の定め

のある場合を除く）、消防、警察、民生委員、児童委員、社会福

祉協議会、自主防災組織等の市町村地域防災計画で定める関係

者へ提供し、避難支援体制の整備に努める。 
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提供するよう努めるものとする。 

地-3-40 防災基本計画及び

実働計画の修正 

５ 避難所の開設・運営（総合企画部、防災危機管理部、健康福祉

部、環境生活部、教育庁、市町村） 

  避難場所に避難した被災者のうち、住居等を喪失する等引き続

き救助を要する者及びそのおそれがある者に対して、避難所を開

設し受入れ保護する。なお、被災者のプライバシー及び安全の確

保並びに衛生管理に努めるとともに、高齢者や障害者をはじめと

する要配慮者、女性への配慮、家庭動物対策、感染症対策及び性

暴力・ＤＶの発生防止などについても適切に対応するよう努める

ものとする。 
  また、市町村は、避難場所や避難所に避難したホームレスにつ

いて、住民票の有無等に関わらず適切に受け入れる方策につい

て定めるよう努めるものとする。 
（略） 
（２）市町村は、本来の施設管理者の監督のもとで住民の自主防災

組織やボランティア組織と協力して避難所の効率的な管理運

営がなされるよう、県が策定した「災害時における避難所運営

の手引き」及び「災害時における避難所運営の手引き～新型コ

ロナウイルス感染症への対応編～」を参考とし避難所ごとの運

営マニュアルの策定を促進する。 

   また、その作成に当たっては、施設管理者と協議するものと

する。 

学校にあっては、教育活動の早期再開のため、「災害時にお

ける実働計画（実働マニュアル）」によって行うものとする 

（７）市町村は、家庭動物との同行避難に備えて、「災害時におけ

る避難所運営の手引き」を参考に、家庭動物の収容場所を確保

するとともに、トラブル等が起きないようルールの作成及び家

庭動物との同行避難訓練の実施に努める。 

（８）市町村は、状況により避難生活が長期化するような場合に備

５ 避難所の開設・運営（防災危機管理部、健康福祉部、教育庁、

市町村） 

避難場所に避難した被災者のうち、住居等を喪失する等引き続 
き救助を要する者及びそのおそれがある者に対して、避難所を開

設し受入れ保護する。なお、被災者のプライバシー及び安全の確

保並びに衛生管理に努めるとともに、高齢者や障害者をはじめと

する要配慮者、女性への配慮、ペット対策及び感染症対策などに

ついても適切に対応するよう努めるものとする。 
また、市町村は、避難場所や避難所に避難したホームレスにつ

いて、住民票の有無等に関わらず適切に受け入れる方策について

定めるよう努めるものとする。 
 

（略） 
（２）市町村は、本来の施設管理者の監督のもとで住民の自主防災

組織やボランティア組織と協力して避難所の効率的な管理運

営がなされるよう、県が策定した「災害時における避難所運営

の手引き」及び「災害時における避難所運営の手引き～新型コ

ロナウイルス感染症への対応編～」を参考とし避難所ごとの運

営マニュアルの策定を促進する。 

   また、その作成に当たっては、施設管理者と協議するものと

する。 

学校にあっては、教育活動の早期再開のため、「震災時にお

ける実働計画（実働マニュアル）」によって行うものとする。 

（７）市町村は、ペットとの同行避難に備えて、「災害時における

避難所運営の手引き」を参考に、ペットの収容場所を確保する

とともに、トラブル等が起きないようルールの作成及びペット

同行避難訓練の実施に努める。 

（８）市町村は、状況により避難生活が長期化するような場合に備
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え、基本的な生活に対応できる環境を整えるために必要な資機

材の備蓄や、速やかに調達できる体制の整備に努める。主なも

のとしては、炊き出しのための調理設備や器具、燃料、洗濯機

等、段ボールベッド、畳・パーティション、仮設風呂・シャワ

ーなどである。 

   また、季節対策として、寒さ対策や暑さ対策など、季節の移

り変わりにも柔軟に対応できる環境づくりに努める。 

（９）市町村は、指定避難所における感染症対策のため、避難者の

健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適

切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努める。 

（10）市町村は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる場

合は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対

策として必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

   また、感染症により自宅療養中の住民が指定避難所に避難す

る可能性を考慮し、保健福祉担当部局は、防災担当部局に対し、

避難所の運営に必要な情報を共有するものとする。 

（11）市町村は、避難所のライフラインの回復に時間を要する 
と見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が続くと見込 
まれる場合は、当該地域に避難所を設置・維持することの 
適否を検討するものとする。 

（12）市町村は、避難所等における女性や子供等に対する性暴力・

ＤＶの発生を防止するため、女性用と男性用のトイレを離れた

場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安

心して使用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・

ＤＶについての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女

性や子供等の安全に配慮するよう努めるものとする。また、警

察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相談窓口情

報の提供を行うよう努めるものとする。 

（13）市町村は、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のため

え、基本的な生活に対応できる環境を整えるために必要な資機

材の備蓄や、速やかに調達できる体制の整備に努める。主なも

のとしては、炊き出しのための調理設備や器具、燃料、洗濯機

等、畳・パーティション、仮設風呂・シャワーなどである。 

   また、季節対策として、寒さ対策や暑さ対策など、季節の移

り変わりにも柔軟に対応できる環境づくりに努める。 

 

（新設） 

 

 

（９）市町村は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる場

合は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対

策として必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

 

 

（10）市町村は、避難所のライフラインの回復に時間を要する 
と見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が続くと見込 
まれる場合は、当該地域に避難所を設置・維持することの 
適否を検討するものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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のスペース確保に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等

から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。 

地-3-42 防災基本計画の修

正に伴う語句の修

正 

第４節 津波避難計画 

 
１ 津波警報等の伝達（防災危機管理部、市町村） 

（１）県は、銚子地方気象台から送られた大津波警報・津波警報・

津波注意報・地震及び津波に関する情報等を県防災情報システ

ムにより県の防災関係者に伝達するとともに、速やかに県防災

行政無線により各市町村及び各消防機関へ伝達する。 

（２）県防災行政無線一斉通報装置により津波情報等を受けた市町

村は、気象庁の津波警報等を覚知した場合若しくは強い揺れ又

は長時間のゆっくりとした揺れを感じて避難の必要を認める

場合など、あらかじめ定めてある避難指示の発令基準に基づ

き、住民等に対して直ちに避難を指示するなど、迅速かつ的確

な伝達を行うものとする。 

   また、住民等への発表・伝達に当たっては、以下に留意して

行うものとする。 

  ア 住民等の円滑な避難や安全確保の観点から、津波の規模及

び避難指示を対象となる地域に伝達する。その際、災害を具

体的にイメージできるような表現を用いるなど住民等が即

座に避難行動に取り掛かることができるよう工夫するもの

とする。 

  （略） 

  エ 走行中の車両、運行中の列車、船舶、海水浴客、釣り人、

   観光客等にも確実に伝達できるよう、防災行政無線、全国瞬

時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ、携帯

電話、ワンセグ等のあらゆる手段の活用を図り、県及び放送

  事業者と連携し、避難指示の伝達に努めるものとする。 

第４節 津波避難計画 

 
１ 津波警報等の伝達（防災危機管理部、市町村） 

（１）県は、銚子地方気象台から送られた大津波警報・津波警報・

注意報・地震及び津波に関する情報等を県防災情報システムに

より県の防災関係者に伝達するとともに、速やかに県防災行政

無線により各市町村及び各消防機関へ伝達する。 

（２）県防災行政無線一斉通報装置により津波情報等を受けた市町

村は、気象庁の津波警報等を覚知した場合若しくは強い揺れ又

は長時間のゆっくりとした揺れを感じて避難の必要を認める

場合など、あらかじめ定めてある避難指示（緊急）の発令基準

に基づき、住民等に対して直ちに避難を指示するなど、迅速か

つ的確な伝達を行うものとする。 

   また、住民等への津波注意報等の発表・伝達に当たっては、

以下に留意して行うものとする。 

  ア 住民等の円滑な避難や安全確保の観点から、津波の規模及

び避難指示（緊急）等を対象となる地域に伝達する。その際、

災害を具体的にイメージできるような表現を用いるなど住

民等が即座に避難行動に取り掛かることができるよう工夫

するものとする。 

  （略） 

  エ 走行中の車両、運行中の列車、船舶、海水浴客、釣り人、

観光客等にも確実に伝達できるよう、防災行政無線、全国瞬

時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ、携帯

電話、ワンセグ等のあらゆる手段の活用を図り、県及び放送

事業者と連携し、避難指示（緊急）等の伝達に努めるものと
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 （略） 

 ２ 住民等の避難行動 

住民等は、津波で命を落とさないために、「自らの命は自ら守

る」（自助）の基本理念により、気象庁の津波警報等の発表や市

町村からの避難指示の発令を待たずに、迅速かつ自主的に高台等

の安全な場所へ避難する。 

また、避難の際には、「自分たちの地域は地域のみんなで守る」

（共助）の基本理念により地域で避難の呼びかけを行うものとする

なお、津波警報等が解除されるまで避難を継続することとし、

自己の判断で自宅や河川・海岸付近に近寄らないこととする。 

する。 

（略） 

２ 住民等の避難行動 

住民等は、津波で命を落とさないために、「自らの命は自ら守

る」（自助）の基本理念により、気象庁の津波警報等の発表や市

町村からの避難指示（緊急）の発令を待たずに、迅速かつ自主的

に高台等の安全な場所へ避難する。 

また、避難の際には、「自分たちの地域は地域のみんなで守る」

（共助）の基本理念により地域で避難の呼びかけを行うものとす

る 

なお、津波警報等が解除されるまで避難を継続することとし、

自己の判断で自宅や河川・海岸付近に近寄らないこととする。 
地-3-43 防災基本計画修正

のため 
３ 住民等の避難誘導（市町村） 

（略） 

（４）県及び保健所設置市は、新型コロナウイルス感染症を含む感

染症の自宅療養者等の被災に備えて、平常時から、保健所と防災

担当部局（県においては、県内市町村の防災担当部局を含む。）

との連携の下、ハザードマップ等に基づき、自宅療養者等が危険

エリアに居住しているか確認を行うよう努める。また、市町村の

防災担当部局との連携の下、自宅療養者等の避難の確保に向けた

具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、自宅療養者

等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努める。 

３ 住民等の避難誘導（市町村） 

（略） 
（新設） 

地-3-44 

 

防災基本計画の修

正に伴う語句の修

正 

第５節 要配慮者等の安全確保対策 

 

 地震時には津波、延焼火災の拡大等の発生が考えられ、住民の避

難を要する地域が数多く出ることが予想される。 

 このため、安全な場所への避難に必要な可能な限りの措置をと

り、被災者の生命、身体の安全の確保に努める。 

要配慮者のうち、自ら避難することが困難で避難に特に支援を要

第５節 要配慮者等の安全確保対策 

 

 地震時には津波、延焼火災の拡大等の発生が考えられ、住民の避

難を要する地域が数多く出ることが予想される。 

 このため、安全な場所への避難に必要な可能な限りの措置をと

り、被災者の生命、身体の安全の確保に努める。 

要配慮者のうち、自ら避難することが困難で避難に特に支援を要
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する避難行動要支援者については、市町村が策定した避難行動要支

援者名簿に基づく避難支援のための個別避難計画等に基づき、災害

時の避難誘導をはじめ、避難生活についても考慮し、安全確保に努

める。 

１ 避難誘導等（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、警察

本部、市町村） 

避難行動要支援者については、避難行動要支援者名簿に基づく

避難支援のための個別避難計画等により避難支援者による避難

誘導、支援を行う。 

（略） 
 

する避難行動要支援者については、市町村が策定した避難行動要支

援者名簿に基づく避難支援のための個別計画等に基づき、災害時の

避難誘導をはじめ、避難生活についても考慮し、安全確保に努める。 

 

１ 避難誘導等（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、警察

本部、市町村） 

  避難行動要支援者については、避難行動要支援者名簿に基づく

避難支援のための個別計画等により避難支援者による避難誘導、

支援を行う。 
（略） 
 

地-3-44 防災基本計画の修

正に伴う語句の修

正 

２ 避難所の開設、要配慮者への対応（総合企画部、防災危機管理

部、健康福祉部、市町村）  

（１）避難所の開設は、第３節の地震・火災避難計画による。  

県及び市町村は、要配慮者の避難状況を速やかに確認し、避

難所内において要配慮者スペースを確保するとともに、健康状

態や特性等を把握し、要配慮者に配慮した運営に努めることと

する。  

さらに、高齢者、障害者、乳幼児その他の要配慮者に配慮し

た福祉避難所を設置する。  

避難所における支援として、具体的には、以下の３点が考え

られる。  

   ア 避難所における要配慮者用相談窓口の設置  

   イ 避難所からの迅速・具体的な支援要請  

   ウ 避難所における要配慮者支援への理解促進 

また、県は避難所の高齢者、障害者、乳幼児その他の要配慮

者の生活機能の低下の防止等のため、市町村から派遣要請があ

った場合等、必要に応じて、「千葉県災害福祉支援チームの派

遣に関する基本協定」により、千葉県災害福祉支援チーム（Ｄ

２ 避難所の開設、要配慮者への対応（総合企画部、防災危機管理

部、健康福祉部、市町村）  

（１）避難所の開設は、第３節の地震・火災避難計画による。  

県及び市町村は、要配慮者の避難状況を速やかに確認し、避

難所内において要配慮者スペースを確保するとともに、健康状

態や特性等を把握し、要配慮者に配慮した運営に努めることと

する。  

さらに、高齢者、障害者、乳幼児その他の要配慮者に配慮し

た福祉避難所を設置する。  

避難所における支援として、具体的には、以下の３点が考え

られる。  

   ア 避難所における要配慮者用相談窓口の設置  

   イ 避難所からの迅速・具体的な支援要請  

   ウ 避難所における要配慮者支援への理解促進 
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ＷＡＴ）を避難所へ派遣する。 

地-3-48 

 

負傷者の収容方法

の修正 

第６節 消防・救助救急・医療救護活動 
 

２ 救助・救急（防災危機管理部、警察本部） 
（略） 

（２）救助・救急活動 
 

機関名 項  目 対     応     措     置 

消 
 

 

防 
 
 

本 
 

 

部 

救助・救急 
活 動 

（略） 

救 急 搬 送 （略） 

傷病者多数 
発 生 時 の 
活 動 

（略） 
 

県 

警 

察 

１ 救出・救護活動は、倒壊家屋の多発地帯及び病院、学校、興行場、
地下街等多人数の集合する場所等を重点に行う。 

２ 救出した負傷者は、応急処置を施したのち、救護班等に引き継ぐ等、
速やかに医療機関へ搬送するために必要な活動を行う。 

海 上 
保 安 部 
（ 署 ） 

 
（略） 
 

第６節 消防・救助救急・医療救護活動 
 
２ 救助・救急（防災危機管理部、警察本部） 
（略） 

（２）救助・救急活動 
 

機関名 項  目 対     応     措     置 

消 
 

 

防 
 
 

本 
 

 
部 

救助・救急 
活 動 

（略） 

救 急 搬 送 （略） 

傷病者多数 
発 生 時 の 
活 動 

（略） 
 

県 

警 

察 

１ 救出・救護活動は、倒壊家屋の多発地帯及び病院、学校、興行

場、地下街等多人数の集合する場所等を重点に行う。 
２ 救出した負傷者は、応急処置を施したのち、救護班等に引き継
ぐか、車両及び航空機を使用して速やかに医療機関に収容する。 

海 上 
保 安 部 
（ 署 ） 

（略） 

地-3-49 防災基本計画修正

に伴う語句の修正 

４ 危険物等の対策（防災危機管理部、健康福祉部、教育庁、市町

村） 
（略） 
（２）石油類等危険物保管施設の応急措置 

 （略） 

４ 危険物等の対策（防災危機管理部、健康福祉部、教育庁、市町

村） 
（略） 
（２）石油類等危険物保管施設の応急措置 

 （略） 
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ウ 危険物による災害時の自主防災組織活動と活動要領の制

定 

ウ 危険物による災害発生時の自主防災組織活動と活動要領

の制定 
地-3-50 防災基本計画の修

正に伴う語句の修

正及び組織名称の

変更 

４ 危険物等の対策（防災危機管理部、健康福祉部、教育庁、市町

村） 
（略） 
（４）毒物、劇物保管施設の応急措置 

   機関別対応措置 
 

機 関 名 対      応      措      置 

県 

次の各項の実施について指導する。 
１ 毒物劇物の飛散、漏洩、浸透、火災等による

有毒ガスの発生の防止に関する応急措置 
２ 中和剤等による除毒方法と周辺住民の安全措

置 
３ 災害時における保健所（健康福祉センター）、

警察署又は消防本部に対しての連絡通報 

県教育委

員 会 

 災害時の活動について、次の対策を樹立してお

き、それに基づき行動するよう指導する。 
１ 災害時の任務分担 
２ 出火防止及び初期消火活動 
３ 危険物等の漏洩、流出等による危険防止 
４ 実験中における薬品容器、実験用容器の転倒、

転落防止並びに転倒、転落等による火災等の防止 
５ 児童生徒等に対する、災害時における緊急措置

に関する安全教育の徹底 
６ 被害状況の把握、情報収集及び伝達等 
７ 避難場所及び避難方法 

４ 危険物等の対策（防災危機管理部、健康福祉部、教育庁、市町

村） 
（略） 

 （４）毒物、劇物保管施設の応急措置 

   機関別対応措置 
 

機 関 名 対      応      措      置 

県 

次の各項の実施について指導する。 
１ 毒物劇物の飛散、漏洩、浸透、火災等による

有毒ガスの発生の防止に関する応急措置 
２ 中和剤等による除毒方法と周辺住民の安全措

置 
３ 発災時における健康福祉センター（保健所）、

警察署又は消防本部に対しての連絡通報 

県教育委

員 会 

 発災時の活動について、次の対策を樹立してお

き、それに基づき行動するよう指導する。 
１ 発災時の任務分担 
２ 出火防止及び初期消火活動 
３ 危険物等の漏洩、流出等による危険防止 
４ 実験中における薬品容器、実験用容器の転倒、

転落防止並びに転倒、転落等による火災等の防止 
５ 児童生徒等に対する、発災時における緊急措置

に関する安全教育の徹底 
６ 被害状況の把握、情報収集及び伝達等 
７ 避難場所及び避難方法 
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地-3-50 防災基本計画修正

に伴う語句の修正 

（５）危険物等輸送車両等の応急対策 
 

機 関 名 対      応      措      置 

関東運輸局 

 危険物輸送の実態に応じ、次に掲げる対策を推進する。 
１ 災害時の緊急連絡設備を整備する。 
２ 災害時の危険物輸送列車の停止箇所は、できるだけ橋

梁、ずい道等の危険箇所を避けるよう対策を講じる。 
３ 輸送担当者に災害時の連絡、通報、応急措置等に関し

指導を行うとともに、訓練を実施する。 

海上保安

部（署） 

 関係事業所の管理者及び船主、代理店等に対して、災害

の実態に応じて、次の措置を講じるよう指導する。 
（略） 
２ 危険物の海上への流出防止措置と応急対策 
  必要に応じ、危険物積載船舶等の在港船舶に対する移

動命令、航行の制限又は禁止 

５）危険物等輸送車両等の応急対策 
 

機 関 名 対      応      措      置 

関東運輸局 

 危険物輸送の実態に応じ、次に掲げる対策を推進する。 
１ 災害発生時の緊急連絡設備を整備する。 
２ 災害発生時の危険物輸送列車の停止箇所は、できるだ

け橋梁、ずい道等の危険箇所を避けるよう対策を講じる。 
３ 輸送担当者に災害時の連絡、通報、応急措置等に関し

指導を行うとともに、訓練を実施する。 

海上保安

部（署） 

 関係事業所の管理者及び船主、代理店等に対して、災害

の実態に応じて、次の措置を講じるよう指導する。 
（略） 
２ 危険物の海上への流出防止措置と応急対策 
  必要に応じ、危険物とう載船舶等の在港船舶に対する

移動命令、航行の制限又は禁止 

地-3-52 防災基本計画修正

に伴う語句の修正

及び組織名称の変

更 

５ 医療救護（防災危機管理部、健康福祉部、病院局、市町村） 

（１）関係者とその役割 

 （略） 

イ 市町村 

（ア）災害時から地域医療の復旧に至るまで、医療救護所の設

置をはじめとした住民等に対する医療救護活動を行う。 

（イ）地域防災計画に基づいて医療救護に関する計画等を定

め、災害時の医療救護体制の整備を図る。 

（ウ）災害時においては救護本部を設置し、県の災害医療本部

及び合同救護本部、災害拠点病院等の医療機関、関係団体

等と緊密な連携のもとに医療救護活動を実施する。 

（略） 

（オ）印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津の各

５ 医療救護（防災危機管理部、健康福祉部、病院局、市町村） 

（１）関係者とその役割 

 （略） 

 イ 市町村 

（ア）発災時から地域医療の復旧に至るまで、医療救護所の設

置をはじめとした住民等に対する医療救護活動を行う。 

（イ）地域防災計画に基づいて医療救護に関する計画等を定

め、災害時の医療救護体制の整備を図る。 

（ウ）発災時においては救護本部を設置し、県の災害医療本部

及び合同救護本部、災害拠点病院等の医療機関、関係団体

等と緊密な連携のもとに医療救護活動を実施する。 

（略） 

（オ）印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津の各
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保健所（健康福祉センター）所管区域の市町村は、前記（ア

（イ）（ウ）の他、県が合同救護本部を設置した場合は、そ

の活動に参加して合同救護本部業務を担うとともに近隣市

町村と連携した医療救護活動を実施する。 

ウ 県 

（略） 

（エ）災害時においては、県庁に災害医療本部を設置し、別に

設置する合同救護本部、市町村の救護本部、災害拠点病院

等の医療機関、関係団体等と緊密な連携のもとに医療救護

活動を実施する。 

（オ）印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津の各

保健所（健康福祉センター）所管区域ごとに、必要に応じ合

同救護本部を設置し、地域内の災害拠点病院等の医療機関、

関係団体等と緊密な連携のもとに医療救護活動を実施する。

（略） 

エ 医療機関 

（ア）災害時における患者及び職員の安全確保等を定めた災害

対策マニュアルを作成するとともに業務継続計画の作成

に努める。 

（略） 

（ウ）災害時においては、（ア）に記載するマニュアル及び計

画に基づき活動し、また、県、市町村、関係機関等と連携

して活動する。 

（エ）災害拠点病院は、災害時に重症患者の受入れや広域搬送

への対応、災害派遣医療チーム（以下「ＤＭＡＴ」という。）

の受入れ及び派遣を行うなど、災害医療に関して中心的な役

割を果たす。 

また、災害時の対応をより速やかなものとするため、平常

時から地域の災害医療体制の整備についても積極的に関与

健康福祉センター（保健所）所管区域の市町村は、前記（ア）

（イ）（ウ）の他、県が合同救護本部を設置した場合は、そ

の活動に参加して合同救護本部業務を担うとともに近隣市

町村と連携した医療救護活動を実施する。 

ウ 県 

（略） 

（エ）発災時においては、県庁に災害医療本部を設置し、別に

設置する合同救護本部、市町村の救護本部、災害拠点病院

等の医療機関、関係団体等と緊密な連携のもとに医療救護

活動を実施する。 

（オ）印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津の各

健康福祉センター（保健所）所管区域ごとに、必要に応じ合

同救護本部を設置し、地域内の災害拠点病院等の医療機関、

関係団体等と緊密な連携のもとに医療救護活動を実施する。 

（略） 

エ 医療機関 

（ア）発災時における患者及び職員の安全確保等を定めた災害

対策マニュアルを作成するとともに業務継続計画の作成

に努める。 

（略） 

（ウ）発災時においては、（ア）に記載するマニュアル及び計

画に基づき活動し、また、県、市町村、関係機関等と連携

して活動する。 

（エ）災害拠点病院は、発災時に重症患者の受入れや広域搬送

への対応、災害派遣医療チーム（以下「ＤＭＡＴ」という。）

の受入れ及び派遣を行うなど、災害医療に関して中心的な役

割を果たす。 

また、災害時の対応をより速やかなものとするため、平常

時から地域の災害医療体制の整備についても積極的に関与
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する。 
オ 関係団体 

（略） 

（エ）災害時においては、（イ）に記載する計画に基づき活

動し、また、県、市町村、関係機関等と連携して活動する。

 （２）災害時の活動 

ア 指揮と調整 

（ア）県においては災害医療本部を、市町村においては救護本

部を設置し、医療救護活動の総合的な指揮と調整を行う。

また、県は、印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・

君津の保健所（健康福祉センター）の所管区域ごとに、必

要に応じて合同救護本部を設置し、管内の医療救護活動の

指揮と調整を行う。 

（略） 

（オ）災害医療本部内にＤＰＡＴ調整本部を置く。ＤＰＡＴ調

整本部長は、千葉県内で活動するＤＰＡＴの指揮及び調整

を行うとともに、必要に応じて、保健所（健康福祉センタ

ー）等にＤＰＡＴ活動拠点本部等を設置してＤＰＡＴを配

置し、指揮及び調整を行わせる。また、必要に応じてＤＰ

ＡＴや他の医療救護班との調整を図る。 

（略） 

（ク）印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津の各

保健所（健康福祉センター）所管区域の市町村の救護本部

の長は、必要に応じて、合同救護本部に支援や調整を求め

ることができる。 

（略） 

オ 医療機関の役割分担と患者受け入れ先の確保 

（ア）傷病者等の受け入れについては、重症度と緊急性、所在

する医療機関の機能に応じた受け入れ先をあらかじめ各

する。 
オ 関係団体 

（略） 

（エ）発災時においては、（イ）に記載する計画に基づき活

動し、また、県、市町村、関係機関等と連携して活動する。 

（２）発災時の活動 

ア 指揮と調整 

（ア）県においては災害医療本部を、市町村においては救護本

部を設置し、医療救護活動の総合的な指揮と調整を行う。

また、県は、印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・

君津の各健康福祉センター（保健所）の所管区域ごとに、

必要に応じて合同救護本部を設置し、管内の医療救護活動

の指揮と調整を行う。 

（略） 

（オ）災害医療本部内にＤＰＡＴ調整本部を置く。ＤＰＡＴ調

整本部長は、千葉県内で活動するＤＰＡＴの指揮及び調整

を行うとともに、必要に応じて、健康福祉センター（保健

所）等にＤＰＡＴ活動拠点本部等を設置してＤＰＡＴを配

置し、指揮及び調整を行わせる。また、必要に応じてＤＰ

ＡＴや他の医療救護班との調整を図る。 

（略） 

（ク）印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津の

各健康福祉センター（保健所）所管区域の市町村の救護本部

の長は、必要に応じて、合同救護本部に支援や調整を求める

ことができる。 

  （略） 

 オ 医療機関の役割分担と患者受け入れ先の確保 

（ア）傷病者等の受け入れについては、重症度と緊急性、所在す

る医療機関の機能に応じた受け入れ先をあらかじめ各地域で検
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地域で検討し、災害時の速やかな受け入れに努める。 

（略） 

カ 傷病者等の搬送 

大規模災害時には、多数の傷病者等が短時間に集中して発

生するとともに、交通の途絶等が予想されることから、平常

時と同様の搬送は極めて困難になることを踏まえ、傷病者等

の搬送の原則を次のとおりとする。 

（略） 

 ケ 医薬品及び医療資機材（以下「医薬品等」とする。）の確保 

災害時における医薬品等の確保については、原則として以

下の通りとする。 

討し、発災時の速やかな受け入れに努める。 

（略） 

カ 傷病者等の搬送 

大規模災害発生時には、多数の傷病者等が短時間に集中して

発生するとともに、交通の途絶等が予想されることから、平常

時と同様の搬送は極めて困難になることを踏まえ、傷病者等の

搬送の原則を次のとおりとする。 

（略） 

ケ 医薬品及び医療資機材（以下「医薬品等」とする。）の確保 

発災時における医薬品等の確保については、原則として以下

の通りとする。 
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地-3-58 時点修正 
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地-3-61 

 

 

警備体制の見直し 第７節 警備・交通の確保・緊急輸送対策 
 

災害時には、さまざまな社会的混乱及び交通の混乱が予想される

ところである。このため県民の生命、身体、財産の保護を図り、各

種犯罪の予防、取締り、交通秩序の維持等について万全を期するも

のとする。 

 また、災害時に予想される渋滞等を考慮して、被害者の救援・救

護活動や緊急物資の輸送に対応するための緊急輸送ネットワーク

の整備に努める。 
１ 千葉県警察災害警備実施計画（警察本部） 

（略） 

（２）警備体制 

警察本部及び警察署は、地震や津波に伴い災害が発生し、又

は発生するおそれがある場合は、その規模に応じ指揮体制を確

立し災害警備活動を行う。 

ア 連絡室 

県内に震度４の地震が発生した場合、津波注意報が発表さ

れた場合、及び東海地震に関連する調査情報が発表された場

合等 

イ 対策室 

県内に震度５弱の地震が発生した場合、津波警報が発表さ

れた場合、及び東海地震注意情報が発表された場合等 

ウ 災害警備本部 

県内に震度５強以上の地震が発生した場合、大津波警報が

発表された場合、又は内閣総理大臣の警戒宣言が発せられた

場合等 

第７節 警備・交通の確保・緊急輸送対策 

 

 発災時には、さまざまな社会的混乱及び交通の混乱が予想される

ところである。このため県民の生命、身体、財産の保護を図り、各

種犯罪の予防、取締り、交通秩序の維持等について万全を期するも

のとする。 

 また、災害時に予想される渋滞等を考慮して、被害者の救援・救

護活動や緊急物資の輸送に対応するための緊急輸送ネットワーク

の整備に努める。 

１ 千葉県警察災害警備実施計画（警察本部） 

 （略） 

（２）警備体制 

警察本部及び警察署は、地震や津波に伴い災害が発生し、又

は発生するおそれがある場合は、その規模に応じ指揮体制を確

立し災害警備活動を行う。 

ア 連絡室 

震度４以上の地震が発生した場合、津波注意報が発表され

た場合、及び東海地震に関連する調査情報が発表された場合

等 

イ 対策室 

地震に伴う被害程度が小規模の場合、津波警報が発表され

た場合、及び東海地震注意情報が発表された場合等 

ウ 災害警備本部 

大規模地震が発生した場合、津波警報が発表され、被害が

発生した場合、又は東海地震予知情報が発表された場合等 

 

地-3-63 防災基本計画修正

に伴う語句の修正 

４ 緊急輸送（防災危機管理部、農林水産部、県土整備部） 

  災害時の被害者の救援・救護活動や緊急物資の輸送に対処する

４ 緊急輸送（防災危機管理部、農林水産部、県土整備部） 

 災害発生時の被害者の救援・救護活動や緊急物資の輸送に対処す
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ため、道路（緊急輸送道路）、港湾、漁港、飛行場等の輸送施設

を指定し、これら陸海空を連携する緊急輸送ネットワークを定めた。

るため、道路（緊急輸送道路）、港湾、漁港、飛行場等の輸送施設を

指定し、これら陸海空を連携する緊急輸送ネットワークを定めた。 
地-3-66 語句の修正及び実

施状況に即した記

載内容に修正 

12 在港船舶対策計画（県土整備部） 
 （略） 
 （２）災害の防止方法 

  （略） 

   イ 津波等対策（千葉港、木更津港） 

   （ア）津波等が千葉港及び木更津港に襲来するおそれがあっ

て、千葉港長及び木更津港長から、各警戒体制が勧告され

た場合、船舶は「津波等に対する船舶対応措置表」による

措置をとるものとする。 

    ａ 津波第一警戒体制 

      気象庁から、東京湾内湾に津波注意報が発表された場

      合 

    ｂ 津波第二警戒体制 

    （ａ）気象庁から、東京湾内湾に津波・大津波警報が発表

された場合 

    （ｂ）東海地震に対する警戒宣言が発表された場合 

    ｃ 巨大地震警戒 

      気象庁から南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

が発表された場合 

    ｄ 巨大地震注意 
      気象庁から南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）

が発表された場合 

 

  （イ）在港船舶に対する勧告の周知 
    ａ「台風等対策情報連絡系統等による通報」 

……千葉港長、木更津港長は、電話、FAX等により関係

機関へ連絡する。 

12 在港船舶対策計画（県土整備部） 
 （略） 
 （２）災害の防止方法 

  （略） 

  イ 津波等対策（千葉港、木更津港） 

   （ア）津波等が千葉港及び木更津港に襲来するおそれがあっ

て、千葉港長及び木更津港長から、各警戒体制が勧告され

た場合、船舶は「津波等に対する船舶対応措置表」による

措置をとるものとする。 

    ａ 津波第一警戒体制 

      気象庁から、東京湾内湾に津波注意報が発表された場   

      合 

    ｂ 津波第二警戒体制 

    （ａ）気象庁から、東京湾内湾に津波・大津波警報が発表

された場合 

    （ｂ）東海地震に対する警戒宣言が発表された場合 

    ｃ 地震警戒体制（千葉港） 

      地震等により発生した火災又はそのおそれがあり、係

留中の船舶に被害（影響）がおよぶおそれがある場合 

 

 

 
（イ）在港船舶に対する勧告の周知 
    ａ「台風等対策情報連絡系統図による通報」 

……千葉港長、木更津港長は、電話、FAX等により関

係機関へ連絡する。 
（略） 
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   （略） 
   （削除） 

 

 ｄ「千葉海上保安部・木更津海上保安署からの照会に対す

る回答」 
      ……電話、FAX等により回答する。 

地-3-76 組織再編に伴う修

正 

第８節 救護物資供給活動 

 
２ 食料・生活必需物資等の供給体制（防災危機管理部、健康福祉

部、環境生活部、商工労働部、農林水産部、市町村） 
 
（２）政府所有米の供給計画 

 政府所有米の調達を要するときは、知事は、農林水産省農産

局長に対し、政府所有米穀の緊急の引渡要請を行うものとし、

当該米穀を買い受ける場合には、米穀の買入れ・販売等に関す

る基本要領（平成21年5月29日付け21総食第113号総合食料局長

通知）の規定に基づき、知事は、農産局長と売買契約を締結し

たうえで、農産局長と販売等業務委託契約を締結している受託

事業体から当該米穀の引き渡しを受ける。ただし、当該米穀の

供給を迅速に行う必要がある場合であって、被災地等の状況そ

の他の事情により売買契約を締結するいとまがないと農産局

長が認めるときは、売買契約の締結前であっても、受託事業体

から引き渡しを受けることができる。 

   なお、米穀販売事業者から調達する米穀は精米で引渡しを受

けるが、政府から直接売却を受けて調達する場合は、玄米引渡

しであるから、精米による供給を受けられるよう、受託事業体

へとう精を依頼する。 

図１ 政府所有米穀の受渡し系統図 

   被災市町村から米穀の供給要請を受けた場合は、県から農林

水産省農産局長に要請し、売買契約（様式4-24）を締結する。 

 

第８節 救護物資供給活動 

 
２ 食料・生活必需物資等の供給体制（防災危機管理部、健康福祉

部、環境生活部、商工労働部、農林水産部、市町村） 
 
（２）政府所有米の供給計画 

 政府所有米の調達を要するときは、知事は、農林水産省政策

統括官に対し、政府所有米穀の緊急の引渡要請を行うものと

し、当該米穀を買い受ける場合には、米穀の買入れ・販売等に

関する基本要領（平成21年5月29日付け21総食第113号総合食料

局長通知）の規定に基づき、知事は、政策統括官と売買契約を

締結したうえで、政策統括官と販売等業務委託契約を締結して

いる受託事業体から当該米穀の引き渡しを受ける。ただし、当

該米穀の供給を迅速に行う必要がある場合であって、被災地等

の状況その他の事情により売買契約を締結するいとまがない

と政策統括官が認めるときは、売買契約の締結前であっても、

受託事業体から引き渡しを受けることができる。 

   なお、米穀販売事業者から調達する米穀は精米で引渡しを受

けるが、政府から直接売却を受けて調達する場合は、玄米引渡

しであるから、精米による供給を受けられるよう、受託事業体

へとう精を依頼する。 

図１ 政府所有米穀の受渡し系統図 

   被災市町村から米穀の供給要請を受けた場合は、県から農林

水産省政策統括官に要請し、売買契約（様式4-24）を締結する。 

 
Ⅰ 市町村からの要請を受け、県が要請する場合 
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 Ⅰ 市町村からの要請を受け、県が要請する場合 
 

          ⑧ 支給          ① 要請              ② 連絡    

 

⑤ 売買契約 

(様式4-24) 

り災者 市 町 村 災害対策本部 農林水産部 

農林水産省 

農産局長 
受託事業体 

③ 連絡 

④ 災害救助用 

米穀の引渡 

要請書提出 

（別紙2）  
Ⅱ 市町村が直接、要請した場合 

                            

   市町村が直接、農林水産省農産局長に連絡した場合は、必ず県に報告

することとし、県はこれを受けて農林水産省農産局長に連絡する。 
 

           ⑧ 支給               ③ 報告 

 

                    

⑦ 引き渡し     

（知事又は知事が      

              指定する引取人）  

 

 

⑤ 売買契約 

(様式4-24) 

受託事業体 

① 連絡 

②災害救助用 
米穀の引渡 
要請書提出 

（別紙2） 

り災者 市 町 村 

農林水産省 

農産局長 

農林水産部  ④災害救助用米穀の 
引渡要請書（写し）送付 

⑥ 引渡指示 
 

 

          ⑧ 支給          ① 要請              ② 連絡    

 

 

⑤ 売買契約 

(様式4-24) 

り災者 市 町 村 災害対策本部 農林水産部 

農林水産省 

政策統括官 
受託事業体 

③ 連絡 

④ 災害救助用 

米穀の引渡 

要請書提出 

（別紙2）  
Ⅱ 市町村が直接、要請した場合 

                            

   市町村が直接、農林水産省政策統括官に連絡した場合は、必ず県に報

告することとし、県はこれを受けて農林水産省政策統括官に連絡する。 
 

           ⑧ 支給               ③ 報告 

 

                    

⑦ 引き渡し     

（知事又は知事が      

              指定する引取人）  

 

⑤ 売買契約 

(様式4-24) 

受託事業体 

① 連絡 

②災害救助用 
米穀の引渡 
要請書提出 

（別紙2） 

り災者 市 町 村 

農林水産省 

政策統括官 

農林水産部  ④災害救助用米穀の 
引渡要請書（写し）送付 

⑥ 引渡指示  

地-3-78 

 

緊急要請対応シス

テム導入、社会福祉

施設支援体制マニ

ュアルの作成及び

語句の修正 

３ 燃料の調達（防災危機管理部、健康福祉部） 

（略） 

（２）県は、発災後、重要施設の燃料確保が困難な場合、県内の個々

の要請案件について「緊急要請対応システム」または｢燃料調

整シート｣により、国に対して優先供給を要請する。 

 

（３）県は、優先供給を要請し、石油元売会社から直接供給を行う

必要が生じた場合の燃料供給を円滑に実施するために、重要な

公共施設等に関する設備や搬入経路等の情報を石油連盟と共

有し、有効に運用すべく、覚書を締結している。 

３ 燃料の調達（防災危機管理部） 

 （略） 

（２）県は、発災後、重要施設の燃料確保が困難な場合、石油の備

蓄の確保等に関する法律に基づき、県内の個々の要請案件を｢燃

料調整シート｣の様式に必要事項を記入し、政府緊急対策本部に

対して緊急供給要請を行う。 

（３）県は、緊急供給要請を行い、石油元売会社から直接供給を

行う必要が生じた場合の燃料供給を円滑に実施するために、重

要な公共施設等に関する設備や搬入経路等の情報を石油連盟と

共有し、有効に運用すべく、覚書を締結している。 
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（略） 

（５）県は、所管する社会福祉施設等からの支援要請があった場合、

必要に応じ、当該施設等への燃料の供給に係る調整に努める。

（６）県は、以上に係る措置に必要な体制や手続等をあらかじめ定

めるものとする 

（略） 

（新設） 

 

（５）県は、以上に係る措置に必要な体制や手続等をあらかじめ定

めるものとする 

地-3-81 防災基本計画修正

に伴う語句の修正

及び施設の追加 

第９節 広域応援の要請及び県外支援 

 

３ 千葉県大規模災害時応援受援計画（防災危機管理部、健康福祉

部、環境生活部、警察本部、市町村） 
大規模な自然災害時における県外からの救援部隊（自衛隊等）、

医療救護活動（ＤＭＡＴ等）、救援物資、ボランティアの受入れ

に当たっては、平成２８年３月に策定した千葉県大規模災害時応

援受援計画に基づき、円滑に受入れ、柔軟かつ迅速に広域応援体

制を確立する。 
 
（１）救援部隊 

   被災状況等に応じて、広域防災拠点に指定している施設か

ら、救援部隊の受入れ施設を選定する。 

   

 

広域防災拠点（広域活動拠点等） ３２施設 

支援ゾーン 施設名 備考（用途） 

東葛・葛南
ゾーン 

陸上自衛隊松戸駐屯地 
海上自衛隊下総航空基地 
市営陸上競技場 
大堀川防災レクリエーショ
ン公園 
県立柏の葉公園 

自衛隊 
自衛隊 
消防、警察 
消防 
 
警察 

第９節 広域応援の要請及び県外支援 

 

３ 千葉県大規模災害時応援受援計画（防災危機管理部、健康福祉

部、環境生活部、警察本部、市町村） 
大規模な自然災害発生時における県外からの救援部隊（自衛隊

等）、医療救護活動（ＤＭＡＴ等）、救援物資、ボランティアの受

入れに当たっては、平成２８年３月に策定した千葉県大規模災害

時応援受援計画に基づき、円滑に受入れ、柔軟かつ迅速に広域応

援体制を確立する。 
 
（１）救援部隊 

   被災状況等に応じて、広域防災拠点に指定している施設か

ら、救援部隊の受入れ施設を選定する。 
   

 

広域防災拠点（広域活動拠点等） ３１施設 

支援ゾーン 施設名 備考（用途） 

東葛・葛南
ゾーン 

陸上自衛隊松戸駐屯地 
海上自衛隊下総航空基地 
市営陸上競技場 
大堀川防災レクリエーショ
ン公園 
県立柏の葉公園 

自衛隊 
自衛隊 
消防、警察 
消防 
 
警察 
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千葉中央ゾ
ーン 

陸上自衛隊習志野駐屯地及
び演習場 
陸上自衛隊下志津駐屯地 
岩名運動公園 
県総合スポーツセンター 
四街道運動公園 
道の駅やちよ 

自衛隊 
 
自衛隊 
自衛隊 
消防 
消防、警察 
警察 

市原・木更
津ゾーン 

陸上自衛隊木更津駐屯地 
航空自衛隊木更津基地 
海上自衛隊木更津基地 
市原文化の森 
かずさアカデミアパーク 

自衛隊 
自衛隊 
自衛隊 
消防、警察 
消防、警察 

海匝・山武
ゾーン 

県東総運動場 
昭和の森 
旭文化の杜公園 
松尾運動公園 

自衛隊 
自衛隊 
消防、警察 
消防、警察 

長生・夷隅
ゾーン 

いすみ市文化とスポーツの
森公園 
県立長生の森公園 
大多喜町Ｂ＆Ｇ海洋センター 
睦沢町総合運動公園 
長南町陸上競技場 

自衛隊、消防、警察 
 
自衛隊、消防、警察 
自衛隊 
自衛隊 
自衛隊 

館 山 ・ 鴨

川・勝浦ゾ

ーン 

海上自衛隊館山航空基地 

航空自衛隊峯岡山分屯基地 

鴨川市総合運動施設 

道の駅ふれあいパークきみつ 

県立館山運動公園 

自衛隊 

自衛隊 

自衛隊、消防、警察 

自衛隊 

自衛隊、消防、警察 

成田・印西

ゾーン 

牧の原公園 

北羽鳥多目的広場 

消防、警察 

消防、警察 
 

千葉中央ゾ
ーン 

陸上自衛隊習志野駐屯地及
び演習場 
陸上自衛隊下志津駐屯地 
岩名運動公園 
県総合スポーツセンター 
四街道運動公園 

自衛隊 
 
自衛隊 
自衛隊 
消防 
消防、警察 

市原・木更
津ゾーン 

陸上自衛隊木更津駐屯地 
航空自衛隊木更津基地 
海上自衛隊木更津基地 
市原文化の森 
かずさアカデミアパーク 

自衛隊 
自衛隊 
自衛隊 
消防、警察 
消防、警察 

海匝・山武
ゾーン 

県東総運動場 
昭和の森 
旭文化の杜公園 
松尾運動公園 

自衛隊 
自衛隊 
消防、警察 
消防、警察 

長生・夷隅
ゾーン 

いすみ市文化とスポーツの
森公園 
県立長生の森公園 
大多喜町Ｂ＆Ｇ海洋センター 
睦沢町総合運動公園 
長南町陸上競技場 

自衛隊、消防、警察 
 
自衛隊、消防、警察 
自衛隊 
自衛隊 
自衛隊 

館 山 ・ 鴨

川・勝浦ゾ

ーン 

海上自衛隊館山航空基地 

航空自衛隊峯岡山分屯基地 

鴨川市総合運動施設 

道の駅ふれあいパークきみつ 

県立館山運動公園 

自衛隊 

自衛隊 

自衛隊、消防、警察 

自衛隊 

自衛隊、消防、警察 

成田・印西

ゾーン 

牧の原公園 

北羽鳥多目的広場 

消防、警察 

消防、警察 
 

地-3-85 

 

語句の修正 11 下水道施設に係る災害時支援（県土整備部） 

下水道管理者は、応急措置を実施するため必要があると認める

11 下水道施設に係る災害時支援（県土整備部） 

下水道管理者は、応急措置を実施するため必要があると認める
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ときは、公益社団法人日本下水道管路管理業協会関東支部長と下

水道課長が締結した「災害時等における応急対策の協力に関する

協定書」及び千葉県環境整備協同組合と締結した「地震・風水害・

その他の災害応急対策に関する業務基本協定」により応急対策を

行うとともに、県単独で対応できない下水道被害が発生した場合

には、東京都など１都７県等との「関東ブロック下水道事業にお

ける災害時支援に関するルール」に基づき、応急措置の支援を要

請する。 

＜資料編１－13 災害時等における応急対策の協力に関する協定書＞ 

＜資料編１－13 地震・風水害・その他の災害応急対策に関する業

務基本協定＞ 

＜資料編１－13 関東ブロック下水道事業における災害時支援に関

するルール＞ 

ときは、公益社団法人日本下水道管路管理業協会関東支部長と下

水道課長が締結した「災害時における応急対策の協力に関する協

定書」及び千葉県環境整備協同組合と締結した「災害・風水害・

その他の災害応急対策に関する業務基本協定」により応急対策を

行うとともに、県単独で対応できない下水道被害が発生した場合

には、東京都など１都７県等との「関東ブロック下水道事業にお

ける災害時支援に関するルール」に基づき、応急措置の支援を要

請する。 

＜資料編１－13 災害時における応急対策の協力に関する協定書＞ 

＜資料編１－13 災害・風水害・その他の災害応急対策に関する業

務基本協定＞ 

＜資料編１－13 関東ブロック下水道事業における災害時支援に関

するルール＞ 

地-3-87 防災基本計画修 

正のため 

16 県外被災県等への支援（総務部、総合企画部、防災危機管理部、

健康福祉部、県土整備部、企業局、教育庁） 

東日本大震災及び熊本地震で被災地に以下の支援を行った経

験を踏まえ、県外被災地への支援の枠組みを整備し、今後、県外

で大規模な災害が発生した場合に被災地への迅速かつ円滑な支

援を行う。  

（１）人材支援  

  ア 医療チームの派遣（ＤＭＡＴ、医療救護班、ＤＰＡＴ等）  

  イ 保健師チームの派遣  

  ウ 福祉チームの派遣（ＤＷＡＴ） 
エ スクールカウンセラー等の派遣 
オ 被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地応急危険度判定士

の派遣 
カ 上水道に関する応急給水隊、応急復旧隊等 

企業局は「社団法人日本水道協会千葉県支部災害時相互応

援に関する協定（平成10年5月18日締結）」に基づき応援隊を

16  県外被災県等への支援（総務部、総合企画部、防災危機管理部、

健康福祉部、県土整備部、企業局、教育庁）  

東日本大震災及び熊本地震で被災地に以下の支援を行った経

験を踏まえ、県外被災地への支援の枠組みを整備し、今後、県外

で大規模な災害が発生した場合に被災地への迅速かつ円滑な支

援を行う。  

（１）人材支援  

  ア 医療チームの派遣（ＤＭＡＴ、医療救護班、ＤＰＡＴ等）  

  イ 保健師チームの派遣  

（新設） 

  ウ スクールカウンセラー等の派遣  

エ 被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地応急危険度判定士

の派遣  

  オ 上水道に関する応急給水隊、応急復旧隊等  

企業局は「社団法人日本水道協会千葉県支部災害時相互応援

に関する協定（平成10年5月18日締結）」に基づき応援隊を派
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派遣する。 
キ 職員の派遣 
上記のほか、既存の応援調整の仕組みによるもの以外の職員の

派遣については、「千葉県大規模災害時応援受援計画」によるも

のとする。 
（略） 

遣する。  

  カ 職員の派遣  

上記のほか、既存の応援調整の仕組みによるもの以外の職員

の派遣については、「千葉県大規模災害時応援受援計画」によ

るものとする。 

（略） 

地-3-87 防災基本計画修 

正のため 

17 広域避難 

（１）広域避難の調整手続等 

ア 市町村は、災害の予測規模、避難者数等にかんがみ、市町

村の区域外への広域的な避難、指定避難所及び指定緊急避難

場所の提供が必要であると判断した場合において、県内の他

の市町村への受入れについては市町村に直接協議し、他の都

道府県の市町村への受入れについては県に対し他の都道府

県との協議を求めるほか、事態に照らし緊急を要すると認め

るときは、知事に報告した上で、自ら他の都道府県内の市町

村に協議することができる。 

イ 県は、市町村から協議要求があった場合、他の都道府県と

協議を行うものとする。 

ウ 県は、国に対し、受入先の候補となる地方公共団体及びそ

の地方公共団体における避難者の受入能力（施設数、施設概

要等）、広域避難について助言を求めるものとする。 

県は、市町村から求めがあった場合には、同様の助言を行

うものとする。 

エ 市町村は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際

に併せて広域避難の用にも供することについても定めるな

ど、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設

等をあらかじめ決定しておくよう努めるものとする。 

  オ 県、市町村及び運送事業者等は、あらかじめ策定した具体

17 広域避難 

（１）広域避難の調整手続等 

  ア 県内市町村間における広域避難者の受入れ等 

    市町村の区域を越えて広域的な避難をすることが必要と 

   なる場合には、当該広域避難を要する被災者の受入れについ

て、他の市町村長に協議するものとし、協議を受けた市町村

は同時被災など受入れを行うことが困難な場合を除き、当該

被災者を受入れるものとする。県は、被災市町村の要請があ

った場合には、受入れ先市町村の選定や紹介、運送事業者の

協力を得て被災者の運送を行う等被災市町村を支援するも

のとする。 

  イ 都道府県域を越える広域避難 

    県域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合 

   には、県は被災市町村からの要請に応じ、他の都道府県に対

して受入れを要請するなどの協議を行い、運送事業者の協力

を得て被災者の運送を行う等被災市町村を支援するものと

する。協議先の都道府県の選定に際して必要な場合には、県

は国を通じて、相手方都道府県の紹介を受けるものとする。 

    なお、他の被災都道府県から本県に対して広域避難者の受 

   入れの協議等があった場合には、県内市町村との調整を行

い、受入れ先を決定するとともに、広域避難者の受入れを

行う市町村を支援するものとする。 
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的なオペレーションを定めた計画に基づき、関係者間で適切

な役割分担を行った上で、広域避難を実施するよう努めるも

のとする。 

カ 県、市町村、指定行政機関、公共機関及び事業者は、避難

者のニーズを十分把握するとともに、相互に連絡をとりあ

い、放送事業者を含めた関係者間で連携を行うことで、避難

者等に役立つ的確な情報を提供できるように努めるものと

する。 

18 広域一時滞在 

（１）広域一時滞在の調整手続等 

ア 市町村は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化

等にかんがみ、市町村の区域外への広域的な避難及び指定避

難所、応急仮設住宅等の提供が必要であると判断した場合に

おいて、県内の他の市町村への受入れについては市町村に直

接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては県に

対し他の都道府県との協議を求めることができる。 

イ 県は、市町村から協議要求があった場合、他の都道府県と

協議を行うものとする。また、市町村の行政機能が被災によ

って著しく低下した場合など、被災市町村からの要求を待つ

いとまがないと認められるときは、市町村の要求を待たない

で、広域一時滞在のための協議を当該市町村に代わって行う

ものとする。 

ウ 県は、国に対し、受入先の候補となる地方公共団体及び当

該地方公共団体における被災住民の受入能力（施設数、施設

概要等）等、広域一時滞在について助言を求めるものとする。

また、都道府県は、市町村から求めがあった場合には、同

様の助言を行うものとする。 

エ 市町村は、指定避難所を指定する際に併せて広域一時滞在

の用にも供することについても定めるなど、他の市町村から

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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の被災住民を受け入れることができる施設等をあらかじめ

決定しておくよう努めるものとする。 

地-3-93 防災基本計画修正

に伴う語句の修正 

第１１節 学校等の安全対策・文化財の保護 

 
災害時は学校等における児童生徒の安全の確保に努めるとと

もに、学校等が被災した場合でも早期授業再開を目指す。 

   また、学用品がなくなり就学に支障をきたした児童生徒に対し

ての支援を行う。 

   文化財が被災した場合は、早急に被害状況を確認の上、保護し、

文化的価値を損なわないよう被害の拡大を防ぐ。 

第１１節 学校等の安全対策・文化財の保護 

 
災害発生時は学校等における児童生徒の安全の確保に努める

とともに、学校等が被災した場合でも早期授業再開を目指す。 

   また、学用品がなくなり就学に支障をきたした児童生徒に対し

ての支援を行う。 

   文化財が被災した場合は、早急に被害状況を確認の上、保護し、

文化的価値を損なわないよう被害の拡大を防ぐ。 
地-3-98 防災基本計画修正

に伴う語句の修正

及び組織名称の変

更 

第１３節 保健衛生、防疫、廃棄物等対策 

 
１ 保健活動（健康福祉部、市町村） 

（１）要配慮者の健康状況等の把握 

   保健所（健康福祉センター）及び市町村は、災害時、把握し

ている要配慮者の安否・健康状態を把握し、要配慮者等に関す

る情報の共有・交換を行う。 

（２）避難所等巡回による被災者の健康管理 

市町村は、避難所及び避難所以外の被災地において、巡回や

健康相談等により被災者の健康状態や、保健医療福祉のニーズ

を把握し、保健医療活動チーム、介護・福祉の関係機関と連携

し要配慮者に対する支援及び調整を行う。 

保健所（健康福祉センター）は、保健活動チームを編成し、

市町村が行う避難所等における健康状態の把握、保健指導、栄

養指導、衛生状態の保持等の健康管理を支援する。 

（３）二次健康被害の予防 

保健所（健康福祉センター）及び市町村は、災害発生後早い

時期から、避難所における特異的な健康課題となる環境整備と

第１３節 保健衛生、防疫、廃棄物等対策 

 
１ 保健活動（健康福祉部、市町村） 

（１）要配慮者の健康状況等の把握 

 健康福祉センター（保健所）及び市町村は、災害発生時、把   

  握している要配慮者の安否・健康状態を把握し、要配慮者等に

関する情報の共有・交換を行う。 

（２）避難所等巡回による被災者の健康管理 

市町村は、避難所及び避難所以外の被災地において、巡回や

健康相談等により被災者の健康状態や、保健医療福祉のニーズ

を把握し、保健医療活動チーム、介護・福祉の関係機関と連携

し要配慮者に対する支援及び調整を行う。 

健康福祉センター（保健所）は、保健活動チームを編成し、

市町村が行う避難所等における健康状態の把握、保健指導、栄

養指導、衛生状態の保持等の健康管理を支援する。 

（３）二次健康被害の予防 

健康福祉センター（保健所）及び市町村は、災害発生後早い

時期から、避難所における特異的な健康課題となる環境整備と
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併せ、食中毒や感染症の発生予防、熱中症予防、深部静脈血栓

症（いわゆるエコノミークラス症候群）、こころのケア等につ

いて、積極的な予防活動を継続的に行う。 

特に高齢者は、生活不活発病になりやすいため、適度に体を動

かせる場の提供や他者等とコミュニケーションが図れるよう配

慮し、心身機能の低下を予防する。 

（４）活動体制の整備 

保健所（健康福祉センター）及び市町村は、平常時から、要配

慮者等の把握、避難所等における予防活動や保健活動の連携等に

ついて協議を行う。 

発災後、市町村は上記（１）から（３）を実施する保健師・栄

養士の応援派遣の必要性について検討し保健活動計画を立て、必

要な支援を保健所（健康福祉センター）に報告する。 

保健所（健康福祉センター）は、積極的に市町村の保健活動を

把握・支援し、保健活動計画を立て保健師・栄養士を派遣すると

ともに、市町村の要請を健康福祉部に報告する。 

健康福祉部は保健活動計画を立て、必要に応じて段階的に、管

轄外保健所等の応援調整、県内市町村への応援要請、厚生労働

省への県外派遣の調整を依頼し、受援調整を行う。 

２ 飲料水の安全確保（健康福祉部） 

保健所（健康福祉センター）は、地震の影響等により飲料水の

汚染等のおそれがある場合は、飲料水健康危機管理対策活動要領

に基づき対応するとともに、市町村と協力して被災者に対し適切

な広報及び指導を行う。 

３ 防 疫（健康福祉部、市町村） 

（略） 

（３）災害防疫の実施方法 

ア 県の業務 

（ア）予防及びまん延防止 

保健所（健康福祉センター）は、避難所等における感染

併せ、食中毒や感染症の発生予防、熱中症予防、深部静脈血栓

症（いわゆるエコノミークラス症候群）、こころのケア等につ

いて、積極的な予防活動を継続的に行う。 

特に高齢者は、生活不活発病になりやすいため、適度に体を動

かせる場の提供や他者等とコミュニケーションが図れるよう配

慮し、心身機能の低下を予防する。 

（４）活動体制の整備 

健康福祉センター（保健所）及び市町村は、平常時から、要配

慮者等の把握、避難所等における予防活動や保健活動の連携等に

ついて協議を行う。 

発災後、市町村は上記（１）から（３）を実施する保健師・栄

養士の応援派遣の必要性について検討し保健活動計画を立て、必

要な支援を健康福祉センター（保健所）に報告する。 

健康福祉センター（保健所）は、積極的に市町村の保健活動を

把握・支援し、保健活動計画を立て保健師・栄養士を派遣すると

ともに、市町村の要請を健康福祉部に報告する。 

健康福祉部は保健活動計画を立て、必要に応じて段階的に、管

轄外保健所等の応援調整、県内市町村への応援要請、厚生労働

省への県外派遣の調整を依頼し、受援調整を行う。 

２ 飲料水の安全確保（健康福祉部） 

健康福祉センター（保健所）は、地震の影響等により飲料水の

汚染等のおそれがある場合は、飲料水健康危機管理対策活動要領

に基づき対応するとともに、市町村と協力して被災者に対し適切

な広報及び指導を行う。 

３ 防 疫（健康福祉部、市町村） 

（略） 

（３）災害防疫の実施方法 

ア 県の業務 

（ア）予防及びまん延防止 

健康福祉センター（保健所）は、避難所等における感染
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症の発生予防を啓発するとともに、感染症の流行の兆候を

早期に把握するため、サーベイランス情報の収集に努め

る。また、感染症発生時には、積極的疫学調査を速やかに

行う他、必要に応じて市町村や関係機関等の協力を得て感

    染拡大防止策を講じる。 

（略） 

（ク）指定感染症に関する情報共有 

保健所（健康福祉センター）は、指定感染症の感染者や

濃厚接触者等が在宅中である場合、その者の避難場所が確

保されるよう、市町村等と連携し情報共有を図る。 

（略） 

（４）患者の入院 

保健所（健康福祉センター）は、感染症法第１９条の規定に

より必要に応じ入院を勧告する。 

（５）防疫用薬剤の確保 

 市町村からの要請に応じて直ちに供給できるよう、保健所

（健康福祉センター）等を利用して整備する地域保健医療救護

拠点に初期防疫に必要な医薬品を備蓄し、防疫活動の円滑化を

図るものとする。 

（６）報告 

 市町村は、患者の発生状況や防疫活動の状況等を随時保健所

（健康福祉センター）に報告する。 

症の発生予防を啓発するとともに、感染症の流行の兆候を

早期に把握するため、サーベイランス情報の収集に努め

る。また、感染症発生時には、積極的疫学調査を速やかに

行う他、必要に応じて市町村や関係機関等の協力を得て感

染拡大防止策を講じる。 

（略） 

（ク）指定感染症に関する情報共有 

健康福祉センター（保健所）は、指定感染症の感染者や

濃厚接触者等が在宅中である場合、その者の避難場所が確

保されるよう、市町村等と連携し情報共有を図る。 

（略） 

（４）患者の入院 

健康福祉センター（保健所）は、感染症法第１９条の規定に

より必要に応じ入院を勧告する。 

（５）防疫用薬剤の確保 

 市町村からの要請に応じて直ちに供給できるよう、健康福祉

センター（保健所）等を利用して整備する地域保健医療救護拠

点に初期防疫に必要な医薬品を備蓄し、防疫活動の円滑化を図

るものとする。 

（６）報告 

   市町村は、患者の発生状況や防疫活動の状況等を随時健康福

祉センター（保健所）に報告する。 
地-3-99 語句の修正 ４ 死体の捜索処理等（防災危機管理部、健康福祉部、病院局、警

察本部、市町村） 

  災害により現に行方不明の状態にあり、かつ各般の事情により

既に死亡していると推定される者に対して速やかに捜索を実施

し、災害の際に死亡した者を一時的に収容するための収容場所、

搬送手段及びドライアイス等死体の処理に必要な物資を確保し、

死体識別等のための処理を行い、かつ死体の応急的な埋葬等を実

４ 死体の捜索処理等（防災危機管理部、健康福祉部、病院局、警

察本部、市町村） 

  災害により現に行方不明の状態にあり、かつ各般の事情により

既に死亡していると推定される者に対して速やかに捜索を実施

し、災害の際に死亡した者を一時的に収容するための収容場所、

搬送手段及びドライアイス等死体の処理に必要な物資を確保

し、死体識別等のための処理を行い、かつ死体の応急的な埋葬
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施する。 

 （１）実施機関 
ア 死体の捜索、収容、処理及び埋葬等は、市町村長が行う。

    ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町

村長はこれを補助するものとする。 

    なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認め

るときは、市町村長が行うこととすることができる。 

（略） 

（３）災害救助法による救助の基準等 
（略） 
ウ 埋葬等 

     災害の際死亡した者に対して、資力の有無にかかわらず、

遺族が埋葬等を行うことが困難な場合又は、死亡した者の

遺族がない場合に応急的に埋葬等を行うもの。 
（ア）埋葬等を行う場合 
   災害時の混乱の際に死亡した者であって、災害のため埋葬

等を行うことが困難な場合（死因及び場所の如何を問わな

い） 
（イ）埋葬等の方法 
  ａ 埋葬等は、原則として死体を火葬に付することにより実

施する。 
    ｂ 埋葬等は、原則として棺、骨つぼ等の現物給付及び火葬、

納骨等の役務の提供による。 

を実施する。 

 （１）実施機関 
ア 死体の捜索、収容、処理及び埋葬は、市町村長が行う。 

    ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町

村長はこれを補助するものとする。 

    なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認め

るときは、市町村長が行うこととすることができる。 

 （略） 

 （３）災害救助法による救助の基準等 
（略） 
ウ 埋葬 

   災害の際死亡した者に対して、資力の有無にかかわらず、

遺族が埋葬を行うことが困難な場合又は、死亡した者の遺族

がない場合に応急的に埋葬を行うもの 
（ア）埋葬を行う場合 
   災害時の混乱の際に死亡した者であって、災害のため埋葬

を行うことが困難な場合（死因及び場所の如何を問わない） 
 
（イ）埋葬の方法 
  ａ 埋葬は、原則として死体を火葬に付することにより実施

する。 
ｂ 埋葬は、原則として棺、骨つぼ等の現物給付及び火葬、

納骨等の役務の提供による。 

地-3-101 

 

 

 

 

 

防災基本計画修正

及び語句の修正 

５ 動物対策（健康福祉部） 

保健所（健康福祉センター）及び動物愛護センターは、飼い主

の被災等により家庭動物が遺棄されたり逃げ出した場合には、

（公社）千葉県獣医師会等関係団体及びボランティアとの連携に

より、これら動物を保護収容する。 

また、特定動物（「動物の愛護及び管理に関する法律」で人の

５ 動物対策（健康福祉部） 

健康福祉センター（保健所）及び動物愛護センターは、飼い主

の被災等によりペットが遺棄されたり逃げ出した場合には、（公

社）千葉県獣医師会等関係団体及びボランテイアとの連携により、

これら動物を救助及び保護する。 

また、特定動物（「動物の愛護及び管理に関する法律」で人の
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 生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物）が施設から

逸走した場合は、人への危害を防止するため、飼養者、警察官そ

の他関係機関の連携の下に状況の把握し、必要な措置を講じる。 

県は、「災害時動物救護活動マニュアル」に基づき、関係団体

と協同で千葉県動物救護本部及び動物救護センターを設置し、動

物救護活動を実施する。 

生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物）が施設から

逸走した場合は、人への危害を防止するため、飼養者、警察官そ

の他関係機関の連携の下に状況を把握し、必要な措置を講じる。 

県は、「災害時動物救護活動マニュアル」に基づき、関係団体

と協同で千葉県動物救護本部及び動物救護センターを設置し、動

物救護活動を実施する。 

地-3-105 防災基本計画修正

のため 

第１４節 応急仮設住宅の供与及び住宅の応急修理 
 
１ 応急仮設住宅の供与等（防災危機管理部、農林水産部、県土

整備部、市町村） 
 
（１）応急仮設住宅の供与 
（略） 
イ 供与の方法 

（ア）民間賃貸住宅の借り上げ 

既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを

確保することを基本とし、被災規模や被害状況及び民間賃

貸住宅の空き戸数の状況等を勘案した上で、関係団体と協

力し賃貸型応急住宅を提供する。 

（イ）建設 

地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合には、あ

らかじめ検討している建設適地の選定や建設体制、必要資材

の確保方法等に基づき建設型応急住宅を建設する。 

第１４節 応急仮設住宅の供与及び住宅の応急修理 

 
１ 応急仮設住宅の供与等（防災危機管理部、農林水産部、県土整

備部、市町村） 
 
（１）応急仮設住宅の供与 
（略） 
イ 供与の方法 

（ア）建設 

あらかじめ検討している建設適地の選定や建設体制、必

要資材の確保方法等に基づき建設する。 

（イ）民間賃貸住宅の借り上げ 

被災規模や被害状況、応急仮設住宅の建設用地の確保及

び民間賃貸住宅の空き戸数の状況等を勘案した上で、関係

団体と協力し借り上げにより民間賃貸住宅を提供する。 

地-3-106  

 

表現の統一 ２ 被災建築物の応急危険度判定支援体制の整備（県土整備部、市

町村） 
 
（１）応急危険度判定の実施 

ア 被災建築物応急危険度判定は、市町村が行う。 

イ 知事は、判定に必要な支援を行う。 

２ 被災建築物の応急危険度判定支援体制の整備（県土整備部、市

町村） 
 
（１）応急危険度判定の実施 

ア 実施機関 
（ア）被災建築物応急危険度判定は、市町村が行う。 
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   （イ）知事は、判定に必要な支援を行う。 

 

 

 

 

地-3-109 

 

 

 

 

語句の修正 

第１５節 液状化等によるライフライン関連施設

等の応急復旧 

  
２ 下水道施設（県土整備部、市町村） 

（略） 

（２）緊急活動 

地震災害が発生した場合、直ちに被害状況の調査、施設の点

検を実施し、下水道機能の支障及び二次災害のおそれがあるも

のについては緊急防止活動を行い、必要があるときは、公益社

団法人日本下水道管路管理業協会関東支部長と下水道課長が

締結した「災害時等における応急対策の協力に関する協定書」

により応急対策を行う。 

＜資料編１－13 災害時等における応急対策の協力に関する協定書＞ 

第１５節 液状化等によるライフライン関連施設

等の応急復旧 

 
２ 下水道施設（県土整備部、市町村） 

（略） 

（２）緊急活動 

地震災害が発生した場合、直ちに被害状況の調査、施設の点

検を実施し、下水道機能の支障及び二次災害のおそれがあるも

のについては緊急防止活動を行い、必要があるときは、公益社

団法人日本下水道管路管理業協会関東支部長と下水道課長が

締結した「災害時における応急対策の協力に関する協定書」に

より応急対策を行う。 

＜資料編１－13 災害時における応急対策の協力に関する協定書＞ 

 
地-3-110 防災基本計画等の

修正及び語句の修

正 

３ 電気施設 

（略） 

（３）震災時の応急措置 
 （略） 

ウ 震災時における危険予防措置 

電力需要の実態にかんがみ、災害時においても原則として

供給を継続するが、警察、消防機関等から要請があった場合

等には、送電停止等適切な危険予防措置を講じる。 

なお、建物倒壊により運転することがかえって危険であ

り、事故を誘発するおそれがある場合、又は運転不能の予想

がされる場合は、運転を停止し、各関係機関に連絡するとと

もに、必要な措置を講じる。 

３ 電気施設 

（略） 

（３）震災時の応急措置 
 （略） 

ウ 震災時における危険予防措置 

災害発生時といえども需要家サービス及び治安維持上原

則として送電を維持するが、浸水、建物倒壊により運転する

ことがかえって危険であり、事故を誘発するおそれがある場

合、又は運転不能の予想される場合は、運転を停止し、関係

各機関に連絡するとともに、必要な措置を講じる。 
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地-3-113 防災基本計画修正

に伴う語句の修正

及びサービス終了

に伴う修正 

５ 通信施設 

（１）東日本電信電話㈱千葉事業部 

 （略） 

イ 災害時の応急措置 

（ア）設備、資機材の点検及び発動準備 

     災害時には、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。

  （略） 

（２）㈱ＮＴＴドコモ 

 （略） 

イ 災害時の応急措置 

（ア）設備、資機材の点検及び発動準備 

     災害時には、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。

  （略） 

 

 

（３）ＫＤＤＩ㈱ 

ＫＤＤＩ㈱では、災害時には東京本社に災害対策本部及び現

地対策室等を設置し、現地と緊密に連絡を取りながら各組織の

機能を最大限に発揮して通信の疎通確保と施設の早期復旧に

努める。 

また、災害時には、局舎の点検を実施するとともに、基地局

の停電対策のため、移動電源車の出動準備をする。 

通信に輻輳が発生した場合は輻輳制御を行い、必要な通信を

確保するとともに、一般県民を対象に災害用伝言板サービスに

よる安否情報の伝達に協力する。 

 

（４）ソフトバンク㈱ 

ソフトバンク㈱では、災害時には、その状況に応じた対策組

織を設置し、各対策組織が緊密に連絡を取りながら機能を最大

限に発揮して通信の確保と設備の早期復旧に努める。 

５ 通信施設 

（１）東日本電信電話㈱千葉事業部 

 （略） 

イ 発災時の応急措置 

（ア）設備、資機材の点検及び発動準備 

     大地震の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検

等を行う。 

  （略） 

（２）㈱ＮＴＴドコモ 

 （略） 

イ 発災時の応急措置 

（ア）設備、資機材の点検及び発動準備 

     震災の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等

を行う。 

  （略） 

（３）ＫＤＤＩ㈱ 

ＫＤＤＩ㈱では、災害が発生し、又は発生するおそれがある

場合には東京本社に災害対策本部及び現地対策室等を設置し、

現地と緊密に連絡を取りながら各組織の機能を最大限に発揮

して通信の疎通確保と施設の早期復旧に努める。 

災害発生時には、局舎の点検を実施するとともに、基地局の

停電対策のため、移動電源車の出動準備をする。 

通信に輻輳が発生した場合は輻輳制御を行い、必要な通信を

確保するとともに、一般県民を対象に災害用伝言板サービス及

び災害用音声お届けサービスによる安否情報の伝達に協力す

る。 

（４）ソフトバンク㈱ 

ソフトバンク㈱では、災害が発生し、又は発生するおそれが

ある場合には、その状況に応じた対策組織を設置し、各対策組

織が緊密に連絡を取りながら機能を最大限に発揮して通信の



84  

ページ 修正理由 修正案 現行 

また、災害時には、通信設備の点検をするとともに、通信の

確保と早期復旧に必要となる緊急保全車両の出動準備を行い、

通信に輻輳が発生した場合には通信の利用制限を行い必要な

通信を確保するとともに、一般県民を対象に災害用伝言板によ

る安否情報の伝達に努める。 

確保と設備の早期復旧に努める。 

また、災害発生時には、通信設備の点検をするとともに、通

信の確保と早期復旧に必要となる緊急保全車両の出動準備を

行い、通信に輻輳が発生した場合には通信の利用制限を行い必

要な通信を確保するとともに、一般県民を対象に災害用伝言

板、災害用音声お届けサービス等による安否情報の伝達に努め

る。 

地-3-118  防災基本計画修正

に伴う語句の修正 

９ 交通施設（総合企画部、県土整備部） 

（略） 

（２）災害時の初動措置 

 各機関の初動措置は次のとおり。 

ア 運転規制 

（略） 

（４）事故発生時の救護活動 

機 関 名 運  転  規   制  の  内  容 

首都圏 

新都市鉄道㈱ 

災害時の初動措置 

 予測震度 4 以上で警報を受信した場合、全列

車は一旦停止後、沿線地震計の震度により以下

の取扱いとする。 

１ 震度 4以下の場合通常運転を再開する 

２ 震度 5弱の場合時速 35 km 以下の徐行運転 

３ 震度 5 強以上の場合運転を中止して鉄道施

設の点検 

９ 交通施設（総合企画部、県土整備部） 

（略） 

（２）発災時の初動措置 

 各機関の初動措置は次のとおり。 

ア 運転規制 

（略） 

（４）事故発生時の救護活動 

機 関 名 運  転  規   制  の  内  容 

首都圏 

新都市鉄道㈱ 

発災時の初動措置 

 予測震度 4 以上で警報を受信した場合、全列

車は一旦停止後、沿線地震計の震度により以下

の取扱いとする。 

１ 震度 4以下の場合通常運転を再開する 

２ 震度 5弱の場合時速 35 km 以下の徐行運転 

３ 震度 5 強以上の場合運転を中止して鉄道施

設の点検 
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機 関 名 救     護     活     動 

東日本 

旅客鉄道㈱ 

民鉄各社 

(下記以外) 

 災害時には、駅従業員、乗務員が救急救護活動に当たると

ともに、非常災害対策規則に基づき、対策本部、復旧対策部

に救護班を編成し、救護活動に当たる。 

 

機 関 名 救     護     活     動 

東日本 

旅客鉄道㈱ 

民鉄各社 

(下記以外) 

 災害発生時には、駅従業員、乗務員が救急救護活動に当た

るとともに、非常災害対策規則に基づき、対策本部、復旧対

策部に救護班を編成し、救護活動に当たる。 

 

 

地-3-123 

 

 

防災基本計画修正

に伴う語句の修正 

第１６節 ボランティアの協力 

 
県及び市町村は、大規模震災時において、災害応急対策の実施

には多くの人員を必要とするため、ボランティア活動の協力を

申し入れる団体や個人の協力を得て、効果的な応急対策を実施

するものとする。県災害ボランティアセンターは千葉県災害ボ

ランティアセンター連絡会が運営することとする。   
 また、県及び市町村は、社会福祉協議会、地元や外部から被

災地入りしているＮＰＯ等との連携を図るとともに、中間支援

組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組

織）を含めた連携体制の構築を図り、復旧・復興期も含めた多

様な被災者ニーズを踏まえ、各団体の多様性と継続性を活かし

たボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整

備を図るものとする。 
その際、県及び市町村は、行政、ＮＰＯ、ボランティア等の三

者で連携し、平常時の登録、研修や訓練の制度、災害時におけ

るボランティア活動の受入れや調整、ボランティア活動の拠点

の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等

について意見交換を行う体制を、研修や訓練を通じて推進する

 第１６節 ボランティアの協力 

 
県及び市町村は、大規模震災時において、災害応急対策の実施

には多くの人員を必要とするため、ボランティア活動の協力を

申し入れる団体や個人の協力を得て、効果的な応急対策を実施

するものとする。県災害ボランティアセンターは千葉県災害ボ

ランティアセンター連絡会が運営することとする。   
 また、県及び市町村は、社会福祉協議会、地元や外部から被

災地入りしているＮＰＯ等との連携を図るとともに、中間支援

組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組

織）を含めた連携体制の構築を図り、復旧・復興期も含めた多

様な被災者ニーズを踏まえ、各団体の多様性と継続性を活かし

たボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整

備を図るものとする。 
その際、県及び市町村は、行政、ＮＰＯ、ボランティア等の三

者で連携し、平常時の登録、研修制度、災害時におけるボランテ

ィア活動の受入れや調整、ボランティア活動の拠点の確保、活動

上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について意見交

換を行う体制を、研修や訓練を通じて推進するものとする。 
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ものとする。 
地-3-123 防災基本計画修正

のため 

１ 災害ボランティアセンターの設置（防災危機管理部、健康福

祉部、環境生活部、市町村） 

   県及び市町村は、相互に協力し、ボランティアに対する被災

地のニーズの把握、ボランティアの受付、調整等の受入体制を

確保するよう努めるとともに、必要に応じて、ボランティアの

活動拠点となる災害ボランティアセンターを設置する。 

なお、県又は県から事務の委任を受けた市町村は、共助のボ

ランティア活動と地方公共団体の実施する救助の調整事務に

ついて、社会福祉協議会等が設置する災害ボランティアセンタ

ーに委託する場合は、当該事務に必要な人件費及び旅費を災害

救助法の国庫負担の対象とすることができる。 

 （略） 

１ 災害ボランティアセンターの設置（防災危機管理部、健康福祉

部、環境生活部、市町村） 

 

  

地-3-126 防災基本計画修正n

に伴う語句の修正 

７ 災害ボランティアセンター運営スタッフ等の養成等（防災危

機管理部、健康福祉部、環境生活部、教育庁、市町村） 

一般分野でのボランティア活動を組織的かつ効果的に進め

るためには、その活動を支援する災害ボランティアセンターの

運営スタッフ等には、調整能力など高い専門性が必要である。

そこで、各種研修会や講習会を通じて、普段から災害ボラン

ティアセンターの運営スタッフ等の養成を進める。 

   また、災害時に迅速な受入ができるよう災害ボランティアセ

   ンターの開設・受入・調整についてのマニュアル作成や訓練の

実施等により体制を整備するとともに、被災者の多様なニーズ

に応えられるよう、多様な立場の者の能力が活用され、意見が 
反映されるよう、常日頃から連携体制の強化に努める。 

７ 災害ボランティアセンター運営スタッフ等の養成等（防災危機

管理部、健康福祉部、環境生活部、教育庁、市町村） 

一般分野でのボランティア活動を組織的かつ効果的に進める

ためには、その活動を支援する災害ボランティアセンターの運

営スタッフ等には、調整能力など高い専門性が必要である。 

そこで、各種研修会や講習会を通じて、普段から災害ボランテ

ィアセンターの運営スタッフ等の養成を進める。 

  また、発災時に迅速な受入ができるよう災害ボランティア   

センターの開設・受入・調整についてのマニュアル作成や訓練の

実施等により体制を整備するとともに、被災者の多様なニー ズ

に応えられるよう、多様な立場の者の能力が活用され、意見 

が反映されるよう、常日頃から連携体制の強化に努める。 

地-4-2 防災基本計画修正

及び語句の修正 

第４章 災害復旧計画 

 

第１節 被災者生活安定のための支援 

第４章 災害復旧計画 

 

第１節 被災者生活安定のための支援 
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１ 被災者に関する支援の情報の提供等（全庁、市町村） 

市町村は、各種の支援措置が早期に実施されるよう、発災後遅

滞なく被災者に罹災証明書を交付するとともに、個々の被災者の

被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を

一元的に集約した被災者台帳の作成等被災者支援の総合的かつ

効率的な実施に努める。 

県及び市町村は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生

活再建に取り組むことができるよう、見守り・相談の機会や被

災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被

災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努める

ものとする。 

県は、発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に係

る事務の市町村向け説明会を実施するとともに、その実施に当た

っては、ビデオ会議システムを活用し、各市町村に映像配信を行

うなど、より多くの市町村担当者の参加が可能となるような工夫

をするよう努めるとともに、被災者台帳を作成する市町村からの

要請により、被災者に対して実施した支援に関する情報を提供す

る。 

また、県は国及び市町村と連携し、被災者に対してブルーシー

トの設置や住宅修理を行う事業者を迅速に紹介するよう努め

る。 

 

１ 被災者に関する支援の情報の提供等（全庁、市町村） 

市町村は、各種の支援措置が早期に実施されるよう、発災

後遅滞なく被災者に罹災証明書を交付するとともに、個々の

被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要

する事項等を一元的に集約した被災者台帳の作成等被災者支

援の公平で効率的な実施に努める。 

 

 

 

 

県は、発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付

に係る事務の市町村向け説明会を実施するとともに、その実

施に当たっては、ビデオ会議システムを活用し、各市町村に

映像配信を行うなど、より多くの市町村担当者の参加が可能

となるような工夫をするよう努めるとともに、被災者台帳を

作成する市町村からの要請により、実施した支援について被

災者に関する情報を提供する。 

また、県は国及び市町村と連携し、被災者に対してブルー

シートの設置や住宅修理を行う事業者を迅速に紹介するよう

努める。 

地-4-3 千葉県被災者生活

再建支援事業実施

要綱改正のため 

２ 被災者生活再建支援金（防災危機管理部、市町村） 

（略） 

（６）千葉県被災者生活再建支援事業 

（略） 

イ 本事業の実施主体は、市町村とする。（県から市への補助

方式：補助率8/10） 

（略） 

２ 被災者生活再建支援金（防災危機管理部、市町村） 

（略） 

（６）千葉県被災者生活再建支援事業 

（略） 

イ 本事業の実施主体は、市町村とする。（県から市への補助

方式：補助率10/10） 

（略） 
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地-4-7 語句の修正 ７ 生活相談（全庁、市町村） 

機関名 相談の取扱い 

 

 

 

県 

１ 県庁内に被災者総合相談窓口を設置すると

ともに、税務、福祉・医療、商工・労働、農林・

水産、土木・都市、教育、女性のための相談等

の個別相談窓口を設置する。 

（略） 

４ 被災者への迅速かつ適切な相談業務を行う

ため、市町村と緊密な連携を図る。 

（略） （略） 
 

７ 生活相談（全庁、市町村） 

機関名 相談の取扱い 

 

 

 

県 

１ 県庁内に被災者総合相談窓口を設置するとと

もに、税務、福祉・医療、商工・労働、農林・

水産、土木・都市、教育、女性のための相談等

の個別相談窓口を設置する。 

（略） 

４ 被災者への迅速かつ適切な相談業務を行うた

め、県各部局及び市町村と緊密な連携を図る。 

（略） （略） 
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地-4-11 

 

時点修正 12 農林漁業者への融資（農林水産部） 

令和3年8月1日現在
 
 

貸付金の種類 
貸 付 対 

象 
貸 付 限 度 額 利   率 

償還期間 

据置期間 

天 
 

災 
 

資 

金 

（略） （略） （略） （略） 

 

（略） 

（略） （略） 

 

（略） 

 

（略） （略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

 

（略） 

県
単
農
業
災
害

対
策
資
金 

（略） （略） （略） （略） （略） 

施設復旧

資金 

（略） 災害の都度決定

（標準的な例：被

害認定額の 80％

以内で500万円以

下） 

（略） （略） 

県
単
漁
業
災
害
対

策
資
金 

（略） （略） （略） （略） （略） 

施設復旧

資金 

（略） 災害の都度決定

（標準的な例：被

害認定額の80％以

内で 500 万円以

下） 

（略） （略） 

 

 
(

株) 
 

日 
 

本 
 

政 
 

策 
 

金 
 

融 
 

公 
 

庫 
 

資 
 

金 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略）  

 

 

 

 

農林漁業セ

ーフティネ

ット資金 

 

（略） 600 万円(特認年間経

営費等の6/12以内) 

（略） 

（略） 

 

（略） （略） 

 

（略） 

（略） 

 

（略） （略） 

 

（略） 

（略） 

 

（略） （略） 

 

（略） （略） 

 

12 農林漁業者への融資（農林水産部） 

令和2年8月1日現在 

 
 

貸付金の種類 
貸 付 対 

象 
貸 付 限 度 額 利   率 

償還期間 

据置期間 

天 
 

災 
 

資 

金 

（略） （略） （略） （略） 

 

（略） 

（略） （略） 

 

（略） 

 

（略） （略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

 

（略） 

県
単
農
業
災
害

対
策
資
金 

（略） （略） （略） （略） （略） 

施設復旧

資金 

（略） 災害の都度決定

（標準的な例：被

害認定額の 80％

以内で300万円以

下） 

（略） （略） 

県
単
漁
業
災
害
対

策
資
金 

（略） （略） （略） （略） （略） 

施設復旧

資金 

（略） 災害の都度決定

（標準的な例：被

害認定額の80％以

内で300万円以下） 

（略） （略） 

 

 
(

株) 
 

日 
 

本 
 

政 
 

策 
 

金 
 

融 
 

公 
 

庫 
 

資 
 

金 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略）  

 

 

 

 

農林漁業セ

ーフティネ

ット資金 

 

（略） 600 万円(特認年間経

営費等の3/12以内) 

（略） 

（略） 

 

（略） （略） 

 

（略） 

（略） 

 

（略） （略） 

 

（略） 

（略） 

 

（略） （略） 

 

（略） （略） 
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地-4-19 防災基本計画修正

のため 

第３節 液状化等によるライフライン関連施設

等の復旧対策 
 

８ 公共土木施設（県土整備部） 

（１）道路施設 

道路管理者は、道路、橋梁及び道路付属物が異常な自然現

象により被害を受けた場合は、被害状況を速やかに調査し、

復旧を行うこととする。 

復旧に当たっては、被害者の救命・救護活動や緊急物資の

輸送に対処するため、「緊急輸送道路一次路線」を最優先に

実施し、公益占用物件等の復旧計画と調整の上、行うものと

する。 

     県は、指定市以外の市町村が管理する指定区間外の国道、

都道府県道又は自らが管理する道路と交通上密接である市

町村道について、当該市町村から要請があり、かつ当該市町

村の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して、当該市町村

に代わって自らが災害復旧等に関する工事を行うことが適

当であると認められるときは、その事務の遂行に支障のない

範囲内で、当該工事を行うことができる権限代行制度によ

り、支援を行う。 

第３節 液状化等によるライフライン関連施設

等の復旧対策 

 

８ 公共土木施設（県土整備部） 

（１）道路施設 

道路管理者は、道路、橋梁及び道路付属物が異常な自然現

象により被害を受けた場合は、被害状況を速やかに調査し、

復旧を行うこととする。 

復旧に当たっては、被害者の救護・救護活動や緊急物資の

輸送に対処するため、「緊急輸送道路一次路線」を最優先に

実施するものとする。 

復旧に当たっては、公益占用物件等の復旧計画と調整のう

え行うものとする。 

地-4-21 

 
語句の修正及び 

部局の追加 

第４節 激甚災害の指定 
 
県及び市町村は、大規模な災害が発生した場合には、災害の状

況を速やかに調査し、実情を把握して早期に「激甚災害に対処す
るための特別の財政援助等に関する法律」（昭和37年9月6日法律
第150号。以下「激甚法」という。）の指定が受けられるよう措
置し、公共施設の災害復旧事業及び復興計画に基づく復興事業が
迅速かつ円滑に実施できるよう措置するものとする。 
 

第４節 激甚災害の指定 

 
県及び市町村は、激甚災害が発生した場合には、災害の状況を速

やかに調査し、実情を把握して早期に「激甚災害に対処するための
特別の財政援助等に関する法律」（昭和37年9月6日法律第150号。
以下「激甚法」という。）の指定が受けられるよう措置し、公共施
設の災害復旧事業及び復興計画に基づく復興事業が迅速かつ円滑
に実施できるよう措置するものとする。 
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１ 激甚災害に関する調査（総務部、防災危機管理部、健康福祉部、
商工労働部、農林水産部、県土整備部、教育庁） 

（略） 

１ 激甚災害に関する調査（防災危機管理部、農林水産部、県土整
備部） 

（略） 

地-4-23 

 

防災基本計画修正

に伴う語句の修正 

第５節 災害復興 
 

４ 復興対策の研究、検討（全庁） 

（略） 

（３）教育分野における防災体制の充実 

  ア 教育施設の早期耐震化推進 

  イ 防災教育の一層の充実 

  ウ 学校における災害時の児童生徒等に対する支援の充   

   実 

第５節 災害復興 
 

４ 復興対策の研究、検討（全庁） 

（略） 

（３）教育分野における防災体制の充実 

  ア 教育施設の早期耐震化推進 

  イ 防災教育の一層の充実 

  ウ 学校における災害発生時の児童生徒等に対する支援の充  

   実 

地-5-7  第５章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

 

第６節 時間差発生等における円滑な避難の確保

等に関する事項 
 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合

における災害応急対策に係る措置に関する事項 

（略） 

（２）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された後

の周知 

（略） 

 ケ 港長等は在泊船舶等に対して、南海トラフ地震臨時情報（巨

大地震警戒）等の内容、津波の発生に備えた南海トラフ地震警

戒強化について的確に周知を行い、適切な対応を促すものとす

る。 

（略） 

第５章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

 

第６節 時間差発生等における円滑な避難の確保

等に関する事項 
 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合

における災害応急対策に係る措置に関する事項 

（略） 

（２）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された後

の周知 

（略） 

（新設） 

 

 

 

（略） 
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（６）関係機関のとるべき措置 

 （略） 

  エ 交通 

  （略） 

  （イ）船舶及び港湾 

   （略） 

    ｄ 港長等は在泊船舶に対し津波の発生に備えた警戒行

動を実施するよう促す。 

（６）関係機関のとるべき措置 

 （略） 

  エ 交通 

  （略） 

  （イ）船舶及び港湾 

   （略） 

   （新設） 
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○千葉県地域防災計画【地震・津波編附編】 

 

ページ 修正理由 修正案 現行 
 

 
 

東-2-3 

 

 

 

防災基本計画修

正に伴う語句の

修正 

第２章 防災機関の業務 

 
３ 指定地方行政機関 
 

機 関 名 業     務     大     綱 

関 東 財 務 局 
千葉財務事務所 

１ 災害時における国有財産の提供及び活用に関す

ること 
（略） 

第２章 防災機関の業務 

 

３ 指定地方行政機関 

 
 

機  関 名 業     務     大     綱 

関 東 財 務 局 
千葉財務事務所 

１ 災害発生時における国有財産の提供及び活用に関

すること 
（略） 

東-2-4 業務内容の見直

し 

３ 指定地方行政機関 
 

機 関 名 業     務     大     綱 

関東総合通信局 

（略） 

２ 災害時テレコム支援チーム（MIC－TEAM）による

災害対応支援に関すること 

（略） 

３ 指定地方行政機関 

 
 

機  関 名 業     務     大     綱 

関東総合通信局 

（略） 

２ 災害時テレコム支援チーム（MIC－TEAM）の派遣

に関すること 

（略） 

東-2-4 防災基本計画修

正に伴う語句の

修正 

４ 自 衛 隊 
 

機  関  名 業     務     大     綱 

陸上自衛隊第１

空挺団 

１ 県との連絡・調整に関すること 

２ 東海地震関連情報の収集、伝達等に関すること 

３ 災害時における救援活動の実施に関すること 

４ 自 衛 隊 
 

機  関  名 業     務     大     綱 

陸上自衛隊第１

空挺団 

１ 県との連絡・調整に関すること 

２ 東海地震関連情報の収集、伝達等に関すること 

３ 災害発生時における救援活動の実施に関するこ

と 
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東-3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東-3-４ 

 

 

防災基本計画修

正に伴う語句の

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織再編に伴う

修正 

第３章 事前の措置 
 

第１節 東海地震に備え事前に促進すべき事項 
 

区分 機  関  名 内              容 

鉄  

道  

対  

策  

の  

強  

化 

東日本旅客鉄道 

株式会社 

 

千葉支社 

   東京支社 

（略） 

（３）沿線医療機関の調査 

 駅長は、駅周辺の嘱託医等の医療機関

に連絡し、災害時等の医療について協力

を要請する。 

（略） 

（５）復旧資機材の調査及び整備 

ア 関係現業機関の長は、災害時の復旧

に備え、必要資機材（予備品を含む）

の格納場所、員数等を調査し、定期的

に整備を行い、機能保持に努める。 
イ 応急復旧機材の借受契約業者及び請

負業者に対して、災害時に人員、機材等

の要請に応じられるよう協力体制を確立

する。 

計 
 
 

画 
 
 

化 

食 

糧 

確 

保 

の 
 県 農 林 水 産 部 

 政府所有米の供給計画 

政府所有米の調達を要するときは、知事

は、農林水産省農産局長に対し、政府所有

米穀の緊急の引渡要請を行うものとし、当

該米穀を買い受ける場合には、米穀の買入

れ・販売等に関する基本要領（平成21年5月

29日付け21総食第113号総合食料局長通知）

の規定に基づき、知事は、農産局長と売買

契約を締結したうえで、農産局長と販売等

業務委託契約を締結している受託事業体か

ら当該米穀の引き渡しを受ける。なお、米

穀販売事業者から調達する米穀は精米で引

渡しを受けるが、政府から直接売却を受け

て調達する場合は、玄米渡しであるから、

精米による供給を受けられるよう、受託事

業体へとう精を依頼する。 
 

第３章 事前の措置 
 

第１節 東海地震に備え事前に促進すべき事項 
 

区分 機  関  名 内              容 

鉄  

道  

対  

策  

の  

強  

化 

東日本旅客鉄

道 

株式会社 

 

千葉支社 

  東京支社 

（略） 

（３）沿線医療機関の調査 

 駅長は、駅周辺の嘱託医等の医療機関

に連絡し、発災時等の医療について協力

を要請する。 

（略） 

（５）復旧資機材の調査及び整備 

ア 関係現業機関の長は、発災時の復旧

に備え、必要資機材（予備品を含む）

の格納場所、員数等を調査し、定期的

に整備を行い、機能保持に努める。 
イ 応急復旧機材の借受契約業者及び

請負業者に対して、災害時に人員、機

材等の要請に応じられるよう協力体

制を確立する。 

計 
 
 

画 
 
 

化 

食 

糧 

確 

保 

の 
 県農林水産部 

 政府所有米の供給計画 

政府所有米の調達を要するときは、知事

は、農林水産省政策統括官に対し、政府所

有米穀の緊急の引渡要請を行うものとし、

当該米穀を買い受ける場合には、米穀の買

入れ・販売等に関する基本要領（平成21

年5月29日付け21総食第113号総合食料局

長通知）の規定に基づき、知事は、政策統

括官と売買契約を締結したうえで、政策統

括官と販売等業務委託契約を締結してい

る受託事業体から当該米穀の引き渡しを

受ける。なお、米穀販売事業者から調達す

る米穀は精米で引渡しを受けるが、政府か

ら直接売却を受けて調達する場合は、玄米

渡しであるから、精米による供給を受けら

れるよう、受託事業体へとう精を依頼す
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東-5-2 本部員の名称変

更 

第３章 災害応急対策計画 

 

        第１節 災害対策本部活動 

 【本部】 

  

 

 

 

 

 

本 

 

部 

 

会 

 

議 

本 部 長 （略）       

副 本 部 長 （略）       

本 部 員 

（略） 

復旧復

興・被

災者支

援担当

部長 

(略) 

  

本

部

事

務

局 

事務 

局長 
（略） 

 

  
事務局 

次長 
（略） 

 

  事務局職員 （略） 

本部派遣職員 

（略） 

 

  

  本部連絡員 
本部各部長の指名する

者 

第３章 災害応急対策計画 
 

第１節 災害対策本部活動 

【本部】 
 

本 

 

部 

 

会 

 

議 

本 部 長 （略）       

副 本 部 長 （略）       

本 部 員 

（略） 

復旧復

興担当

部長 

(略) 

  

本

部

事

務

局 

事務 

局長 
（略） 

 

  
事務局 

次長 
（略） 

 

  事務局職員 （略） 

本部派遣職員 

（略） 

 

  

  本部連絡員 
本部各部長の指名する

者 

部（12） 支部（12） 現地災害対策本部 部（12） 支部（12） 現地災害対策本部 
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東-5-38 防災基本計画修

正に伴う語句の

修正 

第９節 避 難 対 策 

 
１ 警戒宣言時の措置 

（１）避難指示 

 市町村長は、消防署等関係機関と協力して、広報無線、広報

車等により速やかに避難指示を行う。 

（略） 

２ 事前の措置 

（略） 

（３）避難指示体制の確立 

   広報無線、広報車等による避難指示体制を確立しておく。 

第９節 避 難 対 策 

 
１ 警戒宣言時の措置 

（１）避難勧告・指示 

   市町村長は、消防署等関係機関と協力して、広報無線、広報

車等により速やかに避難勧告又は指示を行う。 

（略） 

２ 事前の措置 

（略） 

（３）避難勧告、指示体制の確立 

 広報無線、広報車等による避難勧告又は指示体制を確立して

おく。 

東ｰ5-40 防災基本計画修

正に伴う語句の

修正及び組織名

称の変更 

第１０節 救護救援・防疫対策・保健活動 

 
２ 防疫対策 

  県健康福祉部は、災害時における感染症の発生と流行を未然に

防止するため、防疫対策を次のとおり推進する。 

（１）県の行う業務 

  ア 保健所（健康福祉センター）は、避難所等における感染

症の発生予防を啓発するとともに、感染症の流行の兆候を

早期に把握するため、サーベイランス情報の収集に努め

る。 

また、感染症発生時には、積極的疫学調査を速やかに行

う他、必要に応じて市町村や関係機関等の協力を得て感染

拡大防止策を講じる。 

   イ 災害発生後の防疫情報及び防疫活動について、各保健所

（健康福祉センター）は、管轄市町村に周知徹底を図る。

   ウ 防疫活動に必要な人員、資材（主に薬剤、ワクチン等）

の輸送は、必要に応じ、全保健所（健康福祉センター）及

び県の車両を動員するので、配車等の指示を各機関に行

う。 

   エ 保健所（健康福祉センター）は、管轄町村が被災地で供

第１０節 救護救援・防疫対策・保健活動 

 
２ 防疫対策 

  県健康福祉部は、災害発生時における感染症の発生と流行を未

然に防止するため、防疫対策を次のとおり推進する。 

（１）県の行う業務 

  ア 健康福祉センター（保健所）は、避難所等における感染

症の発生予防を啓発するとともに、感染症の流行の兆候を

早期に把握するため、サーベイランス情報の収集に努め

る。 

また、感染症発生時には、積極的疫学調査を速やかに行

う他、必要に応じて市町村や関係機関等の協力を得て感染

拡大防止策を講じる。 

   イ 災害発生後の防疫情報及び防疫活動について、各健康福

祉センター（保健所）は、管轄市町村に周知徹底を図る。

   ウ 防疫活動に必要な人員、資材（主に薬剤、ワクチン等）

の輸送は、必要に応じ、全健康福祉センター（保健所）及

び県の車両を動員するので、配車等の指示を各機関に行

う。 

   エ 健康福祉センター（保健所）は、管轄町村が被災地で供
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給する飲料水について、水質検査を含めた水の安全確保対

策について指導する。 

（略） 

３ 保健活動 

  県健康福祉部は、災害による健康被害を最小限にとどめ、早期

回復を図るため、保健活動を次のとおり推進する。 

（１）避難者等の健康管理、二次健康被害の予防 

保健所（健康福祉センター）と市町村は連携し、要配慮者の

健康状態等の把握、避難所等巡回による被災者の健康管理、二

次健康被害の予防の保健活動を行う。 

（２）体制整備 

保健所（健康福祉センター）と市町村は、平常時から要配慮

者等の把握、避難所等における予防活動や保健活動の連携、応

援派遣要請の対応等について協議を行う。 

健康福祉部は保健活動計画を立て、必要に応じて段階的に、

管轄外保健所等の応援調整、県内市町村への応援要請、厚生労

働省への県外派遣の調整を依頼し、受援調整を行う。 

給する飲料水について、水質検査を含めた水の安全確保対策

について指導する。 

（略） 

３ 保健活動 

  県健康福祉部は、災害による健康被害を最小限にとどめ、早期

回復を図るため、保健活動を次のとおり推進する。 

（１）避難者等の健康管理、二次健康被害の予防 

健康福祉センター（保健所）と市町村は連携し、要配慮者の

健康状態等の把握、避難所等巡回による被災者の健康管理、二

次健康被害の予防の保健活動を行う。 

（２）体制整備 

健康福祉センター（保健所）と市町村は、平常時から要配慮

者等の把握、避難所等における予防活動や保健活動の連携、応

援派遣要請の対応等について協議を行う。 

健康福祉部は保健活動計画を立て、必要に応じて段階的に、

管轄外保健所等の応援調整、県内市町村への応援要請、厚生労

働省への県外派遣の調整を依頼し、受援調整を行う。 

東-5-42 組織再編に伴う

修正 

第１１節 その他の対策 

 
１ 食料、医薬品等の確保 

 県は、警戒宣言が発せられた場合、発災後の被災者の応急救護

に必要な食料、医薬品を確保するため、次の措置を講じる。 

（１）食料の確保 

 農林水産部は、次の措置を講じる。 

ア 市町村長から災害応急食料割当申請があった場合の準備

体制をとる。 

イ 農林水産省農産局長に対して出庫準備要請をする。 

ウ 市町村に対して、食料供給体制をとるよう指示する。 

 

第１１節 その他の対策 

 
１ 食料、医薬品等の確保 

 県は、警戒宣言が発せられた場合、発災後の被災者の応急救護

に必要な食料、医薬品を確保するため、次の措置を講じる。 

（１）食料の確保 

 農林水産部は、次の措置を講じる。 

ア 市町村長から災害応急食料割当申請があった場合の準備

体制をとる。 

イ 農林水産省政策統括官に対して出庫準備要請をする。 

ウ 市町村に対して、食料供給体制をとるよう指示する。 
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東-5-42 施設名称の変更 ３ 県が管理、運営する施設対策 

 県が管理、運営するさわやかちば県民プラザ、社会教育施設、

社会体育施設、都市公園等については、原則として開館、開催、

供用を自粛するものとする。 

（１）教育委員会 

   警戒宣言が発せられた場合、各施設管理者は、原則として開

館を自粛する。この場合図書館、博物館等の個人使用形態をと

る施設においては個人施設利用者に、総合スポーツセンター、

青少年自然の家等団体利用形態をとる施設においては主催責

任者に、それぞれ協力を呼びかける。 

なお、各施設においては、職員の役割分担の確認を行い、防

災用施設、設備の作動準備、危険箇所の応急点検、危険物の保

安措置を講じる。 

 

 

該当施設 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

３ 県が管理、運営する施設対策 

 県が管理、運営するさわやかちば県民プラザ、社会教育施設、

社会体育施設、都市公園等については、原則として開館、開催、

供用を自粛するものとする。 

（１）教育委員会 

   警戒宣言が発せられた場合、各施設管理者は、原則として開

館を自粛する。この場合図書館、博物館等の個人使用形態をと

る施設においては個人施設利用者に、総合スポーツセンター、

青年の家等団体利用形態をとる施設においては主催責任者に、

それぞれ協力を呼びかける。 

なお、各施設においては、職員の役割分担の確認を行い、防

災用施設、設備の作動準備、危険箇所の応急点検、危険物の保

安措置を講じる。 

 

 

該当施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さわやかちば県民プラザ 千葉県立中央図書館 千葉県立西

部図書館 千葉県立東部図書館 千葉県総合スポーツセンタ

ー 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 千葉県国際総

合水泳場 千葉県立美術館 千葉県立中央博物館 千葉県立

中央博物館大利根分館 千葉県立中央博物館大多喜城分館 

千葉県立中央博物館分館海の博物館 千葉県立現代産業科学

館 千葉県立関宿城博物館 千葉県立房総のむら 千葉県立

手賀の丘青少年自然の家 千葉県立水郷小見川青少年自然の

家 千葉県立君津亀山青少年自然の家 千葉県立東金青少年

自然の家 千葉県立鴨川青少年自然の家 

さわやかちば県民プラザ 千葉県立中央図書館 千葉県立

西部図書館 千葉県立東部図書館 千葉県総合スポーツセ

ンター 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 千葉県

国際総合水泳場 千葉県立美術館 千葉県立中央博物館 

千葉県立中央博物館大利根分館 千葉県立中央博物館大

多喜城分館 千葉県立中央博物館分館海の博物館 千葉

県立現代産業科学館 千葉県立関宿城博物館 千葉県立房

総のむら 千葉県立手賀の丘少年自然の家 千葉県立水郷

小見川少年自然の家 千葉県立君津亀山少年自然の家 千

葉県立東金青年の家 千葉県立鴨川青年の家 
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東-5-43 

 

関係法令改正の

ため 

５ その他（特定動物の逸走防止） 

県健康福祉部は、警戒宣言発令時において特定動物の飼育者等に

対し、二重施錠の確認補修等逸走防止対策の強化を指示する。 

なお、飼育者等が警戒宣言発令時においてとるべき措置は、次のと

おりである。 

（１）「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動

物の管理の方法等の基準を定める省令」等により、あらかじめ

定めた緊急時の措置をとる。 

（略）。 

 

５ その他（特定動物の逸走防止） 

県健康福祉部は、警戒宣言発令時において特定動物の飼育者等に

対し、二重施錠の確認補修等逸走防止対策の強化を指示する。 

なお、飼育者等が警戒宣言発令時においてとるべき措置は、次のと

おりである。 

（１）「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」等

により、あらかじめ定めた緊急時の措置をとる。 

（略） 
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○千葉県地域防災計画【風水害等編】 

 

ページ 修正理由 修正案 現行 
 

 

 

風-1-2 

 

 

 

防災基本計画

修正に伴う語

句の修正 

第１章 総 則  

 
 本編は、第１編総則で示された目的や基本的な考え方に基づ

き、集中豪雨や台風、竜巻などに起因する風水害等による被害を

軽減し、県民の生命、身体及び財産を守ることを目的とし、平時

からの災害予防対策、災害時における災害応急対策及びその後の

復旧・復興対策の基本について定め、防災対策に万全を期するも

のとする。 

第１章 総 則  

 
 本編は、第１編総則で示された目的や基本的な考え方に基づ

き、集中豪雨や台風、竜巻などに起因する風水害等による被害を

軽減し、県民の生命、身体及び財産を守ることを目的とし、平時

からの災害予防対策、発災時における災害応急対策及びその後の

復旧・復興対策の基本について定め、防災対策に万全を期するも

のとする。 
 

 

風-1-3 

 

 

防災基本計画

修正のため 

第１節 県土の保全 
 

１ 治 水 

河川の流水が人類に与える利益には、計り知れないものがある

反面、豪雨の際には、市街地の宅地の浸水被害や、耕地を押し

流し、農作物に被害を与えるなど大災害を発生する原因となっ

ている。特に狭い国土に多数の人口を擁しているわが国では、

高度の土地利用が要求され、河川流域の利用度が著しく高いた

め、ひとたび河川が氾濫すると、被害は多大なものとなる。そ

こで災害発生の可能性を軽減し、又は発生した災害を最小限度

にするために、築堤や河道掘削等の河川改修を推進するととも

に、これらの河川管理者等が主体となって行う治水対策に加

え、流域のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減さ

せる治水対策、「流域治水」の推進が重要である。 

県の境界線を流れる江戸川、利根川は、直轄河川として国が直

接改修工事を行っており、この改修は、本県にとって治水上大

きな影響があることから、これらの推進も重要である。 

第１節 県土の保全 
 

１ 治 水 

  河川の流水が人類に与える利益には、計り知れないものがあ

る反面、豪雨の際には、市街地の宅地の浸水被害や、耕地を押

し流し、農作物に被害を与えるなど大災害を発生する原因とな

っている。 

  特に狭い国土に多数の人口を擁しているわが国では、高度の

土地利用が要求され、河川流域の利用度が著しく高いため、ひ

とたび河川が氾濫すると、被害は多大なものとなる。そこで災

害発生の可能性を軽減し、又は発生した災害を最小限度にする

ために、広域河川改修事業、総合流域防災事業、総合治水対策

特定河川事業、防災調節池事業等の河川改修事業を推進すると

ともに、流域の持つ保水・遊水機能の確保及び防災上安全な土

地利用の誘導等の推進が重要である。 

  県の境界線を流れる江戸川、利根川は、直轄河川として国が

直接改修工事を行っており、この改修は、本県にとって治水上

大きな影響があることから、これらの推進も重要である。 

 

 

 

 

風-2-3 

 

 

 

 

防災基本計画

第２章 災害予防計画 

 

第１節 防災意識の向上 
災害による被害を最小限にとどめ、被害の拡大を防止し、県民

第２章 災害予防計画 

 

第１節 防災意識の向上 
災害による被害を最小限にとどめ、被害の拡大を防止し、県民
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修正のため の生命、身体、財産を守るためには、防災関係機関の防災対策の

推進にあわせて、県民一人ひとりが「自らの身の安全は、自らが

守る（自助）」ことを基本認識としながら、災害についての正しい

認識をもち、日頃から災害時に冷静に行動できる力を身につける

ことが最も重要なことである。 

 このため、県、市町村、防災関係機関は、防災教育の推進に努

めるとともに、特に台風シーズン到来前などの時期をねらい、可

能な限り多様な媒体を用いて防災及び減災思想の普及、啓発活動

を行い、県民の防災及び減災意識の向上を図るとともに、各地域

の自主防災組織、各事業所の防災体制の充実を図る。 

 さらに、これら組織が災害時に円滑かつ的確に活動できるよ

う、実践的な防災訓練を積極的に実施する。 

 なお、防災知識の普及に当たっては、気候変動の影響も踏まえ

つつ、高齢者、障害者、外国人、乳幼児その他の要配慮者への広

報にも十分配慮するとともに、男女双方の視点を盛り込んだわか

りやすい広報資料の作成に努める。 

の生命、身体、財産を守るためには、防災関係機関の防災対策の

推進にあわせて、県民一人ひとりが「自らの身の安全は、自らが

守る（自助）」ことを基本認識としながら、災害についての正しい

認識をもち、日頃から災害時に冷静に行動できる力を身につける

ことが最も重要なことである。 

 このため、県、市町村、防災関係機関は、防災教育の推進に努

めるとともに、特に台風シーズン到来前などの時期をねらい、可

能な限り多様な媒体を用いて防災及び減災思想の普及、啓発活動

を行い、県民の防災及び減災意識の向上を図るとともに、各地域

の自主防災組織、各事業所の防災体制の充実を図る。 

 さらに、これら組織が災害時に円滑かつ的確に活動できるよ

う、実践的な防災訓練を積極的に実施する。 

 なお、防災知識の普及に当たっては、高齢者、障害者、外国

人、乳幼児その他の要配慮者への広報にも十分配慮するととも

に、男女双方の視点を盛り込んだわかりやすい広報資料の作成に

努める。 

風-2-3 防災基本計画

修正のため 

２ 過去の災害教訓の伝承（全庁、市町村）  
県及び市町村は、過去に起こった大規模災害の教訓を後世に伝

えていくため、災害に関する調査結果や資料を広く収集・整理

し、適切に保存するとともに、県民に閲覧できるよう公開に努め

るものとする。 
  また、国土地理院と連携して、災害に関する石碑やモニュメン

ト等の自然災害伝承碑が持つ意味を正しく後世に伝えていくよう

努めるものとする。 

２ 過去の災害教訓の伝承（全庁、市町村）  
県及び市町村は、過去に起こった大規模災害の教訓を後世に伝

えていくため、災害に関する調査 結果や資料を広く収集・整理

し、適切に保存するとともに、県民に閲覧できるよう公開に努め

るものとする。 
 
 
 

風-2-3 防災基本計画

修正のため 

３ 防災広報の充実 

  平時から正しい知識を持ち、自ら考え行動する力を身につけ

るなど、自助・共助の取組みを強化するため、県、市町村をは

じめとする様々な防災関係機関が、あらゆる広報媒体や気象防

災アドバイザー等の専門家の知見を活用し防災広報の充実に努

める。 

（１）広報すべき内容 

   災害が発生し、又は発生のおそれがあるときにおいて、あ

らかじめ各世帯が承知しておくべき次の事項の周知に努める

３ 防災広報の充実 

平時から正しい知識を持ち、自ら考え行動する力を身につけ

るなど、自助・共助の取組みを強化するため、県、市町村をは

じめとする様々な防災関係機関が、あらゆる広報媒体を活用し

防災広報の充実に努める。 
 

（１）広報すべき内容 

   災害が発生し、又は発生のおそれがあるときにおいて、あ

らかじめ各世帯が承知しておくべき次の事項の周知に努める
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ものとする。 

  ア 災害時の心得 

  （ア）避難指示等の発令基準に活用する防災気象情報や５段

階の警戒レベル等の関係性の意味と内容及び地域の水害・

土砂災害リスクや災害時にとるべき行動についての説明 

 （略） 

  （カ）指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅

館等の避難場所、避難経路等の確認 

（キ）通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方 

（ク）自動車へのこまめな満タン給油 

（ケ）被災世帯の心得ておくべき事項 

（コ）保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 

（サ）飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所での

飼養についての準備 

(シ) 家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内 
 外の写真を撮影するなど、生活の再建に資する行動 

ものとする。 

  ア 災害時の心得 

  （ア）避難勧告等の発令基準に活用する防災気象情報や５段

階の警戒レベル等の関係性の意味と内容及び地域の水害・

土砂災害リスクや災害時にとるべき行動についての説明 

（略） 

  （カ）避難予定場所と経路等 

  

（新設） 

（キ）自動車へのこまめな満タン給油 

（ク）被災世帯の心得ておくべき事項 

（ケ）保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 

（新設） 

 

（新設） 
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ページ 修正理由 修正案 現行 
風-2-5 

 
防災基本計画 

修正に伴う語

句の修正 

４ 自主防災体制の強化（防災危機管理部、商工労働部、市町

村） 

（１）自主防災組織の育成・地域防災ネットワークづくりへの支援 

災害による被害の防止又は軽減を図るためには、「自分た

ちの地域は自分たちで守る」という共助として、住民の自主

的な 救助活動や防災活動、具体的には、住民自ら予防対策

の推進、出火防止、初期消火、被災者の救出救護、避難誘

導、避難所運営等を行うことが必要であり、特に高齢者、障

害者等の所在を把握し、救出救護体制を整備することが必要

である。 
     このため、市町村は地域住民による自主防災組織の設置促

進と活性化を図ることとし、日頃から大地震が発生した場合

を想定した訓練の実施などを推進する。また、市町村は、避

難行動要支援者の救出救護体制の整備として、避難支援等関

係者と連携して避難行動要支援者名簿に基づく避難支援のた

めの個別避難計画の作成を進めることとする。 
     県は、自主防災組織の機能強化を図るため、市町村及び気

象防災アドバイザー等の専門家との連携のもと、大規模災害

時において各組織を取りまとめ、行政との連絡調整役を担う

災害対策コーディネーターの養成や、消防学校において、地

域防災力の中核を担う自主防災組織や企業の自衛防災組織な

どを対象に実践的な訓練・研修を実施するなど、共助の中核

となる人材育成を促進する。 

また、自主防災組織の災害時における迅速かつ的確な行動

力の養成等を図るためには、継続的な防災活動とそれを支え

る消防団、民生委員、小中学校、地域のボランティア等の地

域コミュニティによる防災ネットワークづくりが重要であ

り、県と市町村は協力してこれを促進する。 

    なお、自主防災組織の活動形態は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

４ 自主防災体制の強化（防災危機管理部、商工労働部、市町

村） 

（１）自主防災組織の育成・地域防災ネットワークづくりへの支援 

災害による被害の防止又は軽減を図るためには、「自分たち

の地域は自分たちで守る」という共助として、住民の自主的

な救助活動や防災活動、具体的には、住民自ら予防対策の推

進、出火防止、初期消火、被災者の救出救護、避難誘導、避

難所運営等を行うことが必要であり、特に高齢者、障害者等

の所在を把握し、救出救護体制を整備することが必要であ

る。 
    このため、市町村は地域住民による自主防災組織の設置促進

と活性化を図ることとし、日頃から大地震が発生した場合を想

定した訓練の実施などを推進する。また、市町村は、避難行動

要支援者の救出救護体制の整備として、避難支援等関係者と連

携して避難行動要支援者名簿に基づく避難支援のための個別計

画の策定を進めることとする。 
    県は、自主防災組織の機能強化を図るため、市町村との連携

のもと、大規模災害発生時において各組織を取りまとめ、行政

との連絡調整役を担う災害対策コーディネーターの養成や、消

防学校において、地域防災力の中核を担う自主防災組織や企業

の自衛防災組織などを対象に実践的な訓練・研修を実施するな

ど、共助の中核となる人材育成を促進する。 

  また、自主防災組織の災害時における迅速かつ的確な行動力

の養成等を図るためには、継続的な防災活動とそれを支える消

防団、民生委員、小中学校、地域のボランティア等の地域コミ

ュニティによる防災ネットワークづくりが重要であり、県と市

町村は協力してこれを促進する。 

    なお、自主防災組織の活動形態は次のとおりである。 
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自主防災組織の活動形態 
 

平 

常 

時 

１ 防災知識の広報・啓発（地域ぐるみでの防災意識の

醸成、家庭内の安全対策） 

２ 災害危険度の把握（土砂災害危険区域、地域の災害

履歴、ハザードマップ） 

３ 防災訓練（個別訓練、総合訓練、体験イベント型訓

練、図上訓練） 

４ 家庭の安全点検（家具等の転倒・落下防止、火気器

具・危険物品・木造建物の点検） 

５ 防災資機材等の整備（応急手当用医薬品、消火用・

救助用・防災資機材等の整備） 

６ 要配慮者対策（要配慮者の把握、支援方法の整理な

ど） 

７ 他団体と連携した訓練活動の実施（近隣の自主防災

組織・消防団・福祉団体・企業などとの合同訓練、学

災
害
時 

 

１ 情報の収集及び伝達（被害の状況、気象警報及び注

意報、ライフラインの状況、避難指示など） 

２ 出火防止、初期消火 

３ 救出・救護（救出活動・救護活動） 

４ 避難（避難誘導、避難所の運営等） 

５ 給食・給水（避難所での食料や飲料水・救援物資の

配分、炊き出しなど） 

自主防災組織の活動形態 
 

平 

常 

時 

１ 防災知識の広報・啓発（地域ぐるみでの防災意識の醸

成、家庭内の安全対策） 

２ 災害危険度の把握（土砂災害危険区域、地域の災害履

歴、ハザードマップ） 

３ 防災訓練（個別訓練、総合訓練、体験イベント型訓

練、図上訓練） 

４ 家庭の安全点検（家具等の転倒・落下防止、火気器

具・危険物品・木造建物の点検） 

５ 防災資機材等の整備（応急手当用医薬品、消火用・救

助用・防災資機材等の整備） 

６ 要配慮者対策（要配慮者の把握、支援方法の整理な

ど） 

７ 他団体と連携した訓練活動の実施（近隣の自主防災組

織・消防団・福祉団体・企業などとの合同訓練、学校等

発
災
時 

 

１ 情報の収集及び伝達（被害の状況、気象警報及び注意

報、ライフラインの状況、避難勧告又は指示など） 

２ 出火防止、初期消火 

３ 救出・救護（救出活動・救護活動） 

４ 避難（避難誘導、避難所の運営等） 

５ 給食・給水（避難所での食料や飲料水・救援物資の配

分、炊き出しなど） 

風-2-6 

 
防災基本計画 

修正のため 
５ 防災訓練の充実 

  災害時における防災活動の迅速かつ円滑な実施を期するた

め、各防災関係機関相互及び地域の自主防災組織や住民との協

力体制の確立に重点を置いた総合訓練や各個別訓練を次のとお

り実施する。 

  実施に当たっては、風水害及び被害の想定を明らかにすると

ともに通信や交通の途絶、停電、感染症が拡大している状況等

様々な条件を設定し、参加者自身の判断が求められるなど実践

的なものとなるよう工夫する。 

  また、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよ

５ 防災訓練の充実 

  災害時における防災活動の迅速かつ円滑な実施を期するた

め、各防災関係機関相互及び地域の自主防災組織や住民との協

力体制の確立に重点を置いた総合訓練や各個別訓練を次のとお

り実施する。 

  実施に当たっては、風水害及び被害の想定を明らかにすると

ともに通信や交通の途絶、停電等、様々な条件を設定し、参加者

自身の判断が求められるなど実践的なものとなるよう工夫する。

  また、訓練後には評価を行い、課題等を明らかにしてその改 

善に努める。 
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う、関係機関と連携して、実践型の防災訓練を実施するよう

努めるものとする。 
   訓練後には評価を行い、課題等を明らかにしてその改善に

努める。 

 

 

風-2-9 

 

 

防災基本計画

修正に伴う語

句の修正及び

表現の統一 

第２節 水害予防対策 

 

１ 水害予防計画（環境生活部、農林水産部、県土整備部） 

（略） 

（４）河川改修等の治水事業 

千葉県の河川は、県管理の一級河川として根木名川ほか８

８河川、二級河川として養老川ほか１３６河川があり、国の

交付金を受けて広域河川改修事業、住宅市街地基盤整備事

業、総合治水対策特定河川事業、都市基盤河川改修事業等を

実施してきた。 

これまでの河川改修によって、治水安全度は着実に向上し

ているが、局所的集中豪雨や都市化の進展などに起因する水

害の発生がいまだ多く見られ、最近は、河川から越水する外

水氾濫よりは、雨水が河川に十分排水されないことに起因す

る内水氾濫が多くなっている。これは、河川流下断面の不足

により河川の水位が高くなってしまうことや主として市町村

が行う都市下水等の内水排除施設の能力不足に起因してお

り、引き続き治水安全度を高めるための施策の実施が必要で

ある。 

ア 河川の整備 

時間雨量５０㎜（年超過確率おおむね 1/10 の降雨）に対

して安全な河川整備を進める 

 （略） 

（５）浸水想定区域等の作成及び公表 

  ア 浸水想定区域の調査 

県及び市町村は河川周辺地域での外水及び内水の氾濫の影

響により、家屋の浸水が予想される浸水想定区域をあらかじ

め調査し、水害による被害の軽減に努めるものとする。 

  （略） 

    イ 浸水想定区域等の周知 

第２節 水害予防対策 

 

１ 水害予防計画（環境生活部、農林水産部、県土整備部） 

（略） 

（４）河川改修等の治水事業 

千葉県の河川は、県管理の一級河川として根木名川ほか８

８河川、二級河川として養老川ほか１３６河川があり、国の

交付金を受けて広域河川改修事業、住宅市街地基盤整備事

業、総合治水対策特定河川事業、都市基盤河川改修事業等を

実施してきた。 

これまでの河川改修によって、治水安全度は着実に向上し

ているが、局所的集中豪雨や都市化の進展などに起因する水

害の発生がいまだ多く見られ、最近は、河川から越水する外

水氾濫よりは、雨水が河川に十分排水されないことに起因す

る内水氾濫が多くなっている。これは、河川流下断面の不足

により河川の水位が高くなってしまうことや主として市町村

が行う都市下水等の内水排除施設の能力不足に起因してお

り、引き続き治水安全度を高めるための施策の実施が必要で

ある。 

ア 河川の整備 

時間雨量５０㎜（おおむね 10年に 1回の降雨）に対して

安全な河川整備を進める。 

(略) 

（５）浸水想定区域等の作成及び公表 

ア 浸水予想区域の調査 

県及び市町村は河川周辺地域での外水及び内水の氾濫の影

響により、家屋の浸水が予想される浸水予想区域をあらかじ

め調査し、水害による被害の軽減に努めるものとする。 

  （略） 

    イ 浸水予想区域等の周知 
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市町村は、水害の危険性を正しく認識してもらうため

に、各種ハザードマップや広報紙等により、一般住民に対

し浸水想定区域や避難所等の周知に必要な措置を講ずるも

のとする。 

また、県は、市町村が各種ハザードマップを作成するに

あたり必要に応じ、浸水実績図や浸水想定区域図等を提供

し、支援するものとする。 

  ウ 災害危険区域の指定 

県及び市町村は、洪水等による危険の著しい区域につい

ては、災害を未然に防止するため、災害危険区域の指定に

ついて検討を行い、必要な措置を講ずるものとする。 

なお、災害危険区域の指定を行う場合は、既成市街地の

形成状況や浸水想定区域等を踏まえて、様々な建築の制限

を幅広く検討するものとする。 

  (略) 

（７）気象（降水量）、河川水位等の観測 

 （略） 

イ 県管理河川 

（略） 

（イ）水位観測所 

千葉県水防テレメータ水位観測所は矢作局ほか１０８か所

に設置している。 

千葉県水防計画資料編第２章「観測通報」、第７章第３節

「防災行政無線系統」、４節「水位及び雨量観測所(水防テレメ

ータ一覧表)」を参照のこと。 

このほか、水位周知河川の基準水位観測所等を補完する危

機管理型水位計を３４箇所に設置している。また、よりきめ

細やかな河川の監視体制の構築に向け、水位周知河川とその

支川２９箇所設置している。 

市町村は、水害の危険性を正しく認識してもらうために、

各種ハザードマップや広報紙等により、一般住民に対し浸水

予想区域や避難所等の周知に必要な措置を講ずるものとす

る。 

また、県は、市町村が各種ハザードマップを作成するにあ

たり必要に応じ、浸水実績図や浸水予想区域図等を提供

し、支援するものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（７）気象（降水量）、河川水位等の観測 

 （略） 

イ 県管理河川 

（略） 

（イ）水位観測所 

千葉県水防テレメーター水位観測所は矢作局ほか１０８か

所に設置している。 

千葉県水防計画資料編第２章「観測通報」、第７章第３節

「防災行政無線系統」、４節「水位及び雨量観測所(水防テレメ

ータ一覧表)」を参照のこと。 

このほか、水位周知河川の基準水位観測所等を補完する危機

管理型水位計を３４箇所に設置したところであり、さらにより

きめ細やかな河川の監視体制の構築に向け、水位周知河川とそ

の支川を対象に２９箇所の設置を進めるなど、増設に努めるも

のとする。 
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風-2-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風-2-13 

語句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

２ 高潮予防計画（環境生活部、農林水産部、県土整備部） 
 

（５）干拓堤防等の改修事業 

長浦海岸のうち、国営干拓建設事業で実施した干拓堤防は次

のとおりであり、県は、国から施設の管理委託を受け維持管理

を行っている。 

なお、印旛沼については、昭和３８年度から水資源開発公団

（現：独立行政法人水資源機構）により総合開発が実施され、

干拓部分を含め全体で堤防３８,９７８mが施工された。 
（略） 
（７）高潮の防止対策 

   昭和３１年の海岸法制定以来、海岸保全区域を指定し、

高潮等について防止対策を実施することになったが、その

概要は次表のとおりである。 

 ア 海岸保全区域      （令和 3年 7月 1日現在） 
 

区      域 延 長（ｍ） 

保全区域指定済延長 

内 水管理・国土保全局（国土交通省）所

管 

〃 港湾局（国土交通省）所管 

 〃 農村振興局所管 

〃 水産庁所管 

303,784 

182,326 

76,652 

13,048 

32,668 

２ 高潮予防計画（環境生活部、農林水産部、県土整備部） 
 
（５）干拓堤防等の改修事業 

長浦海岸のうち、国営干拓建設事業で実施した干拓堤防は次

のとおりであり、県は、国から施設の管理委託を受け維持管理

を行っている。 

なお、印旛沼については、昭和３７年度から独立行政法人水

資源機構により総合開発が実施され、干拓堤防３８,９７８m が

施行された。 

 
 （略） 
 （７）高潮の防止対策 

    昭和３１年の海岸法制定以来、海岸保全区域を指定し、

高潮等について防止対策を実施することになったが、その

概要は次表のとおりである。 

ア 海岸保全区域      （平成 25 年 3 月 31 日現在） 
 

区      域 延 長（ｍ）

保全区域指定済延長 

内 水管理・国土保全局（国土交通省）所

管 

〃 港湾局（国土交通省）所管 

 〃 農村振興局所管 

〃 水産庁所管 

303,784 

182,326 

75,742 

13,048 

32,668 
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風-2-14 防災基本計画 

修正のため 

３ 災害に強いまちづくりの推進（県土整備部、市町村） 
市町村は、立地適正化計画による都市のコンパクト化及び

防災まちづくりの推進に当たっては、災害リスクを十分考慮

の上、居住誘導区域を設定するとともに、同計画にハード・

ソフト両面からの防災対策・安全確保対策を定める防災指針

を位置付けるものとする。 
また、県及び市町村は水害の発生のおそれのある土地の区

域について、水害に対するリスクの評価を踏まえ、都市的土

地利用を誘導しないものとし、必要に応じて、移転等も促進

するなど、水害に強い土地利用の推進に努めるものとする。 

（新設） 

 

 

 

風-2-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画

修正及び修正

に伴う語句の

修正 

第３節 土砂災害等予防対策 

 
１ 土砂災害防止法に基づく対策の推進（県土整備部、市町村） 
（略） 

（２）基礎調査の推進 

県は、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体

に危害が生ずるおそれがある土地、当該土地のうち建築物に

損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそ

れがある土地について、その土地の利用状況、人家、公共施

設等の状況、過去の災害実態等について調査する。 

また、基礎調査については、おおむね５年ごとに、各区域

における土砂災害警戒区域等の指定を踏まえた警戒避難体制

の整備状況、地形や土地利用の状況等を確認し、変化が認め

られた箇所等については、現地確認を行うなど、当該区域に

おいて必要な項目について詳細な調査を行うものとする。 

さらに、区域指定を予定していない箇所での土砂災害が全

国で確認されていることから、「土砂災害防止対策基本指

針」に基づき、数値標高モデルを用いた危険箇所の抽出や

「市町村との情報共有の仕組み」による危険箇所の把握を行

った結果を「基礎調査予定箇所」として選定し、市町村と連

携して、計画的に基礎調査を実施する。 

第３節 土砂災害等予防対策 

 
１ 土砂災害防止法に基づく対策の推進（県土整備部、市町村） 
（略） 

（２）基礎調査の推進 

県は、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体

に危害が生ずるおそれがある土地、当該土地のうち建築物に

損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそ

れがある土地について、その土地の利用状況、人家、公共施

設等の状況、過去の災害実態等について調査する。 

また、基礎調査については、おおむね５年ごとに、各区域

における土砂災害警戒区域等の指定を踏まえた警戒避難体制

の整備状況、地形や土地利用の状況等を確認し、変化が認め

られた箇所等については、現地確認を行うなど、当該区域に

おいて必要な項目について詳細な調査を行うものとする。 

さらに、区域指定を予定していない箇所での土砂災害が全

国で確認されたことを踏まえ、数値標高モデル等の高精度な

地形情報等を用いて危険箇所を抽出し、また、「市町村との情

報共有の仕組み」により危険箇所を把握し、基礎調査を実施

する。 
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＜資料編８－９ 基礎調査予定箇所一覧表＞ 
風-2-16 防災基本計画

修正に伴う語

句修正及び気

象庁より発表

される気象情

報の修正 

２ 土砂災害に対する警戒避難体制の整備（防災危機管理部、県

土整備部、警察本部、市町村） 
（略） 
（２）警戒避難体制の整備等 
 （略） 
 イ 市町村は、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報

の発表など土砂災害発生の危険が予想されたときは、体

制の強化を図り、土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）

の危険度分布）などの土砂災害発生の切迫性や危険度の

推移がわかる補足情報、前兆現象を参考にして、土砂災

害発生のおそれがある地域を特定した上で、的確に、緊

急安全確保、避難指示、高齢者等避難を発令する。 

特に高齢者等避難は要配慮者等が避難を開始するため

の情報であることから、市町村は、当該要配慮者の避難

に要する時間を的確に把握するよう努める。 

また、市町村は、これらについて、必要に応じて気象

台、県等に助言を求めるものとし、県は災害発生の危険

性が高まった場合、市町村に対して避難指示等の発令基

準に活用する防災気象情報を、警戒レベルとの関係が明

確になるよう、５段階の警戒レベル相当情報として区分

し、必要な情報を提供するとともに、平時から、気象台

等の関係機関と連携して情報の利活用について助言・周

知を図る。 

 

 

ウ 市町村は、市町村地域防災計画において、土砂災害警

戒区域内の要配慮者利用施設で土砂災害のおそれがある

ときに利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要な施設

の名称及び所在地について定めるものとする。名称及び

所在地を定めた施設については、市町村は市町村地域防

災計画において、当該施設の所有者又は管理者に対する

土砂災害に関する情報、予報及び警報、避難指示等の情

報の伝達方法を定めるとともに、当該区域内における在

２ 土砂災害に対する警戒避難体制の整備（防災危機管理部、県

土整備部、警察本部、市町村） 
（略） 
（２）警戒避難体制の整備等 
 （略） 
 イ 市町村は、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報

の発表など土砂災害発生の危険が予想されたときは、体

制の強化を図り、大雨警報（土砂災害）の危険度分布や

土砂災害警戒判定メッシュ情報などの土砂災害発生の切

迫性や危険度の推移がわかる補足情報、前兆現象を参考

にして、土砂災害発生のおそれがある地域を特定した上

で、的確に、災害発生情報、避難指示（緊急）、避難勧

告、避難準備・高齢者等避難開始等を発令する。 

特に避難準備・高齢者等避難開始は要配慮者等が避難

を開始するための情報であることから、市町村は、当該

要配慮者の避難に要する時間を的確に把握するよう努め

る。 

また、市町村は、これらについて、必要に応じて気象

台、県等に助言を求めるものとし、県は災害発生の危険

性が高まった場合、市町村に対して避難勧告等の発令基

準に活用する防災気象情報を、警戒レベルとの関係が明

確になるよう、５段階の警戒レベル相当情報として区分

し、必要な情報を提供するとともに、平時から、気象台

等の関係機関と連携して情報の利活用について助言・周

知を図る。 

ウ 市町村は、市町村地域防災計画において、土砂災害警

戒区域等内に要配慮者利用施設で土砂災害のおそれがあ

るときに利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要な施

設の名称及び所在地について定めるものとする。名称及

び所在地を定めた施設については、市町村は市町村地域

防災計画において、当該施設の所有者又は管理者に対す

る土砂災害に関する情報、予報及び警報、避難勧告等の

情報の伝達方法を定めるとともに、当該区域内における
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宅の要配慮者に対する避難支援体制の確立に努めるもの

とする。 

エ 県及び市町村は、要配慮者利用施設の避難確保に関す

る計画や避難訓練の実施状況等について、定期的に確認

するよう努めるものとする。 

また、市町村は、当該施設の所有者又は管理者に対し

て、必要に応じて、円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

めに必要な助言等を行うものとする。 

オ 市町村は、土砂災害に対する住民の警戒避難体制とし

て、土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難指

示等を発令することを基本とした具体的な避難指示等の

発令基準を設定するものとする。  

また、面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて市町

村をいくつかの市域に分割した上で、土砂キキクル（大

雨警報（土砂災害）の危険度分布）等を用い、危険度の

高まっている領域が含まれる地域内の全ての土砂災害警

戒区域等に絞り込んで避難指示等を発令できるよう、発

令範囲をあらかじめ具体的に設定するとともに、必要に

応じ見直すよう努めるものとする。 

カ 市町村は、避難指示の発令の際には、避難場所を開設

していることが望ましいが、避難のためのリードタイム

が少ない局地的かつ短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避

難指示等を発令するものとする。また、そのような事態

が生じ得ることを住民にも周知するものとする。 

 キ   市町村は、土砂災害警戒区域等の指定がされていない

土砂災害が発生するおそれがある箇所についても、指定

区域における対応に準じた警戒避難体制の整備に努める

ものとする。 

在宅の要配慮者に対する避難支援体制の確立に努めるも

のとする。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

エ 市町村は、土砂災害に対する住民の警戒避難体制とし

て、土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難勧

告等を発令することを基本とした具体的な避難勧告等の

発令基準を設定するものとする。  

また、面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて市町

村をいくつかの市域に分割した上で、大雨警報（土砂災

害）の危険度分布や土砂災害警戒判定メッシュ情報等を

用い、危険度の高まっている領域が含まれる地域内の全

ての土砂災害警戒区域等に絞り込んで避難勧告等を発令

できるよう、発令範囲をあらかじめ具体的に設定すると

ともに、必要に応じ見直すよう努めるものとする。 

オ 市町村は、避難勧告の発令の際には、避難場所を開設

していることが望ましいが、避難のためのリードタイム

が少ない局地的かつ短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避

難勧告等を発令するものとする。また、そのような事態

が生じ得ることを住民にも周知するものとする。 

   カ 市町村は、土砂災害警戒区域等の指定がされていない

土砂災害危険箇所についても、指定区域における対応に

準じた警戒避難体制の整備に努めるものとする。 

 
風-2-17 防災基本計画

修正に伴う語

句の修正 

４ 県土保全事業の推進（商工労働部・農林水産部・県土整備

部） 
 土砂災害は、地形・地質等を素因とし、大雨等を誘因として

発生するもので、その防止については、科学的調査により地

４ 県土保全事業の推進（商工労働部・農林水産部・県土整備

部） 
 土砂災害は、地形・地質等を素因とし、大雨等を誘因として

発生するもので、その防止については、科学的調査により地
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形・地質・気象・地下構造・地下水の状況等を十分把握し、地

すべり等の発生のメカニズムを解明して効果的な防止工事を進

める必要がある。 
（１）急傾斜地崩壊対策 
       本県の土砂災害（がけ崩れ）が発生するおそれがある箇

所は、県南部の丘陵地から県北部の下総台地まで県下全域に

分布している。特に、近年都市部では、首都近郊の都市化現

象によって「がけ地」周辺まで住宅地の進出が見られる。 
ア 急傾斜地崩壊危険区域の指定 
    県は、急傾斜地法第３条の規定により、市町村と協議のう

え急傾斜地崩壊危険区域を指定している。 
    現在、急傾斜地崩壊危険区域に指定されている区域は＜資

料編８－７急傾斜地崩壊危険区域一覧表＞のとおりである

が、この指定区域に含まれていない土砂災害が発生するおそ

れがある箇所についても、当該箇所及び周辺地域の状況に応

じ、区域指定の促進を図る。 
（略） 
エ 施設整備の向上 
土砂災害（がけ崩れ）が発生するおそれがある箇所のうち、

急傾斜地法第３条の規定により、特に施設整備の必要な箇所に

ついて急傾斜地崩壊危険区域に指定し、①要配慮者利用施設に

係る箇所、②避難所や避難路を有する箇所、③崖の状態が悪く

緊急性の高い箇所について重点的に施設整備を実施する。 
 

（略） 
（３）地すべり対策 
 （略） 
  ウ 防止工事の実施 

県は、地すべり防止区域の指定を受けたときは、関係市町

村と協議し、地すべり防止工事に関する基本計画を作成し、

これに基づき緊急度の高い区域から順次防止工事を実施す

る。 

形・地質・気象・地下構造・地下水の状況等を十分把握し、地

すべり等の発生のメカニズムを解明して効果的な防止工事を進

める必要がある。 
（１）急傾斜地崩壊対策 
        本県の土砂災害（がけ崩れ）が発生するおそれがある箇

所は、県南部の丘陵地から県北部の下総台地まで県下全域

に分布している。特に、近年都市部では、首都近郊の都市

化現象によって「がけ地」周辺まで住宅地の進出が見られる。 
ア 急傾斜地崩壊危険区域の指定 

        県は、急傾斜地法第３条の規定により、市町村と協議の

うえ急傾斜地崩壊危険区域を指定している。 
           現在、急傾斜地崩壊危険区域に指定されている区域は＜

資料編８－７急傾斜地崩壊危険区域指定地及び急傾斜地崩

壊危険箇所一覧表＞のとおりであるが、この指定区域に含

まれていない危険箇所についても、当該箇所及び周辺地域

の状況に応じ、区域指定の促進を図る。 
（略） 
エ 施設整備の向上 

土砂災害（がけ崩れ）が発生するおそれがある箇所のうち、

急傾斜地法第３条の規定により、特に施設整備の必要な箇所に

ついて急傾斜地崩壊危険区域に指定し、①要配慮者関連施設に

係る危険箇所、②避難所や避難路を有する危険箇所、③崖の状

態が悪く緊急性の高い危険箇所について重点的に施設整備を実

施する。 

（略） 

（３）地すべり対策 

（略） 

ウ 防止工事の実施 

    県は、地すべり区域の指定を受けたときは、関係市町村

と協議し、地すべり防止工事に関する基本計画を作成し、

これに基づき緊急度の高い区域から順次防止工事を実施す

る。 

風-2-19 資料編項目名 ５ 孤立集落対策（農林水産部・県土整備部） ５ 孤立集落対策（農林水産部・県土整備部） 
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の修正 県は、孤立するおそれがある地区を把握し、予防措置等の市町

村の孤立集落対策を支援する。 

＜資料編８－６ 地すべり防止区域等＞ 

＜資料編８－７ 急傾斜地崩壊危険区域一覧表＞ 

＜資料編８－８ 土砂災害警戒区域一覧表＞ 

 
（略） 

県は、孤立するおそれがある地区を把握し、予防措置等の市町

村の孤立集落対策を支援する。 

＜資料編８－６ 地すべり防止区域等＞ 

＜資料編８－７ 急傾斜地崩壊危険区域指定地及び急傾斜地崩壊危

険箇所一覧表＞ 

＜資料編８－８ 土砂災害警戒区域指定地一覧表＞ 

（略） 

風-2-20 防災基本計画 

修正のため 

６ 災害に強いまちづくりの推進（県土整備部、市町村） 
市町村は、立地適正化計画による都市のコンパクト化及び

防災まちづくりの推進に当たっては、災害リスクを十分考慮

の上、居住誘導区域を設定するとともに、同計画にハード・

ソフト両面からの防災対策・安全確保対策を定める防災指針

を位置付けるものとする。 
また、県及び市町村は土砂災害の発生のおそれのある土地

の区域について、土砂災害に対するリスクの評価を踏まえ、

都市的土地利用を誘導しないものとし、必要に応じて、移転

等も促進するなど、土砂災害に強い土地利用の推進に努める

ものとする。 

（新設） 

 

 

 

風-2-21 

 

 

 

気象情報の内

容の修正 

第４節 風害予防対策 

 
１ 台風・竜巻等に関する知識の普及啓発（防災危機管理部） 
（１）気象情報の確認 

気象情報 内  容 

予告的な気象情報 

 低気圧の発達などにより災害に結びつ

く気象現象が予想される場合、半日から 1

日程度前に「大雨と雷及び突風に関する

千葉県気象情報」等の標題で予告的な気

象情報が発表される。 

 竜巻などの激しい突風の発生が予想さ

れる場合には、「竜巻などの激しい突風」

と明記して注意を呼びかける。 
 

第４節 風害予防対策 

 
１ 台風・竜巻等に関する知識の普及啓発（防災危機管理部） 
（１）気象情報の確認 

気象情報 内  容 

予告的な気象情報 

 低気圧の発達などにより災害に結びつ

く気象現象が予想される場合、24 時間か

ら 2～3 日程度前に「大雨と雷及び突風に

関する千葉県気象情報」等の標題で予告

的な気象情報が発表される。 

 竜巻などの激しい突風の発生が予想さ

れる場合には、「竜巻などの激しい突風」

と明記して注意を呼びかける。 
 

風-2-25 防災基本計画 第５節 雪害予防対策 第５節 雪害予防対策  
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修正のため  
１ 道路雪害防止対策（県土整備部） 
（略） 
（３）道路通行規制の実施 
   県及び市町村は、大規模な車両滞留や長時間の通行止めを

引き起こす恐れのある大雪（以下「集中的な大雪」という。）

時においても、人命を最優先に幹線道路上で大規模な車両滞

留を徹底的に回避することを基本的な考え方として、車両の

滞留が発生する前に関係機関と調整の上、計画的・予防的な

通行規制を行うよう努めるものとする。 
（４）防災知識の普及 

 県及び市町村は、集中的な大雪が予測される場合におい

て、計画的・予防的な通行規制や不要・不急の道路利用を控

えることが重要であることについて、周知に努めるものとす

る。 

 
１ 道路雪害防止対策（県土整備部） 
（略） 
（新設） 
 
 
 
 
（新設） 

風-2-25 

 
農業現場での

実際の対応状

況に合わせて

修正 

２ 農作物等の雪害防止対策（農林水産部） 

（略） 

（１）野菜について 

ア 事前対策 

（ア）ビニールハウスは、構造が簡単であるため強度が弱

く、中でも連棟ハウスや年数を経過したものはさらに弱い

ので、金属パイプによる筋交いや中柱等で各部を十分補強

し、倒壊の防止に努める。 

（略） 

イ 事後対策 

（略） 

（イ）露地野菜も降雪による凍害を受け易いので、できる限

り除雪及び融雪の促進、融雪水の排水に努める。融雪後は追

肥、薬剤散布等による病害予防によって生育の回復を早める

ようにする。 

（２）果樹について 

ア 事前対策 

（ア）降雪荷重による枝折れ、裂傷及び倒伏を避けるために

支柱を立てること。降雪中に竹竿等を利用して枝をゆさ

２ 農作物等の雪害防止対策（農林水産部） 
（略） 

（１）野菜について 
ア 事前対策 
（ア）ビニールハウスは、構造が簡単であるため強度が弱

く、中でも連棟ハウスや年数を経過したものはさらに弱

いので、金属パイプによる筋交い等で各部を十分補強

し、倒壊の防止に努める。 
（略） 

イ 事後対策 
（略） 
（イ）露地野菜も降雪による凍害を受け易いので、できる限

り除雪及び融雪の促進に努め、融雪後は追肥、薬剤散布等に

よる病害予防によって生育の回復を早めるようにする。 
 

（２）果樹について 

ア 事前対策 

（ア）降雪荷重による枝折れ、裂傷及び倒伏を避けるために

支柱を立てること。降雪中に竹竿等を利用して枝をゆさ
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ぶり、雪を落とすことが必要で、特に結果樹の除雪は大

切である。 

（イ）降雪後の寒風害を防止するため、防風林、防風網の設

置、整備を行うこと。（防風対策の項参照） 

 （ウ）多目的防災網は、施設及び樹体の被害を回避するため、    

 小さくまとめるか、あらかじめ支柱から外しておく。 
（３）花きについて 

ア 事前対策 

（略） 

（エ）露地ものについては、支柱を四隅に建て、マイカー線

などで周囲を押さえるなど倒伏から守る。 

イ 事後対策 

（ア）降雪後は、直ちに除雪や融雪につとめ、施設付近に堆積

しておかないこと。 

融雪の際は湿害に注意し、二次的な病害から守る。 

（イ）露地ものについては、湿害を防ぐため、明きょを掘るな

どの排水対策を行う。 

ぶり、雪を落とすことが必要で、特に結果樹の除雪は大

切である。 

  （イ）降雪後の寒風害を防止するため、防風林、防風網の設

置、整備を行うこと。（防風対策の項参照） 

 （新設） 

（３）花きについて 

  ア 事前対策 

（略） 

 

（エ）露地ものについては、支柱を立て、フラワーネット等

を張って倒伏から守る。 

イ 事後対策 

（ア）降雪後は、直ちに除雪を行い、晴天の日は、遮光をし

て直射光線による害から守り、また、除雪とともに融雪

につとめ、施設付近に堆積しておかないこと。 

   融雪の際は湿害に注意し、二次的な病害から守る。 

  （イ）露地ものについては、降雪後くん炭等をまいて融雪に

     めると共に、併せて湿害から守る。 

 

 

 
風-2-30 

 

 

 
防災基本計画

修正に伴う語

句の修正 

第７節 消 防 計 画 

 
４ 広域航空消防応援体制（防災危機管理部） 

大規模特殊災害時に、消防組織法第４４条の３の規定によ

り、他の都道府県の市町村等のヘリコプターを用いた消防に関

する応援を要請する場合は、大規模特殊災害時における広域航

空消防応援実施要綱及び同実施細目、並びに県及び当該市町村

の事前計画に定める手続等により、当該応援が円滑かつ迅速に

実施されるよう的確な対応を図る。 

 

第７節 消 防 計 画 

 
４ 広域航空消防応援体制（防災危機管理部） 

大規模特殊災害発生時に、消防組織法第４４条の３の規定によ

り、他の都道府県の市町村等のヘリコプターを用いた消防に関

する応援を要請する場合は、大規模特殊災害時における広域航

空消防応援実施要綱及び同実施細目、並びに県及び当該市町村

の事前計画に定める手続等により、当該応援が円滑かつ迅速に

実施されるよう的確な対応を図る。 

 
 

 
風-2-32 

 

 

防災基本計画

及び国の取組

指針の修正に

よる 

第８節 要配慮者の安全確保のための整備 
 
１ 避難行動要支援者への対応（防災危機管理部、健康福祉部、

市町村） 
市町村は、災害対策基本法の規定により、取組指針や手引き

第８節 要配慮者の安全確保のための整備 
 
１ 避難行動要支援者への対応（防災危機管理部、健康福祉部、

市町村） 
市町村は、災害対策基本法の規定により、取組指針に基づ
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を参考に、要配慮者のうち災害時に自ら避難することが困難で

特に支援を要する「避難行動要支援者」の名簿及び避難行動要

支援者ごとに避難支援等を実施するための計画である個別避難

計画を作成し、これを活用した実効性のある避難支援を行い、

県は、市町村の取組みを支援する。 
（１）地域防災計画の策定 
   避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成に当たり、

市町村は地域における災害特性等を踏まえつつ、避難支援に

ついての全体的な考え方を整理し、市町村地域防災計画に重

要事項を定める。 
 
（２）避難行動要支援者名簿の作成等 

ア 要配慮者の把握 

  市町村は、避難行動要支援者名簿の作成にあたり、災害

による犠牲者となりやすい高齢者や障害者、乳幼児その他

のいわゆる「要配慮者」の把握に努め、災害時に迅速な対

応がとれるよう備えるものとし、県は、これを支援する。 

（略） 
イ 避難行動要支援者名簿の作成 

市町村は、把握した要配慮者情報をもとに、避難行動要

支援者名簿を作成する。 
（ア）避難行動要支援者の範囲の設定 

  (略) 

  ｂ  高齢者や障害者等の要配慮者の避難能力の有無

は、次の点に着目し判断することが想定される。 

① 警戒や避難指示等の災害関係情報の取得能力 

② 避難そのものの必要性や避難方法等についての判 

断能力 

③ 避難行動を取る上で必要な身体能力 

  （略） 

  （略） 
  ウ 避難行動要支援者名簿情報の管理 

市町村は、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても 
名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理

き、要配慮者のうち災害発生時に自ら避難することが困難で特

に支援を要する「避難行動要支援者」の名簿を作成し、これを

活用した実効性のある避難支援を行い、県は、市町村の取組み

を支援する。 
 

（１）全体計画・地域防災計画の策定 
 避難行動要支援者名簿の作成にあたり、市町村は地域にお

ける災害特性等を踏まえつつ、避難支援についての全体的な

考え方を整理し、市町村地域防災計画に重要事項を定める。 
 その上で、市町村地域防災計画の下位計画として、全体計

画を位置づけ、より細目的な内容を定める。 
（２）避難行動要支援者名簿の作成等 

ア 要配慮者の把握 

  市町村は、避難行動要支援者名簿の作成にあたり、災害

による犠牲者となりやすい高齢者や障害者、乳幼児その他

のいわゆる「要配慮者」の把握に努め、発災時に迅速な対

応がとれるよう備えるものとし、県は、これを支援する。 

（略） 
イ 避難行動要支援者名簿の作成 

市町村は、把握した要配慮者情報をもとに、避難行動要

支援者名簿を作成する。 
（ア）避難行動要支援者の範囲の設定 

   （略） 

ｂ  高齢者や障害者等の要配慮者の避難能力の有無は、

次の点に着目し判断することが想定される。 

① 警戒や避難勧告・指示等の災害関係情報の取得能力 

② 避難そのものの必要性や避難方法等についての判 

断能力 

③ 避難行動を取る上で必要な身体能力 

（略） 

  （略） 

（移設） 
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に努めるものとする。 
 （ア）避難行動要支援者名簿のバックアップ 

市町村は、災害規模等によっては機能が著しく低下す

ることを考え、県との連携などにより避難行動要支援者

名簿のバックアップ体制を築いておく。 

     また、名簿情報の提供に際しては、避難支援等関係者

が適正な情報管理を図るよう、市町村において適切な措

置を講ずるよう努める。 

  （イ）情報セキュリティ対策 

 市町村は、避難行動要支援者名簿の適正な情報管理が

行われるよう、情報セキュリティ対策については、国が

策定した『地方公共団体における情報セキュリティポリ

シーに関するガイドライン』に基づき、機密性に応じた

情報の取得方法等を具体的に定めた「情報セキュリティ

ポリシー」の遵守を徹底する。 

      エ 避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供 

市町村は、避難行動要支援者の同意等を得た上で（市町

村の条例に特別の定めのある場合を除く）、市町村地域防災

計画で定める避難支援等関係者（消防機関、警察署、民生

委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織等）に平常時

から名簿情報を提供し共有する。 

また、名簿情報を提供された避難支援等関係者に対し、

名簿情報の漏えい防止について必要な措置を講ずる。 
   オ 避難行動要支援者名簿の更新と情報の共有 

（ア）避難行動要支援者名簿の更新 

  避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、市

町村は避難行動要支援者の把握に努め、避難行動要支援者

名簿を更新する期間や仕組みをあらかじめ構築し、名簿情

報を最新の状態に保つ。 

（イ）避難行動要支援者情報の共有 

  避難行動要支援者の避難支援等に必要となる事項に変化

が生じた時は、その情報を市町村及び避難支援等関係者間

で共有する。 

また、転居や入院により避難行動要支援者名簿から削除

 
（ウ）避難行動要支援者名簿のバックアップ 

市町村は、災害規模等によっては機能が著しく低下す

ることを考え、県との連携などにより避難行動要支援者

名簿のバックアップ体制を築いておく。 
また、名簿情報の提供に際しては、避難支援等関係者

が適正な情報管理を図るよう、市町村において適切な措

置を講ずるよう努める。 
 （エ）市町村における情報の適正管理 

     市町村は、避難行動要支援者名簿の適正な情報管理が

行われるよう、情報セキュリティ対策については、国が

策定した『地方公共団体における情報セキュリティポリ

シーに関するガイドライン』に基づき、機密性に応じた

情報の取得方法等を具体的に定めた「情報セキュリティ

ポリシー」の遵守を徹底する。 
ウ 避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供 

市町村は、避難行動要支援者の同意等を得た上で（市町

村の条例に特別の定めのある場合を  除く）、市町村地域防

災計画で定める避難支援等関係者（消防機関、警察署、民

生委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織等）に平常

時から名簿情報を提供し共有する。 

また、名簿情報を提供された避難支援等関係者に対し、

名簿情報の漏えい防止について必要な措置を講ずる。 

エ 避難行動要支援者名簿の更新と情報の共有 

（ア）避難行動要支援者名簿の更新 

 避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、

市町村は避難行動要支援者の把握に努め、避難行動要支

援者名簿を更新する期間や仕組みをあらかじめ構築し、

名簿情報を最新の状態に保つ。 

（イ）避難行動要支援者情報の共有 

避難行動要支援者の避難支援等に必要となる事項に変

化が生じた時は、その情報を市町村及び避難支援等関係

者間で共有する。 

また、転居や入院により避難行動要支援者名簿から削
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された場合、該当者の名簿情報の提供を受けている避難支

援等関係者に対して、避難行動要支援者名簿の登録から削

除されたことを避難支援等関係者に周知する。 
（移設） 

 
 

（３）個別避難計画の作成等 
  ア 個別避難計画の作成 
  （ア）作成に係る方針及び体制等 

    市町村は、災害時の避難支援等を実効性のあるものと

するため、避難行動要支援者名簿の作成に合わせて、平

常時から、防災担当部局や福祉担当部局の連携の下、避

難支援等関係者と連携し、名簿情報に係る避難行動要支

援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画の作成に

努める 
作成に当たっては、地域の実情や避難行動要支援者本

人の状況を踏まえ、ハザードマップ上、危険な場所に居

住する者等、特に優先して作成すべき避難行動要支援者

から、市町村や避難支援等関係者と避難行動要支援者本

人とが具体的に打合せを行いながら作成する。 
また、上記の計画作成と並行して、早期に避難行動要

支援者全体に計画が策定されるようにするため、本人や

本人の状況によっては、家族や地域において防災活動を

行う自主防災組織等が記入をする形態での個別避難計画

の作成も進める。 
（イ）個別避難計画の記載事項 
個別避難計画は、名簿情報に加え、次の事項を記載す

る。 
   a    避難支援等実施者の氏名又は名称、住所又は居所及び

電話番号その他の連絡先 
    b     避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経

路に関する事項 
    c      前各項目に掲げるもののほか避難支援の実施に関し市

町村長が必要と認める事項（自宅で想定されるハザード

除された場合、該当者の名簿情報の提供を受けている避

難支援等関係者に対して、避難行動要支援者名簿の登録

から削除されたことを避難支援等関係者に周知する。 

オ 市町村は、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名

簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に努

めるものとする。 
（３）個別計画の策定 

 災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、全体

計画に加え、避難行動要支援者名簿の作成に合わせて、平常

時から、個別計画の策定を進めることが適切である。その際

には、地域の特性や実情を踏まえつつ、名簿情報に基づき、

市町村が個別に避難行動要支援者と具体的な打合せを行いな

がら、個別計画を策定する。 
個別計画は、名簿情報に加え、発災時に避難支援を行う

者、避難支援を行うに当たっての留意点、避難支援の方法や

避難場所、避難経路、本人不在で連絡が取れない時の対応な

どを、地域の実情に応じて記載するものとする。 
県は、市町村における個別計画等の策定状況を把握し、必

要に応じて助言を行う。 
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の状況、移動の際の持出品、移動時に必要な配慮の内容

等） 
   （ウ）個別避難計画のバックアップ 
     市町村は、庁舎の被災等の事態等により、災害規模等

によっては機能が著しく低下することを考え、県との連

携などにより避難行動要支援者名簿のバックアップ体制

を築いておく。 
また、個別避難計画情報の提供に際しては、避難支援

等関係者が適正な情報管理を図るよう、市町村において

適切な措置を講ずるよう努める。 
（エ）市町村における情報の適正管理 

市町村は、避難行動要支援者名簿の適正な情報管理が

行われるよう、情報セキュリティ対策については、国が

策定した『地方公共団体における情報セキュリティポリ

シーに関するガイドライン』に基づき、機密性に応じた

情報の取得方法等を具体的に定めた「情報セキュリティ

ポリシー」の遵守を徹底する。 
  イ 避難支援等関係者への事前の個別避難計画情報の提供 
    市町村は、避難行動要支援者の同意等を得た上で（市町

村の条例に特別の定めのある場合を除く）、市町村地域防災

計画で定める避難支援等関係者に平常時から個別避難計画

を提供し共有する。 
    また、個別避難計画を提供された避難支援等関係者に対

し、個別避難計画情報の漏えい防止について必要な措置を

講ずる。 
  ウ 個別避難計画の更新 
    市町村は、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマ

ップの見直しや更新、災害時の避難方法の変更等を適切に

反映したものとなるよう、必要に応じて個別避難計画を更

新する。 
  エ 市町村は、個別避難計画が作成されていない避難行動要

支援者についても、避難支援等が円滑かつ迅速に実施され

るよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への必要

な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難
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支援体制の整備など必要な配慮をする。 
  オ 市町村は、個別避難計画が作成されている避難行動要支

援者が居住する地区において、地区防災計画を定める場合

は、地域全体での避難が円滑に行われるよう、個別避難計

画で定められた内容を前提とした避難支援の役割分担及び

支援内容を整理し、両計画の整合が図られるよう努める。

また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよ

う努める。 
カ 県は、市町村における個別避難計画等の作成策定状況を

把握し、必要に応じて助言を行う。 

 

 

 

 

 

 

風-2-34 防災基本計画

修正及び組織

名称の変更 

２   要配慮者全般への対応（防災危機管理部、健康福祉部、市町

村）  
（１）支援体制の整備  

県及び市町村は、自主防災組織の育成及び指導並びに社会

福祉施設等への依頼により、災害時における情報伝達や救

助、避難誘導等、自治会や町内会などの地域社会全体で要配

慮者を支援するための体制づくりを行う。 
県は、災害時の福祉支援体制の整備のため、福祉関係団体

等の参画を得て設置した「千葉県災害福祉支援ネットワーク

協議会」を中心に、千葉県災害福祉支援チーム（ＤＷＡＴ）

の整備に努めるものとする。 
市町村は、ガイドラインや手引きを参考とし、要配慮者へ

の各種支援体制の整備に努める。  
なお、体制づくりに当たっては、女性の意見を取り入れ、

救助体制の中に女性を位置付けるものとする。 
（２）避難指示等の情報伝達 

   市町村は、避難行動要支援者について、その状態や特性に

応じ、防災行政無線戸別受信機や緊急速報メールを活用する

など多様な手段による情報伝達体制の確立に努めるととも

に、災害時には、速やかに巡回等による避難指示等の周知を

図る。 
（略） 

（６）在宅避難者等への支援 

２  要配慮者全般への対応（防災危機管理部、健康福祉部、市町

村）  
（１）支援体制の整備  

県及び市町村は、自主防災組織の育成及び指導並びに社会

福祉施設等への依頼により災害時における情報伝達や救助、

避難誘導等、自治会や町内会などの地域社会全体で要配慮者

を支援するための体制づくりを行う。  
 
 
 

 
市町村は、取組指針や手引きを参考とし、要配慮者への各

種支援体制の整備に努める。  
   なお、体制づくりに当たっては、女性の意見を取り入れ、

救助体制の中に女性を位置付けるものとする。 
 （２）避難指示(緊急)等の情報伝達 

    市町村は、避難行動要支援者について、その状態や特性に

応じ、防災行政無線戸別受信機や緊急速報メールを活用する

など多様な手段による情報伝達体制の確立に努めるととも

に、災害時には、速やかに巡回等による避難指示（緊急）等

の周知を図る。 

 （略） 

 （６）在宅避難者等への支援 
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   県及び市町村は、在宅避難又は応急仮設住宅での生活を送

る要配慮者に対する健康相談や生活支援のため、共助の取組

みや保健所（健康福祉センター）、社会福祉協議会などの福祉

関係機関などの地域のネットワークによる取組みを促進す

る。 

 また、電源を必要とする医療機器を使用している在宅難病

患者等に対し、災害に備えた補助電源の準備や停電時の入院

受入れ等について、日頃から主治医や訪問看護ステーション

等と相談するよう周知する。 

    県及び市町村は、在宅避難又は応急仮設住宅での生活を

送る要配慮者に対する健康相談や生活支援のため、共助の

取組みや健康福祉センター（保健所）、社会福祉協議会など

の福祉関係機関などの地域のネットワークによる取組みを

促進する。 

    また、電源を必要とする医療機器を使用している在宅難

病患者等に対し、災害に備えた補助電源の準備や停電時の

入院受入れ等について、日頃から主治医や訪問看護ステー

ション等と相談するよう周知する。 
風-2-35 防災基本計画

修正に伴う語

句の修正 

３ 社会福祉施設等における防災対策（健康福祉部、教育庁、

市町村） 

（略） 

（３）防災教育・防災訓練の充実 

 社会福祉施設や老人保健施設の管理者及び特別支援学校の

校長は、施設の職員や入所者及び児童生徒等が災害に関する

基礎的な知識や災害時にとるべき行動等について、理解や関

心を高めるための防災学習を定期的に実施する。 

   また、施設職員や入所者及び児童生徒等が、災害時の切

迫した状況下においても適切な行動がとれるよう、施設の構

造や入所者及び児童生徒等の判断能力、行動能力等の実態に

応じた防災訓練を定期的に実施する。 

３ 社会福祉施設等における防災対策（健康福祉部、教育庁、市

町村） 

（略） 

（３）防災教育・防災訓練の充実 

 社会福祉施設や老人保健施設の管理者及び特別支援学校の

校長は、施設の職員や入所者及び児童生徒等が災害に関する

基礎的な知識や災害時にとるべき行動等について、理解や関

心を高めるための防災学習を定期的に実施する。 

   また、施設職員や入所者及び児童生徒等が、発災時の切迫

した状況下においても適切な行動がとれるよう、施設の構造

や入所者及び児童生徒等の判断能力、行動能力等の実態に応

じた防災訓練を定期的に実施する。 

風-2-35 防災基本計画

修正に伴う語

句の修正 

４ 外国人への対応（総合企画部、防災危機管理部、市町村） 

（１）防災知識の普及・防災訓練の充実 

 県及び市町村は、言語、生活習慣、防災意識が異なり日本

語の理解が十分でない外国人を「要配慮者」として位置付

け、災害時に迅速かつ的確な対応ができるよう、次のような

条件、環境づくりに努めるとともに、様々な機会をとらえて

防災対策の周知に努める。 

ア 多言語による広報の充実 

イ 避難場所、避難路標識等の災害に関する表示板の多言語化 

ウ 外国人を含めた防災訓練・防災教育 

４ 外国人への対応（総合企画部、防災危機管理部、市町村） 

（１）防災知識の普及・防災訓練の充実 

 県及び市町村は、言語、生活習慣、防災意識が異なり日本

語の理解が十分でない外国人を「要配慮者」として位置付

け、発災時に迅速かつ的確な対応ができるよう、次のような

条件、環境づくりに努めるとともに、様々な機会をとらえて

防災対策の周知に努める。 

ア 多言語による広報の充実 

イ 避難場所、避難路標識等の災害に関する表示板の多言語化 

ウ 外国人を含めた防災訓練・防災教育 

 

風-2-36 

 

防災基本計画

修正に伴う語

第９節 情報連絡体制の整備 

 

第９節 情報連絡体制の整備 
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句の修正及び

組織名称の変

更 

１ 県における災害情報通信施設の整備（防災危機管理部） 

（１）県防災行政無線の整備 

 県は、防災情報の迅速・確実な受伝達と通信の高度化を図

るため、防災行政無線を整備し、運用している。 

ア 整備概要 

（ア）無線設備設置機関 

 県庁と地域振興事務所、土木事務所、農業事務所（一

部）、保健所（健康福祉センター）、教育事務所等の県出

先機関及び市町村、消防本部、気象官署、自衛隊、病

院、ライフライン機関等の防災関係機関２５８機関に無

線設備を設置している。 

（イ）通信回線 

 ａ 地上系通信回線 

 県庁、地域振興事務所、土木事務所等の県出先機

関、市町村及び消防本部、銚子地方気象台の間を光専

用線回線又は多重マイクロ無線で結んでいる。 

ｂ 衛星系通信回線 

 県庁、地域振興事務所、土木事務所、農業事務所

（一部）、保健所（健康福祉センター）、教育事務所等

の県出先機関、市町村、消防本部、自衛隊、病院、ラ

イフライン機関等の防災関係機関との間を衛星系通信

回線で結んでいる。 

ｃ 移動系通信回線 

     県内に整備した１０箇所の基地局を通じて、県庁と県

内全エリア内の移動局との通信が可能な全県移動系回線

を整備し運用している。 

 （略） 

（エ）災害時等に対する設備対策 

（略） 

ｇ  その他の設備の配備 

    災害時、既設通信回線が使用できなくなった場合の

代替手段として、災害対策本部の支部となる地域振興

事務所等に衛星携帯電話等を配備する。 

  ｈ 通信訓練の実施 

１ 県における災害情報通信施設の整備（防災危機管理部） 

（１）県防災行政無線の整備 

 県は、防災情報の迅速・確実な受伝達と通信の高度化を図

るため、防災行政無線を整備し、運用している。 

ア 整備概要 

（ア）無線設備設置機関 

 県庁と地域振興事務所、土木事務所、農業事務所（一

部）、健康福祉センター（保健所）、教育事務所等の県出

先機関及び市町村、消防本部、気象官署、自衛隊、病

院、ライフライン機関等の防災関係機関２５８機関に無

線設備を設置している。 

（イ）通信回線 

 ａ 地上系通信回線 

 県庁、地域振興事務所、土木事務所等の県出先機

関、市町村及び消防本部、銚子地方気象台の間を光専

用線回線又は多重マイクロ無線で結んでいる。 

ｂ 衛星系通信回線 

 県庁、地域振興事務所、土木事務所、農業事務所

（一部）、健康福祉センタ―（保健所）、教育事務所等

の県出先機関、市町村、消防本部、自衛隊、病院、ラ

イフライン機関等の防災関係機関との間を衛星系通信

回線で結んでいる。 

ｃ 移動系通信回線 

     県内に整備した１０箇所の基地局を通じて、県庁と県

内全エリア内の移動局との通信が可能な全県移動系回線

を整備し運用している。 

  （略） 

（エ）災害時等に対する設備対策 

（略） 

ｇ  その他の設備の配備 

    災害発生時、既設通信回線が使用できなくなった場

合の代替手段として、災害対策本部の支部となる地域

振興事務所等に衛星携帯電話等を配備する。 

  ｈ 通信訓練の実施 
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県防災行政無線が設置されている機関において、機

器等の熟知及び災害時における円滑な操作を図るた

め、定期的に通信訓練を実施する。 

県防災行政無線が設置されている機関において、機

器等の熟知及び災害発生時における円滑な操作を図る

ため、定期的に通信訓練を実施する。 

風-2-39 防災基本計画

修正に伴う語

句の修正 

３ 警察における災害通信網の整備（警察本部） 

（１）警察災害通信施設は、災害の発生に備え、又は災害時にお

ける災害救助、災害復旧等に使用することを考慮して整備に

努める。 

３ 警察における災害通信網の整備（警察本部） 

（１）警察災害通信施設は、災害の発生に備え、又は災害発生時

における災害救助、災害復旧等に使用することを考慮して

整備に努める。 

風-2-41 防災基本計画

修正に伴う語

句の修正及び

組織名称の変

更 

第１０節 備蓄・物流計画 
 

１ 食料・生活必需物資等の供給体制の整備（防災危機管理部、

市町村） 
平成 24 年 8 月に策定した「災害時の緊急物資等に係る備蓄・

物流の基本指針」に基づき、自助・共助・公助による備蓄の取

組みを推進する。 

（１）備蓄意識の高揚 

    県及び市町村は、備蓄する食料や飲料水が「最低３日、

推奨１週間」分であることなど、各家庭や事業所等におい

て最低減備えるべき備蓄の品目・量や、普段使用している

ものを災害時にそのまま使用するという備蓄に対する考え

方など、備蓄に関するノウハウを普及・啓発するととも

に、自主防災組織等への炊き出し用機材や救助用機材など

の整備を促進する。 
（２）市町村における備蓄・調達体制の整備 

    市町村における備蓄及び調達は、自助・共助により賄わ

れる備蓄物資等を補完する目的で行われるものであるが、

市町村は、基礎的な地方公共団体として一義的に被災者へ

の食料・生活必需物資等の供給を行う責務を有しているこ

とから、様々な事態に的確に対応できるよう、物資の備

蓄・調達体制の整備に努める。 

ア 生命維持や生活に最低限必要な食料・飲料水・簡易ト

イレ・携帯トイレ・常備薬・マスク・消毒液・段ボール

ベット・パーティション・炊き出し用具・毛布・その他

生活必需物資や感染症対策を含む避難所運営に必要な資

第１０節 備蓄・物流計画 
 

１ 食料・生活必需物資等の供給体制の整備（防災危機管理部、

市町村） 
平成24年8月に策定した「災害時の緊急物資等に係る備蓄・物

流の基本指針」に基づき、自助・共助・公助による備蓄の取組

みを推進する。 
（１）備蓄意識の高揚 
   各家庭や事業所等における食料・飲料水等の備蓄を推進す

るため、県及び市町村は、家庭や事業所等における「最低３

日、推奨１週間」分の食料、飲料水、その他生活必需物資を

備蓄することなど、県民の備蓄意識の高揚を図るための普及

啓発を推進するとともに、自主防災組織等への炊き出し用機

材や救助用機材などの整備を促進する。 
 
（２）市町村における備蓄・調達体制の整備 

    市町村における備蓄及び調達は、自助・共助により賄わ

れる備蓄物資等を補完する目的で行われるものであるが、

市町村は、基礎的な地方公共団体として一義的に被災者へ

の食料・生活必需物資等の供給を行う責務を有しているこ

とから、様々な事態に的確に対応できるよう、物資の備

蓄・調達体制の整備に努める。 

ア 生命維持や生活に最低限必要な食料・飲料水・常備

薬・マスク・消毒液・炊き出し用具・毛布・その他生活

必需物資や避難所運営に必要な資機材を中心とした備蓄

に努めるものとする。なお、備蓄物資の選定に際して
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機材等を中心とした備蓄に努めるものとする。なお、備

蓄物資の選定に際しては、過去の災害を踏まえ、地域特

性や要配慮者・女性、子供（特に乳幼児）の避難生活等

に配慮する。 
（略） 
（５）県及び市町村における災害時の物流体制の整備 

民間からの調達や国や他都道府県からの支援により供給

される大量の物資を迅速に目的地へ届けるためには、円滑

な物流体制を構築することが重要であり、県及び市町村

は、平常時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送

手段の確認を行うとともに、災害協定を締結した民間事業

者等の災害時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努め

るものとする。 

は、過去の災害を踏まえ、地域特性や要配慮者・女性の

避難生活等に配慮する。 

 

 

（略） 
（５）県及び市町村における災害時の物流体制の整備 

民間からの調達や国や他都道府県からの支援により供給

される大量の物資を迅速に目的地へ届けるためには、円滑

な物流体制を構築することが重要であり、県及び市町村

は、平常時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送

手段の確認を行うとともに、災害協定を締結した民間事業

者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努め

るものとする。 
 

風-2-42 組織名称の変

更 
２ 医薬品及び応急医療資機材等の整備（健康福祉部） 
（１）災害用医薬品等の備蓄 
  災害時の医薬品及び衛生材料の供給を円滑に行うため、保健

所（健康福祉センター）等に災害用医薬品等を備蓄し、迅速

に対処できる体制を整備しているところである。 
（令和3年8月1日現在）

 

備蓄数量 備     蓄     場     所 
３セット 習志野及び松戸の各保健所（健康福祉センタ―） 
２セット 県庁薬務課、山武保健所（健康福祉センター） 

１セット 
市川、野田、印旛、香取、海匝、長生、夷隅、安房、君津

及び市原の各保健所（健康福祉センター）、八日市場及び鴨

川の各地域保健センター 

２ 医薬品及び応急医療資機材等の整備（健康福祉部） 
（１）災害用医薬品等の備蓄 
  災害発生時の医薬品及び衛生材料の供給を円滑に行うため、

健康福祉センター（保健所）等に災害用医薬品等を備蓄し、

迅速に対処できる体制を整備しているところである。 
（令和2年8月1日現在）

備蓄数量 備     蓄     場     所 
３セット 習志野及び松戸の各健康福祉センター（保健所） 

２セット 県庁薬務課、山武健康福祉センター（保健所） 

１セット 
市川、野田、印旛、香取、海匝、長生、夷隅、安房、君津

及び市原の各健康福祉センター（保健所）、八日市場及び鴨

川の各地域保健センター 

風-2-43 組織名称の変

更 
（２）応急医療資機材の備蓄 

 大規模災害時の円滑な医療救護活動の実施を図るため医療救護

活動に必要な応急医療資機材を保健所（健康福祉センター）等に

整備しているところである。 

（令和 3年 7月 1日現在）

（２）応急医療資機材の備蓄 

 大規模災害発生時の円滑な医療救護活動の実施を図るため医療

救護活動に必要な応急医療資機材を健康福祉センター（保健所）

等に整備しているところである。 

（令和 2年 10月 1日現在）
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整 備 状 況 応急医療資機材

の内容 
県医療整備課(4 セット)、習志野保健所(13 セッ

ト)、市川保健所(16 セット)、松戸保健所(23 セッ

ト)、野田保健所(5 セット)、印旛保健所(14 セッ

ト)、印旛保健所成田支所(10 セット)、香取保健所

(5 セット)、海匝保健所(5 セット)、八日市場地域保

健センター(5 セット)、山武保健所(10 セット)、長

生保健所(5セット)、夷隅保健所(6セット)、安房保

健所(10 セット)、鴨川地域保健センター(5 セッ

ト)、君津保健所(10 セット)、市原保健所(10 セッ

ト) 

識別連絡表、蘇

生・吸引・酸素

吸入器、包帯、

注射、輸液 

 

整 備 状 況 
応急医療資機材

の内容 

県医療整備課(4 セット)、習志野健康福祉センター

(13 セット)、市川健康福祉センター(16 セット)、松

戸健康福祉センター(23 セット)、野田健康福祉セン

ター(5 セット)、印旛健康福祉センター(14 セッ

ト)、印旛健康福祉センター成田支所(10 セット)、

香取健康福祉センター(5 セット)、海匝健康福祉セ

ンター(5 セット)、八日市場地域保健センター(5 セ

ット)、山武健康福祉センター(10 セット)、長生健

康福祉センター(5 セット)、夷隅健康福祉センター

(6 セット)、安房健康福祉センター(10 セット)、鴨

川地域保健センター(5 セット)、君津健康福祉セン

ター(10セット)、市原健康福祉センター(10セット) 

識別連絡表、蘇

生・吸引・酸素

吸入器、包帯、

注射、輸液 

風-2-44 
 

防災基本計画

修正のため 

第１１節 防災施設の整備 

 

４ 避難施設の整備（総合企画部、防災危機管理部、企業局、健

康福祉部、環境生活部、教育庁、市町村） 

（略） 

（１）指定緊急避難場所の指定等 

ア 指定緊急避難場所の指定 

   市町村は、災害の種類ごとに、災害の危険が切迫した緊

急時において安全が確保される指定緊急避難場所を、施設

管理者の同意を得た上で、あらかじめ指定し、住民への周

知徹底を図る。 

指定緊急避難場所は、災害時に迅速に避難場所の開設を

行うことが可能な管理体制等を有するものとし、被災が想

定されない安全区域内に立地する施設等又は安全区域外に

立地するが災害に対して安全な構造を有し、想定される洪

水等の水位以上の高さに避難スペースがあり、避難上有効

な階段その他の避難経路を有するものを指定する。 

また、市町村は、災害の想定等により必要に応じて、近

隣の市町村の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣市町村

に設けるものとする。 

第１１節 防災施設の整備 

 

４ 避難施設の整備（総合企画部、防災危機管理部、企業局、健

康福祉部、教育庁、市町村） 

（略） 

（１）指定緊急避難場所の指定等 

ア 指定緊急避難場所の指定 

   市町村は、災害の種類ごとに、災害の危険が切迫した緊

急時において安全が確保される指定緊急避難場所を、施設

管理者の同意を得た上で、あらかじめ指定し、住民への周

知徹底を図る。 

指定緊急避難場所は、災害発生時に迅速に避難場所の開

設を行うことが可能な管理体制等を有するものとし、被災

が想定されない安全区域内に立地する施設等又は安全区域

外に立地するが災害に対して安全な構造を有し、想定され

る洪水等の水位以上の高さに避難スペースがあり、避難上

有効な階段その他の避難経路を有するものを指定する。 

また、市町村は、災害の想定等により必要に応じて、近

隣の市町村の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣市町村

に設けるものとする。 



125  

ページ 修正理由 修正案 現行 

   市町村は、指定緊急避難場所を指定又は取消したとき

は、県に通知するとともに公示する。 

指定緊急避難場所の指定を終えていない市町村について

は、速やかに指定を終えるよう努めるものとする。 

（略） 

（２）指定避難所の指定等 

 （略） 
  イ 指定避難所の整備等 
    避難所の整備等については、次の点に留意するものとす

る。 

（ア）施設の選定に当たっては、災害により重大な被害が及

ばない耐震性、耐火性を確保し、天井等の非構造部材の

耐震対策を図るとともに、対象地域の被災者を収容する

ことが可能な構造又は設備を有するものの指定に努め、

平常時から指定避難所の場所、収容人数等について、住

民への周知徹底を図る。また、災害時に指定避難所の開

設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームペ

ージやアプリケーション等の多様な手段の整備に努め

る。 

（略） 

（ク）避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難

な要配慮者のため、特別の配慮がなされた福祉避難所の

指定に努め、要配慮者に配慮した資機材等の整備及び生

活相談職員（おおむね１０人の要配慮者に１人）等の配

置等に努める。 

また、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所を指定す

る際に、受入れ対象者を特定して公示し、平常時からそ

の周知に努める。 
（ケ）福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の

上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が、避難が必要と

なった際に福祉避難所へ直接避難することができるよう努

める。 

（コ）間仕切りや照明等、被災者のプライバシー及び安全を

確保するための設備の整備に努める。 

   市町村は、指定緊急避難場所を指定又は取消したとき

は、県に通知するとともに公示する。 

指定緊急避難場所の指定を終えていない市町村について

は、速やかに指定を終えるよう努めるものとする。 

（略） 

（２）指定避難所の指定等 

 （略） 
イ 指定避難所の整備等 

    避難所の整備等については、次の点に留意するものとす

る。 

（ア）施設の選定に当たっては、災害により重大な被害が及

ばない耐震性、耐火性を確保し、天井等の非構造部材の

耐震対策を図るとともに、対象地域の被災者を収容する

ことが可能な構造又は設備を有するものの指定に努め

る。 

 

 

 

 

（略） 

（ク）避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難

な要配慮者のため、特別の配慮がなされた福祉避難所の

指定に努め、要配慮者に配慮した資機材等の整備及び生

活相談職員（おおむね１０人の要配慮者に１人）等の配

置等に努める。 

 

 

（新設） 

 

 

 

（ケ）間仕切りや照明等、被災者のプライバシー及び安全を

確保するための設備の整備に努める。 

（新設） 
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（サ）市町村は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、指定

避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努め

る。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主

体的に指定避難所を運営できるように配慮するよう努め

る。特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中

症の予防や対処法に関する普及啓発に努める。 

（シ）学校を避難所として指定する場合には、学校が教育活

動の場であることに配慮し、避難所としての機能は応急

的なものであることを認識の上、事前に教育委員会等関

係部局や地域住民等関係者との調整に努める。 

（ス）市町村は、指定管理施設が指定避難所となっている場

合には、指定管理者との間で事前に避難所運営に関する

役割分担等を定めるよう努めるものとする。 

（セ）新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策につい

て、避難所で感染症患者が発生した場合の対応を含め、

平常時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して

取組を進めるとともに、必要な場合は、ホテルや旅館の

活用等を含めて検討し、可能な限り多くの避難所を確保

するよう努める。 

（ソ）県及び市町村は、災害発生後に、避難所等において、

被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にも

ならないよう、「暴力は許されない」意識の普及、徹底を

図るものとする。 

 

 

 

 

 

（コ）学校を避難所として指定する場合には、学校が教育活

動の場であることに配慮し、避難所としての機能は応急

的なものであることを認識の上、事前に教育委員会等関

係部局や地域住民等関係者との調整に努める。 

（サ）市町村は、指定管理施設が指定避難所となっている場

合には、指定管理者との間で事前に避難所運営に関する

役割分担等を定めるよう努めるものとする。 

（シ） 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策につい

て、避難所で感染症患者が発生した場合の対応を含め、

平常時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して

取組を進めるとともに、必要な場合は、ホテルや旅館の

活用等を含めて検討するよう努める。 

 

（新設） 

風-2-49 防災基本計画 

修正に伴う語

句の修正 

第１３節 防災体制の整備 

 
県は、大規模災害の発生時における迅速な初動体制や、国・他

県等からの広域応援体制を構築するため、平時から県内市町村、

国、他都道府県や県内外の防災関係機関、事業者等との連携を密

にするとともに、災害対応業務のデジタル化や災害対策本部事務

局機能の強化など体制整備を行う。 

 
１ 県の防災体制の整備（全庁） 
（１）日ごろからの危機管理意識の醸成 

第１３節 防災体制の整備 

 
県は、大規模災害の発生時における迅速な初動体制や、国・他

県等からの広域応援体制を構築するため、平時から県内市町村、

国、他都道府県や県内外の防災関係機関、事業者等との連携を密

にするとともに、災害対策本部事務局機能の強化など、体制整備

を行う。 

 
１ 県の防災体制の整備（全庁） 
（１）日ごろからの危機管理意識の醸成 
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県は、災害時にプロアクティブの原則（「疑わしいときは

行動せよ」「最悪事態を想定して行動せよ」「空振りは許さ

れるが見逃しは許されない」）に則り迅速に災害対応ができ

るよう、職員向けの訓練や研修について見直しを行うととも

に、日ごろから、国や防災関係機関の研修を活用し、危機管

理に係る知識、危機管理意識の醸成に取り組むものとする。 

（略） 

（４）情報連絡員やシステムを活用した活動体制の整備 

県は、土砂災害警戒情報や氾濫危険情報が発表されるな

ど、大きな被害の発生が予想される段階から、あらかじめ対

象市町村ごとに選定し派遣する情報連絡員や、AI、IoT、クラ

ウドコンピューティング技術、SNS の技術を活用し、被害や

災害対応の状況、人的・物的ニーズなどの情報を迅速に収

集・共有するための体制を講じておくものとする。 

また、災害対策本部支部や現地災害対策本部の円滑かつ効

果的な運用方法等について、検討しておくものとする。 

（略） 

（６）応援受援計画の策定 

大規模災害が発生した場合には、自衛隊、消防、警察の救

援部隊や医療救護活動、救援物資、ボランティアが全国から

支援に入ってくることから、これらの支援を円滑に受け入れ

るための広域防災拠点をあらかじめ確保し、災害時に速やか

に運用できる体制を整えておくために、県は「千葉県大規模

災害時応援受援計画」を策定した。 

県は、関係機関に対し、計画の周知を図るとともに、防災

訓練等により検証を行い、実効性の確保に努めるものとす

る。 

（７）ヘリコプターを活用した情報収集体制の整備 

県は、情報収集の強化を図るため、県警や千葉市消防局な

ど、関係機関と協議を行い、災害時の映像提供等の依頼手順

などについて迅速な運用ができるようルールを明確化する。 

（８）都道府県をまたがる広域応援体制の整備 

県では、全国知事会による全都道府県を対象とした災害時

の広域応援協定や、関東地方知事会による関東１都９県を対

県は、発災時にプロアクティブの原則（「疑わしいときは行

動せよ」「最悪事態を想定して行動せよ」「空振りは許される

が見逃しは許されない」）に則り迅速に災害対応ができるよ

う、職員向けの訓練や研修について見直しを行うとともに、日

ごろから、国や防災関係機関の研修を活用し、危機管理に係る

知識、危機管理意識の醸成に取り組むものとする。 

（略） 

（４）被災地における活動体制の整備 

県は、土砂災害警戒情報や氾濫危険情報が発表されるな

ど、大きな被害の発生が予想される段階から、あらかじめ選

定した職員を、対象市町村に情報連絡員として派遣し、被害

や災害対応の状況、人的・物的ニーズなどの情報を収集する

ための体制を講じておくものとする。 

また、災害対策本部支部や現地災害対策本部の円滑かつ効

果的な運用方法等について、検討しておくものとする。 

 

 

（略） 
（６）応援受援計画の策定 

大規模災害が発生した場合には、自衛隊、消防、警察の救

援部隊や医療救護活動、救援物資、ボランティアが全国から

支援に入ってくることから、これらの支援を円滑に受け入れ

るための広域防災拠点をあらかじめ確保し、発災時に速やか

に運用できる体制を整えておくために、県は「千葉県大規模

災害時応援受援計画」を策定した。 

県は、関係機関に対し、計画の周知を図るとともに、防災

訓練等により検証を行い、実効性の確保に努めるものとす

る。 

（７）ヘリコプターを活用した情報収集体制の整備 

県は、情報収集の強化を図るため、県警や千葉市消防局な

ど、関係機関と協議を行い、発災時の映像提供等の依頼手順

などについて迅速な運用ができるようルールを明確化する。 

（８）都道府県をまたがる広域応援体制の整備 

県では、全国知事会による全都道府県を対象とした災害時
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象とした協定、九都県市首脳会議による九都県市を対象とし

た協定、九都県市首脳会議と関西広域連合との協定を締結し

ているが、これらの協定が大規模災害時に有効に機能するよ

う、運用方法の改善等をはたらきかけるとともに、平時から

の連携を緊密にするよう努めるものとする。 

また、県は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度の活

用方法の習熟、災害時における円滑な活用の促進に努めるも

のとする。 

（９）広域避難者の受入体制の整備 

   県は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞

在が可能となるよう、大規模氾濫に関する減災協議会など既

存の枠組みを活用することにより、国や他の地方公共団体と

の協力体制の構築に努めるとともに、他の地方公共団体との

応援協定を締結するなど、災害時の具体的な避難・受入方法

を含めた手順等を定めるよう努めるものとする。 
（10）事業者との連携 

県は、円滑な応急対策の実施、災害復旧・復興のため、事

業者との協定の締結等連携強化に努めるとともに、訓練等を

通じて災害時の連絡先、要請手続等の確保を行うなど、実効

性の確保に留意するものとする。 

また、県は、地域社会の迅速な復旧を図るため、県内のラ

イフライン事業者と県とで構成する千葉県ライフライン対策

連絡協議会において、災害時の連携体制の確認等を行うもの

とする。 

（略） 

（13）男女共同参画の視点を踏まえた活動体制の整備 

県及び市町村は、男女共同参画の視点から、地方防災会議の

委員に占める女性の割合を高めるよう取り組むとともに、男

女共同参画担当部局が災害対応について庁内及び避難所等に

おける連絡調整を行い、また、男女共同参画センターが地域 

における防災活動の推進拠点となるよう、平常時及び災害時

における男女共同参画担当部局及び男女共同参画センターの

役割について、防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携

し明確化するよう努める。 

の広域応援協定や、関東地方知事会に よる関東１都９県を

対象とした協定、九都県市首脳会議による九都県市を対象と

した協定、九都県市首脳会議と関西広域連合との協定を締結

しているが、これらの協定が大規模災害時に有効に機能する

よう、運用方法の改善等をはたらきかけるとともに、平時か

らの連携を緊密にするよう努めるものとする。 

また、県は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度の活

用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努めるも

のとする。 

（９）広域避難者の受入体制の整備 

    県は、市町村や都道府県の区域を越える被災者の広域支援

要請又は受入れを円滑に行うための体制整備に努める。 

 

 

 

 

（10）事業者との連携 

県は、円滑な応急対策の実施、災害復旧・復興のため、事

業者との協定の締結等連携強化に努めるとともに、訓練等を

通じて発災時の連絡先、要請手続等の確保を行うなど、実効

性の確保に留意するものとする。 

また、県は、地域社会の迅速な復旧を図るため、県内のラ

イフライン事業者と県とで構成する千葉県ライフライン対策

連絡協議会において、災害時の連携体制の確認等を行うもの

とする。 

（略） 

（13）男女共同参画の視点を踏まえた活動体制の整備 

県及び市町村は、男女共同参画の視点から、男女共同参画担当

部局が災害対応について庁内及び避難所等における連絡調整を

行い、また、男女共同参画センターが地域における防災活動の

推進拠点となるよう、平常時及び災害時における男女共同参画

担当部局及び男女共同参画センターの役割について、防災担当

部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化するよう努める。 



129  

ページ 修正理由 修正案 現行 
風-3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

風-3-8 

 
 
 
 
 

本部員の名称

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置場所の明

確化 

 

 

 

 

第３章 災害応急対策計画 

 

        第１節 災害対策本部活動 
 

１ 県の活動体制（防災危機管理部） 

（略） 

（２）千葉県対策本部 

 ア 組織編成 

【本部】  

 
 
 
 
（略） 
キ 県本部の設置場所 

   県本部は、原則として県中庁舎６階防災危機管理センター

に、被災状況によりその機能が維持できない場合は本庁舎５

階大会議室に設置する。 

また、政府現地対策本部等が設置される場合、本庁舎５階

本 

 

部 

 

会 

 

議 

本 部 長 （略）       

副 本 部 長 （略）       

本 部 員 

（略） 

復旧復

興・被

災者支

援担当

部長 

(略) 

  

本

部

事

務

局 

事務 

局長 
（略） 

 

  
事務局 

次長 
（略） 

 

  事務局職員 （略） 

本部派遣職員 （略） 

 

  

  本部連絡員 本部各部長の指名する者 

第３章 災害応急対策計画 

 

第１節 災害対策本部活動 
 

１ 県の活動体制（防災危機管理部） 

(略) 

（２）千葉県災害対策本部 

ア 組織編成 

【本部】 

 
 
 
 
（略） 

キ 県本部の設置場所 

    県本部は、原則として県中庁舎６階防災危機管理センタ

ーに、被災状況によりその機能が維持できない場合は本庁

舎５階大会議室に設置する。 

また、政府現地対策本部等が設置される場合、本庁舎５

本 

 

部 

 

会 

 

議 

本 部 長 （略）       

副 本 部 長 （略）       

本 部 員 

（略） 

復旧復

興担当

部長 

(略) 

  

本

部

事

務

局 

事務 

局長 
（略） 

 

  
事務局 

次長 
（略） 

 

  事務局職員 （略） 

本部派遣職員 （略） 

 

     

  本部連絡員 本部各部長の指名する者 

部（12） 支部（12） 現地災害対策本部 部（12） 支部（12） 現地災害対策本部 
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風-3-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配備課等の追

加及び名称変

更 

 

大会議室に設置する。 

 なお、県庁舎及び周辺地域の被災状況によりその機能が維

持できない場合は、次に掲げる順位により地域振興事務所を

設置場所として選定するが、知事の判断により、状況に応じ

て、その他の県有施設等に変更することができる。 

    第１位  印旛地域振興事務所 

    第２位  長生地域振興事務所 

    第３位  東葛飾地域振興事務所 

（略） 

（４）職員の配備 

ア 初動体制の確立 

  本庁各部局（各課）及び出先機関の長は、常に気象状況

等に注意し、災害の発生するおそれがあることを察知した

場合、又は災害が発生した場合は、迅速に対処できるよう

準備を整えておくものとする。 

  配備体制の基準は次のとおりとし、本庁各部局（各課）

及び出先機関の長は、年度当初に職員の配備計画を立てて

所属職員に徹底しておくものとする。また、発生直後の災

害情報の収集や 災害対策の調整を行うため、県庁及びそ

の周辺に常時防災担当者が待機し、迅速な初動体制の確立

に努める。 

イ 配備基準 

風水害に対処する県本部設置前の配備は、災害の状況等

により次のとおりとする。 

配備種別 配 備 基 準 配 備 内 容 配 備 を 要 す る 課 等 

情報収集 

体 制 

（略） （略） （略） 

階大会議室に設置する。 

 なお、県庁舎及び周辺地域の被災状況によりその機能が

維持できない場合は、次に掲げる順位により設置場所を選

定するが、知事の判断により、状況に応じて、その他の県

有施設等に変更することができる。 

    第１位  印旛地域振興事務所 

    第２位  長生地域振興事務所 

    第３位  東葛飾地域振興事務所 

（略） 

 （４）職員の配備 

ア 初動体制の確立 

  本庁各部局（各課）及び出先機関の長は、常に気象状況

等に注意し、災害の発生するおそれがあることを察知した

場合、又は災害が発生した場合は、迅速に対処できるよう

準備を整えておくものとする。 

  配備体制の基準は次のとおりとし、本庁各部局（各課）

及び出先機関の長は、年度当初に職員の配備計画を立てて

所属職員に徹底しておくものとする。また、発生直後の災

害情報の収集や 災害対策の調整を行うため、県庁及びそ

の周辺に常時防災担当者が待機し、迅速な初動体制の確立

に努める。 

イ 配備基準 

風水害に対処する県本部設置前の配備は、災害の状況等

により次のとおりとする。 

配備種別 配 備 基 

準 

配 備 内 容 配 備 を 要 す る 課 等 

情報収集 

体 制 

（略） （略） （略） 
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災害即応

体  制 

（略） （略） 【本庁】 

（略） 

健康福祉指導課 児童家庭課 

高齢者福祉課 障害福祉事業課 

（略） 

【出先機関】※３ 

（略） 

保健所（健康福祉センター） 

（略） 

一宮川改修事務所 

 

※配備の特例措置 

１ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上位の

配備体制を指示することができる。 

２ 知事は、災害の発生が局地的である場合で、かつ、一部の地域にお

いて出先機関の活動の必要が認められないとき、又は活動の必要がな

くなったと認められるときは、出先機関の長の意見を聴いて当該出先

機関の配備を指令しないこと、又は配備を解くことができる。 

３ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配備に

つく。 

４ その他、各部局の基準と判断で必要な災害対応業務を実施するもの

とし、その詳細は資料編『震度 4、気象警報等における災害対応機関一

覧』に掲げるとおりである。 

※議会事務局には、連絡のみ行う。 

  

災害即応

体  制 

（略） （略） 【本庁】 

（略） 

 

 

【出先機関】※３ 

（略） 

健康福祉センター（保健所） 

（略） 

※配備の特例措置 

１ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上

位の配備体制を指示することができる。 

２ 知事は、災害の発生が局地的である場合で、かつ、一部の地域

において出先機関の活動の必要が認められないとき、又は活動の

必要がなくなったと認められるときは、出先機関の長の意見を聴

いて当該出先機関の配備を指令しないこと、又は配備を解くこと

ができる。 

３ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配

備につく。 

４ その他、各部局の基準と判断で必要な災害対応業務を実施する

ものとし、その詳細は資料編『震度 4、気象警報等における災害

対応機関一覧』に掲げるとおりである。 

※議会事務局には、連絡のみ行う。 
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風-3-15 防災基本計画 

修正のため 

４ 県災害対策本部等と国、市町村及び防災関係機関との連携

（防災危機管理部） 

 (略) 

（４）現地関係機関に係る連絡調整 

県又は市町村は、災害の現場において、現地関係機関（消

防機関、警察機関、自衛隊、海上保安庁、医療機関、関係事

業者等の現地で活動する機関をいう。）の活動を円滑に調整す

る必要があると認めるときは、合同調整所を速やかに設置

し、現地関係機関の間の連絡調整を図るものとする。 

（５）その他 

国において緊急災害対策本部等を設置したときは、これと

十分な連携を図りながら応急対策を進めるものとする。 

４ 県災害対策本部等と国、市町村及び防災関係機関との連携

（防災危機管理部） 

 (略) 

（新設） 

 

 

 

 

 

（４）その他 

国において緊急災害対策本部等を設置したときは、これと

十分な連携を図りながら応急対策を進めるものとする。 

風-3-16 災害救助法改

正による 

６ 災害救助法の適用手続等（防災危機管理部） 

（１）災害救助法の目的 

   災害救助法（昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号）は災害時

において、応急的に必要な救助を行い、災害により被害を受

け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会秩序の保全

を図ることを目的とする。 

（２）適用基準・条件等 

 ア 災害が発生した場合の適用基準 

   災害が発生した場合の適用基準は、災害救助法施行令第１

条に定めるところによるが、県における具体的適用基準は次

のとおりである。 
（ア） 住家が滅失した世帯の数が、当該市町村の区域内の

人口に応じ、別表の基準１号以上であること。（法施行

令第1条第1項第1号） 
（イ） 住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で２,

５００世帯以上であって、当該市町村の区域内の人口

に応じ、別表の基準第２号以上であること。（法施行令

第1条第1項第2号） 

（ウ） 住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で１

２,０００世帯以上であること、又は災害が隔絶した地

６ 災害救助法の適用手続等（防災危機管理部） 

（１）災害救助法の目的 

   災害救助法（昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号）は災害に

際して応急的に必要な救助を行い、災害にかかった人達の保

護と社会秩序の保全を図ることを目的とする。 

 

（２）適用基準 

 災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令第１条に定め

るところによるが、県における具体的適用基準は次のとおり

である。 

ア 住家が滅失した世帯の数が、当該市町村の区域内の人口

に応じ、別表の基準１号以上であること。（法施行令第1条

第1項第1号） 

イ 住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で２,５０

０世帯以上であって、当該市町村の区域内の人口に応じ、

別表の基準第２号以上であること。（法施行令第1条第1項第

2号） 

ウ 住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で１２,０

００世帯以上であること、又は災害が隔絶した地域に発生

したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難



133  

ページ 修正理由 修正案 現行 

域に発生したものである等、災害にかかった者の救護

を著しく困難とする特別の事情がある場合であって、

かつ多数の世帯の住家が滅失したものであること。（法

施行令第1条第1項第3号） 
（エ） 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるお

それが生じたものであり、次の基準に該当すること。

（法施行令第1条第1項第4号） 
     ａ 災害が発生し、又は発生するおそれがある地域に

所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要

とすること。 
     ｂ 災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需

品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又

は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必

要とすること。 

 イ 災害が発生するおそれがある場合の適用条件等 

   災害が発生するおそれがある場合の適用条件等は、災害が

発生するおそれがある段階において、国が災害対策基本法に

基づく災害対策本部を設置し、その所管区域になった場合

で、現に救助を必要とするときに、市町村の区域（千葉市に

ついては、市又は区のいずれの地域も単位とすることができ

る。）を単位に行うものである。 

とする特別の 事情がある場合であって、かつ多数の世帯

の住家が滅失したものであること。（法施行令第1条第1項

第3号） 

エ 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれ

が生じたものであり、次の基準に該当すること。（法施行

令第 1条第 1項第 4号） 

 

（ア）災害が発生し、又は発生するおそれがある地域に所在

する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とするこ

と。 

（イ）災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需品の

給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は災害に

かかった者の救出について特殊の技術を必要とするこ

と。 

（新設） 
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  （別表）市町村別災害救助法適用基準法（令和 2年 10月 1日） 

 

（別表）市町村別災害救助法適用基準表（平成 27年 10 月 1日） 

 
  （３）救助の実施機関 （３）救助の実施機関 

市町村名 人 口 
被害世帯数 

市町村名 人 口 
被害世帯数 

１号 ２号 １号 ２号 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 

千 

葉 

市 

中央区 

花見川区 

稲毛区 

若葉区 

緑区 

美浜区 

 計 

211,736 

177,328 

160,582 

146,940 

129,421 

148,944 

974,951 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

－ 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

－ 

印
旛
郡 

 

酒々井町 

栄町 

 

20,745 

20,127 

 

50 

50 

25

25

香
取
郡 

神崎町 

多古町 

東庄町 

5,816 

13,735 

13,228 

40 

40 

40 

20

20

20

銚子市 

市川市 

船橋市 

館山市 

木更津市 

松戸市 

野田市 

茂原市 

成田市 

佐倉市 

東金市 

旭市 

習志野市 

柏市 

勝浦市 

市原市 

流山市 

八千代市 

我孫子市 

鴨川市 

鎌ケ谷市 

君津市 

富津市 

浦安市 

四街道市 

袖ヶ浦市 

八街市 

印西市 

白井市 

富里市 

南房総市 

匝瑳市 

香取市 

山武市 

いすみ市 

大網白里市 

58,431 

496,676 

642,907 

45,153 

136,166 

498,232 

152,638 

86,782 

132,906 

168,743 

58,219 

63,745 

176,197 

426,468 

16,927 

269,524 

199,849 

199,498 

130,510 

32,116 

109,932 

82,206 

42,465 

171,362 

93,576 

63,883 

67,455 

102,609 

62,441 

49,735 

35,831 

35,040 

72,356 

48,444 

35,544 

48,129      

80 

150 

150 

60 

100 

150 

100 

80 

100 

100 

80 

80 

100 

150 

50 

100 

100 

100 

100 

60 

100 

80 

60 

100 

80 

80 

80 

100 

80 

60 

60 

60 

80 

60 

60 

60 

40 

75 

75 

30 

50 

75 

50 

40 

50 

50 

40 

40 

50 

75 

25 

50 

50 

50 

50 

30 

50 

40 

30 

50 

40 

40 

40 

50 

40 

30 

30 

30 

40 

30 

30 

30 

山
武
郡 

九十九里町 

芝山町 

横芝光町 

14,639 

7,033 

22,075 

40 

40 

50 

20

20

25

長
生
郡 

一宮町 

睦沢町 

長生村 

白子町 

長柄町 

長南町 

11,897 

6,760 

13,803 

10,305 

6,721 

7,198 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

20

20

20

20

20

20

夷
隅
郡 

大多喜町 

御宿町 

8,885 

6,874 

40 

40 

20

20

安
房
郡 

鋸南町 6,993 40 20

    

 合  計 6,284,480  

注）１ １号とは災害救助法施行令第１条第１項第１号の災害（当該市町村の被災世帯数のみで判断）

をいい、２号とは同令同条同項第２号の災害（都道府県－本県は2,500世帯－と市町村の被災世帯

数で判断）をいう。 

２ 被害世帯数は全壊世帯数をいい、半壊（焼）世帯、床上浸水世帯は、それぞれ２世帯、３世帯

をもって、全壊世帯１世帯と換算する。 

  ３ 人口は令和２年国勢調査（総務省）による。 

市町村名 人 口 
被害世帯数 

市町村名 人 口 
被害世帯数 

１号 ２号 １号 ２号 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 

千 

葉 

市 

中央区 

花見川区 

稲毛区 

若葉区 

緑区 

美浜区 

 計 

205,070 

179,200 

160,968 

151,078 

126,848 

148,718 

971,882 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

－ 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

－ 

印
旛
郡 

 

酒々井町 

栄町 

 

20,955 

21,228 

 

50 

50 

25

25

香
取
郡 

神崎町 

多古町 

東庄町 

6,133 

14,724 

14,152 

40 

40 

40 

20

20

20

銚子市 

市川市 

船橋市 

館山市 

木更津市 

松戸市 

野田市 

茂原市 

成田市 

佐倉市 

東金市 

旭市 

習志野市 

柏市 

勝浦市 

市原市 

流山市 

八千代市 

我孫子市 

鴨川市 

鎌ケ谷市 

君津市 

富津市 

浦安市 

四街道市 

袖ヶ浦市 

八街市 

印西市 

白井市 

富里市 

南房総市 

匝瑳市 

香取市 

山武市 

いすみ市 

大網白里市 

64,415 

481,732 

622,890 

47,464 

134,141 

483,480 

153,583 

89,688 

131,190 

172,739 

60,652 

66,586 

167,909 

413,954 

19,248 

274,656 

174,373 

193,152 

131,606 

33,932 

108,917 

86,033 

45,601 

164,024 

89,245 

60,952 

70,734 

92,670 

61,674 

49,636 

39,033 

37,261 

77,499 

52,222 

38,594 

49,184      

80 

150 

150 

60 

100 

150 

100 

80 

100 

100 

80 

80 

100 

150 

50 

100 

100 

100 

100 

60 

100 

80 

60 

100 

80 

80 

80 

80 

80 

60 

60 

60 

80 

80 

60 

60 

40 

75 

75 

30 

50 

75 

50 

40 

50 

50 

40 

40 

50 

75 

25 

50 

50 

50 

50 

30 

50 

40 

30 

50 

40 

40 

40 

40 

40 

30 

30 

30 

40 

40 

30 

30 

山
武
郡 

九十九里町 

芝山町 

横芝光町 

16,510 

7,431 

23,762 

50 

40 

50 

25

20

25

長
生
郡 

一宮町 

睦沢町 

長生村 

白子町 

長柄町 

長南町 

11,767 

7,222 

14,359 

11,149 

7,337 

8,206 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

20

20

20

20

20

20

夷
隅
郡 

大多喜町 

御宿町 

9,843 

7,315 

40 

40 

20

20

安
房
郡 

鋸南町 8,022 40 20

    

 合  計 6,222,666  

注）１ １号とは災害救助法施行令第１条第１項第１号の災害（当該市町村の被災世帯数のみで判断）

をいい、２号とは同令同条同項第２号の災害（都道府県－本県は2,500世帯－と市町村の被災世帯

数で判断）をいう。 

２ 被害世帯数は全壊世帯数をいい、半壊（焼）世帯、床上浸水世帯は、それぞれ２世帯、３世帯

をもって、全壊世帯１世帯と換算する。 

  ３ 人口は平成２７年国勢調査（総務省）による。 
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  ア 知事は、災害時において、県内に災害救助法を適用する

災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、国

からの法定受託事務として応急的に必要な救助を行い、災

害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保

護と社会秩序の保全を図る。 

   (略) 

 （４）救助の種類 

   災害救助法に基づく救助は、災害により被害を受け又は被

害を受けるおそれのある者が現に応急的救助を必要とする場

合に行われるものであり、次のような種類の救助を行う。 

  ア 災害が発生した場合の救助 
  （ア） 避難所及び応急仮設住宅の供与 

  （イ） 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

  （ウ） 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

  （エ） 医療及び助産 

  （オ） 被災者の救出 

  （カ） 被災した住宅の応急修理 

  （キ） 学用品の給与 

  （ク） 埋葬 

  （ケ） 死体の捜索及び処理 

  （コ） 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹

木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの

除去 

  イ 災害が発生するおそれがある場合の救助 
   （ア） 避難所の供与 
（略） 

（６）災害救助法の適用手続 

  ア 市町村（救助実施市を除く） 

（ア）災害に対し、市町村における災害が、（２）アの災害救

助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込

みがあるときは、当該市町村長は、直ちにその旨を知事

（本部事務局）に報告する。 

（略） 

イ 県 

  ア 知事は、県内に災害救助法を適用する災害が発生した場

合は、国からの法定受託事務として応急的に必要な救助を

行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図る。 

  （略） 

 

 

（４）救助の種類 

   災害救助法に基づく救助は、被災者が現に応急的救助を必

要とする場合に行われるものであり、次のような種類の救助

を行う。 

 

  ア 避難所及び応急仮設住宅の供与 

  イ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

  ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

  エ 医療及び助産 

  オ 被災者の救出 

  カ 被災した住宅の応急修理 

  キ 学用品の給与 

  ク 埋葬 

  ケ 死体の捜索及び処理 

  コ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等

で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 

 

（新設） 

 

（略） 

（６）災害救助法の適用手続 

  ア 市町村（救助実施市を除く） 

（ア）災害に対し、市町村における災害が、（２）の災害救助

法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込み

があるときは、当該市町村長は、直ちにその旨を知事

（本部事務局）に報告する。  

（略） 

イ 県 
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（ア）知事は、市町村からの報告又は要請、国からの連絡、

その他県が把握した被害状況等に基づき、災害救助法を

適用する必要があると認めたときは、直ちに適用を決定

し、災害救助法に基づく救助の実施について、当該市町

村及び県各部局に指示するとともに、内閣総理大臣に通

知又は報告するものとする。 

（イ）災害救助法を適用したとき及び適用を終了したとき

は、速やかに告示するとともに、県ホームページ等によ

り広報を行うものとする。 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

（ア）知事は、市町村からの報告又は要請、その他県が把握

した被害状況等に基づき、災害救助法を適用する必要が

あると認めたときは、直ちに適用を決定し、災害救助法

に基づく救助の実施について、当該市町村及び県各部局

に指示するとともに、内閣総理大臣に通知又は報告する

ものとする。 

（イ）災害救助法を適用したときは、速やかに次により告示

するとともに、県ホームページ等により広報を行うものと

する。 
 

告           示 
 ○○年○月○日の○○災害に関し○月○日か
ら○○市町村の区域に災害救助法（昭和 22 年法
律第 118 号）による救助を実施する。 
   ○○年○月○日 

                           
千葉県知事 ○○○○ 

風-3-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画

修正に伴う語

句修正及び気

象情報の種類

等の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第２節 情報収集・伝達体制 
 

２ 気象注意報・警報等の伝達及び気象業務の整備 

（略） 

（２）気象通報組織の整備 

ア 警戒レベル 

避難指示等の発令基準に活用する防災気象情報につい

て、住民の自発的な避難判断等を促すため、参考となる５

段階の警戒レベルも併せて提供される。 

（略） 

ウ キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等 

キキクル等の種類と概要 

 
種  類 概    要 

第２節 情報収集・伝達体制 

 
２ 気象注意報・警報等の伝達及び気象業務の整備 

（略） 

（２）気象通報組織の整備 

ア 警戒レベル 

避難勧告等の発令基準に活用する防災気象情報につい

て、住民の自発的な避難判断等を促すため、参考となる５

段階の警戒レベルも併せて提供される。 

（略） 

ウ 大雨警報・洪水警報の危険度分布等 

警報の危険度分布等の概要 

 

種  類 概    要 
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土砂キキクル 

（大雨警報（土砂

災害）の危険度分

布） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測

を、地図上で 1km 四方の領域ごとに 5 段階に色分

けして示す情報。2 時間先までの雨量分布及び土

壌雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新し

ており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情

報等が発表されたときに、危険度が高まっている

場所を面的に確認することができる。 

・「非常に危険」（うす紫）：危険な場所からの

避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの

避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リ

スクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確

認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

浸水キキクル 

（大雨警報（浸水

害 ） の 危 険 度 分

布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの

予測を、地図上で 1km 四方の領域ごとに 5 段階に

色分けして示す情報。1 時間先までの表面雨量指

数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、

大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、危険

度が高まっている場所を面的に確認することがで

きる。 

洪水キキクル 

（洪水警報の危険

度分布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川

（水位周知河川及びその他河川）の洪水害発生の

危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概

ね 1km ごとに 5 段階に色分けして示す情報。3 時

間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時 10 分

ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたと

きに、危険度が高まっている場所を面的に確認す

ることができる。 

・「非常に危険」（うす紫）：危険な場所からの

避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの

避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リ

スクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確

認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

大雨警報（土砂災

害）の危険度分布

（土砂災害警戒判

定メッシュ情報） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測

を、地図上で 1km 四方の領域ごとに 5 段階に色分

けして示す情報。2 時間先までの雨量分布及び土

壌雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新

しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒

情報等が発表されたときに、どこで危険度が高ま

るかを面的に確認することができる。 

・「非常に危険」（うす紫）、「極めて危険」

（濃い紫）：避難が必要とされる警戒レベル４に

相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされ

る警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：避難行動の確認が必要とされ

る警戒レベル２に相当。 

大 雨 警 報（ 浸 水

害）の危険度分布 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの

予測を、地図上で 1km 四方の領域ごとに 5 段階に

色分けして示す情報。1 時間先までの表面雨量指

数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新してお

り、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、

どこで危険度が高まるかを面的に確認することが

できる。 

洪水警報の危険度

分布 
指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川

（水位周知河川及びその他河川）の洪水害発生の

危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概

ね 1km ごとに 5 段階に色分けして示す情報。3 時

間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時 10

分ごとに更新しており、洪水警報等が発表された

ときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認す

ることができる。 

・「非常に危険」（うす紫）：避難が必要とされ

る警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされ

る警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：避難行動の確認が必要とされ

る警戒レベル２に相当。 
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風-3-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

語句の修正 

 

 

 

流域雨量指数の予

測値 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川

（水位周知河川及びその他河川）の、上流域での

降雨による、下流の対象地点の洪水危険度の高ま

りを、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危

険度を色分けした時系列で示す情報。６時間先ま

での雨量分布の予測（降水短時間予報等）を用い

て常時 10 分ごとに更新している。 

 

エ  早期注意情報（警報級の可能性）  

  ５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階

で発表される。当日から翌日にかけては時間帯を区切って、天

気予報の対象地域と同じ発表単位（千葉県北西部、千葉県北東

部、千葉県南部）で、２日先から５日先にかけては日単位で、

週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（千葉県）で発表され

る。大雨に関して、 [高]又は[中]が予想されている場合は、災

害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル１であ

る。 

 

（略） 

カ 土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害発

生の危険度が更に高まったとき、市町村長の避難指示や住

民の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町村

（土砂災害危険個所のない浦安市、九十九里町、白子町、

長生村は除く）を特定して警戒を呼びかける情報で、千葉

県と銚子地方気象台が共同で発表する。なお、これを補足

する情報である「土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の

危険度分布）」で、実際に危険度が高まっている場所を確認

することができる。避難が必要とされる警戒レベル４に相

当。 

 （略） 

ク  火災気象通報 

消防法第22 条の規定により、気象の状況が火災の予防上

流域雨量指数の予

測値 

水位周知河川及びその他河川の各河川を対象とし

て、上流域での降雨によって、下流の対象地点の

洪水危険度がどれだけ高まるかを示した情報。6

時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報

等）を取り込んで、流域に降った雨が河川に集ま

り流れ下る量を計算して指数化した「流域雨量指

数」について、洪水警報等の基準への到達状況に

応じて危険度を色分けし時系列で表示したもの

を、常時 10 分ごとに更新している。 

 

エ  早期注意情報（警報級の可能性）  

  ５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段

階で発表される。当日から翌日にかけては時間帯を区切っ

て、天気予報の対象地域と同じ発表単位（千葉県北西部、千

葉県北東部、千葉県南部）で、２日先から５日先にかけては

日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（千葉

県）で発表される。大雨に関して、明日までの期間に[高]又

は[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める必

要があることを示す警戒レベル１である。 

 

（略） 

カ 土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害発

生の危険度が更に高まったとき、市町村長の避難勧告や住

民の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町村

（土砂災害危険個所のない浦安市、九十九里町、白子町、

長生村は除く）を特定して警戒を呼びかける情報で、千葉

県と銚子地方気象台が共同で発表する。なお、これを補足

する情報である「大雨警報（土砂災害）の危険度分布」

で、実際に危険度が高まっている場所を確認することがで

きる。避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

 

（略） 

ク  火災気象通報 

消防法第22 条の規定により、気象の状況が火災の予防上
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風-3-30 

 

 

 

 

 

 

風-3-31 

 

 

 

 

 

語句の修正 

 

 

 

 

 

 

気象庁が発表

する注意報の

基準 

等の修正 

危険と認められるときに銚子地方気象台長が千葉県知事に

対して通報し、千葉県を通じて市町村や消防本部に伝達さ

れる。火災気象通報の基準は、次のとおりである。 

（ア）実効湿度が６０％以下で最小湿度が３０％以下になる

見込みのとき。 

（イ）平均風速１３m/s以上の風が吹く見込みのとき。 

   ただし、降雨（雪）を伴うときは、火災気象通報を行

わない事がある。 

（注）基準値は気象官署の値（但し、銚子地方気象台は15m/s以

上） 

 （略） 

 シ 大気汚染気象通報 

  この通報は、千葉県の公害防止担当機関に対し、大気の

汚染に関連する気象状況及び気象予報に関する次の通報を

行っている。 

（ア）大気汚染気象通報 

（イ）スモッグ気象情報 

 

（３）気象観測網の整備 

 （略） 

   イ 防災関係機関の観測所 

 東日本旅客鉄道㈱千葉支社は、雨量観測箇所及び表示装

置を整備している。県では、雨量テレメータ観測所及び河

川の水位テレメータ観測所を整備している。 

 （略） 

（５）注意報・警報・特別警報実施基準 

  （略） 

令和２年８月６日から大雨、洪水注意報・警報基準値を改正

した。 

令和３年６月８日から大雨、洪水注意報・警報基準値を改正

した。 

 

ア 気象官署が発表する注意報の基準 

発表官署 銚  子  地  方  気  象  台 

危険と認められるときに銚子地方気象台が千葉県知事に対

して通報し、千葉県を通じて市町村や消防本部に伝達され

る。火災気象通報の基準は、次のとおりである。 

（ア）実効湿度が６０％以下で最小湿度が３０％以下になる

見込みのとき。 

（イ）平均風速１３m/s以上の風が吹く見込みのとき。 

   ただし、降雨（雪）を伴うときは、火災気象通報を行

わない事がある。 

（注）基準値は気象官署の値（但し、銚子地方気象台は15m/s以

上） 

 （略） 

シ 大気汚染気象通報 

  この通報は、千葉県の公害防止担当機関に対し、大気の

汚染に関連する気象状況及び気象予報に関する次の通報を

行っている。 

（ア）大気汚染気象予報 

（イ）スモッグ気象情報 

 

（３）気象観測網の整備 

 （略） 

   イ 防災関係機関の観測所 

 東日本旅客鉄道㈱千葉支社は、雨量観測箇所及び表示装

置を整備している。県では、雨量テレメーター観測所及び

河川の水位テレメーター観測所を整備している。 

 （略） 

（５）注意報・警報・特別警報実施基準 

  （略） 

 

 

 

 

 

ア 気象官署が発表する注意報の基準 

発表官署 銚  子  地  方  気  象  台 
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発表区域
 
注意報名 
 

北 西 部 
（千葉中央、印

旛、東葛飾） 

北 東 部 
（香取・海匝、

山武・長

生） 

南   部 
（君津、夷

隅・安房） 

強 風 （略） 
風 雪 （略） 

波 浪 （略） 
高 潮 
(潮位：T P ※ 2

上 ) 

（略） 
（略） （略） （略） 

大     雨 （略） 

洪 水 （略） 

大 雪 （略） 
（略） 

雷 （略） 

乾 燥 
空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想される場合。 
気象官署（銚子、千葉、館山、勝浦）の最小湿度が 30％

で、実効湿度60％ 

濃 霧 （略） 

霜 
（略） 
（略） （略） 

低 温 （略） （略） 
着 氷 ・ 着 雪 （略） 

 

（８）気象等の観測 

  ア 気象観測所及び観測の種類 

  （略） 

  （ウ）地域気象観測所（１０箇所）・地域雨量観測所（３箇所） 

     地域気象観測所：降水量、気温、風向、風速、日照時間  

地域雨量観測所：降水量 
※アメダスでの日照時間の観測は、令和3年3月1日で終了した。令
和3年3月2日から推計気象分布（日照時間）から得る推計値を提
供。 

発表区域
 
注意報名 
 

北 西 部 
（千葉中央、印

旛、東葛飾） 

北 東 部 
（香取・海匝、

山武・長

生） 

南   部 
（君津、夷

隅・安房） 

強 風 （略） 
風 雪 （略） 

波 浪 （略） 
高 潮 
(潮位：T P ※ 2

上 ) 

（略） 
（略） （略） （略） 

大     雨 （略） 

洪 水 （略） 

大 雪 （略） 
（略） 

雷 （略） 

乾 燥 空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想される場合。 
気象官署（銚子、千葉、館山、勝浦）の最小湿度 

濃 霧 （略） 

霜 
（略） 
（略） （略） 

低 温 （略） （略） 
着 氷 ・ 着 雪 （略） 

 

（８）気象等の観測 

  ア 気象観測所及び観測の種類 

  （略） 

  （ウ）地域気象観測所（１０箇所）・地域雨量観測所（３箇所） 

     地域気象観測所：降水量、気温、風向、風速、日照時間  

地域雨量観測所：降水量 
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風-3-44 水防計画修正

に伴う組織系

統の見直し 

第３節 水 防 計 画 

 

５ 水防本部の組織 

 千葉県水防本部は管内における水防業務を総括するため本部

を県庁内（県土整備部河川環境課）に置く。 

（１）組織系統 

   水防本部は次の機構により事務を処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事務文書 

構 成 員 名 事 務 分 掌 
（略） （略） 
指揮監付 
（土砂災害担当課長） 

（河川整備課長） 

（港湾課長） 
 

本部長、副本部長および指揮監を補佐

する。 
 また、指揮監に事故ある時はその職務

を記述の順に代行する。 
 

 

第３節 水 防 計 画 

 

５ 水防本部の組織 

 千葉県水防本部は管内における水防業務を総括するため本部

を県庁内（県土整備部河川環境課）に置く。 

（１）組織系統 

   水防本部は次の機構により事務を処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事務文書 

構 成 員 名 事 務 分 掌 
（略） （略） 
指揮監付 
（河川整備課長）  

（道路環境課長） 

（道路整備課長） 

（港湾課長） 

（県土整備政策課長） 

（漁港課長） 

（耕地課長） 

（農林水産政策課長） 

（道路計画課長） 

本部長、副本部長および指揮監を補佐

する。 
 また、指揮監に事故ある時はその職務

を記述の順に代行する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副本部長 

（県土整備部長） 

副本部長付 

（災害・建設業 

担当部長） 

 

指揮監付 

（河川整備課長） 

（道路環境課長） 

（道路整備課長） 

（港湾課長） 

（県土整備政策課長） 

（漁港課長） 

（耕地課長） 

（農林水産政策課長） 

（道路計画課長） 

 

本部指令班（県庁） 

 

 

 
指令担当 情報担当 

総務担当 渉外担当 

災害担当 予備員 本部長付 

（副知事） 

現地指導班（出先） 

本部関係各課（県庁） 

指揮監 

（河川環境課長） 
本部長（知事） 
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風-3-45 水防計画修正

のため 

６ 水防本部の配備体制と活動内容 

（略） 

（１）水防配備 

   (略) 

エ ダム洪水警戒体制発令による配備 

ダム管理事務所が洪水警戒体制を執るときは、指揮監及び

現地指導班長に報告し、その管内の現地指導班及び水防本部

は配備体制をとることとする。この場合、現地指導班長は速

やかに指揮監に報告し、指揮監は副本部長に報告するものと

する。 

（２）水防配備体制 

   常時勤務から水防体制への切替えを確実迅速に行うととも

に、勤務員として適当に交代休養させ長期間にわたる非常勤

務活動の完遂を期するため、本部長は次の５つの配備体制に

よる配備を行う。 

水防配備体制 編  成 配備基準 

水防準備体制 
水防配備

人員一覧

表による 

① 県下に大雨、高潮、洪水注意報が発表
され、副本部長（県土整備部長）が必要
と認めたとき。 

② 津波注意報が発表され、副本部長（県
土整備部長）が必要と認めたとき。た
だし、現地指導班においては管内の予
報区で発表されたとき。 

③ ダム洪水警戒体制が発令されたとき 
④ 土砂災害警戒情報の発表が見込まれる
とき 

水防注意体制 
水防配備

人員一覧

表による 

① 県下に大雨、高潮、洪水警報が発表さ
れたとき。（自動配備） 

② 深夜から明け方に大雨、高潮、洪水警
報の発表が予想され、副本部長（県土整
備部長）が必要と認めたとき。 

③ 津波注意報が発表され、副本部長（県
土整備部長）が必要と認めたとき。た
だし、現地指導班においては管内の予
報区で発表されたとき。 

６ 水防本部の配備体制と活動内容 

（略） 

（１）水防配備 

   (略) 

エ ダム洪水警戒体制発令による配備 

ダム管理事務所が洪水警戒体制をとったときは、必要に応

じ、その管内の配備体制をとることとする。この場合、速や

かに指揮監にその旨を報告し、指揮監は副本部長に報告する

ものとする。 

 （２）水防配備体制 

   常時勤務から水防体制への切替えを確実迅速に行うととも

に、勤務員として適当に交代休養させ長期間にわたる非常勤

務活動の完遂を期するため、本部長は次の５つの配備体制に

よる配備を行う。 

 

編成・配備 

基準 

配備体制 

編  成 配備基準 

水 防 準 備 体 制 

若干名 (２

～３名 )で

水防事務に

あたる 

①県下に大雨、高潮、洪水注意報が

発表され、副本部長（県土整備部

長）が必要と認めたとき。 

②津波注意報が発表され、副本部長

（県土整備部長）が必要と認めた

とき。ただし、現地指導班におい

ては、管内の予報区で発表された

とき。 

水 防 注 意 体 制 

１／10の人

員で水防事

務にあたる 

①県下に大雨、高潮、洪水警報が発

表され、副本部長（県土整備部

長）が必要と認めたとき。 

②津波注意報が発表され、副本部長

（県土整備部長）が必要と認めたと

き。ただし、現地指導班において

は、管内の予報区で発表されたと

き。 
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水防警戒体制 
水防配備

人員一覧

表による 

① 県下に大雨、高潮、洪水警報が発表さ
れ、副本部長（県土整備部長）が必要と
認めたとき。 

② 津波警報が発表され、副本部長（県土
整備部長）が必要と認めたとき。 

ただし、現地指導班においては管内の
予報区で発表されたとき。 
③ 水位周知河川において、氾濫危険水位
（洪水特別警戒水位）に達したとき。（自
動配備） 

④ 土砂災害警戒情報を発表するとき。（自
動配備） 

水 防 非 常 
第 １ 体 制 

水防配備

人員一覧

表による 

① 県内で気象特別警報（大雨、高潮）が
発表されたとき。（自動配備） 

② 台風等により県下広範囲にわたり相当
な被害が発生する恐れがあり、また、一
部に相当な被害が発生した場合で本部長
（知事）が指示したとき。 

③ 水防に関して千葉県災害対策本部が設
置され、災害対策本部第１配備体制にあ
るとき。 

水 防 非 常 
第 ２ 体 制 

水防配備

人員一覧

表による 

① 台風等により県下全域にわたり甚大な
被害が発生する恐れがあり、また一部に
甚大な被害が発生した場合で本部長（知
事）が指示したとき。 

② 水防に関して千葉県災害対策本部が設
置され、災害対策本部第 2 配備体制以上
にあるとき。 

 
水防警報河川・洪水予報河川の配備体制について 

利根川、江戸川、霞ヶ浦･北浦洪水予報・水防警報等が発表された、も

しくは見込まれる場合には、副本部長（県土整備部長）が状況を判断

し、必要な体制をとるものとする。 
県が指定する水防警報河川において、現地指導班長が水防警報を発表し

た場合は、現地指導班長が状況を判断して必要な体制をとるとともに、

水防本部指令班は水防配備体制をとる。（自動配備） 

水 防 警 戒 体 制 

１／３の人

員で水防事

務にあたる 

①県下に大雨、高潮、洪水警報が発

表され、副本部長（県土整備部

長）が必要と認めたとき。 

②津波警報が発表され、副本部長

（県土整備部長）が必要と認めた

とき。ただし、現地指導班におい

ては、管内の予報区で発表された

とき。 

③水位情報周知河川において、避難

判断水位 （特別警戒水位）に達

したとき。（自動配備） 

水防非常第１体

制 

２／３の人

員で水防事

務にあたる 

①台風等により県下広範囲にわたり

相当な被害が発生するおそれがあ

り、また、一部に相当な被害が発

生した場合で本部長（知事）が指

示したとき。 

②水防に関して千葉県災害対策本部

が設置され、災害対策本部第１配

備体制にあるとき。 

水防非常第２体

制 

全員で水防

事務にあた

る。 

①台風等により県下全域にわたり甚

大な被害が発生するおそれがあ

り、また、一部に甚大な 被害が

発生した場合で本部長（知事）が

指示したとき。 

②水防に関して千葉県災害対策本部

が設置され、災害対策本部第２配

備体制以上にあるとき。 

 水防警報河川・洪水予報河川の配備体制について 

利根川、江戸川、霞ヶ浦・北浦に洪水予報・水防警報が発表された、も

しくは見込まれる場合には、副本部長が状況を判断し、必要な体制をと

るものとする。 

県が指定する水防警報河川において、現地指導班長が水防警報を発令し

た場合は、現地指導班長が状況を判断して必要な体制をとるとともに、

水防本部指令班は水防配備体制をとるものとする。 

 

 

 



144  

ページ 修正理由 修正案 現行 
県が指定する水防警報河川以外の河川において、水位が氾濫注意水位

（警戒水位）に達した場合は、現地指導班長が状況を判断して必要な水

防配備体制をとるとともに、水防本部指令班においても必要な水防配備

体制をとる。（自動配備） 

※１ 構成人員については、目安であり、現地指導班ごとに事前に定める

こととする。 

※２ 津波については、道路環境課及び防災危機管理部危機管理課の体制

で自動配備となっているが、水防については必要に応じて配備する

ものとする。 
 

 

 

※１ 構成人員については、目安であり、現地指導班ごとに事前に定める

こととする。 

※２ 津波については、道路環境課及び防災危機管理部危機管理課の

体制で自動配備となっているが、水防については必要に応じて配備す

るものとする。 

千葉土木事務所 葛南土木事務所 東葛飾土木事務所 柏土木事務所 印旛土木事務所 成田土木事務所 香取土木事務所 銚子土木事務所 海匝土木事務所

山武土木事務所 長生土木事務所 夷隅土木事務所 安房土木事務所 君津土木事務所 市原土木事務所 千葉港湾事務所 葛南港湾事務所 木更津港湾事務所 備考

水防配備人員一覧表

水防準備体制 3 3 3 3 3 3 3 2 2

人員(人)

水防本部指令班

3

水防警戒体制 6 6 6 5 8 4 5 4

3 3 3 2水防注意体制 4

現地指導班

5

水防非常
第一・第二体制

6 6 6 5 8

313

16

水防準備体制

4 5 4 3

水防注意体制 2

2
昼間・夜間
共通

3 2

3 3

3

5

3 2 3

現地指導班

人員(人)

昼間・夜間
共通

水防非常
第一・第二体制

2

2
昼間・夜間
共通

水防警戒体制 46

6
昼間・夜間
共通

2

3 2

5

4 5 4 5

5 3

4 3 2

5 3 2

4

47

7 4

4

5

5
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風-3-45 時点修正 ７ 水防配備指令伝達系統（令和3年6月現在） 

 

７ 水防配備指令伝達系統（平成29年4月現在） 

 
風-3-50 防災基本計画

修正に伴う語

句の修正 

第４節 避 難 計 画 

 
２ 実施機関（防災危機管理部、県土整備部、警察本部） 

（１）避難の指示等 

 避難の指示等を発すべき権限のある者として第一次的な実

第４節 避 難 計 画 

 
２ 実施機関（防災危機管理部、県土整備部、警察本部） 

（１）避難の勧告又は指示 

 避難の勧告を発すべき権限のある者として第一次的な実施



146  

ページ 修正理由 修正案 現行 

施責任者である市町村長が実施する。また、市町村がその全

部又は大部分の事務を行うことができなくなった場合は、知

事が行うものとする。（災害対策基本法第60条） 

避難の指示については、災害応急対策の第一次的な実施責任

者である市町村長を中心として、相互に連携をとり実施する

ものとする。 

（２）避難所の設置 

   災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある住民を

収容するため、学校や公民館等の避難所を設置する。 

ア 避難所の設置は、市町村長が行うものとし、災害の規模に

かんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開設するよ

う努める。 

 ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市町 

村長はこれを補助するものとする。 

  なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認める

ときは市町村長が行うこととすることができる。 

（略） 

  ３ 避難の指示等（防災危機管理部、県土整備部、警察本部） 

（１）災害時における住民等の生命又は身体の保護のため、又は

災害の拡大防止のために特に必要があると認められるとき

は、本節２（１）に掲げる者は、関係法令の規定やガイドラ

インに基づき、次により避難の指示等を行うものとする。 

 

ア 市町村長の措置 

（ア）市町村長は、火災、崖崩れ、高潮等の事態が発生し、

又はその拡大のおそれがあり、住民等の生命身体に危険

を及ぼすと認めるときは、危険地域の住民等に対し、速

やかに避難のための立ち退きの指示等を行ったときは知

事へ報告する。 

また、洪水等、土砂災害、高潮については、避難指示

等に対応する警戒レベルを明確にし、対象者ごとに警戒

レベルに対応したとるべき行動がわかるように伝達する

などにより、住民の積極的な避難行動の喚起に努めるも

のとする。 

責任者である市町村長が実施する。また、市町村がその全部

又は大部分の事務を行うことができなくなった場合は、知事

が行うものとする。（災害対策基本法第60条） 

避難の指示については、災害応急対策の第一次的な実施責

任者である市町村長を中心として、相互に連携をとり実施す

るものとする。  

（２）避難所の設置 

 災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある住民

を収容するため、学校や公民館等の避難所を設置する。 

ア 避難所の設置は、市町村長が行うものとする。 

  ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市

町村長はこれを補助するものとする。 

  なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認め

るときは市町村長が行うこととすることができる。 

 

 

 

３ 避難の勧告又は指示等（防災危機管理部、県土整備部、警察本

部） 

（１）災害時における住民等の生命又は身体の保護のため、又は

災害の拡大防止のために特に必要があると認められるとき

は、本節２（１）に掲げる者は、関係法令の規定やガイドラ

インに基づき、次により避難の勧告又は指示を行うものとす

る。 

ア 市町村長の措置 

（ア）市町村長は、火災、崖崩れ、高潮等の事態が発生し、

又はその拡大のおそれがあり、住民等の生命身体に危険

を及ぼすと認めるときは、危険地域の住民等に対し、速

やかに避難のための立ち退きの勧告又は指示を行い、指

示等を行ったときは知事へ報告する。 

また、洪水等、土砂災害、高潮については、避難勧告

等に対応する警戒レベルを明確にし、対象者ごとに警戒

レベルに対応したとるべき行動がわかるように伝達する

などにより、住民の積極的な避難行動の喚起に努めるも
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また、避難のための立退きを行うことによりかえって

生命身体に危険が及ぶおそれがあると認められるときは、

「緊急安全確保」等の安全確保措置を指示することがで

きるものとする。 

市町村長は、避難指示等の発令区域・タイミング、指

定緊急避難場所、避難経路等の住民の避難誘導等警戒避

難体制をあらかじめ計画するものとする。その際、水害

と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等による高潮と河川

洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを考

慮するよう努めるものとする。 

市町村長は、避難指示等を行う場合、気象台や河川管

理事務所等の国の機関や県に対し、災害に関する情報等

の必要な助言を求めることができる。 

知事は、災害の発生により市町村がその全部又は大部

分の事務を行うことができなくなったときは、市町村が

実施すべき立ち退きの指示等に関する措置の全部又は一

部を当該市町村長に代わって実施する。 

 

（イ）市町村長は、避難行動要支援者等、自力での避難に時

間を要する住民に対して特に配慮するものとし、国が作

成した「避難情報に関するガイドライン」に基づき、洪

水や内水氾濫、土砂災害、高潮に対しては５段階の警戒

レベルを導入する。 

また、洪水予報河川・水位周知河川以外の河川につい

て、氾濫により居住者や地下空間、施設等の利用者に命

の危険を及ぼすと判断したものについては、事前に河川

管理者と相談の上、一定の水位を設定し、具体的な避難

指示等の発令基準を策定することとする。 

（ウ）市町村長は、住民に対する避難のための準備情報の提

供や指示等を行うにあたり、対象地域の適切な設定等に

留意するとともに、避難指示等を夜間に発令する可能性

がある場合には、避難行動をとりやすい時間帯における

準備情報の提供に努めるものとする。 

市町村は、災害の状況に応じて避難指示等を発令した

のとする。 

また、避難のための立退きを行うことによりかえって

生命身体に危険が及ぶおそれがあると認められるときは、

「屋内安全確保」等の安全確保措置を指示する。 

 

市町村長は、避難勧告等の発令区域・タイミング、指

定緊急避難場所、避難経路等の住民の避難誘導等警戒避

難体制をあらかじめ計画するものとする。その際、水害

と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等による高潮と河川

洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを

考慮するよう努めるものとする。 

市町村長は、避難の勧告又は指示等を行う場合、気象

台や河川管理事務所等の国の機関や県に対し、災害に関

する情報等の必要な助言を求めることができる。 

知事は、災害の発生により市町村がその全部又は大部

分の事務を行うことができなくなったときは、市町村が

実施すべき立ち退きの勧告また指示に関する措置の全部

又は一部を当該市町村長に代わって実施する。 

（イ）市町村長は、避難行動要支援者等、自力での避難に時

間を要する住民に対して特に配慮するものとし、国が作

成した「避難勧告等に関するガイドライン」に基づき、

洪水や内水氾濫、土砂災害、高潮に対しては５段階の警

戒レベルを導入する。 

また、洪水予報河川・水位周知河川以外の河川につい

て、氾濫により居住者や地下空間、施設等の利用者に命

の危険を及ぼすと判断したものについては、事前に河川

管理者と相談の上、一定の水位を設定し、具体的な避難

勧告等の発令基準を策定することとする。 

（ウ）市町村長は、住民に対する避難のための準備情報の提

供や勧告・指示等を行うにあたり、対象地域の適切な設

定等に留意するとともに、避難勧告・避難指示（緊急）

等を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動を

とりやすい時間帯における準備情報の提供に努めるもの

とする。 
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上で、避難時の周囲の状況等により、「近隣の安全な場

所」への移動や、「緊急安全確保」といった適切な行動を

住民がとれるように努めるものとする。 

また、人口や面積の規模が大きい市町村においては、

夜間や早朝に突発的局地的豪雨が発生した場合におけ

る、エリアを限定した伝達について、各市町村の地域の

実情に応じて、エリア限定の有効性や課題等を考慮した

上で検討するものとする。 

 

イ 警察官等の措置 

 警察官及び海上保安官は、災害の発生により、住民等の

生命、身体に危険を及ぼすおそれのある事態が発生し、市

町村長が措置をとることができないと認めるとき、又は市

町村長から要求があったときは、直ちに当該地域住民に避

難のための立ち退き又は緊急安全確保措置を指示すること

ができる。 

 警察官及び海上保安官は、住民等の生命、身体に危険が

切迫していると自ら認めるときは、直ちに当該地域住民等

に避難のための立ち退きを指示することができる。 

なお、立ち退き又は緊急安全確保措置を指示した場合

は、直ちに市町村長へ通知する。 

また、避難のための立退きを行うことによりかえって生

命身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊

急を要すると認められるときは、高所への移動、近傍の堅

固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた

場所での待避等緊急安全確保措置を指示することができ

る。 

  （略） 

（２）高齢者等避難、避難指示等の内容 

 市町村長等が高齢者等避難の発表や避難の指示等を行う場

合は、状況の許す限り次の各号に掲げる事項を明らかにし

て、これを行うものとする。 

ア 避難対象地域 

イ 避難先 

市町村は、災害の状況に応じて避難勧告等を発令した

上で、避難時の周囲の状況等により、「近隣の安全な場

所」への移動や、「屋内安全確保」といった適切な行動を

住民がとれるように努めるものとする。 
また、人口や面積の規模が大きい市町村においては、

夜間や早朝に突発的局地的豪雨が発生した場合におけ

る、エリアを限定した伝達について、各市町村の地域の

実情に応じて、エリア限定の有効性や課題等を考慮した

上で検討するものとする。 

イ 警察官等の措置 

 警察官及び海上保安官は、災害の発生により、住民等の

生命、身体に危険を及ぼすおそれのある事態が発生し、市

町村長が措置をとることができないと認めるとき、又は市

町村長から要求があったとき、直ちに当該地域住民に避難

のための立ち退きを指示するものとする。 

 警察官及び海上保安官は、住民等の生命、身体に危険が

切迫していると自ら認めるときは、直ちに当該地域住民等

に避難のための立ち退きを指示するものとする。 

なお、立ち退きを指示した場合は、直ちに市町村長へ通

知する。 

また、避難のための立退きを行うことによりかえって生

命身体に危険が及ぶおそれがあると認められるときは、屋

内での待避等安全確保措置を指示する。 

（略） 

 

 

 

 

（２）避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示（緊

急）の内容 

 市町村長等が避難準備・高齢者等避難開始の発表や避難の

勧告又は指示を行う場合は、状況の許す限り次の各号に掲げ

る事項を明らかにして、これを行うものとする。 

ア 避難対象地域 
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ウ 避難経路 

エ 高齢者等避難、避難指示等の理由 

  オ その他必要な事項 

イ 避難先 

ウ 避難経路 

エ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示

（緊急）の理由 

オ その他必要な事項 
風-3-52 防災基本計画

修正に伴う語

句の修正 

４ 避難誘導等（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、警

察本部、市町村） 

 避難誘導は、市町村地域防災計画に定めるところによるが、

市町村職員、警察官、消防職員その他の避難措置の実施者は、

住民が安全かつ迅速に避難できるよう避難先への誘導に努め

る。誘導に当たっては、できるだけ自主防災組織等ごとの集団

避難を行うものとし、避難行動要支援者の避難を優先して行

う。 

また、市町村は、避難行動要支援者を適切に避難誘導するた

め、あらかじめ避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難

行動要支援者名簿及び個別避難計画を作成するとともに、定期

的な更新に努める。作成した名簿及び個別避難計画は、本人の

同意等を得た上で（市町村の条例に特別の定めがある場合を除

く）、消防、警察、民生委員、児童委員、社会福祉協議会、自主

防災組織等の市町村地域防災計画で定める関係者へ提供し、避

難支援体制の整備に努める。 
（１）市町村は、避難指示等が発令された場合の避難行動とし

て、指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館へ

の避難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅

等で身の安全を確保することができる場合は、自らの判断で

「屋内安全確保」行うことや、避難時の周囲の状況等により、

指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、

「緊急安全確保」を行うべきことについて、住民等への周知徹

底に努めるものとする。 

（２）県及び市町村は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及

び広域一時滞在が可能となるよう、他の地方公共団体との応援

協定の締結や、広域避難における居住者等及び広域一時滞在に

おける被災住民の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等と

の協定の締結など、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた

４ 避難誘導等（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、警

察本部） 

 避難誘導は、市町村地域防災計画に定めるところによるが、

市町村職員、警察官、消防職員その他の避難措置の実施者は、

住民が安全かつ迅速に避難できるよう避難先への誘導に努め

る。誘導に当たっては、できるだけ自主防災組織等ごとの集団

避難を行うものとし、避難行動要支援者の避難を優先して行

う。 

  市町村は、避難行動要支援者を適切に避難誘導するため、あ

らかじめ避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要

支援者名簿を作成するとともに、定期的な更新に努める。作成

した名簿は、本人の同意等を得た上で（市町村の条例に特別の

定めがある場合を除く）、消防、警察、民生委員、児童委員、社

会福祉協議会、自主防災組織等の市町村地域防災計画で定める

関係者へ提供し、避難支援体制の整備に努める。 
 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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手順を定めるよう努めるものとする。 

 （３）県及び保健所設置市は、新型コロナウイルス感染症を含

む感染症の自宅療養者等の被災に備えて、平常時から、保健所

と防災担当部局（県においては、県内市町村の防災担当部局を

含む。）との連携の下、ハザードマップ等に基づき、自宅療養者

等が危険エリアに居住しているか確認を行うよう努める。ま

た、市町村の防災担当部局との連携の下、自宅療養者等の避難

の確保に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応

じて、自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供す

るよう努めるものとする。 

 

(新設) 

風-3-53 防災基本計画

及び実働計画

の修正 

５ 避難所の開設・運営（総合企画部、防災危機管理部、健康福

祉部、環境生活部、教育庁、市町村） 

 避難場所に避難した被災者のうち、住居等を喪失する等引き続 

き救助を要する者及びそのおそれのある者に対して、避難所を開

設し受入れ保護する。なお、被災者のプライバシー及び安全の確

保並びに衛生管理に努めるとともに、高齢者や障害者をはじめと

する要配慮者、女性への配慮、家庭動物対策、感染症対策及び性

暴力・ＤＶの発生防止などについても適切に対応するよう努める

ものとする。 

（７）市町村は、家庭動物との同行避難に備えて、「災害時におけ

る避難所運営の手引き」を参考に、家庭動物の収容場所を確

保するとともに、トラブル等が起きないようルールの作成及

び家庭動物との同行避難訓練の実施に努める。 

（８）市町村は、状況により避難生活が長期化するような場合に

備え、基本的な生活に対応できる環境を整えるために必要な

資機材の備蓄や、速やかに調達できる体制の整備に努める。

主なものとしては、炊き出しのための調理設備や器具、燃

料、洗濯機等、段ボールベッド、畳・パーティション、仮設

風呂・シャワーなどである。 

   また、季節対策として、寒さ対策や暑さ対策など、季節の

移り変わりにも柔軟に対応できる環境づくりに努める。 

（９）市町村は、指定避難所における感染症対策のため、避難者 

  の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確

５ 避難所の開設・運営（防災危機管理部、健康福祉部、教育

庁、市町村） 

避難場所に避難した被災者のうち、住居等を喪失する等引き続 

き救助を要する者及びそのおそれのある者に対して、避難所を開

設し受入れ保護する。なお、被災者のプライバシー及び安全の確

保並びに衛生管理に努めるとともに、高齢者や障害者をはじめと

する要配慮者、女性への配慮、ペット対策及び感染症対策などに

ついても適切に対応するよう努めるものとする。 

  

（７）市町村は、ペットとの同行避難に備えて、「災害時における

避難所運営の手引き」を参考に、ペットの収容場所を確保す

るとともに、トラブル等が起きないようルールの作成及びペ

ット同行避難訓練の実施に努める。 

（８）市町村は、状況により避難生活が長期化するような場合に

備え、基本的な生活に対応できる環境を整えるために必要な

資機材の備蓄や、速やかに調達できる体制の整備に努める。

主なものとしては、炊き出しのための調理設備や器具、燃

料、洗濯機等、畳・パーティション、仮設風呂・シャワーな

どである。 

   また、季節対策として、寒さ対策や暑さ対策など、季節の

移り変わりにも柔軟に対応できる環境づくりに努める。 

（新設） 
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保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努

める。 

（10）市町村は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる 

場合は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染

症対策として必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 また、感染症により自宅療養中の住民が指定避難所に避難

する可能性を考慮し、保健福祉担当部局は、防災担当部局に

対し、避難所の運営に必要な情報を共有するものとする。 

（11）市町村は、避難所のライフラインの回復に時間を要する 

と見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が続くと見込 

まれる場合は、当該地域に避難所を設置・維持することの 

適否を検討するものとする。 

（12）市町村は、避難所等における女性や子供等に対する性暴

力・ＤＶの発生を防止するため、女性用と男性用のトイレを

離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜

問わず安心して使用できる場所に設置する、照明を増設す

る、性暴力・ＤＶについての注意喚起のためのポスターを掲

載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努めるもの

とする。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被

害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるものとする。 

（13）市町村は、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のた

めのスペース確保に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業

者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものと

する。 

 

 

（９）市町村は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる 

場合は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染

症対策として必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

 

 

（10）市町村は、避難所のライフラインの回復に時間を要する 

と見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が続くと見込ま

れる場合は、当該地域に避難所を設置・維持することの適否

を検討するものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

風-3-54 防災基本計画

修正に伴う語

句の修正 

第５節 要配慮者等の安全確保対策 

 

 風水害により、住民の避難を要する地域が数多く出た際に、被

災者の安全な場所への避難に必要な  可能な限りの措置をと

り、被災者の生命、身体の安全の確保に努める。 

要配慮者のうち、自ら避難することが困難で避難に特に支援を

要する避難行動要支援者については、市町村が策定した避難行動

要支援者名簿に基づく避難支援のための個別避難計画等に基づ

き、災害時の避難誘導をはじめ、避難生活についても考慮し、安

第５節 要配慮者等の安全確保対策 

 

 風水害により、住民の避難を要する地域が数多く出た際に、被

災者の安全な場所への避難に必要な  可能な限りの措置をと

り、被災者の生命、身体の安全の確保に努める。 

要配慮者のうち、自ら避難することが困難で避難に特に支援を

要する避難行動要支援者については、市町村が策定した避難行動

要支援者名簿に基づく避難支援のための個別計画等に基づき、災

害時の避難誘導をはじめ、避難生活についても考慮し、安全確保
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全確保に努める。 

 

１ 避難誘導等（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、警

察本部、市町村） 

  避難行動要支援者については、避難行動要支援者の個別避難

計画等に基づき避難支援者による避難誘導、支援を行う。 

（略） 

に努める。 

 

１ 避難誘導等（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、警

察本部、市町村） 

  避難行動要支援者については、避難行動要支援者の個別計画

等に基づき避難支援者による避難誘導、支援を行う。 

（略） 
風-3-54 防災基本計画

修正のため 

 

２ 避難所の設置、要配慮者への対応（総合企画部、防災危機管理

部、健康福祉部）  

（１）避難所の開設は、本章第４節「避難計画」による。  

県及び市町村は、要配慮者の避難状況を速やかに確認し、

避難所内において要配慮者スペースを確保するとともに、健

康状態等を把握し、要配慮者に配慮した運営に努めることと

する。  

さらに、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等要配慮者に配

慮した福祉避難所を設置する。  

避難所における支援として、具体的には、以下の３点が考

えられる。  

   ア 避難所における要配慮者用相談窓口の設置  

   イ 避難所からの迅速・具体的な支援要請  

   ウ 避難所における要配慮者支援への理解促進 

また、県は避難所の高齢者、障害者、乳幼児その他の要配

慮者の生活機能の低下の防止等のため、市町村から派遣要請

があった場合等、必要に応じて、「千葉県災害福祉支援チー

ムの派遣に関する基本協定」により、千葉県災害福祉支援チ

ーム（ＤＷＡＴ）を避難所へ派遣する。 

２ 避難所の設置、要配慮者への対応（総合企画部、防災危機管理

部、健康福祉部）  

（１）避難所の開設は、本章第４節「避難計画」による。  

県及び市町村は、要配慮者の避難状況を速やかに確認し、

避難所内において要配慮者スペースを確保するとともに、健

康状態等を把握し、要配慮者に配慮した運営に努めることと

する。  

さらに、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等要配慮者に配

慮した福祉避難所を設置する。  

避難所における支援として、具体的には、以下の３点が考 

えられる。  

   ア 避難所における要配慮者用相談窓口の設置  

   イ 避難所からの迅速・具体的な支援要請  

ウ 避難所における要配慮者支援への理解促進 

風-3-56 負傷者の収容

方法の修正 

第６節 救助救急・医療救護活動 
 

１ 救助・救急（防災危機管理部、警察本部） 
（略） 

（２）救助・救急活動 

機関名 項  目 対     応     措     置 

第６節 救助救急・医療救護活動 
 
１ 救助・救急（防災危機管理部、警察本部） 
（略） 

（２）救助・救急活動 

機関名 項  目 対     応     措     置 
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消 
 

 

防 
 
 

本 
 

 

部 

救助・救急 
活 動 

（略） 

救 急 搬 送 （略） 

傷病者多数 
発 生 時 の 
活 動 

（略） 
 

県 

警 

察 

１ 救出・救護活動は、倒壊家屋の多発地帯及び病院、学校、興行
場、地下街等多人数の集合する場所等を重点に行う。 

２ 救出した負傷者は、応急処置を施したのち、救護班等に引き継ぐ
等、速やかに医療機関へ搬送するために必要な活動を行う。 

海 上 
保 安 部 
（ 署 ） 

 
（略） 
 

 

消 
 

 

防 
 
 

本 
 

 

部 

救助・救急 
活 動 

（略） 

救 急 搬 送 （略） 

傷病者多数 
発 生 時 の 
活 動 

（略） 
 

県 

警 

察 

１ 救出・救護活動は、倒壊家屋の多発地帯及び病院、学校、興行
場、地下街等多人数の集合する場所等を重点に行う。 

２ 救出した負傷者は、応急処置を施したのち、救護班等に引き継
ぐか、車両及び航空機を使用して速やかに医療機関に収容する。 

海 上 
保 安 部 
（ 署 ） 

（略） 

風-3-57 防災基本計画

修正に伴う語

句の修正 

３ 危険物等の対策（防災危機管理部、健康福祉部、教育庁） 
（略） 
（２）石油類等危険物保管施設の応急措置 
 （略） 
  ウ 危険物による災害時の自主防災組織活動と活動要領の制   

   定 

３ 危険物等の対策（防災危機管理部、健康福祉部、教育庁） 
（略） 
（２）石油類等危険物保管施設の応急措置 
 （略） 

ウ 危険物による災害発生時の自主防災組織活動と活動要領

の制定 

風-3-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画

修正及び組織

名称の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 危険物等の対策（防災危機管理部、健康福祉部、教育庁、市

町村） 
（略） 
（４）毒物、劇物保管施設の応急措置 

機関別対応措置 

 

機 関 名 対      応      措      置 

４ 危険物等の対策（防災危機管理部、健康福祉部、教育庁、市

町村） 
（略） 

 （４）毒物、劇物保管施設の応急措置 

   機関別対応措置 

機 関 名 対      応      措      置 
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風-3-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画修

正に伴う語句の

修正 

 

（５）危険物等輸送車両等の応急対策 

県 

次の各項の実施について指導する。 
１ 毒物劇物の飛散、漏洩、浸透、火災等による有毒

ガスの発生の防止に関する応急措置 
２ 中和剤等による除毒方法と周辺住民の安全措置 
３ 災害時における保健所（健康福祉センター）、警察

署又は消防本部に対しての連絡通報 

県教育委員会 

 災害時の活動について、次の対策を樹立しておき、

それに基づき行動するよう指導する。 
１ 災害時の任務分担 
２ 出火防止及び初期消火活動 
３ 危険物等の漏洩、流出等による危険防止 
４ 実験中における薬品容器、実験用容器の転倒、転

落防止並びに転倒、転落等による火災等の防止 
５ 児童生徒等に対する、災害時における緊急措置に

関する安全教育の徹底 
６ 被害状況の把握、情報収集及び伝達等 
７ 避難場所及び避難方法 

機 関 名 対      応      措      置 

消防本部 （略） 

県警察 （略） 

関東東北産業

保 安 監 督 部 
（略） 

関東運輸局 

 危険物輸送の実態に応じ、次に掲げる対策を推

進する。 

１ 災害時の緊急連絡設備を整備する。 

２ 災害時の危険物輸送列車の停止箇所は、でき

るだけ橋梁、ずい道等の危険箇所を避けるよう

対策を講じる。 

３ 輸送担当者に災害時の連絡、通報、応急措置

等に関し指導を行うとともに、訓練を実施す

る。 

 

 

（５）危険物等輸送車両等の応急対策 

県 

次の各項の実施について指導する。 
１ 毒物劇物の飛散、漏洩、浸透、火災等による有

毒ガスの発生の防止に関する応急措置 
２ 中和剤等による除毒方法と周辺住民の安全措置 
３ 発災時における健康福祉センター（保健所）、警

察署又は消防本部に対しての連絡通報 

県教育委員会 

 発災時の活動について、次の対策を樹立しておき、

それに基づき行動するよう指導する。 
１ 発災時の任務分担 
２ 出火防止及び初期消火活動 
３ 危険物等の漏洩、流出等による危険防止 
４ 実験中における薬品容器、実験用容器の転倒、転

落防止並びに転倒、転落等による火災等の防止 
５ 児童生徒等に対する、発災時における緊急措置に

関する安全教育の徹底 
６ 被害状況の把握、情報収集及び伝達等 
７ 避難場所及び避難方法 

機 関 名 対      応      措      置 

消防本部 （略） 

県警察 （略） 

関東東北産業

保 安 監 督 部 
（略） 

関東運輸局 

 危険物輸送の実態に応じ、次に掲げる対策を推

進する。 

１ 災害発生時の緊急連絡設備を整備する。 

２ 災害発生時の危険物輸送列車の停止箇所は、

できるだけ橋梁、ずい道等の危険箇所を避ける

よう対策を講じる。 

３ 輸送担当者に災害時の連絡、通報、応急措置

等に関し指導を行うとともに、訓練を実施す

る。 
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海上保安部

（署） 
 （略） 

日本貨物 

鉄道（株） 
 （略）。 

 

海上保安部

（署） 
 （略） 

日本貨物 

鉄道（株） 
 （略）。 

風-3-60 防災基本計画

修正に伴う語 

句の修正及び

組織名称の変

更 

４ 医療救護（防災危機管理部、健康福祉部、病院局、市町村） 

（１）関係者とその役割 

 （略） 

イ 市町村 

（ア）災害時から地域医療の復旧に至るまで、医療救護所の

設置をはじめとした住民等に対する医療救護活動を行

う。 

（イ）地域防災計画に基づいて医療救護に関する計画等を定

め、災害時の医療救護体制の整備を図る。 

（ウ）災害時においては救護本部を設置し、県の災害医療本

部及び合同救護本部、災害拠点病院等の医療機関、関係

団体等と緊密な連携のもとに医療救護活動を実施する。 

（略） 

（オ）印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津の

各保健所（健康福祉センター）所管区域の市町村は、前

記（ア）（イ）（ウ）の他、県が合同救護本部を設置した

場合は、その活動に参加して合同救護本部業務を担うと

ともに近隣市町村と連携した医療救護活動を実施する。 

ウ 県 

（略） 

（エ）災害時においては、県庁に災害医療本部を設置し、別

に設置する合同救護本部、市町村の救護本部、災害拠点

病院等の医療機関、関係団体等と緊密な連携のもとに医

療救護活動を実施する。 

（オ）印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津の

各保健所（健康福祉センター）所管区域ごとに、必要に

応じ合同救護本部を設置し、地域内の災害拠点病院等の

医療機関、関係団体等と緊密な連携のもとに医療救護活

４ 医療救護（防災危機管理部、健康福祉部、病院局、市町村） 

（１）関係者とその役割 

 （略） 

 イ 市町村 

（ア）発災時から地域医療の復旧に至るまで、医療救護所の

設置をはじめとした住民等に対する医療救護活動を行

う。 

（イ）地域防災計画に基づいて医療救護に関する計画等を定

め、災害時の医療救護体制の整備を図る。 

（ウ）発災時においては救護本部を設置し、県の災害医療本

部及び合同救護本部、災害拠点病院等の医療機関、関係

団体等と緊密な連携のもとに医療救護活動を実施する。 

（略） 

（オ）印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津の

各健康福祉センター（保健所）所管区域の市町村は、前

記（ア）（イ）（ウ）の他、県が合同救護本部を設置した

場合は、その活動に参加して合同救護本部業務を担うと

ともに近隣市町村と連携した医療救護活動を実施する。 

ウ 県 

（略） 

（エ）発災時においては、県庁に災害医療本部を設置し、別

に設置する合同救護本部、市町村の救護本部、災害拠点

病院等の医療機関、関係団体等と緊密な連携のもとに医

療救護活動を実施する。 

（オ）印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津の

各健康福祉センター（保健所）所管区域ごとに、必要に

応じ合同救護本部を設置し、地域内の災害拠点病院等の

医療機関、関係団体等と緊密な連携のもとに医療救護活
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動を実施する。 

（略） 

エ 医療機関 

（ア）災害時における患者及び職員の安全確保等を定めた災

害対策マニュアルを作成するとともに業務継続計画の作

成に努める。 

（略） 

（ウ）災害時においては、（ア）に記載するマニュアル及び計

画に基づき活動し、また、県、市町村、関係機関等と連

携して活動する。 

（エ）災害拠点病院は、災害時に重症患者の受入れや広域搬

送への対応、災害派遣医療チーム（以下「ＤＭＡＴ」と

いう。）の受入れ及び派遣を行うなど、災害医療に関して

中心的な役割を果たす。 

また、災害時の対応をより速やかなものとするため、

平常時から地域の災害医療体制の整備についても積極的

に関与する。 
 

オ 関係団体 

（略） 

（エ）災害時においては、（イ）に記載する計画に基づき活

動し、また、県、市町村、関係機関等と連携して活動

する。 

（２）災害時の活動 

ア 指揮と調整 

（ア）県においては災害医療本部を、市町村においては救護

本部を設置し、医療救護活動の総合的な指揮と調整を行

う。また、県は、印旛・香取・海匝・山武・長生・夷

隅・安房・君津の各保健所（健康福祉センター）の所管

区域ごとに、必要に応じて合同救護本部を設置し、管内

の医療救護活動の指揮と調整を行う。 

（略） 

（オ）災害医療本部内にＤＰＡＴ調整本部を置く。ＤＰＡＴ

調整本部長は、千葉県内で活動するＤＰＡＴの指揮及び

動を実施する。 

（略） 

エ 医療機関 

（ア）発災時における患者及び職員の安全確保等を定めた災

害対策マニュアルを作成するとともに業務継続計画の作

成に努める。 

（略） 

（ウ）発災時においては、（ア）に記載するマニュアル及び計

画に基づき活動し、また、県、市町村、関係機関等と連

携して活動する。 

（エ）災害拠点病院は、発災時に重症患者の受入れや広域搬

送への対応、災害派遣医療チーム（以下「ＤＭＡＴ」と

いう。）の受入れ及び派遣を行うなど、災害医療に関して

中心的な役割を果たす。 

また、災害時の対応をより速やかなものとするため、

平常時から地域の災害医療体制の整備についても積極的

に関与する。 
 

オ 関係団体 

（略） 

（エ）発災時においては、（イ）に記載する計画に基づき活

動し、また、県、市町村、関係機関等と連携して活動

する。 

（２）発災時の活動 

ア 指揮と調整 

（ア）県においては災害医療本部を、市町村においては救護

本部を設置し、医療救護活動の総合的な指揮と調整を行

う。また、県は、印旛・香取・海匝・山武・長生・夷

隅・安房・君津の各健康福祉センター（保健所）の所管

区域ごとに、必要に応じて合同救護本部を設置し、管内

の医療救護活動の指揮と調整を行う。 

（略） 

（オ）災害医療本部内にＤＰＡＴ調整本部を置く。ＤＰＡＴ

調整本部長は、千葉県内で活動するＤＰＡＴの指揮及び
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調整を行うとともに、必要に応じて、保健所（健康福祉

センター）等にＤＰＡＴ活動拠点本部等を設置してＤＰ

ＡＴを配置し、指揮及び調整を行わせる。また、必要に

応じてＤＰＡＴや他の医療救護班との調整を図る。 

（略） 

（ク）印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津の

各保健所（健康福祉センター）所管区域の市町村の救護

本部の長は、必要に応じて、合同救護本部に支援や調整

を求めることができる。 

（略） 

オ 医療機関の役割分担と患者受け入れ先の確保 

（ア）傷病者等の受け入れについては、重症度と緊急性、所

在する医療機関の機能に応じた受け入れ先をあらかじめ

各地域で検討し、災害時の速やかな受け入れに努める。 

カ 傷病者等の搬送 

大規模災害時には、多数の傷病者等が短時間に集中して

発生するとともに、交通の途絶等が予想されることから、

平常時と同様の搬送は極めて困難になることを踏まえ、傷

病者等の搬送の原則を次のとおりとする。 

（略） 

 ケ 医薬品及び医療資機材（以下「医薬品等」とする。）の確保 

災害時における医薬品等の確保については、原則として以

下の通りとする。 

調整を行うとともに、必要に応じて、健康福祉センター

（保健所）等にＤＰＡＴ活動拠点本部等を設置してＤＰ

ＡＴを配置し、指揮及び調整を行わせる。また、必要に

応じてＤＰＡＴや他の医療救護班との調整を図る。 

（略） 

（ク）印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津の

各健康福祉センター（保健所）所管区域の市町村の救護

本部の長は、必要に応じて、合同救護本部に支援や調整

を求めることができる。 

  （略） 

  オ 医療機関の役割分担と患者受け入れ先の確保 

（ア）傷病者等の受け入れについては、重症度と緊急性、所

在する医療機関の機能に応じた受け入れ先をあらかじめ

各地域で検討し、発災時の速やかな受け入れに努める。 

カ 傷病者等の搬送 

大規模災害発生時には、多数の傷病者等が短時間に集中

して発生するとともに、交通の途絶等が予想されることか

ら、平常時と同様の搬送は極めて困難になることを踏ま

え、傷病者等の搬送の原則を次のとおりとする。 

（略） 

ケ 医薬品及び医療資機材（以下「医薬品等」とする。）の確保 

発災時における医薬品等の確保については、原則として以

下の通りとする。 
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風-3-66 時点修正 

 

 

風-3-69 防災基本計画 第７節 警備・交通の確保・緊急輸送対策 第７節 警備・交通の確保・緊急輸送対策 
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修正に伴う

語句の修正 

 
災害時には、さまざまな社会的混乱及び交通の混乱が予想さ

れるところである。このため県民の生命、身体、財産の保護を

図り、各種犯罪の予防、取締り、交通秩序の維持等について万

全を期するものとする。 

  また、災害時に予想される渋滞等を考慮して、被害者の救

援・救護活動や緊急物資の輸送に対応するための緊急輸送ネッ

トワークの整備に努める。 
（略） 

 
発災時には、さまざまな社会的混乱及び交通の混乱が予想さ

れるところである。このため県民の生命、身体、財産の保護を

図り、各種犯罪の予防、取締り、交通秩序の維持等について万

全を期するものとする。 
また、災害時に予想される渋滞等を考慮して、被害者の救

援・救護活動や緊急物資の輸送に対応するための緊急輸送ネッ

トワークの整備に努める。 
（略） 

風-3-74 防災基本計画

修正に伴う語

句の修正 

３ 在港船舶対策計画（県土整備部、農林水産部） 

 （略） 

（イ）台風対策（千葉港、木更津港） 
（略） 

 （ｂ）第二警戒体制（避難勧告） 

台風が千葉県内湾（千葉港及び木更津港含む）に接近す

る公算が極めて大なりと判断された場合、あるいは千葉県

内湾が重大な影響を被ると判断した場合 

  （略） 

  ⑤ 国際ＶＨＦ（ｃｈ１６）を常時聴守する等、海上保安

庁との連絡手段を確保すること。 

 ｂ 在港船舶に対する避難勧告 

（ａ）避難勧告発令時期の基準 

  避難勧告を発令する基準は、風速１５ｍ以上の強風圏

が千葉県内湾（千葉港及び木更津港含む）に達する前に船

舶の避難が安全に完了するような時期を選定する 

   （略） 
（ｂ）勧告の周知 

    ① 「台風等対策情報連絡系統等による通報」……千葉

港長、木更津港長は、電話、ＦＡＸ等により関係機関

へ連絡する。 

   （略） 

（削除） 

   

３ 在港船舶対策計画（県土整備部、農林水産部） 

 （略） 

（イ）台風対策（千葉港、木更津港） 
（略） 

 （ｂ）第二警戒体制（避難勧告） 

台風が千葉県内湾（千葉港及び木更津港含む）に接近す

る公算が極めて大なりと判断された場合、あるいは千葉県

内湾が重大な影響を蒙ると判断した場合 

  （略） 

   ⑤ 国際ＶＨＦ（ｃｈ１６）を常時聴取する等、海上保安

庁との連絡手段を確保すること。 

 ｂ 在港船舶に対する避難勧告 

（ａ）避難勧告発令時期の基準 

  避難勧告を発令する基準は、風速１５ｍ以上の強風圏

が千葉県内湾（千葉港及び木更津港含む）に達する前に船

舶の避難が安全に完了するような時期を選定する 

 （略） 

 （ｂ）勧告の周知 

   ① 「台風等対策情報連絡系統図による通報」……千

葉港長、木更津港長は、電話、ＦＡＸ等により関係

機関へ連絡する。 

  （略） 

    ④ 「千葉海上保安部・木更津海上保安署からの照会

に対する回答」……電話、ＦＡＸ等により回答す
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る。 

 

風-3-76 防災基本計画

修正に伴う語

句の修正 

４ 緊急輸送（防災危機管理部、農林水産部、県土整備部） 

災害時の被害者の救援・救護活動や緊急物資の輸送に対処す

るため、道路（緊急輸送道路）、港湾、漁港、飛行場等の輸送

施設を指定し、これら陸海空を連携する緊急輸送ネットワーク

を定めた。 

４ 緊急輸送（防災危機管理部、農林水産部、県土整備部） 

災害発生時の被害者の救援・救護活動や緊急物資の輸送に対 
処するため、道路（緊急輸送道路）、港湾、漁港、飛行場等の

輸送施設を指定し、これら陸海空を連携する緊急輸送ネット

ワークを定めた。 

風-3-77 組織再編に伴

う修正 

第８節 救護物資供給活動 
 

２ 食料・生活必需物資等の供給体制（防災危機管理部、健康福

祉部、環境生活部、商工労働部、農林水産部、市町村） 
（２）政府所有米の供給計画 

 政府所有米の調達を要するときは、知事は、農林水産省農

産局長に対し、政府所有米穀の緊急の引渡要請を行うものと

し、当該米穀を買い受ける場合には、米穀の買入れ・販売等

に関する基本要領（平成21年5月29日付け21総食第113号総合

食料局長通知）の規定に基づき、知事は、農産局長と売買契

約を締結したうえで、農産局長と販売等業務委託契約を締結

している受託事業体から当該米穀の引き渡しを受ける。ただ

し、当該米穀の供給を迅速に行う必要がある場合であって、

被災地等の状況その他の事情により売買契約を締結するいと

まがないと農産局長が認めるときは、売買契約の締結前であ

っても、受託事業体から引き渡しを受けることができる。 

   なお、米穀販売事業者から調達する米穀は精米で引渡しを

受けるが、政府から直接売却を受けて調達する場合は、玄米

引渡しであるから、精米による供給を受けられるよう、受託

事業体へとう精を依頼する。 

 図１ 政府所有米穀の受渡し系統図 

   被災市町村から米穀の供給要請を受けた場合は、県から農林

水産省農産局長に要請し、売買契約（様式4-24）を締結する。 

 

 

 

第８節 救護物資供給活動 
 
２ 食料・生活必需物資等の供給体制（防災危機管理部、健康福

祉部、環境生活部、商工労働部、農林水産部、市町村） 
（２）政府所有米の供給計画 

 政府所有米の調達を要するときは、知事は、農林水産省政

策統括官に対し、政府所有米穀の緊急の引渡要請を行うもの

とし、当該米穀を買い受ける場合には、米穀の買入れ・販売

等に関する基本要領（平成21年5月29日付け21総食第113号総

合食料局長通知）の規定に基づき、知事は、政策統括官と売

買契約を締結したうえで、政策統括官と販売等業務委託契約

を締結している受託事業体から当該米穀の引き渡しを受け

る。ただし、当該米穀の供給を迅速に行う必要がある場合で

あって、被災地等の状況その他の事情により売買契約を締結

するいとまがないと政策統括官が認めるときは、売買契約の

締結前であっても、受託事業体から引き渡しを受けることが

できる。 

   なお、米穀販売事業者から調達する米穀は精米で引渡しを

受けるが、政府から直接売却を受けて調達する場合は、玄米

引渡しであるから、精米による供給を受けられるよう、受託

事業体へとう精を依頼する。 

図１ 政府所有米穀の受渡し系統図 

   被災市町村から米穀の供給要請を受けた場合は、県から農林

水産省政策統括官に要請し、売買契約（様式4-24）を締結す

る。 
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 Ⅰ 市町村からの要請を受け、県が要請する場合 

 
Ⅱ 市町村が直接、要請した場合 

                            

   市町村が直接、農林水産省農産局長に連絡した場合は、必ず県に報告

することとし、県はこれを受けて農林水産省農産局長に連絡する。 

 

Ⅰ 市町村からの要請を受け、県が要請する場合 

 
Ⅱ 市町村が直接、要請した場合 

                            

   市町村が直接、農林水産省政策統括官に連絡した場合は、必ず県に報

告することとし、県はこれを受けて農林水産省政策統括官に連絡する。 

 
風-3-89 

 
緊急要請対応

シ ス テ ム 導

入、社会福祉

施設支援体制

マニュアルの

作成及び語句

の修正 

３ 燃料の調達（防災危機管理部、健康福祉部） 

（略） 

（２）県は、発災後、重要施設の燃料確保が困難な場合、県内の

個々の要請案件について「緊急要請対応システム」または｢燃

料調整シート｣により、国に対して優先供給を要請する。 

 

（３）県は、優先供給を要請し、石油元売会社から直接供給を行

う必要が生じた場合の燃料供給を円滑に実施するために、重

要な公共施設等に関する設備や搬入経路等の情報を石油連盟

と共有し、有効に運用すべく、覚書を締結している。 

（略） 

（５）県は、所管する社会福祉施設等からの支援要請があった場

合、必要に応じ、当該施設等への燃料の供給に係る調整に努

める。 

（６）県は、以上に係る措置に必要な体制や手続等をあらかじめ

定めるものとする 

 

３ 燃料の調達（防災危機管理部） 

 （略） 

（２）県は、発災後、重要施設の燃料確保が困難な場合、石油の

備蓄の確保等に関する法律に基づき、県内の個々の要請案件

を｢燃料調整シート｣の様式に必要事項を記入し、政府緊急対

策本部に対して緊急供給要請を行う。 

（３）県は、緊急供給要請を行い、石油元売会社から直接供給を

行う必要が生じた場合の燃料供給を円滑に実施するために、重

要な公共施設等に関する設備や搬入経路等の情報を石油連盟と

共有し、有効に運用すべく、覚書を締結している。 

（略） 

(新設) 

 

（５）県は、以上に係る措置に必要な体制や手続等をあらかじ

め定めるものとする 

風-3-91 施設の追加 第９節 広域応援の要請及び県外支援 第９節 広域応援の要請及び県外支援 

 

          ⑧ 支給          ① 要請              ② 連絡    

 

⑤ 売買契約 

(様式4-24) 

り災者 市 町 村 災害対策本部 農林水産部 

農林水産省 

農産局長 
受託事業体 

③ 連絡 

④ 災害救助用 

米穀の引渡 

要請書提出 

（別紙2） 

 

           ⑧ 支給               ③ 報告 

 

                    

⑦ 引き渡し     

（知事又は知事が      

              指定する引取人）  

 

 

⑤ 売買契約 

(様式4-24) 

受託事業体 

① 連絡 

②災害救助用 
米穀の引渡 
要請書提出 

（別紙2） 

り災者 市 町 村 

農林水産省 

農産局長 

農林水産部  ④災害救助用米穀の 
引渡要請書（写し）送付 

⑥ 引渡指示 

 

          ⑧ 支給          ① 要請              ② 連絡    

 

 

⑤ 売買契約 

(様式4-24) 

り災者 市 町 村 災害対策本部 農林水産部 

農林水産省 

政策統括官 
受託事業体 

③ 連絡 

④ 災害救助用 

米穀の引渡 

要請書提出 

（別紙2） 

 

           ⑧ 支給               ③ 報告 

 

                    

⑦ 引き渡し     

（知事又は知事が      

              指定する引取人）  

 

⑤ 売買契約 

(様式4-24) 

受託事業体 

① 連絡 

②災害救助用 
米穀の引渡 
要請書提出 

（別紙2） 

り災者 市 町 村 

農林水産省 

政策統括官 

農林水産部  ④災害救助用米穀の 
引渡要請書（写し）送付 

⑥ 引渡指示 
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３ 千葉県大規模災害時応援受援計画（防災危機管理部、健康福祉

部、環境生活部、警察本部、市町村） 
大規模な自然災害時における県外からの救援部隊（自衛隊等）、

医療救護活動（ＤＭＡＴ等）、救援物資、ボランティアの受入れに

当たっては、平成２８年３月に策定した千葉県大規模災害時応援受

援計画に基づき、円滑に受入れ、柔軟かつ迅速に広域応援体制を確

立する。 
 
（１）救援部隊 

   被災状況等に応じて、広域防災拠点に指定している施設から、

救援部隊の受入れ施設を選定する。 

   

 

広域防災拠点（広域活動拠点等） ３２施設 

支援ゾーン 施設名 備考（用途） 

東葛・葛南
ゾーン 

陸上自衛隊松戸駐屯地 
海上自衛隊下総航空基地 
市営陸上競技場 
大堀川防災レクリエーショ
ン公園 
県立柏の葉公園 

自衛隊 
自衛隊 
消防、警察 
消防 
 
警察 

千葉中央ゾ
ーン 

陸上自衛隊習志野駐屯地及
び演習場 
陸上自衛隊下志津駐屯地 
岩名運動公園 
県総合スポーツセンター 
四街道運動公園 
道の駅やちよ 

自衛隊 
 
自衛隊 
自衛隊 
消防 
消防、警察 
警察 

市原・木更
津ゾーン 

陸上自衛隊木更津駐屯地 
航空自衛隊木更津基地 
海上自衛隊木更津基地 
市原文化の森 
かずさアカデミアパーク 

自衛隊 
自衛隊 
自衛隊 
消防、警察 
消防、警察 

 

３ 千葉県大規模災害時応援受援計画（防災危機管理部、健康福祉

部、環境生活部、警察本部、市町村） 
大規模な自然災害発生時における県外からの救援部隊（自衛隊

等）、医療救護活動（ＤＭＡＴ等）、救援物資、ボランティアの受入

れに当たっては、平成２８年３月に策定した千葉県大規模災害時応

援受援計画に基づき、円滑に受入れ、柔軟かつ迅速に広域応援体制

を確立する。 
 
（１）救援部隊 

   被災状況等に応じて、広域防災拠点に指定している施設から、

救援部隊の受入れ施設を選定する。 

   

 

広域防災拠点（広域活動拠点等） ３１施設 

支援ゾーン 施設名 備考（用途） 

東葛・葛南
ゾーン 

陸上自衛隊松戸駐屯地 
海上自衛隊下総航空基地 
市営陸上競技場 
大堀川防災レクリエーショ
ン公園 
県立柏の葉公園 

自衛隊 
自衛隊 
消防、警察 
消防 
 
警察 

千葉中央ゾ
ーン 

陸上自衛隊習志野駐屯地及
び演習場 
陸上自衛隊下志津駐屯地 
岩名運動公園 
県総合スポーツセンター 
四街道運動公園 

自衛隊 
 
自衛隊 
自衛隊 
消防 
消防、警察 

市原・木更
津ゾーン 

陸上自衛隊木更津駐屯地 
航空自衛隊木更津基地 
海上自衛隊木更津基地 
市原文化の森 
かずさアカデミアパーク 

自衛隊 
自衛隊 
自衛隊 
消防、警察 
消防、警察 

海匝・山武
ゾーン 

県東総運動場 
昭和の森 

自衛隊 
自衛隊 
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海匝・山武
ゾーン 

県東総運動場 
昭和の森 
旭文化の杜公園 
松尾運動公園 

自衛隊 
自衛隊 
消防、警察 
消防、警察 

長生・夷隅
ゾーン 

いすみ市文化とスポーツの
森公園 
県立長生の森公園 
大多喜町Ｂ＆Ｇ海洋センター 
睦沢町総合運動公園 
長南町陸上競技場 

自衛隊、消防、警察 
 
自衛隊、消防、警察 
自衛隊 
自衛隊 
自衛隊 

館 山 ・ 鴨

川・勝浦ゾ

ーン 

海上自衛隊館山航空基地 

航空自衛隊峯岡山分屯基地 

鴨川市総合運動施設 

道の駅ふれあいパークきみつ 

県立館山運動公園 

自衛隊 

自衛隊 

自衛隊、消防、警察 

自衛隊 

自衛隊、消防、警察 

成田・印西

ゾーン 

牧の原公園 

北羽鳥多目的広場 

消防、警察 

消防、警察 
 

旭文化の杜公園 
松尾運動公園 

消防、警察 
消防、警察 

長生・夷隅
ゾーン 

いすみ市文化とスポーツの
森公園 
県立長生の森公園 
大多喜町Ｂ＆Ｇ海洋センター 
睦沢町総合運動公園 
長南町陸上競技場 

自衛隊、消防、警察 
 
自衛隊、消防、警察 
自衛隊 
自衛隊 
自衛隊 

館 山 ・ 鴨

川・勝浦ゾ

ーン 

海上自衛隊館山航空基地 

航空自衛隊峯岡山分屯基地 

鴨川市総合運動施設 

道の駅ふれあいパークきみつ 

県立館山運動公園 

自衛隊 

自衛隊 

自衛隊、消防、警察 

自衛隊 

自衛隊、消防、警察 

成田・印西

ゾーン 

牧の原公園 

北羽鳥多目的広場 

消防、警察 

消防、警察 
 

風-3-96 

 

語句の修正 11 下水道施設に係る災害時支援（県土整備部） 

下水道管理者は、応急措置を実施するため必要があると認め

るときは、公益社団法人日本下水道管路管理業協会関東支部長

と下水道課長が締結した「災害時等における応急対策の協力に

関する協定書」及び千葉県環境整備協同組合と締結した「地

震・風水害・その他の災害応急対策に関する業務基本協定」に

より応急対策を行うとともに、県単独で対応できない下水道被

害が発生した場合には、東京都など１都７県等との「関東ブロ

ック下水道事業における災害時支援に関するルール」に基づ

き、応急措置の支援を要請する。 

＜資料編１－13 災害時等における応急対策の協力に関する協定書＞ 

＜資料編１－13 地震・風水害・その他の災害応急対策に関する業

務基本協定＞ 

＜資料編１－13 関東ブロック下水道事業における災害時支援

に関するルール＞ 

11 下水道施設に係る災害時支援（県土整備部） 

下水道管理者は、応急措置を実施するため必要があると認め

るときは、公益社団法人日本下水道管路管理業協会関東支部長

と下水道課長が締結した「災害時における応急対策の協力に関

する協定書」及び千葉県環境整備協同組合と締結した「災害・

風水害・その他の災害応急対策に関する業務基本協定」により

応急対策を行うとともに、県単独で対応できない下水道被害が

発生した場合には、東京都など１都７県等との「関東ブロック

下水道事業における災害時支援に関するルール」に基づき、応

急措置の支援を要請する。 

＜資料編１－13 災害時における応急対策の協力に関する協定書＞ 

＜資料編１－13 災害・風水害・その他の災害応急対策に関する業

務基本協定＞ 

＜資料編１－13 関東ブロック下水道事業における災害時支援

に関するルール＞ 
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風-3-96 防災基本計画 
修正のため 

16 県外被災県等への支援（総務部、総合企画部、防災危機管理

部、健康福祉部、県土整備部、企業局、教育庁）  

   東日本大震災及び熊本地震で被災地に以下の支援を行った経

験を踏まえ、県外被災地への支援の枠組みを整備し、今後、大

規模な災害が県外で発生した場合についても、県として体制を

整備し、被災地における円滑な支援を行う。  

（１）人材支援  

  ア 医療チームの派遣（ＤＭＡＴ、医療救護班、ＤＰＡＴ等）  

  イ 保健師チームの派遣  

  ウ 福祉チームの派遣（ＤＷＡＴ） 
エ スクールカウンセラー等の派遣 
オ 被災宅地応急危険度判定士の派遣 
カ 上水道に関する応急給水隊、応急復旧隊等 

企業局は「社団法人日本水道協会千葉県支部災害時相互応援

に関する協定（平成10年5月18日締結）」に基づき応援隊を派遣

する。 
キ 職員の派遣 

  上記のほか、既存の応援調整の仕組みによるもの以外の職員

の派遣については、「千葉県大規模災害時応援受援計画」による

ものとする。 

16 県外被災県等への支援（総務部、総合企画部、防災危機管理

部、健康福祉部、県土整備部、企業局、教育庁）  

   東日本大震災及び熊本地震で被災地に以下の支援を行った経

験を踏まえ、県外被災地への支援の枠組みを整備し、今後、大

規模な災害が県外で発生した場合についても、県として体制を

整備し、被災地における円滑な支援を行う。  

（１）人材支援  

  ア 医療チームの派遣（ＤＭＡＴ、医療救護班、ＤＰＡＴ等）  

  イ 保健師チームの派遣  

（新設） 

  ウ スクールカウンセラー等の派遣  

  エ 被災宅地応急危険度判定士の派遣  

  オ 上水道に関する応急給水隊、応急復旧隊等  

企業局は「社団法人日本水道協会千葉県支部災害時相互応援

に関する協定（平成10年5月18日締結）」に基づき応援隊を派

遣する。  

  カ 職員の派遣  

  上記のほか、既存の応援調整の仕組みによらない職員の派遣

については、「千葉県大規模災害時応援受援計画」によるもの

とする。 
風-3-97 災害対策基本

法及び防災基

本計画修正等

による 

17 広域避難 

（１）広域避難の調整手続等 

ア 市町村は、災害の予測規模、避難者数等にかんがみ、市

町村の区域外への広域的な避難、指定避難所及び指定緊急

避難場所の提供が必要であると判断した場合において、県

内の他の市町村への受入れについては市町村に直接協議

し、他の都道府県の市町村への受入れについては県に対し

他の都道府県との協議を求めるほか、事態に照らし緊急を

要すると認めるときは、知事に報告した上で、自ら他の都

道府県内の市町村に協議することができる。 

イ 県は、市町村から協議要求があった場合、他の都道府県

と協議を行うものとする。 

ウ 県は、国に対し、受入先の候補となる地方公共団体及び

17 広域避難 

（１）広域避難の調整手続等 

  ア 県内市町村間における広域避難者の受入れ等 

    市町村の区域を越えて広域的な避難をすることが必要と  

   なる場合には、当該広域避難を要する被災者の受入れにつ

いて、他の市町村長に協議するものとし、協議を受けた市

町村は同時被災など受入れを行うことが困難な場合を除

き、当該被災者を受入れるものとする。県は、被災市町村

の要請があった場合には、受入れ先市町村の選定や紹介、

運送事業者の協力を得て被災者の運送を行う等被災市町村

を支援するものとする。 

  イ 都道府県域を越える広域避難 

    県域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合 
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その地方公共団体における避難者の受入能力（施設数、施

設概要等）、広域避難について助言を求めるものとする。 

県は、市町村から求めがあった場合には、同様の助言を

行うものとする。 

エ 市町村は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する

際に併せて広域避難の用にも供することについても定める

など、他の市町村からの避難者を受け入れることができる

施設等をあらかじめ決定しておくよう努めるものとする。 

  オ 県、市町村及び運送事業者等は、あらかじめ策定した具

体的なオペレーションを定めた計画に基づき、関係者間で

適切な役割分担を行った上で、広域避難を実施するよう努

めるものとする。 

カ 県、市町村、指定行政機関、公共機関及び事業者は、避

難者のニーズを十分把握するとともに、相互に連絡をとり

あい、放送事業者を含めた関係者間で連携を行うことで、

避難者等に役立つ的確な情報を提供できるように努めるも

のとする。 

18 広域一時滞在 

（１）広域一時滞在の調整手続等 

ア 市町村は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期

化等にかんがみ、市町村の区域外への広域的な避難及び指

定避難所、応急仮設住宅等の提供が必要であると判断した

場合において、県内の他の市町村への受入れについては市

町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れにつ

いては県に対し他の都道府県との協議を求めることができ

る。 

イ 県は、市町村から協議要求があった場合、他の都道府県

と協議を行うものとする。また、市町村の行政機能が被災

によって著しく低下した場合など、被災市町村からの要求

を待ついとまがないと認められるときは、市町村の要求を

待たないで、広域一時滞在のための協議を当該市町村に代

わって行うものとする。 

ウ 県は、国に対し、受入先の候補となる地方公共団体及び

   には、県は被災市町村からの要請に応じ、他の都道府県に

対して受入れを要請するなどの協議を行い、運送事業者の

協力を得て被災者の運送を行う等被災市町村を支援するも

のとする。協議先の都道府県の選定に際して必要な場合に

は、県は国を通じて、相手方都道府県の紹介を受けるもの

とする。 

    なお、他の被災都道府県から本県に対して広域避難者の

受入れの協議等があった場合には、県内市町村との調整を

行い、受入れ先を決定するとともに、広域避難者の受入れ

を行う市町村を支援するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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当該地方公共団体における被災住民の受入能力（施設数、

施設概要等）等、広域一時滞在について助言を求めるもの

とする。   

また、都道府県は、市町村から求めがあった場合には、

同様の助言を行うものとする。 

エ 市町村は、指定避難所を指定する際に併せて広域一時滞

在の用にも供することについても定めるなど、他の市町村

からの被災住民を受け入れることができる施設等をあらか

じめ決定しておくよう努めるものとする。 
風-3-103 防災基本計画

修正に伴う語

句の修正 

第１１節 学校等の安全対策・文化財の保護 

 
災害時は学校等における児童生徒の安全の確保に努めるとと

もに、学校等が被災した場合でも早期授業再開を目指す。 

   また、学用品がなくなり就学に支障をきたした児童生徒に対

しての支援を行う。 

   文化財が被災した場合は、早急に被害状況を確認の上、保護

し、文化的価値を損なわないよう被害の拡大を防ぐ。 

 

第１１節 学校等の安全対策・文化財の保護 

 
災害発生時は学校等における児童生徒の安全の確保に努める

とともに、学校等が被災した場合でも早期授業再開を目指す。 

   また、学用品がなくなり就学に支障をきたした児童生徒に対

しての支援を行う。 

   文化財が被災した場合は、早急に被害状況を確認の上、保護

し、文化的価値を損なわないよう被害の拡大を防ぐ。 

風-3-107 防災基本計画

修正に伴う語

句の修正 

第１３節 保健衛生、防疫、廃棄物等対策 

 
１ 保健活動（健康福祉部、市町村） 

（１）要配慮者の健康状況等の把握 

   保健所（健康福祉センター）及び市町村は、災害時、把握

している要配慮者の安否・健康状態を把握し、要配慮者等に

関する情報の共有・交換を行う。 

（２）避難所等巡回による被災者の健康管理 

市町村は、避難所及び避難所以外の被災地において、巡回

や健康相談等により被災者の健康状態や、保健医療福祉のニ

ーズを把握し、保健医療活動チーム、介護・福祉の関係機関

と連携し要配慮者に対する支援及び調整を行う。 

保健所（健康福祉センター）は保健活動チームを編成し、

市町村が行う避難所等における健康状態の把握、保健指導、

第１３節 保健衛生、防疫、廃棄物等対策 

 
１ 保健活動（健康福祉部、市町村） 

（１）要配慮者の健康状況等の把握 

     健康福祉センター（保健所）及び市町村は、災害発生時、

把握している要配慮者の安否・健康状態を把握し、要配慮者

等に関する情報の共有・交換を行う。 

（２）避難所等巡回による被災者の健康管理 

市町村は、避難所及び避難所以外の被災地において、巡回

や健康相談等により被災者の健康状態や、保健医療福祉のニ

ーズを把握し、保健医療活動チーム、介護・福祉の関係機関

と連携し要配慮者に対する支援及び調整を行う。 

健康福祉センター（保健所）は保健活動チームを編成し、

市町村が行う避難所等における健康状態の把握、保健指導、
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栄養指導、衛生状態の保持等の健康管理を支援する。 

（３）二次健康被害の予防 

保健所（健康福祉センター）及び市町村は、災害発生後早

い時期から、避難所における特異的な健康課題となる環境整

備と併せ、食中毒や感染症の発生予防、熱中症予防、深部静

脈血栓症（いわゆるエコノミークラス症候群）、こころのケア

等について、積極的な予防活動を継続的に行う。 

特に高齢者は、生活不活発病になりやすいため、適度に体

を動かせる場の提供や他者等とコミュニケーションが図れる

よう配慮し、心身機能の低下を予防する。 

気象情報等により事前に予測が可能であるため、発災前か

ら避難所等において二次健康被害予防のための周知啓発等を

行う。 

（４）活動体制の整備 

保健所（健康福祉センター）及び市町村は、平常時から要

配慮者等の把握、避難所等における予防活動や保健活動の連

携等について協議を行う。 

発災後、市町村は上記（１）から（３）を実施する保健

師・栄養士の応援派遣の必要性について検討し保健活動計画

を立て、必要な支援を保健所（健康福祉センター）に報告す

る。 

保健所（健康福祉センター）は、積極的に市町村の保健活

動を把握・支援し、保健活動計画を立て保健師・栄養士を派

遣するとともに、市町村の要請を健康福祉部に報告する。 

健康福祉部は保健活動計画を立て、必要に応じて段階的

に、管轄外保健所等の応援調整、県内市町村への応援要請、

厚生労働省への県外派遣の調整を依頼し、受援調整を行う。 

２ 飲料水の安全確保（健康福祉部） 

  保健所（健康福祉センター）は、災害により飲料水の汚染等

のおそれがある場合は、飲料水健康危機管理対策活動要領に基

づき対応するとともに、市町村と協力して被災者に対し適切な

広報及び指導を行う。 

３ 防  疫（健康福祉部、市町村） 
（略） 

栄養指導、衛生状態の保持等の健康管理を支援する。 

（３）二次健康被害の予防 

健康福祉センター（保健所）及び市町村は、災害発生後早

い時期から、避難所における特異的な健康課題となる環境整

備と併せ、食中毒や感染症の発生予防、熱中症予防、深部静

脈血栓症（いわゆるエコノミークラス症候群）、こころのケア

等について、積極的な予防活動を継続的に行う。 

特に高齢者は、生活不活発病になりやすいため、適度に体

を動かせる場の提供や他者等とコミュニケーションが図れる

よう配慮し、心身機能の低下を予防する。 

気象情報等により事前に予測が可能であるため、発災前か

ら避難所等において二次健康被害予防のための周知啓発等を

行う。 

（４）活動体制の整備 

健康福祉センター（保健所）及び市町村は、平常時から要

配慮者等の把握、避難所等における予防活動や保健活動の連

携等について協議を行う。 

発災後、市町村は上記（１）から（３）を実施する保健

師・栄養士の応援派遣の必要性について検討し保健活動計画

を立て、必要な支援を健康福祉センター（保健所）に報告す

る。 

健康福祉センター（保健所）は、積極的に市町村の保健活

動を把握・支援し、保健活動計画を立て保健師・栄養士を派

遣するとともに、市町村の要請を健康福祉部に報告する。 

健康福祉部は保健活動計画を立て、必要に応じて段階的

に、管轄外保健所等の応援調整、県内市町村への応援要請、

厚生労働省への県外派遣の調整を依頼し、受援調整を行う。 

２ 飲料水の安全確保（健康福祉部） 

  健康福祉センター（保健所）は、災害により飲料水の汚染等

のおそれがある場合は、飲料水健康危機管理対策活動要領に基

づき対応するとともに、市町村と協力して被災者に対し適切な

広報及び指導を行う。 

３ 防  疫（健康福祉部、市町村） 
（略） 
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（３）災害防疫の実施方法 
  ア 県の業務 

（ア）予防及びまん延防止 

 保健所（健康福祉センター）は、避難所等における感

染症の発生予防を啓発するとともに、感染症の流行の兆

候を早期に把握するため、サーベイランス情報の収集に

努める。また、感染症発生時には、積極的疫学調査を速

やかに行う他、必要に応じて市町村や関係機関等の協力

を得て感染拡大防止策を講じる。 

  （略） 

  （ク）指定感染症に関する情報共有 

保健所（健康福祉センター）は、指定感染症の感染者

や濃厚接触者等が在宅中である場合、その者の避難場所

が確保されるよう、市町村等と連携し情報共有を図る。 

（４）患者の入院 

 保健所（健康福祉センター）は、感染症法第１９条の規定

により必要に応じ入院を勧告する。 

（５）防疫用薬剤の確保 

 市町村からの要請に応じて直ちに供給できるよう、保健所

（健康福祉センター）等を利用して整備する地域保健医療救

護拠点に初期防疫に必要な医薬品を備蓄し、防疫活動の円滑

化を図るものとする。 

（６）報  告 

   市町村は、患者の発生状況や防疫活動の状況等を随時保健

所（健康福祉センター）に報告する 

（３）災害防疫の実施方法 
  ア 県の業務 

（ア）予防及びまん延防止 

 健康福祉センター（保健所）は、避難所等における感

染症の発生予防を啓発するとともに、感染症の流行の兆

候を早期に把握するため、サーベイランス情報の収集に

努める。また、感染症発生時には、積極的疫学調査を速

やかに行う他、必要に応じて市町村や関係機関等の協力

を得て感染拡大防止策を講じる。 

  （略） 

  （ク）指定感染症に関する情報共有 

健康福祉センター（保健所）は、指定感染症の感染者

や濃厚接触者等が在宅中である場合、その者の避難場所

が確保されるよう、市町村等と連携し情報共有を図る。 

（４）患者の入院 

 健康福祉センター（保健所）は、感染症法第１９条の規定

により必要に応じ入院を勧告する。 

（５）防疫用薬剤の確保 

 市町村からの要請に応じて直ちに供給できるよう、健康福

祉センター（保健所）等を利用して整備する地域保健医療救

護拠点に初期防疫に必要な医薬品を備蓄し、防疫活動の円滑

化を図るものとする。 

（６）報  告 

   市町村は、患者の発生状況や防疫活動の状況等を随時健康

福祉センター（保健所）に報告する 

風-3-109 

 

語句の修正 ４ 死体の捜索処理等（防災危機管理部、健康福祉部、病院局、

警察本部、市町村） 

  災害により現に行方不明の状態にあり、かつ各般の事情によ

り既に死亡していると推定される者に対して速やかに捜索を実

施し、災害の際に死亡した者を一時的に収容するための収容場

所、搬送手段及びドライアイス等死体の処理に必要な物資を確

保し、死体識別等のための処理を行い、かつ死体の応急的な埋

葬等を実施する。 

 （１）実施機関 

４ 死体の捜索処理等（防災危機管理部、健康福祉部、病院局、

警察本部、市町村） 

  災害により現に行方不明の状態にあり、かつ各般の事情によ

り既に死亡していると推定される者に対して速やかに捜索を実

施し、災害の際に死亡した者を一時的に収容するための収容場

所、搬送手段及びドライアイス等死体の処理に必要な物資を確

保し、死体識別等のための処理を行い、かつ死体の応急的な埋

葬を実施する。 

 （１）実施機関 
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ア 死体の捜索、収容、処理及び埋葬等は、市町村等に行

う。 

    ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市

町村長はこれを補助するものとする。 

    なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認め

るときは、市町村長が行うこととすることができる。 

（略） 

（３）災害救助法による救助の基準等 
（略） 
ウ 埋葬等 

   災害の際死亡した者に対して、資力の有無にかかわらず、遺族

が埋葬等を行うことが困難な場合又は、死亡した者の遺族がな

い場合に応急的に埋葬等を行うもの。 
（ア）埋葬等を行う場合 
   災害時の混乱の際に死亡した者であって、災害のため埋

葬等を行うことが困難な場合（死因及び場所の如何を問わ

ない） 
（イ）埋葬等の方法 
  ａ 埋葬等は、原則として死体を火葬に付することにより

実施する。 
      ｂ 埋葬等は、原則として棺、骨つぼ等の現物給付及び火

葬、納骨等の役務の提供による。 

ア 死体の捜索、収容、処理及び埋葬は、市町村長が行

う。 

    ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、市

町村長はこれを補助するものとする。 

    なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認め

るときは、市町村長が行うこととすることができる。 

 （略） 

 （３）災害救助法による救助の基準等 
（略） 
ウ 埋葬 

 災害の際死亡した者に対して、資力の有無にかかわらず、遺

族が埋葬を行うことが困難な場合又は、死亡した者の遺族がな

い場合に応急的に埋葬を行うもの 
（ア）埋葬を行う場合 
   災害時の混乱の際に死亡した者であって、災害のため埋

葬を行うことが困難な場合（死因及び場所の如何を問わな

い） 
（イ）埋葬の方法 
  ａ 埋葬は、原則として死体を火葬に付することにより実

施する。 
ｂ 埋葬は原則として棺、骨つぼ等の現物給付及び火葬、

納骨等の役務の提供による。 

風-3-111 

 

 

 

防災基本計画

の修正及び語

句の修正 

５ 動物対策（健康福祉部） 

保健所（健康福祉センター）及び動物愛護センターは、飼い主

の被災等により家庭動物が遺棄されたり逃げ出した場合には、

（公社）千葉県獣医師会等関係団体及びボランティアとの連携に

より、これら動物を保護収容する。 

また、特定動物（「動物の愛護及び管理に関する法律」で人の

生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物）が施設から

逸走した場合は、人への危害を防止するため、飼養者、警察官そ

の他関係機関の連携の下に状況を把握し、必要な措置を講じる。 

県は、「災害時動物救護活動マニュアル」に基づき、関係団体

と協同で千葉県動物救護本部及び動物救護センターを設置し、動

５ 動物対策（健康福祉部） 

健康福祉センター（保健所）及び動物愛護センターは、飼い主

の被災等によりペットが遺棄されたり逃げ出した場合には、（公

社）千葉県獣医師会等関係団体及びボランテイアとの連携によ

り、これら動物を救助及び保護する。 

また、特定動物（「動物の愛護及び管理に関する法律」で人の

生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物）が施設から

逸走した場合は、人への危害を防止するため、飼養者、警察官そ

の他関係機関の連携の下に状況を把握し、必要な措置を講じる。 

県は、「災害時動物救護活動マニュアル」に基づき、関係団体

と協同で千葉県動物救護本部及び動物救護センターを設置し、動
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物救護活動を実施する。 物救護活動を実施する。 

 

風-3-114 防災基本計画

修正のため 

第１４節 応急仮設住宅の供与及び住宅の応急

修理 

 
１ 応急仮設住宅の供与等（防災危機管理部、農林水産部、県土 
整備部、市町村） 
 

（１）応急仮設住宅の供与 
（略） 

（２）供与の方法 

ア 民間賃貸住宅の借り上げ 

既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確

保することを基本とし、被災規模や被害状況及び民間賃貸

住宅の空き戸数の状況等を勘案した上で、関係団体と協力

し賃貸型応急住宅を提供する。 

イ 建設 

地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合には、

あらかじめ検討している建設適地の選定や建設体制、必要

資材の確保方法等に基づき建設型応急住宅を提供する。 

 

第１４節 応急仮設住宅の供与及び住宅の応急

修理 

 
１ 応急仮設住宅の供与等（防災危機管理部、農林水産部、県土 
整備部、市町村） 

 

（１）応急仮設の住宅の供与 

（略） 

イ 供与の方法 

（ア）建設 

あらかじめ検討している建設適地の選定や建設体制、必要

資材の確保方法等に基づき建設する。 

 

 

（イ）民間賃貸住宅の借り上げ 

被災規模や被害状況、応急仮設住宅の建設用地の確保及び民間賃

貸住宅の空き戸数の状況等を勘案した上で、関係団体と協力し

借り上げにより民間賃貸住宅を提供する。 

風-3-121 語句の修正及

び動員、配備

体制修正のた

め 

 第１５節 ライフライン関連施設等の応急復旧 
 

２ 電力施設災害対策計画 

（略） 

（４）災害時の対策 

ア 各設備の運転保守について 

電力需要の実態にかんがみ、災害時においても原則として  

  供給を継続するが、警察、消防機関等から要請があった場合

等には、送電停止等適切な危険予防措置を講じる。 

   なお、浸水により運転することがかえって危険であり、事

故を誘発するおそれがある場合、又は運転不能の予想がされ

 第１５節 ライフライン関連施設等の応急復旧 

 

２ 電力施設災害対策計画 

（略） 

（４）災害発生時の対策 

ア 各設備の運転保守について 

（ア）災害発生時といえども需要家サービス並びに治安維持

のため、原則として送電を継続する。 

（イ）浸水、建物倒壊により運転することがかえって危険で

あり、事故を誘発するおそれがある場合又は運転不能の

予測される場合は、運転を停止し、関係各機関に連絡す
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る場合は、運転を停止し、各関係機関に連絡するとともに、

必要な措置を講じる。 

３ 下水道施設災害対策計画 

（略） 

（２）緊急活動 

災害が発生した場合、直ちに被害状況の調査、施設の点検を実

施し下水道機能の支障及び二次災害のおそれがあるものについて

は緊急防止活動を行い、必要があるときは、公益社団法人日本下

水道管路管理業協会関東支部長と下水道課長が締結した「災害時

等における応急対策の協力に関する協定書」により応急対策を行

う。なお、活動体制の確立並びに関係機関等の連携による応援体

制の確立を図る。 

＜資料編１－13 災害時等における応急対策の協力に関する協定書＞ 

 
４ ガス施設災害対策計画 
（略） 
（５）京和ガス㈱ 
 （略） 
 ウ 応急対策 
 （ア）動員、配備体制 
   非常災害が発生した場合は、災害対策の迅速かつ適切な実

施を図るため、社内規程により非常災害本部が設置される。

一方当社は、基本方針のひとつに導管の保安体制の強化を挙

げており、緊急勤務員による２４時間勤務を実施し、待機工

事会社を選定して常時緊急、工作車の稼働待機体制をとって

いる。また、宿直、日直制を採用し処理に当たっている。 
特別編成を必要とする非常災害時には、災害の規模に応

じて第１次から第３次の非常配備体制をとり、二次災害の

防止と事故処理に当たる。 

るとともに、必要な措置を講じ待避する。なお、緊急や

むを得ない場合はこの限りではない。 

 

３ 下水道施設災害対策計画 

（略） 

（２）緊急活動 

災害が発生した場合、直ちに被害状況の調査、施設の点検を実

施し下水道機能の支障及び二次災害のおそれがあるものについて

は緊急防止活動を行い、必要があるときは、公益社団法人日本下

水道管路管理業協会関東支部長と下水道課長が締結した「災害時

における応急対策の協力に関する協定書」により応急対策を行

う。なお、活動体制の確立並びに関係機関等の連携による応援体

制の確立を図る。 

＜資料編１－13 災害時における応急対策の協力に関する協定書＞ 
 
 
４ ガス施設災害対策計画 
（略） 
（５）京和ガス㈱ 
 （略） 
 （ア）動員、配備体制 
   非常災害が発生した場合は、災害対策の迅速かつ適切な実

施を図るため、社内規程により非常災害本部が設置される。

一方当社は、基本方針のひとつに導管の保安体制の強化を挙

げており、緊急勤務員による２４時間勤務を実施し、待機工

事会社を選定して常時緊急、工作車の稼働待機体制をとって

いる。また、宿日直、宅直保安要員制を採用し処理に当たっ

ている。 
 特別編成を必要とする非常災害時には、災害の規模に応じ

て第１次から第３次の非常配備体制をとり、二次災害の防止

と事故処理に当たる。 

風-3-133 防災基本計画

修正に伴う語

第１６節 ボランティアの協力 

 

第１６節 ボランティアの協力 
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句の修正 県及び市町村は、大規模災害時において、災害応急対策の実

施には多くの人員を必要とするため、ボランティア活動の協力

を申し入れる団体や個人の協力を得て、効果的な応急対策を実

施するものと する。県災害ボランティアセンターは千葉県災

害ボランティアセンター連絡会が運営することとする。 

また、県及び市町村は、社会福祉協議会、地元や外部から被

災地入りしているＮＰＯ等との連携を図るとともに、中間支援

組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組

織）を含めた連携体制の構築を図り、復旧・復興期も含めた多

様な被災者ニーズを踏まえ、各団体の多様性と継続性を活かし

たボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整

備を図るものとする。 

その際、県及び市町村は、行政、ＮＰＯ、ボランティア等の

三者で連携し、平常時の登録、研修や訓練の制度、災害時にお

けるボランティア活動の受入れや調整、ボランティア活動の拠

点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策

等について意見交換を行う体制を、研修や訓練を通じて推進す

るものとする。 

  

県及び市町村は、大規模災害時において、災害応急対策の実

施には多くの人員を必要とするため、ボランティア活動の協力

を申し入れる団体や個人の協力を得て、効果的な応急対策を実

施するものと する。県災害ボランティアセンターは千葉県災

害ボランティアセンター連絡会が運営することとする。 

また、県及び市町村は、社会福祉協議会、地元や外部から被

災地入りしているＮＰＯ等との連携を図るとともに、中間支援

組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組

織）を含めた連携体制の構築を図り、復旧・復興期も含めた多

様な被災者ニーズを踏まえ、各団体の多様性と継続性を活かし

たボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整

備を図るものとする。 

その際、県及び市町村は、行政、ＮＰＯ、ボランティア等の

三者で連携し、平常時の登録、研修制度、災害時におけるボラ

ンティア活動の受入れや調整、ボランティア活動の拠点の確

保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等につ

いて意見交換を行う体制を、研修や訓練を通じて推進するもの

とする。 

  

風-3-132 防災基本計画

修正のため 

１ 災害ボランティアセンターの設置（防災危機管理部、健康福

祉部、環境生活部、市町村） 
県及び市町村は、相互に協力し、ボランティアに対する被

災地のニーズの把握、ボランティアの受付、調整等の受入体

制を確保するよう努めるとともに、必要に応じて、ボランテ

ィアの活動拠点となる災害ボランティアセンターを設置す

る。 
   なお、県又は県から事務の委任を受けた市町村は、共助の

ボランティア活動と地方公共団体の実施する救助の調整事務

について、社会福祉協議会等が設置する災害ボランティアセ

ンターに委託する場合は、当該事務に必要な人件費及び旅費

を災害救助法の国庫負担の対象とすることができる。 
 （略） 

１ 災害ボランティアセンターの設置（防災危機管理部、健康福

祉部、環境生活部、市町村） 

風-3-135 防災基本計画 ７ 災害ボランティアセンター運営スタッフ等の養成等（防災危

機管理部、健康福祉部、環境生活部、教育庁、市町村） 

７ 災害ボランティアセンター運営スタッフ等の養成等（防災危

機管理部、健康福祉部、環境生活部、教育庁、市町村） 



173  

ページ 修正理由 修正案 現行 

修正に伴う語

句の修正 

一般分野でのボランティア活動を組織的かつ効果的に進める

ためには、その活動を支援する災害ボランティアセンターの運

営スタッフ等には、調整能力など高い専門性が必要である。 

そこで、各種研修会や講習会を通じて、普段から災害ボラン

ティアセンターの運営スタッフ等の養成を進める。 

また、災害時に迅速な受入ができるよう災害ボランティアセ

ンターの開設・受入・調整についてのマニュアル作成や訓練の

実施等により体制を整備するとともに、被災者の多様なニーズ

に応えられるよう、多様な立場の者の能力が活用され、意見が

反映されるよう、常日頃から連携体制の強化に努める。 

一般分野でのボランティア活動を組織的かつ効果的に進める

ためには、その活動を支援する災害ボランティアセンターの運

営スタッフ等には、調整能力など高い専門性が必要である。 

そこで、各種研修会や講習会を通じて、普段から災害ボラン

ティアセンターの運営スタッフ等の養成を進める。 

また、発災時に迅速な受入ができるよう災害ボランティアセ

ンターの開設・受入・調整についてのマニュアル作成や訓練の

実施等により体制を整備するとともに、被災者の多様なニーズ

に応えられるよう、多様な立場の者の能力が活用され、意見が

反映されるよう、常日頃から連携体制の強化に努める。 

風-4-2 防災基本計画

修正及び語句

の修正 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４章 災害復旧計画 

 

第１節 被災者生活安定のための支援 
 

１ 被災者に関する支援の情報の提供等（全庁、市町村） 

市町村は、各種の支援措置が早期に実施されるよう、発災後

遅滞なく被災者に罹災証明書を交付するとともに、個々の被災

者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事

項等を一元的に集約した被災者台帳の作成等被災者支援の総合

的かつ効率的な実施に努める。 

県及び市町村は、被災者が自らに適した支援制度を活用して

生活再建に取り組むことができるよう、見守り・相談の機会や

被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被

災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努める

ものとする。 

県は、発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に

係る事務の市町村向け説明会を実施するとともに、その実施に

当たっては、ビデオ会議システムを活用し、各市町村に映像配

信を行うなど、より多くの市町村担当者の参加が可能となるよ

うな工夫をするよう努めるとともに、被災者台帳を作成する市

町村からの要請により、被災者に対して実施した支援に関する

情報を提供する。 

また、県は国及び市町村と連携し、被災者に対してブルーシ

第４章 災害復旧計画 

 

第１節 被災者生活安定のための支援 

 

１ 被災者に関する支援の情報の提供等（全庁、市町村） 

市町村は、各種の支援措置が早期に実施されるよう、発災後

遅滞なく被災者に罹災証明書を交付するとともに、個々の被災

者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事

項等を一元的に集約した被災者台帳の作成等被災者支援の公平

で効率的な実施に努める。 

   

 

 

 

 

県は、発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に

係る事務の市町村向け説明会を実施するとともに、その実施に

当たっては、ビデオ会議システムを活用し、各市町村に映像配

信を行うなど、より多くの市町村担当者の参加が可能となるよ

うな工夫をするよう努めるとともに、被災者台帳を作成する市

町村からの要請により、実施した支援について被災者に関する

情報を提供する。 

  また、県は国及び市町村と連携し、被災者に対してブルーシー
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ページ 修正理由 修正案 現行 

ートの設置や住宅修理を行う事業者を迅速に紹介するよう努め

る。 
トの設置や住宅修理を行う事業者を迅速に紹介するよう努める。

風-4-3 千葉県被災者

生活再建支援

事業実施要綱

改正のため 

２  被災者生活再建支援金（防災危機管理部、市町村） 

（略） 

（６）千葉県被災者生活再建支援事業 

（略） 

イ 本事業の実施主体は、市町村とする。（県から市への補助

方式：補助率8/10） 

（略） 

２  被災者生活再建支援金（防災危機管理部、市町村） 

（略） 

（６）千葉県被災者生活再建支援事業 

（略） 

イ 本事業の実施主体は、市町村とする。（県から市への補助

方式：補助率10/10） 

（略） 

風-4-6 語句の修正 ７ 生活相談（全庁、市町村） 

機関名 相談の取扱い 

 

 

 

県 

１ 県庁内に被災者総合相談窓口を設置すると

ともに、税務、福祉・医療、商工・労働、農

林・水産、土木・都市、教育、女性のための

相談等の個別相談窓口を設置する。 

（略） 

４ 被災者への迅速かつ適切な相談業務を行う

ため、市町村と緊密な連携を図る。 

（略） （略） 
 

７ 生活相談（全庁、市町村） 

機関名 相談の取扱い 

 

 

 

県 

１ 県庁内に被災者総合相談窓口を設置するとと

もに、税務、福祉・医療、商工・労働、農林・

水産、土木・都市、教育、女性のための相談等

の個別相談窓口を設置する。 

（略） 

４ 被災者への迅速かつ適切な相談業務を行うた

め、県各部局及び市町村と緊密な連携を図る。 

（略） （略） 
 

風-4-9 

 
参照条文の修

正 

11 中小企業への融資（商工労働部） 

経営安定資金の融資対策を講じる。 

（１）市町村認定枠 

  ア 融資対象者 

    ・激甚災害により被害を受けた者 

    ・中小企業信用保険法第２条第５項第４号の規定による

認定を受けた者 

 

11 中小企業への融資（商工労働部） 

経営安定資金の融資対策を講じる。 

（１）市町村認定枠 

  ア 融資対象者 

    ・激甚災害により被害を受けた者 

    ・中小企業信用保険法第２条第４項第４号の規定による

認定を受けた者 

風-4-11 時点修正 12 農林漁業者への融資（農林水産部） 

令和3年8月1日現在

貸付金の種類 
貸 付 対 

象 
貸 付 限 度 額 利   率 

償還期間 

据置期間 

12 農林漁業者への融資（農林水産部） 

令和2年8月1日現在 

貸付金の種類 
貸 付 

対 象 
貸 付 限 度 額 利   率 

償還期間 

据置期間 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

 

天 
 

災 
 

資 

金 

（略） （略） （略） （略） 

 

（略） 

（略） （略） 

 

（略） 

 

（略） （略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

 

（略） 

県
単
農
業
災
害

対
策
資
金 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

県
単
漁
業
災
害
対

策
資
金 

（略） （略） （略） （略） （略） 

施設復旧

資金 

（略） （略） （略） （略） 

 

 
(

株) 
 

日 
 

本 
 

政 
 

策 
 

金 
 

融 
 

公 
 

庫 
 

資 
 

金 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略）  

 

 

 

 

農林漁業セ

ーフティネ

ット資金 

（略） 600万円(特認年間経

営費等の6/12以内) 

（略） 

（略） 

 

（略） （略） 

 

（略） 

（略） 

 

（略） （略） 

 

（略） 

（略） 

 

（略） （略） 

 

（略） （略） 

 
 

天 
 

災 
 

資 

金 

（略） （略） （略） （略） 

 

（略） 

（略） （略） 

 

（略） 

 

（略） （略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

 

（略） 

県
単
農
業
災
害

対
策
資
金 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

県
単
漁
業
災
害
対

策
資
金 

（略） （略） （略） （略） （略） 

施設復旧

資金 

（略） （略） （略） （略） 

 

 
(

株) 
 

日 
 

本 
 

政 
 

策 
 

金 
 

融 
 

公 
 

庫 
 

資 
 

金 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略）  

 

 

 

 

農林漁業セ

ーフティネ

ット資金 

 

（略） 600 万円(特認年間

経営費等の 3/12 以

内) 

 （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

風-4-16 

 

防災基本計画 

修正のため 
第２節 ライフライン関連施設等の復旧計画 

 

８ 公共土木施設（県土整備部） 

（１）道路施設 

道路管理者は、道路、橋梁及び道路付属物が異常な自然現

象により被害を受けた場合は、被害状況を速やかに調査し、

復旧を行うこととする。 

復旧に当たっては、被害者の救命・救護活動や緊急物資の

輸送に対処するため、「緊急輸送道路一次路線」を最優先に実

第２節 ライフライン関連施設等の復旧計画 

 

８ 公共土木施設（県土整備部） 

（１）道路施設 

道路管理者は、道路、橋梁及び道路付属物が異常な自然現

象により被害を受けた場合は、被害状況を速やかに調査し、

復旧を行うこととする。 

復旧に当たっては、被害者の救護・救護活動や緊急物資の

輸送に対処するため、「緊急輸送道路一次路線」を最優先に実
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ページ 修正理由 修正案 現行 

施し、公益占用物件等の復旧計画と調整の上、行うものとす

る。 

県は、指定市以外の市町村が管理する指定区間外の国道、

都道府県道又は自らが管理する道路と交通上密接である市町

村道について、当該市町村から要請があり、かつ当該市町村

の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して、当該市町村に

代わって自らが災害復旧等に関する工事を行うことが適当で

あると認められるときは、その事務の遂行に支障のない範囲

内で、当該工事を行うことができる権限代行制度により、支

援を行う。 

施するものとする。 

復旧に当たっては、公益占用物件等の復旧計画と調整のう

え行うものとする。 

風-4-18 語句の修正及

び部局の追加 
第３節 激甚災害の指定 

 

県及び市町村は、大規模な災害が発生した場合には、災害の状

況を速やかに調査し、実情を把握して早期に「激甚災害に対処

するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和37年9月6日

法律第150号。以下「激甚法」という。）の指定が受けられるよ

う措置し、公共施設の災害復旧事業及び復興計画に基づく復興

事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置するものとする。 
１ 激甚災害に関する調査（総務部、防災危機管理部、健康福祉

部、商工労働部、農林水産部、県土整備部、教育庁） 

（略） 

 

第３節 激甚災害の指定 
 

県及び市町村は、激甚災害が発生した場合には、災害の状況を

速やかに調査し、実情を把握して早期に「激甚災害に対処するた

めの特別の財政援助等に関する法律」（昭和37年9月6日法律第150

号。以下「激甚法」という。）の指定が受けられるよう措置し、

公共施設の災害復旧事業及び復興計画に基づく復興事業が迅速か

つ円滑に実施できるよう措置するものとする。 
１ 激甚災害に関する調査（防災危機管理部、農林水産部、県土

整備部） 

（略） 
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○千葉県地域防災計画【放射性物質事故編】 

 

ページ 修正理由 修正案 現行 

放-1-1 法律名称変更の

ため 

第１章 基本方針 

（略） 

※ 放射性同位元素：放射性同位元素等の規制に関する法律（昭

和32年6月10日法律第167号）第２条第２項に規定する放射性同

位元素をいう。 

（略） 

第１章 基本方針 

（略） 

※ 放射性同位元素：放射性同位元素等による放射線障害の防止に関

する法律（昭和32年6月10日法律第167号）第２条第２項に規定す

る放射性同位元素をいう。 

（略） 

  ※ 放射性同位元素等使用事業所：放射性同位元素等の規制に関

する法律第３条第１項の規定により使用の許可を受けている

工場又は事業所、同法第第３条の２第１項の規定により使用の

届出をしている工場又は事業所をいう。 

※ 放射性同位元素等使用事業所：放射性同位元素等による放射線障

害の防止に関する法律第３条第１項の規定により使用の許可を受

けている工場又は事業所、同法第第３条の２第１項の規定により

使用の届出をしている工場又は事業所をいう。 
放-3-2 語句の修正 第３章 放射性物質事故予防対策 

 
６ 緊急時被ばく医療体制の整備 

（２）被ばく傷病者等搬送体制の整備 

   県は、放射性物質事故が発生し、被ばく傷病者等を早急に

医療機関に搬送する必要がある場合や、県内の医療機関では

対応しきれない被害が発生した場合等に備えて広域応援体

制の整備に努めるものとする。 

第３章 放射性物質事故予防対策 
 

６ 緊急時被ばく医療体制の整備 

（２）被ばく傷病者搬送体制の整備 

   県は、放射性物質事故が発生し、被ばく傷病者を早急に医療

機関に搬送する必要がある場合や、県内の医療機関では対応し

きれない被害が発生した場合等に備えて広域応援体制の整備に

努めるものとする。 

放-4-5 出典元改正のた

め 

第４章 放射性物質事故応急対策 

 
参考 原子力災害対策指針「表３ ＯＩＬと防護措置について」

 

 

第４章 放射性物質事故応急対策 

 

参考 原子力災害対策指針「表３ ＯＩＬと防護措置について」 
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ページ 修正理由 修正案 現行 
基準の種類 基準の概要 防護措置の概要

放射性ヨウ素 300Bq/kg 2,000Bq/kg※8

放射性セシウム 200Bq/kg 500Bq/kg

プルトニウム及び超ウ
ラン元素のアルファ核
種

1Bq/kg 10Bq/kg

ウラン 20Bq/kg 100Bq/kg

数時間内を目途に区域を特定
し、避難等を実施。(移動が困難
な者の一時屋内退避を含む）

（地上１m で計測した場合の空間放射線量率※２）

ＯＩＬ４

不注意な経口摂取、皮膚汚染からの
外部被ばくを防止するため、除染を
講じるための基準

β線：40,000 cpm※３

初期設定値※１

緊
急
防
護
措
置

ＯＩＬ１

地表面からの放射線、再浮遊した放
射性物質の吸入、不注意な経口摂取
による被ばく影響を防止するため、住
民等を数時間内に避難や屋内退避
等させるための基準

500μSv/h

避難又は一時移転の基準に基づ
いて避難等した避難者等に避難
退域時検査を実施して、基準を
超える際は迅速に簡易除染等を
実施。

（皮膚から数cm での検出器の計数率）

β線：13,000cpm※４【１ヶ月後の値】

（皮膚から数cm での検出器の計数率）

早
期
防
護
措
置

ＯＩＬ２

地表面からの放射線、再浮遊した放
射性物質の吸入、不注意な経口摂取
による被ばく影響を防止するため、地
域生産物※5 の摂取を制限するとと
もに、住民等を1週間程度内に一時
移転させるための基準

20μSv/h
１日内を目途に区域を特定し、地
域生産物の摂取を制限するととも
に１週間程度内に一時移転を実
施。

（地上１m で計測した場合の空間放射線量率※２）

野菜類、穀類、肉、
卵、

魚、その他

１週間内を目途に飲食物中の放
射性核種濃度の測定と分析を行
い、基準を超えるものにつき摂取
制限を迅速に実施。

飲
食
物
摂
取
制
限
※
９

飲食物に係る
スクリーニング
基準

ＯＩＬ６による飲食物の摂取制限を判
断する準備として、飲食物中の放射
性核種濃度測定を実施すべき地域を
性核種濃度測定を実施すべき地域を
特定する際の基準

0.5μSv/h※6
数日内を目途に飲食物中の放射
性核種濃度を測定すべき区域を
特定。

（地上１m で計測した場合の空間放射線量率※２）

ＯＩＬ６

経口摂取による被ばく影響を防止す
るため、飲食物の摂取を制限する際
の基準

核種※7
飲料水

牛乳・乳製品

 
 

※１ 「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるＯＩＬの値であ

り、地上沈着した放射性核種組成が明確になった時点で必要

な場合にはＯＩＬの初期設定値は改定される。 

※２ 本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。

実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場

所における線量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮し

て、判断基準の値を補正する必要がある。 

ＯＩＬ１については緊急時モニタリングにより得られた

空間放射線量率（１時間値）がＯＩＬ１の基準値を超えた場

合、ＯＩＬ２については、空間放射線量率の時間的・空間的

な変化を参照しつつ、緊急時モニタリングにより得られた空

間放射線量率（１時間値）がＯＩＬ２の基準値を超えたとき

から起算しておおむね１日が経過した時点の空間放射線量

基準の種類 基準の概要 防護措置の概要

放射性ヨウ素 300Bq/kg 2,000Bq/kg※8

放射性セシウム 200Bq/kg 500Bq/kg

プルトニウム及び超ウラ
ン元素のアルファ核種

1Bq/kg 10Bq/kg

ウラン 20Bq/kg 100Bq/kg

数時間内を目途に区域を特定し、
避難等を実施。(移動が困難な者
の一時屋内退避を含む）

（地上１m で計測した場合の空間放射線量率※２）

ＯＩＬ４

不注意な経口摂取、皮膚汚染からの外
部被ばくを防止するため、除染を講じる
ための基準

β線：40,000 cpm※３

初期設定値※１

緊
急
防
護
措
置

ＯＩＬ１

地表面からの放射線、再浮遊した放射
性物質の吸入、不注意な経口摂取によ
る被ばく影響を防止するため、住民等を
数時間内に避難や屋内退避等させる
ための基準

500μSv/h

避難基準に基づいて避難した避難
者等をスクリーニングして、基準を
超える際は迅速に除染。

（皮膚から数cm での検出器の計数率）

β線：13,000cpm※４【１ヶ月後の値】

（皮膚から数cm での検出器の計数率）

早
期
防
護
措
置

ＯＩＬ２

地表面からの放射線、再浮遊した放射
性物質の吸入、不注意な経口摂取によ
る被ばく影響を防止するため、地域生
産物※5 の摂取を制限するとともに、住
民等を1週間程度内に一時移転させる
ための基準

20μSv/h
１日内を目途に区域を特定し、地域
生産物の摂取を制限するとともに１
週間程度内に一時移転を実施。

（地上１m で計測した場合の空間放射線量率※２）

野菜類、穀類、肉、卵、
魚、その他

１週間内を目途に飲食物中の放射
性核種濃度の測定と分析を行い、
基準を超えるものにつき摂取制限
を迅速に実施。

飲
食
物
摂
取
制
限
※
９

飲食物に係る
スクリーニング
基準

ＯＩＬ６による飲食物の摂取制限を判断
する準備として、飲食物中の放射性核
種濃度測定を実施すべき地域を性核種
濃度測定を実施すべき地域を特定する
際の基準

0.5μSv/h※6
数日内を目途に飲食物中の放射
性核種濃度を測定すべき区域を特
定。

（地上１m で計測した場合の空間放射線量率※２）

ＯＩＬ６

経口摂取による被ばく影響を防止する
ため、飲食物の摂取を制限する際の基
準

核種※7
飲料水

牛乳・乳製品

 
 

※１ 「初期設定値」とは緊急事態当初に用いる OIL の値であり、

地上沈着した放射性核種組成が明確になった時点で必要な場合

には OIL の初期設定値は改定される。 

※２ 本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際

の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所にお

ける線量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判断基

準の値を補正する必要がある。 
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率（１時間値）がＯＩＬ２の基準値を超えた場合に、防護措

置の実施が必要であると判断する。 

（略） 

※７ その他の核種の設定の必要性も含めて今後検討する。その

際、ＩＡＥＡのＧＳＧ－２におけるＯＩＬ６を参考として数

値を設定する。 

（略） 

※９ ＩＡＥＡでは、飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行わ

れるよう、飲食物中の放射性核種濃度の測定が開始されるまでの

間の暫定的な飲食物摂取制限の実施及び当該測定の対象の決定

に係る基準であるＯＩＬ３等を設定しているが、我が国では、放

射性核種濃度を測定すべき区域を特定するための基準である「飲

食物に係るスクリーニング基準」を定める。 

 

 

 

（略） 

※７ その他の核種の設定の必要性も含めて今後検討する。その際、

ＩＡＥＡのＧＳＧ－２におけるＯＩＬ６値を参考として数値を

設定する。 

（略） 

※９ ＩＡＥＡでは、ＯＩＬ６に係る飲食物摂取制限が効果的かつ効

率的に行われるよう、飲食物中の放射性核種濃度の測定が開始され

るまでの間に暫定的に飲食物摂取制限を行うとともに、広い範囲に

おける飲食物のスクリーニング作業を実施する地域を設定するため

の基準であるＯＩＬ３、その測定のためのスクリーニング基準であ

るＯＩＬ５が設定されている。ただし、ＯＩＬ３については、ＩＡ

ＥＡの現在の出版物において空間放射線量率の測定結果と暫定的な

飲食物摂取制限との関係が必ずしも明確でないこと、また、ＯＩＬ

５については我が国において核種ごとの濃度測定が比較的容易に行

えることから、放射性核種濃度を測定すべき区域を特定するための

基準である「飲食物に係るスクリーニング基準」を定める。 
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○千葉県地域防災計画【大規模火災等編】 

 

ページ 修正理由 修正案 現行 

 

 

 

 

 

大-1-1 

 

 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う語句

の修正 

第１章 大規模火災対策 

 

第１節 基本方針 

 
 本章は、大規模な火事災害による多数の死傷者等の発生を防止す

るため、防災空間の整備等の予防対策及び災害時の救助・救急活動

や避難誘導等の応急対策について定める。 

第１章 大規模火災対策 

 

第１節 基本方針 

 
 本章は、大規模な火事災害による多数の死傷者等の発生を防止す

るため、防災空間の整備等の予防対策及び発災時の救助・救急活動

や避難誘導等の応急対策について定める。 
 

 

 

大-1-6 

 

 

 

 

大-1-7 

 

 

 

防災基本計画の

修正に伴う語句

の修正 

 

 

配備課等の名称

変更 

第３節 応急対策計画 
 

７ 避難計画 

（１）災害時には、市町村及び県警察等は、人命の安全を第一に必

要に応じて適切な避難誘導を行う。 

（略） 
 

【別 表】 

１ 配備基準 
  大規模火災 

（
情
報
収
集
体
制
・
災
害
即
応
体
制
） 

設置す

る本部 

大規模火災応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※防災危機管理部長が必要と認めたとき設置 

配備基

準 

大規模火災により被害が発生又は発生が予想され

る場合で、本部長（防災危機管理部長）が必要と認め

たとき。 

配備を

要する

課等 

本 庁 

危機管理課 防災政策課 消防課 産業保安課 

健康福祉政策課 医療整備課 薬務課 病院局経

営管理課 

出先機関（関係各部局等において必要と認めたとき） 

※４ 

地域振興事務所 
保健所（健康福祉センター） 
その他、必要に応じて部局内等で増強する。 

 
 

第３節 応急対策計画 

 
７ 避難計画 

（１）発災時には、市町村及び県警察等は、人命の安全を第一に必

要に応じて適切な避難誘導を行う。 

（略） 

 
【別 表】 

１ 配備基準 
  大規模火災 

（
情
報
収
集
体
制
・
災
害
即
応
体
制
） 

設置す

る本部 

大規模火災応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※防災危機管理部長が必要と認めたとき設置 

配備基

準 

大規模火災により被害が発生又は発生が予想される

場合で、本部長（防災危機管理部長）が必要と認めた

とき。 

配備を

要する

課等 

本 庁 

危機管理課 防災政策課 消防課 産業保安課 

健康福祉政策課 医療整備課 薬務課 病院局経営

管理課 

出先機関（関係各部局等において必要と認めたとき） 

※４ 

地域振興事務所 
健康福祉センター（保健所） 
その他、必要に応じて部局内等で増強する。 
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（
災
害
対
策
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備
） 

設置す

る本部 

災害対策本部（本部長：知事） 

※知事が必要と認めたとき設置 

配備基

準 

大規模火災により重大な災害が発生し、本部長（知

事）が必要と認めたとき。 

配備を

要する

課等 

本 庁 

災害即応体制に加えて 

秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課 健康

づくり支援課 疾病対策課 
衛生指導課 環境政策課 経済政策課 農林水産

政策課 県土整備政策課 出納局 企業局管理部

総務企画課 教育庁教育振興部学校安全保健課 
 

出先機関 

災害即応体制と同じ。必要に応じて関係機関で増強

する。 

※ 配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

以外の課等の配備を指示するものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

であっても当該課等の配備の内容を変更し、又は解くことができ

る。 

３ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上位

の配備体制を指示することができる。 

４ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配備

につく。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 
 

（
災
害
対
策
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備
） 

設置す

る本部 

災害対策本部（本部長：知事） 

※知事が必要と認めたとき設置 

配備基

準 

大規模火災により重大な災害が発生し、本部長（知

事）が必要と認めたとき。 

配備を

要する

課等 

本 庁 

災害即応体制に加えて 

秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課 健康づ

くり支援課 疾病対策課 
衛生指導課 環境政策課 経済政策課 農林水産政

策課 県土整備政策課 出納局 企業局管理部総務

企画課 教育庁教育振興部学校安全保健課 
 

出先機関 

災害即応体制と同じ。必要に応じて関係機関で増強

する。 

※ 配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

以外の課等の配備を指示するものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

であっても当該課等の配備の内容を変更し、又は解くことができる。 

３ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上位

の配備体制を指示することができる。 

４ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配備

につく。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 
 

 

 

 

大-2-6 

 

 

 

配備課等の名称

変更 

第２章 林野火災対策 
 

第３節 応急対策計画 
【別 表】 

１ 配備基準 

  林野火災 

（
情
報
収
集
体

制
・
災
害
即
応
体

 

設置する

本部 
林野火災応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※防災危機管理部長が必要と認めたとき設置 

配備基準 林野火災により被害が発生又は発生が予想される場合

で、本部長（防災危機管理部長）が必要と認めたとき。 
配備を要 本 庁 

第２章 林野火災対策 
 

第３節 応急対策計画 
【別 表】 

１ 配備基準 
  林野火災 

（
情
報
収
集
体

制
・
災
害
即
応
体

制
） 

設置する

本部 

林野火災応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※防災危機管理部長が必要と認めたとき設置 

配備基準 
林野火災により被害が発生又は発生が予想される場合

で、本部長（防災危機管理部長）が必要と認めたとき。 

配備を要 本 庁 
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ページ 修正理由 修正案 現行 
する課等 危機管理課 防災政策課 消防課 産業保安課 

健康福祉政策課 医療整備課 薬務課 森林課 病

院局経営管理課 
出先機関（関係各部局等において必要と認めたとき）※

４ 
地域振興事務所 
保健所（精神福祉センター） 
林業事務所 
その他、必要に応じて部局内等で増強する。 

（
災
害
対
策
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備
） 

設置する

本部 
災害対策本部（本部長：知事） 
※知事が必要と認めたとき設置 

配備基準 林野火災により重大な災害が発生し、本部長（知事）

が必要と認めたとき。 

配備を要

する課等 

本 庁 
災害即応体制に加えて 

秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課 健康づ

くり支援課 疾病対策課 
衛生指導課 環境政策課 経済政策課 農林水産政

策課 県土整備政策課 
出納局 企業局管理部総務企画課 教育庁教育振興

部学校安全保健課 
 

出先機関 
災害即応体制と同じ。必要に応じて関係機関で増強す

る。 
※ 配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

以外の課等の配備を指示するものとする。 
２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

であっても当該課等の配備の内容を変更し、又は解くことができる。 
３ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上位

の配備体制を指示することができる。 

４ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配備

につく。 
※議会事務局には連絡のみ行う。 

 

する課等 危機管理課 防災政策課 消防課 産業保安課 

健康福祉政策課 医療整備課 薬務課 森林課 病院

局経営管理課 

出先機関（関係各部局等において必要と認めたとき）※

４ 

地域振興事務所 
健康福祉センター（保健所） 

林業事務所 

その他、必要に応じて部局内等で増強する。 

（
災
害
対
策
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備
） 

設置する

本部 

災害対策本部（本部長：知事） 

※知事が必要と認めたとき設置 

配備基準 
林野火災により重大な災害が発生し、本部長（知事）

が必要と認めたとき。 

配備を要

する課等 

本 庁 

災害即応体制に加えて 

秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課 健康づく

り支援課 疾病対策課 
衛生指導課 環境政策課 経済政策課 農林水産政策

課 県土整備政策課 
出納局 企業局管理部総務企画課 教育庁教育振興部

学校安全保健課 
 

出先機関 

災害即応体制と同じ。必要に応じて関係機関で増強す

る。 

※ 配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

以外の課等の配備を指示するものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

であっても当該課等の配備の内容を変更し、又は解くことができる。 

３ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上位の

配備体制を指示することができる。 

４ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配備に

つく。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

第３章 危険物等災害対策 
 

第１節 基本方針 

第３章 危険物等災害対策 
 

第１節 基本方針 
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大-3-1 

 

 

防災基本計画修

正に伴う語句の

修正 

 
１ 危険物 

 危険物（石油等）による災害を防止し、また、災害時の被害の

拡大を防止するため、危険物を取り扱う事業所等及び防災関係機

関の予防対策について定めるとともに、災害時における保安対策

並びに応急対策について定める。 

 

２ 高圧ガス 

 高圧ガスによる災害を防止し、また、災害時の被害の拡大を防

止するため、高圧ガス関係事業所及び防災関係機関の予防対策に

ついて定めるとともに、災害時における保安対策並びに応急対策

について定める。 

 

３ 火薬類 

 火薬類による災害を予防し、また、災害時の被害の拡大を防止

するため、火薬類関係事業所及び防災関係機関の予防対策につい

て定めるとともに、災害時における保安対策並びに応急対策に

ついて定める。 

 

４ 毒物劇物 

  毒物劇物保有施設等からの流出等による災害を防止し、また、

災害時の被害の拡大を防止するため、毒物劇物営業者等の予防対

策について定めるとともに、災害時における応急対策について定

める。 

 

 
１ 危険物 

 危険物（石油等）による災害を防止し、また、災害発生時の被

害の拡大を防止するため、危険物を取り扱う事業所等及び防災関

係機関の予防対策について定めるとともに、災害時における保安

対策 並びに応急対策について定める。 

 

２ 高圧ガス 

 高圧ガスによる災害を防止し、また、災害発生時の被害の拡大

を防止するため、高圧ガス関係事業所及び防災関係機関の予防対

策について定めるとともに、災害時における保安対策並びに応急

対策について定める。 

 

３ 火薬類 

 火薬類による災害を予防し、また、災害発生時の被害の拡大を

防止するため、火薬類関係事業所及び防災関係機関の予防対策に

ついて定めるとともに、災害時における保安対策並びに応急対策

に ついて定める。 

 

４ 毒物劇物 

  毒物劇物保有施設等からの流出等による災害を防止し、また、

災害発生時の被害の拡大を防止するため、毒物劇物製造業者、輸

入業者及び関係機関の予防対策について定めるとともに、災害時

における応急対策について定める。 

 

 
大-3-2 

 

 

防災基本計画修

正に伴う語句の

修正等 

第２節 予防計画 

 
２ 高圧ガス 

（１）事業所等 

   災害時に有効な防災活動を行い、二次災害の発生を防止し被

害の軽減を図るため、速やかに防災体制を確立する。 

（略） 

３ 火薬類 

第２節 予防計画 

 
２ 高圧ガス 

（１）事業所等 

   災害発生時に有効な防災活動を行い、二次災害の発生を防止

し被害の軽減を図るため、速やかに防災体制を確立する。 

（略） 

３ 火薬類 
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（１）事業所等 

ア 警戒体制の整備 

  火薬類関係施設に災害等が発生するおそれがあるときは、

警戒体制を確立する。 

イ 防災体制の整備 

    災害時に有効な防災活動を実施し、被害の軽減を図るた

め、速やかに防災体制を確立する。 

４ 毒物劇物 

（１）毒物劇物営業者及び届出が必要な業務上取扱者 

  ア 毒物劇物取扱責任者の設置 

    毒物劇物取扱責任者を設置し、毒物劇物による保健衛生上

の危害防止に当たる。 

  イ 管理体制の整備 

    毒物劇物による危害の未然防止及び事故時の適切な措置

が図られるよう危害防止規定等を作成し、管理体制を整備す

る。 

 

  ウ 施設の保守点検 

    危害防止規定に基づき施設を点検・整備し、事故の未然防

止に当たる。 

  エ 教育訓練の実施 

    危害防止規定に基づき作業員に対する教育訓練を適宜実

施し、応急措置の技術の習熟に努める。 

  オ 届出が不要な業務上取扱者 

    上記イからエにより危害防止に努める。 

 

 

（２）県（保健所（健康福祉センター）） 

   毒物劇物営業者及び業務上取扱者等に対して立入検査を行

い、法令を厳守させるとともに、事故の未然防止及び事故時の

適切な措置が図られるよう指導する。 

（１）事業所等 

ア 警戒体制の整備 

  火薬類関係施設に災害等が発生するおそれがあるときは、

警戒体制を確立する。 

イ 防災体制の整備 

    災害発生時に有効な防災活動を実施し、被害の軽減を図る

ため、速やかに防災体制を確立する。 

４ 毒物劇物 

（１）毒物劇物製造業者及び輸入業者等 

  ア 毒物劇物取扱責任者の設置 

    毒物劇物を直接取り扱う毒物劇物製造業者及び輸入業者

は、毒物劇物取扱責任者を設置し、毒物劇物による保健衛生

上の危害防止に当たる。 

  イ 管理体制の整備 

    毒物劇物製造業者及び輸入業者は、毒物劇物による危害の

未然防止及び事故時の適切な措置が図られるよう危害防止

規定等を作成し、管理体制を整備する。 

  ウ 施設の保守点検 

    毒物劇物製造業者及び輸入業者は、危害防止規定に基づき

施設を点検・整備し、事故の未然防止に当たる。 

  エ 教育訓練の実施 

    毒物劇物営業者は、危害防止規定に基づき作業員に対する

教育訓練を適宜実施し、応急措置の技術の習熟に努める。 

  オ 毒物劇物販売業者等 

    毒物劇物販売業者及び届出を要する業務上取扱者につい

ても、上記アからウにより危害防止に努める。 

 

（２）県（健康福祉センター（保健所）） 

    毒物劇物製造業者及び輸入業者等に対して立入検査を行

い、法令を厳守させるとともに、事故の未然防止及び事故時

の適切な措置が図られるよう指導する。 
 

 

 

大-3-5 

 

 

 

防災気保温計画

第３節 応急対策計画 
 

２ 危険物 

第３節 応急対策計画 
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大-3-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正に伴う語句

の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織名称の変更

及び語句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
（２）県、市町村その他関係機関 
 （略） 

エ 避難 

    市町村は、県警察と協力し、避難のための立ち退きの指示、

避難所の開設並びに避難所 

 

３ 高圧ガス 

（略） 

（２）県、市町村その他関係機関 

 （略） 

  エ 被害の拡大防止措置及び避難 

  （ア）防災関係機関は、被害が拡大し事業所等の周辺にも影響

を及ぼすと予想される場合は、周辺住民等の避難について

協議する。 

  （イ）市町村は、必要に応じ避難の指示を行う。 

 

４ 火薬類 

（略） 

（２）県、市町村その他関係機関 

 （略） 

ウ 被害の拡大防止措置及び避難 

  （ア）防災関係機関は、被害が拡大し事業所等の周辺にも影響

を及ぼすと予想される場合は、周辺住民等の避難について

協議する。 

  （イ）市町村は、必要に応じ避難の指示を行う。 

 

５ 毒物劇物 

（１）毒物劇物営業者及び業務上取扱者等 

  ア 通報 

    毒物劇物が流出等により住民に保健衛生上の危害を及ぼ

すおそれがある場合には、県保健所（健康福祉センター）、

県警察署、又は消防機関へ通報を行う。 

  イ 応急措置 

２ 危険物 
（略） 
（２）県、市町村その他関係機関 
 （略） 

エ 避難 

    市町村は、県警察と協力し、避難のための立ち退きの指示、

勧告、避難所の開設並びに避難所 

 

３ 高圧ガス 

（略） 
（２）県、市町村その他関係機関 

 （略） 

  エ 被害の拡大防止措置及び避難 

  （ア）防災関係機関は、被害が拡大し事業所等の周辺にも影響

を及ぼすと予想される場合は、周辺住民等の避難について

協議する。 

  （イ）市町村は、必要に応じ避難の勧告、指示を行う。 

 

４ 火薬類 

（略） 

（２）県、市町村その他関係機関 

 （略） 

ウ 被害の拡大防止措置及び避難 

  （ア）防災関係機関は、被害が拡大し事業所等の周辺にも影響

を及ぼすと予想される場合は、周辺住民等の避難について

協議する。 

  （イ）市町村は、必要に応じ避難の勧告、指示を行う。 

 

５ 毒物劇物 

（１）毒物劇物製造業者及び輸入業者等 

  ア 通報 

    毒物劇物が流出等により住民に保健衛生上の危害を及ぼ

すおそれがある場合には、県健康福祉センター（保健所）、

県警察署、又は消防機関へ通報を行う。 
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危機管理課 

大-3-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配備課等の名称

変更 

    毒物劇物が流出等により住民に保健衛生上の危害を及ぼ

すおそれがある場合には、自ら定めた危害防止規定等に基づ

き、危害防止のため漏出防止、除害等の応急措置を講ずる。

（２）県、市町村その他関係機関 

  ア 緊急通報 

    県（保健所（健康福祉センター））、県警察及び消防機関は、

毒物劇物製造業者及び輸入業者等から緊急通報があった場

合は、状況に応じて他の防災機関と連絡調整を図る。 

  イ 被害の拡大防止 

    消防機関は、火災が発生した場合、施設防火管理者と連絡

を密にして、延焼防止、汚染区域の拡大防止に努める。 

  ウ 救急医療 

    県（保健所（健康福祉センター））、県警察及び消防機関等

は、大量流出事故等に際しては、医療機関へ連絡するととも

に連携して被災者の救出救護、避難誘導を実施する。 

  エ 水源汚染防止 

    県（保健所（健康福祉センター））は、毒物劇物が水道水

源を汚染するおそれがあると判断した場合は、関係機関に通

報し、適切な措置を求める。 

  オ 避難 

    市町村は、県及び関係機関等と協議の上、必要であれば、

避難の指示を行う。 

 

【別 表】 

１ 配備基準 

  危険物等災害 

（
情
報
収
集
体
制
・
災
害
即
応

体
制
） 

設置する

本部 

危険物等事故応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※防災危機管理部長が必要と認めたとき設置 

配備基準 

危険物等事故により被害が発生又は発生が予想され

る場合で、本部長（防災危機管理部長）が必要と認めた

とき。 

配備を要

する課等 

本 庁 

危機管理課 防災政策課 消防課 産業保安課 

健康福祉政策課 医療整備課 薬務課 病院局経営

管理課 

  イ 応急措置 

    毒物劇物が流出等により住民に保健衛生上の危害を及ぼ

すおそれがある場合には、自ら定めた危害防止規定等に基づ

き、危害防止のため漏出防止、除害等の応急措置を講ずる。

（２）県、市町村その他関係機関 

  ア 緊急通報 

    県（健康福祉センター（保健所））、県警察及び消防機関は、

毒物劇物製造業者及び輸入業者等から緊急通報があった場

合は、状況に応じて他の防災機関と連絡調整を図る。 

  イ 被害の拡大防止 

    消防機関は、火災が発生した場合、施設防火管理者と連絡

を密にして、延焼防止、汚染区域の拡大防止に努める。 

  ウ 救急医療 

    県（健康福祉センター（保健所））、県警察及び消防機関等

は、大量流出事故等に際しては、医療機関へ連絡するととも

に連携して被災者の救出救護、避難誘導を実施する。 

  エ 水源汚染防止 

    県（健康福祉センター（保健所））は、毒物劇物が水道水

源を汚染するおそれがあると判断した場合は、関係機関に通

報し、適切な措置を求める。 

  オ 避難 

    市町村は、県及び関係機関等と協議の上、必要であれば、

避難の勧告・指示を行う。 
【別 表】 

１ 配備基準 

  危険物等災害 

（
情
報
収
集
体
制
・
災
害
即
応

体
制
） 

設置する

本部 

危険物等事故応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※防災危機管理部長が必要と認めたとき設置 

配備基準 

危険物等事故により被害が発生又は発生が予想される

場合で、本部長（防災危機管理部長）が必要と認めたと

き。 

配備を要

する課等 

本 庁 

危機管理課 防災政策課 消防課 産業保安課 

健康福祉政策課 医療整備課 薬務課 病院局経営管

理課 
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出先機関（関係各部局等において必要と認めたとき）※

４ 

地域振興事務所 
保健所（健康福祉センター） 
その他、必要に応じて部局内等で増強する。 

（
災
害
対
策
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備
） 

設置する

本部 

災害対策本部（本部長：知事） 

※知事が必要と認めたとき設置 

配備基準 
危険物等事故により重大な災害が発生し、本部長（知

事）が必要と認めたとき。 

配備を要

する課等 

本 庁 

災害即応体制に加えて 

秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課 健康づ

くり支援課 疾病対策課 
衛生指導課 環境政策課 経済政策課 農林水産政

策課 県土整備政策課 
出納局 企業局管理部総務企画課 教育庁教育振興

部学校安全保健課 
 

出先機関 

災害即応体制と同じ。必要に応じて関係機関で増強す

る。 

※ 配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

以外の課等の配備を指示するものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

であっても当該課等の配備の内容を変更し、又は解くことができる。 

３ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上位の

配備体制を指示することができる。 

４ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配備に

つく。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 
 

出先機関（関係各部局等において必要と認めたとき）※

４ 

地域振興事務所 
健康福祉センター（保健所） 
その他、必要に応じて部局内等で増強する。 

（
災
害
対
策
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備
） 

設置する

本部 

災害対策本部（本部長：知事） 

※知事が必要と認めたとき設置 

配備基準 
危険物等事故により重大な災害が発生し、本部長（知

事）が必要と認めたとき。 

配備を要

する課等 

本 庁 

災害即応体制に加えて 

秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課 健康づく

り支援課 疾病対策課 
衛生指導課 環境政策課 経済政策課 農林水産政策

課 県土整備政策課 
出納局 企業局管理部総務企画課 教育庁教育振興部

学校安全保健課 
 

出先機関 

災害即応体制と同じ。必要に応じて関係機関で増強す

る。 

※ 配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

以外の課等の配備を指示するものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

であっても当該課等の配備の内容を変更し、又は解くことができる。 

３ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上位の

配備体制を指示することができる。 

４ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配備に

つく。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 
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ページ 修正理由 修正案 現行 
 
 
 

 
 
 

大-4-2 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画修

正に伴う語句の

修正 

第４章 油等海上流出災害対策 

 

第１節 基本方針 
 

２ 防災関係機関等の処理すべき事務及び業務の大綱 

（略） 

（３）市町村 
 （略） 
  キ 警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に

対する避難の指示 

第４章 油等海上流出災害対策 

 

第１節 基本方針 

 
２ 防災関係機関等の処理すべき事務及び業務の大綱 

（略） 

 （３）市町村 
 （略） 
  キ 警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に

対する避難の勧告、指示 

 

大-4-9 

 

 

配備課等の追加

及び名称変更 

第３節 応急対策計画 
【別 表】 

１ 配備基準 
  油等海上流出災害 

（
情
報
収
集
体
制
・
災
害
即
応
体
制
） 

設置する

本部 

油等海上流出事故応急対策本部（本部長：防災危機管理

部長） 

※防災危機管理部長が必要と認めたとき設置 

配備基準 

船舶等による油等の海上流出事故が発生し、油等が沿

岸等に漂着又は漂着が予想される場合で、本部長（防災

危機管理部長）が必要と認めたとき。 

配備を要

する課等 

本 庁 

危機管理課 防災政策課 消防課 産業保安課 

健康福祉政策課 大気保全課 水質保全課 自然保護

課 循環型社会推進課 

廃棄物指導課 経済政策課 漁業資源課 漁港課 河

川整備課 河川環境課 

港湾課 

災害即応体制から配備を要する課 

管財課 観光企画課 県土整備政策課 

出先機関（関係各部局等において必要と認めたとき） 

※４ 

地域振興事務所 
保健所（健康福祉センター） 水産事務所 
漁港事務所 土木事務所 港湾事務所 

その他、必要に応じて部局内等で増強する。 

第３節 応急対策計画 
【別 表】 

１ 配備基準 
  油等海上流出災害 

（
情
報
収
集
体
制
・
災
害
即
応
体
制
） 

設置する

本部 

油等海上流出事故応急対策本部（本部長：防災危機管理

部長） 

※防災危機管理部長が必要と認めたとき設置 

配備基準 

船舶等による油等の海上流出事故が発生し、油等が沿

岸等に漂着又は漂着が予想される場合で、本部長（防災

危機管理部長）が必要と認めたとき。 

配備を要

する課等 

本 庁 

危機管理課 防災政策課 消防課 産業保安課 

健康福祉政策課 大気保全課 水質保全課 自然保護

課 循環型社会推進課 

廃棄物指導課 経済政策課 漁業資源課 漁港課 河

川整備課 河川環境課 

港湾課 

災害即応体制から配備を要する課 

管財課 観光企画課 県土整備政策課 

出先機関（関係各部局等において必要と認めたとき）※

４ 

地域振興事務所 
健康福祉センター（保健所） 水産事務所 
漁港事務所 土木事務所 港湾事務所 

その他、必要に応じて部局内等で増強する。 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

（
災
害
対
策
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備
） 

設置する

本部 

災害対策本部（本部長：知事） 

※知事が必要と認めたとき設置 

配備基準 

船舶等による油等の海上流出事故が発生し、大量の油

等が沿岸等に漂着又は漂着が予想される場合（災害対策

本部第３配備は漂着した場合）で、本部長（知事）が必

要と認めたとき。 

配備を要

する課等 

本 庁 

災害即応体制に加えて 

秘書課 政策企画課 報道広報課 健康づくり支援課 

疾病対策課  

医療整備課 薬務課 環境政策課 水産課 出納局  

企業局管理部総務企画課 病院局経営管理課 教育庁

教育振興部学校安全保健課 

出先機関 

災害即応体制と同じ。必要に応じて関係機関で増強す

る。 

※配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

以外の課等の配備を指示するものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

であっても当該課等の配備の内容を変更し、又は解くことができる。 

３ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上位

の配備体制を指示することができる。 

４ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配備

につく。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 
 

（
災
害
対
策
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備
） 

設置する

本部 

災害対策本部（本部長：知事） 

※知事が必要と認めたとき設置 

配備基準 

船舶等による油等の海上流出事故が発生し、大量の油

等が沿岸等に漂着又は漂着が予想される場合（災害対策

本部第３配備は漂着した場合）で、本部長（知事）が必

要と認めたとき。 

配備を要

する課等 

本 庁 

災害即応体制に加えて 

秘書課 政策企画課 報道広報課 健康づくり支援課 

疾病対策課  

医療整備課 薬務課 環境政策課 水産課 出納局  

企業局管理部総務企画課 教育庁教育振興部学校安全

保健課 

出先機関 

災害即応体制と同じ。必要に応じて関係機関で増強す

る。 

※配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

以外の課等の配備を指示するものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

であっても当該課等の配備の内容を変更し、又は解くことができる。 

３ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上位

の配備体制を指示することができる。 

４ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配備

につく。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 
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○千葉県地域防災計画【公共交通等事故編】 

 

ページ 修正理由 修正案 現行 

 

公-1-2 

 

 

 

 

 

防災基本計画修

正に伴う語句の

修正 

第１章 海上事故災害対策 

 

第２節 予防計画 
 

１ 各種予防対策 
（２）船舶利用者への注意喚起 

   船舶関係機関は船舶利用者に対し、災害時における行動、避

難経路の教示等を実施する。 

第１章 海上事故災害対策 

 

第２節 予防計画 

 

１ 各種予防対策 
（２）船舶利用者への注意喚起 

   船舶関係機関は船舶利用者に対し、発災時における行動、避

難経路の教示等を実施する。 

 

 

 

公-1-5 

 

 

語句の修正 

第３節 応急対策計画 
 

５ 各種活動 

第三管区海上保安本部をはじめ関係機関は、連携・協力して応

急対策を実施する。 

（略） 

（６）死体の収容 

   原則として市町村が死体一時保存所、検案場所を設置し、収

容するものとする。死体の収容、埋葬等に係る実施事項は、地

震・津波編第３章第１３節「保健衛生、防疫、廃棄物等対策」

に定めるものとする。 

第３節 応急対策計画 

 
５ 各種活動 

第三管区海上保安本部をはじめ関係機関は、連携・協力して応

急対策を実施する。 

（略） 

（６）死体の収容 

   原則として市町村が死体一時保存所、検案場所を設置し、収

容するものとする。死体の収容、埋葬に係る実施事項は、地震・

津波編第３章第１３節「保健衛生、防疫、廃棄物等対策」に定

めるものとする。 
 

 

公-1-6 

 

 

配備担当部署の

名称変更及び修

正 

 

【別 表】 

１ 配備基準 
  海上事故 

（
情
報
収
集
体

制
・
災
害
即
応
体

制
） 

設置する

本部 

海上事故応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※防災危機管理部長が必要と認めたとき設置 

配備基準 

海上事故により被害が発生又は発生が予想される

場合で、本部長（防災危機管理部長）が必要と認めた

とき。 

配備を要 本 庁 

 

【別 表】 

１ 配備基準 
  海上事故 

（
情
報
収
集
体

制
・
災
害
即
応
体

制
） 

設置する

本部 

海上事故応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※防災危機管理部長が必要と認めたとき設置 

配備基準 

海上事故により被害が発生又は発生が予想される

場合で、本部長（防災危機管理部長）が必要と認め

たとき。 

配備を要 本 庁 
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ページ 修正理由 修正案 現行 
する課等 危機管理課 防災政策課 消防課 産業保安課 

健康福祉政策課 医療整備課 薬務課 水産課 

漁港課 港湾課 

病院局経営管理課 

出先機関（関係各部局等において必要と認めたとき） 

※４ 

地域振興事務所 

保健所（健康福祉センター） 土木事務所 
水産事務所 漁港事務所 港湾事務所 

その他、必要に応じて部局内等で増強する。 

（
災
害
対
策
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備
） 

設置する

本部 

災害対策本部（本部長：知事） 

※知事が必要と認めたとき設置 

配備基準 
海上事故により重大な災害が発生した場合で、本部

長（知事）が必要と認めたとき。 

配備を要

する課等 

本 庁 

災害即応体制に加えて 

秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課 健康

づくり支援課 疾病対策課 
衛生指導課 環境政策課 経済政策課 農林水産

政策課 漁業資源課  
県土整備政策課 出納局 企業局管理部総務企画

課 
教育庁教育振興部学校安全保健課 

 

出先機関 

災害即応体制と同じ。必要に応じて関係機関で増強

する。 

※配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

以外の課等の配備を指示するものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

であっても当該課等の配備の内容を変更し、又は解くことができる。 

３ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上位の

配備体制を指示することができる。 

４ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配備に

つく。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 
 

する課等 危機管理課 防災政策課 消防課 産業保安課 

健康福祉政策課 医療整備課 薬務課 水産課 

漁港課 港湾課 

病院局経営管理課 

出先機関（関係各部局等において必要と認めたとき） 

※４ 

地域振興事務所 

健康福祉センター（保健所） 水産事務所 
漁港事務所 港湾事務所 

その他、必要に応じて部局内等で増強する。 

（
災
害
対
策
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備
） 

設置する

本部 

災害対策本部（本部長：知事） 

※知事が必要と認めたとき設置 

配備基準 
海上事故により重大な災害が発生した場合で、本

部長（知事）が必要と認めたとき。 

配備を要

する課等 

本 庁 

災害即応体制に加えて 

秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課 健康

づくり支援課 疾病対策課 
衛生指導課 環境政策課 経済政策課 農林水産

政策課 漁業資源課  
県土整備政策課 出納局 企業局管理部総務企画

課 
教育庁教育振興部学校安全保健課 

 

出先機関 

災害即応体制と同じ。必要に応じて関係機関で増

強する。 

※配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

以外の課等の配備を指示するものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

であっても当該課等の配備の内容を変更し、又は解くことができる。 

３ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上位

の配備体制を指示することができる。 

４ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配備

につく。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 
 



192 

ページ 修正理由 修正案 現行 

公-1-7 

 

防災基本計画修

正に伴う語句の

修正 

第２章 航空機事故災害対策 

 

第１節 基本方針 
本章は、成田国際空港及びその周辺（以下「成田国際空港消防

相互応援協定」締結市町村の区域をいう。）並びにその他の地域

において、航空機の炎上等により、多数の死傷者を伴う大規模な

災害（以下「航空機災害」という。）が発生した場合、又は発生

するおそれがある場合に、その拡大を防御し、被害の軽減を図る

ため、防災関係機関が実施する各種の応急対策及び平素から体制

を整備するための予防計画を定めるものとする。 

なお、海上遭難の場合は、前章「海上事故災害対策」に準ずる。

 

 防災関係機関 

  災害時には災害原因者である航空事業者、東京航空局成田空港

事務所、成田国際空港㈱、県、関係市町村等別表１の機関（以下、

一括して「関係機関」という。）が相互に協力して総合的な対応

を図る。 

第２章 航空機事故災害対策 

 

第１節 基本方針 
本章は、成田国際空港及びその周辺（以下「成田国際空港消防

相互応援協定」締結市町村の区域をいう。）並びにその他の地域

において、航空機の炎上等により、多数の死傷者を伴う大規模な

災害（以下「航空機災害」という。）が発生した場合、又は発生

するおそれがある場合に、その拡大を防御し、被害の軽減を図る

ため、防災関係機関が実施する各種の応急対策及び平素から体制

を整備するための予防計画を定めるものとする。 

なお、海上遭難の場合は、前章「海上事故災害対策」に準ずる。

 

 防災関係機関 

  発災時には災害原因者である航空事業者、東京航空局成田空港

事務所、成田国際空港㈱、県、関係市町村等別表１の機関（以下、

一括して「関係機関」という。）が相互に協力して総合的な対応を

図る。 

公-2-2 防災基本計画の

修正に伴う語句

の修正 

第２節 予防計画 

 

（略） 

３ 消火救難、救助・救急及び医療活動に係る資機材等の整備及び

備蓄 

関係機関は災害時における各々の業務に必要な資機材等の整

備及び備蓄に努める。 

 

第２節 予防計画 

 

（略） 

３ 消火救難、救助・救急及び医療活動に係る資機材等の整備及び

備蓄 

関係機関は発災時における各々の業務に必要な資機材等の整

備及び備蓄に努める。 

公-2-9 配備課等の名称

変更 

第３節 応急対策計画 
 

【別表２】 

１ 配備基準 

  航空機事故 

第３節 応急対策計画 

 

【別表２】 

１ 配備基準 

  航空機事故 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

（
情
報
収
集
体
制
・
災
害
即
応
体
制
） 

設置する

本部 

航空機事故応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※防災危機管理部長が必要と認めたとき設置 

配備基準 
航空機事故により被害が発生又は発生が予想される場

合で、本部長（防災危機管理部長）が必要と認めたとき。 

配備を要

する課等 

本 庁 

危機管理課 防災政策課 消防課 産業保安課 

空港地域振興課 健康福祉政策課 医療整備課 薬務

課 病院局経営管理課 

出先機関（関係各部局等において必要と認めたとき）※４ 

地域振興事務所 

保健所（健康福祉センター） 

その他、必要に応じて部局内等で増強する。 

(

災
害
対
策
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備)

 

設置する

本部 

災害対策本部（本部長：知事） 

※知事が必要と認めたとき設置 

配備基準 
航空機事故により重大な災害が発生した場合で、本部長

（知事）が必要と認めたとき。 

配備を要

する課等 

本 庁 
災害即応体制に加えて 

秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課 健康づく

り支援課  

疾病対策課 衛生指導課 環境政策課 経済政策課 

農林水産政策課  

県土整備政策課 出納局 企業局管理部総務企画課 

教育庁教育振興部学校安全保健課 

 

出先機関 災害即応体制と同じ。必要に応じて関係機関で

増強する。 

（
情
報
収
集
体
制
・
災
害
即
応
体
制
） 

設置する

本部 

航空機事故応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※防災危機管理部長が必要と認めたとき設置 

配備基準 
航空機事故により被害が発生又は発生が予想される場

合で、本部長（防災危機管理部長）が必要と認めたとき。 

配備を要

する課等 

本 庁 

危機管理課 防災政策課 消防課 産業保安課 

空港地域振興課 健康福祉政策課 医療整備課 薬務

課 病院局経営管理課 

出先機関（関係各部局等において必要と認めたとき）※

４ 

地域振興事務所 

健康福祉センター（保健所） 

その他、必要に応じて部局内等で増強する。 

(

災
害
対
策
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備)

 

設置する

本部 

災害対策本部（本部長：知事） 

※知事が必要と認めたとき設置 

配備基準 
航空機事故により重大な災害が発生した場合で、本部

長（知事）が必要と認めたとき。 

配備を要

する課等 

本 庁 
災害即応体制に加えて 

秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課 健康づく

り支援課  

疾病対策課 衛生指導課 環境政策課 経済政策課 

農林水産政策課  

県土整備政策課 出納局 企業局管理部総務企画課 

教育庁教育振興部学校安全保健課 

 

出先機関 災害即応体制と同じ。必要に応じて関係機関

で増強する。 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

※配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

以外の課等の配備を指示するものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

であっても当該課等の配備の内容を変更し、又は解くことができる。 

３ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上位の

配備体制を指示することができる。 

４ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配備に

つく。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 
 

※配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

以外の課等の配備を指示するものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

であっても当該課等の配備の内容を変更し、又は解くことができる。 

３ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上位

の配備体制を指示することができる。 

４ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配備

につく。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 
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公-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公-3-5 

担当課の名称変

更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画修

正に伴う語句の

修正 

第３章 鉄道事故災害対策 

 

第３節 応急・復旧計画 

 

 
７ 避難計画 

（１）災害時には、市町村及び県警察等は、人命の安全を第一に必

要に応じて適切な避難誘導を行う。 

（略） 

 

鉄軌道事業者  防災担当課 ＮＴＴ電話 

東 京 地 下 鉄 ㈱ 安全・技術部 03-3837-7528 

京 葉 臨 海 鉄 道 ㈱ 安 全 推 進 部 043-268-6737 

流 鉄 ㈱ 鉄 道 部 04-7158-0117 

銚 子 電 気 鉄 道 ㈱ 運 輸 課 0479-22-0316 

千 葉 都 市 ﾓ ﾉ ﾚ ｰ ﾙ ㈱ 運 転 課 043-287-8210 

い す み 鉄 道 ㈱ 鉄 道 事 業 部 0470-82-2161 

   

第３章 鉄道事故災害対策 

 

第３節 応急・復旧計画 

 

 
７ 避難計画 

（１）発災時には、市町村及び県警察等は、人命の安全を第一に

必要に応じて適切な避難誘導を行う。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄軌道事業者  防災担当課 ＮＴＴ電話 

東 京 地 下 鉄 ㈱ 総 合 指 令 所 03-3845-0151 

京 葉 臨 海 鉄 道 ㈱ 安 全 推 進 部 043-268-6737 

流 鉄 ㈱ 鉄 道 部 04-7158-0117 

銚 子 電 気 鉄 道 ㈱ 運 輸 課 0479-22-0316 

千 葉 都 市 ﾓ ﾉ ﾚ ｰ ﾙ ㈱ 運 転 課 043-287-8210 

い す み 鉄 道 ㈱ 鉄 道 部 0470-82-2161 
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公-3-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当部署の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 各事業者による応急・復旧対策 
事業者  概                要 
 
 
 
京葉臨海 
鉄 道 ㈱ 
 
 
 
 
 
 
 

［応急・復旧対策］ 
 列車の運転中に事故災害が発生した場合は、関係乗務員は、

冷静に状況を判断し、「運転事故復旧応急処置手続」に定める

ところにより、事故災害の概況について、千葉貨物駅指令長

に報告する。また、報告を受けた指令長は、災害情報の伝達

等の適切な処置を講ずるものとする。 
（１）災害対策本部の設置 

 事故又は災害の発生により輸送に著しく支障の生じ

る場合は、本社に災害対策本部を設置するとともに、鉄

道本部運輸部（千葉貨物駅）に現地災害対策本部を設置

し、復旧要員を指揮して早期復旧を図る。 
（２）自衛消防隊 

 事故又は災害時に火災が発生した場合は、「防災規

程」に定めるところにより、自衛消防隊は、公設消防隊

の到着するまで、現地対策本部長又は駅区長の指揮によ

り、初期消火作業を行う。 
 
［情報連絡体制］ 
 事故発生時の連絡 
 
 【鉄道の事故発生時の連絡系統図】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大規模な鉄道事故が発生した場合、速やかに関東運輸局、

県警察及び所轄消防署に連絡する。 
 
 

８ 各事業者による応急・復旧対策 
事業者  概                要 
 
 
 
京葉臨海 
鉄 道 ㈱ 
 
 
 
 
 
 
 

［応急・復旧対策］ 
 列車の運転中に事故災害が発生した場合は、関係乗務員は、

冷静に状況を判断し、「運転事故復旧応急処置手続」に定める

ところにより、事故災害の概況について、千葉貨物駅指令長

に報告する。また、報告を受けた指令長は、災害情報の伝達

等の適切な処置を講ずるものとする。 
（１）災害対策本部の設置 

 事故又は災害の発生により輸送に著しく支障の生じ

る場合は、本社に災害対策本部を設置するとともに、鉄

道本部運輸部（千葉貨物駅）に現地災害対策本部を設置

し、復旧要員を指揮して早期復旧を図る。 
（２）自衛消防隊 

 事故又は災害時に火災が発生した場合は、「防災規

程」に定めるところにより、自衛消防隊は、公設消防隊

の到着するまで、現地対策本部長又は駅区長の指揮によ

り、初期消火作業を行う。 
 
［情報連絡体制］ 
 事故発生時の連絡 
 
 【鉄道の事故発生時の連絡系統図】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大規模な鉄道事故が発生した場合、速やかに関東運輸局、

県警察及び所轄消防署に連絡する。 
 

 

事

故

現

場

千

葉

貨

物

駅 

運

転

指

令

長 

安 全 推 進 部 

関 係 部 署 所 轄 消 防 署 
（出張所含む） 

県 警 察 

関 東 運 輸 局 

県 

事

故

現

場

千

葉

貨

物

駅 

運

転

指

令

長 

鉄 道 本 部 
（ 運 輸 部 ） 

関 係 部 署 所 轄 消 防 署 
（出張所含む） 

県 警 察 

関 東 運 輸 局 

県 
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公-3-21 配備課等の名称

変更 

【別 表】 

１ 配備基準 

  鉄道事故 

（
情
報
収
集
体
制
・
災
害
即
応
体
制
） 

設置す

る本部 

鉄道事故応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※防災危機管理部長が必要と認めたとき設置 

配備基

準 

鉄道事故により被害が発生又は発生が予想される場合

で、本部長（防災危機管理部長）が必要と認めたとき。 

配備を

要する

課等 

本 庁 

危機管理課 防災政策課 消防課 産業保安課 

交通計画課 健康福祉政策課 医療整備課 薬務課 

病院局経営管理課 

 

出先機関（関係各部局等において必要と認めたとき） 

※４ 

地域振興事務所 

保健所（健康福祉センター） 

その他、必要に応じて部局内等で増強する。 

(

災
害
対
策
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備)

 

設置す

る本部 

災害対策本部（本部長：知事） 

※知事が必要と認めたとき設置 

配備基

準 

鉄道事故により重大な災害が発生した場合で、本部長

（知事）が必要と認めたとき。 

配備を

要する

課等 

本 庁 
災害即応体制に加えて 

秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課 健康づ

くり支援課  

疾病対策課 衛生指導課 環境政策課 経済政策課 

農林水産政策課  

県土整備政策課 出納局 企業局管理部総務企画課 

教育庁教育振興部学校安全保健課 

 

出先機関 災害即応体制と同じ。必要に応じて関係機関

で増強する。 

 

【別 表】 

１ 配備基準 
  鉄道事故 

（
情
報
収
集
体
制
・
災
害
即
応
体
制
） 

設置す

る本部 

鉄道事故応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※防災危機管理部長が必要と認めたとき設置 

配備基

準 

鉄道事故により被害が発生又は発生が予想される場合

で、本部長（防災危機管理部長）が必要と認めたとき。 

配備を

要する

課等 

本 庁 

危機管理課 防災政策課 消防課 産業保安課 

交通計画課 健康福祉政策課 医療整備課 薬務課 

病院局経営管理課 

 

出先機関（関係各部局等において必要と認めたとき） 

※４ 

地域振興事務所 

健康福祉センター（保健所） 

その他、必要に応じて部局内等で増強する。 

(

災
害
対
策
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備)

 

設置す

る本部 

災害対策本部（本部長：知事） 

※知事が必要と認めたとき設置 

配備基

準 

鉄道事故により重大な災害が発生した場合で、本部長

（知事）が必要と認めたとき。 

配備を

要する

課等 

本 庁 
災害即応体制に加えて 

秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課 健康づ

くり支援課  

疾病対策課 衛生指導課 環境政策課 経済政策課 

農林水産政策課  

県土整備政策課 出納局 企業局管理部総務企画課 

教育庁教育振興部学校安全保健課 

 

出先機関 災害即応体制と同じ。必要に応じて関係機関

で増強する。 
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※配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

以外の課等の配備を指示するものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

であっても当該課等の配備の内容を変更し、又は解くことができる。 

３ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上位の

配備体制を指示することができる。 

４ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配備に

つく。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 
 

※配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

以外の課等の配備を指示するものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

であっても当該課等の配備の内容を変更し、又は解くことができる。 

３ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上位の

配備体制を指示することができる。 

４ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配備に

つく。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 
 

公-4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画修

正に伴う語句の

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 道路事故災害対策 

 

第３節 応急対策計画 
３ 危険物等を積載する車両の事故等による危険物等の流出への

対処 
（略） 
（４）避難 

   市町村及び県警察は、流出した危険物等の性質、量及び気象

条件等を勘案し、被害拡大を防止するため、地域住民等に対し、

避難指示及び立入禁止区域の設定等の措置を講ずるものとす

る。 

（５）広報 

   市町村及び関係機関は、地域住民等の民心の安定のため、流

出危険物等に係る安心情報又は被害拡大を防止するための避

難指示等を踏まえた警戒情報を広報するものとする。 

  ※ 危険物等：消防法で規定する「危険物」、毒物及び劇物取

締法で規定する「毒物」「劇物」「特定劇物」、高圧ガス保安

法で規定する「高圧ガス」、火薬類取締法で規定する「火薬

類」をいう。 

 

 

 

 

 

 

第４章 道路事故災害対策 

 

第３節 応急対策計画 
３ 危険物等を積載する車両の事故等による危険物等の流出への

対処 
（略） 

（４）避難 

   市町村及び県警察は、流出した危険物等の性質、量及び気象

条件等を勘案し、被害拡大を防止するため、地域住民等に対し、

避難勧告及び立入禁止区域の設定等の措置を講ずるものとす

る。 

（５）広報 

   市町村及び関係機関は、地域住民等の民心の安定のため、流

出危険物等に係る安心情報又は被害拡大を防止するための避

難勧告等を踏まえた警戒情報を広報するものとする。 

  ※ 危険物等：消防法で規定する「危険物」、毒物及び劇物取

締法で規定する「毒物」「劇物」「特定劇物」、高圧ガス保安

法で規定する「高圧ガス」、火薬類取締法で規定する「火薬

類」をいう。 
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公-4-7 配備課等の名称

変更 
【別 表】 

１ 配備基準 

  道路事故 

（
情
報
収
集
体
制
・
災
害
即
応
体
制
） 

設置す

る本部 

道路事故応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※防災危機管理部長が必要と認めたとき設置 

配備基

準 

道路事故により災害が発生又は発生が予想される場合

で、本部長（防災危機管理部長）が必要と認めたとき。 

配備を

要する

課等 

本 庁 

危機管理課 防災政策課 消防課 産業保安課 

健康福祉政策課 医療整備課 薬務課 道路環境課 

病院局経営管理課 

出先機関（関係各部局等において必要と認めたとき） 

※４ 

地域振興事務所 

保健所（健康福祉センター） 

土木事務所  

その他、必要に応じて部局内等で増強する。 

(

災
害
対
策
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備)

 

設置す

る本部 

災害対策本部（本部長：知事） 

※知事が必要と認めたとき設置 

配備基

準 

道路事故により重大な災害が発生した場合で、本部長

（知事）が必要と認めたとき。 

配備を

要する

課等 

本 庁 
災害即応体制に加えて 

秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課 健康づ

くり支援課  

疾病対策課 衛生指導課 環境政策課 経済政策課 

農林水産政策課  

県土整備政策課 出納局 企業局管理部総務企画課 

教育庁教育振興部学校安全保健課 

 

出先機関 災害即応体制と同じ。必要に応じて関係機関

で増強する。 

【別 表】 

１ 配備基準 

  道路事故 

（
情
報
収
集
体
制
・
災
害
即
応
体
制
） 

設置する

本部 

道路事故応急対策本部（本部長：防災危機管理部長） 

※防災危機管理部長が必要と認めたとき設置 

配備基準 
道路事故により災害が発生又は発生が予想される場

合で、本部長（防災危機管理部長）が必要と認めたとき。 

配備を要

する課等 

本 庁 

危機管理課 防災政策課 消防課 産業保安課 

健康福祉政策課 医療整備課 薬務課 道路環境課 

病院局経営管理課 

出先機関（関係各部局等において必要と認めたとき） 

※４ 

地域振興事務所 

健康福祉センター（保健所） 

土木事務所  

その他、必要に応じて部局内等で増強する。 

(

災
害
対
策
本
部
第
１
～
本
部
第
３
配
備)

 

設置する

本部 

災害対策本部（本部長：知事） 

※知事が必要と認めたとき設置 

配備基準 
道路事故により重大な災害が発生した場合で、本部長

（知事）が必要と認めたとき。 

配備を要

する課等 

本 庁 
災害即応体制に加えて 

秘書課 総務課 政策企画課 報道広報課 健康づ

くり支援課  

疾病対策課 衛生指導課 環境政策課 経済政策課 

農林水産政策課  

県土整備政策課 出納局 企業局管理部総務企画課 

教育庁教育振興部学校安全保健課 

 

出先機関 災害即応体制と同じ。必要に応じて関係機関

で増強する。 
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※配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

以外の課等の配備を指示するものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

であっても当該課等の配備の内容を変更し、又は解くことができる。 

３ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上位

の配備体制を指示することができる。 

４ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配備

につく。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 
 

※配備の特例措置 

１ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

以外の課等の配備を指示するものとする。 

２ 知事（防災危機管理部長）は、状況に応じて「配備を要する課等」

であっても当該課等の配備の内容を変更し、又は解くことができる。 

３ 配備体制を強化する必要があると知事が認めたときは、より上位

の配備体制を指示することができる。 

４ 出先機関においては、管轄する市町村が基準に達した場合に配備

につく。 

※議会事務局には連絡のみ行う。 
 

 


